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平成２６年第３回名寄市議会定例会会議録

開会 平成２６年９月１日（月曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 特別委員会の設置について

日程第５ 議案第１号 名寄市文化芸術振興条例

の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市コミュニティ放送

局送信所設置条例の制定について

日程第７ 議案第３号 名寄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について

議案第４号 名寄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について

日程第８ 議案第５号 名寄市病院事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 北海道市町村職員退職手

当組合を組織する団体の増加及び北海

道市町村職員退職手当組合規約の変更

について

日程第10 議案第７号 音威子府村の旅券交付申

請及び交付に関する事務の受託につい

て

日程第11 議案第８号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第12 議案第９号 財産の取得について

日程第13 議案第１０号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第14 議案第１１号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第15 議案第１２号 名寄市土地開発公社の

解散について

日程第16 議案第１３号 専決処分した事件の承

認について

日程第17 議案第１４号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第４号）

日程第18 議案第１５号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第２

号）

日程第19 議案第１６号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第１７号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第21 議案第１８号 平成２６年度名寄市病

院事業会計補正予算（第１号）

日程第22 議案第１９号 平成２６年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第23 議案第２０号 平成２５年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第２１号 平成２５年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第２２号 平成２５年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第２３号 平成２５年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第２４号 平成２５年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について

議案第２５号 平成２５年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て

議案第２６号 平成２５年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて

平成２６年９月１日（月曜日）第３回９月定例会・第１号
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議案第２７号 平成２５年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第２８号 平成２５年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第２９号 平成２５年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第３０号 平成２５年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第24 議案第３１号 名寄市固定資産評価員

の選任について

日程第25 議案第３２号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第26 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 会期の決定

日程第３ 行政報告

日程第４ 特別委員会の設置について

日程第５ 議案第１号 名寄市文化芸術振興条例

の制定について

日程第６ 議案第２号 名寄市コミュニティ放送

局送信所設置条例の制定について

日程第７ 議案第３号 名寄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について

議案第４号 名寄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について

日程第８ 議案第５号 名寄市病院事業の設置等

に関する条例の一部改正について

日程第９ 議案第６号 北海道市町村職員退職手

当組合を組織する団体の増加及び北海

道市町村職員退職手当組合規約の変更

について

日程第10 議案第７号 音威子府村の旅券交付申

請及び交付に関する事務の受託につい

て

日程第11 議案第８号 工事請負契約の締結につ

いて

日程第12 議案第９号 財産の取得について

日程第13 議案第１０号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第14 議案第１１号 損害賠償の額を定める

ことについて

日程第15 議案第１２号 名寄市土地開発公社の

解散について

日程第16 議案第１３号 専決処分した事件の承

認について

日程第17 議案第１４号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第４号）

日程第18 議案第１５号 平成２６年度名寄市国

民健康保険特別会計補正予算（第２

号）

日程第19 議案第１６号 平成２６年度名寄市介

護保険特別会計補正予算（第２号）

日程第20 議案第１７号 平成２６年度名寄市下

水道事業特別会計補正予算（第１号）

日程第21 議案第１８号 平成２６年度名寄市病

院事業会計補正予算（第１号）

日程第22 議案第１９号 平成２６年度名寄市水

道事業会計補正予算（第１号）

日程第23 議案第２０号 平成２５年度名寄市一

般会計決算の認定について

議案第２１号 平成２５年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て

議案第２２号 平成２５年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

議案第２３号 平成２５年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

議案第２４号 平成２５年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算
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の認定について

議案第２５号 平成２５年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て

議案第２６号 平成２５年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて

議案第２７号 平成２５年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて

議案第２８号 平成２５年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて

議案第２９号 平成２５年度名寄市病

院事業会計決算の認定について

議案第３０号 平成２５年度名寄市水

道事業会計決算の認定について

日程第24 議案第３１号 名寄市固定資産評価員

の選任について

日程第25 議案第３２号 名寄市職員の給与に関

する条例の一部改正について

日程第26 諮問第１号 人権擁護委員の候補者の

推薦について

１．出席議員（１９名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１６番 植 松 正 一 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） ただいまより平成２６

年第３回名寄市議会定例会を開会いたします。

本日の会議に１４番、佐藤勝議員から欠席の届

け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

６番 佐 藤 靖 議員

１１番 川 口 京 二 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 会期の決定

について、お諮りいたします。

今期定例会の会期は、本日より９月２６日まで

の２６日間といたしたいと思いますが、御異議ご

ざいませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、今期定例会の会期は、本日より９月２

６日までの２６日間と決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第３ これより行

政報告を行います。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） おはようございます。本

日、平成２６年第３回定例会の開会にあたり、こ

れまでの主な行政事項について、その概要を御報

告申し上げます。

はじめに、企業会計を除いた平成２５年度の各

会計決算について申し上げます。

一般会計については、歳入総額から歳出総額を

差し引いた形式収支で４億 ８４５万２千円の黒

字となり、翌年度に繰り越しすべき一般財源３５

０万円を差し引いた実質収支は４億 ４９５万２

千円となりました。この額から、名寄市基金条例

に基づき財政調整基金へ１億８千万円、減債基金

へ６千万円を積み立て、残り１億 ４９５万２千

円を平成２６年度へ繰り越しました。

特別会計では、国保の保険事業勘定で１億 ８

８３万円、介護の保険事業勘定で ６６８万９千

円それぞれ黒字となり、他の特別会計については、

一般会計繰入金で調整を行い、収支はゼロとなっ

ています。

次に、基金の状況について申し上げます。

一般会計における平成２５年度末の基金残高は

７０億 ７７２万７千円で、前年度末に比べて、

８億 ４８７万８千円の増加となりました。

地方交通確保基金など、基金の設置目的に応じ

て経常的な経費の財源として取り崩したほか、医

療従事者確保の財源として市立総合病院整備基金

から、東病院の運営に係る財源として名寄東病院

振興基金から、名寄市土地開発公社の保有する土

地の購入に係る財源として土地開発基金から、老

朽化している公共施設の整備に係る財源として公

共施設整備基金から、また、起債償還の財源とし

て減債基金からなど、総額で４億 ３７５万９千

円を取り崩したものの、減債基金、公共施設整備

基金、市立総合病院整備基金、名寄東病院振興基

金、名寄市立大学振興基金などに、合計で１２億

８６３万７千円を積み立てしたことから、基金

全体では、前年度比１ ２パーセントの増となり

ました。これは、合併算定替の終了を見据えて、

地方交付税の増額分、行革効果額の一部を減債基

金などに積み立てたことによります。主な基金の

残高は、財政調整基金１１億 ４８１万６千円、

減債基金１１億 ３８４万２千円、公共施設整備

基金９億 ６１２万７千円、名寄東病院振興基金

６億 ２４０万５千円、名寄市立大学振興基金５

億 ５８６万円、合併特例振興基金１２億 １６

０万円となっています。

このほか、特別会計で、国民健康保険支払準備
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金基金 ９０３万３千円、介護給付費準備基金１

億 ０４７万３千円となっています。

これらの基金については、今後も、有効かつ適

切に活用し、健全な財政運営に努めてまいります。

次に、市民主体のまちづくりの推進について申

し上げます。

北海道日本ハムファイターズ「北海道１７９市

町村応援大使」関連事業として、７月１２日に、

市民５０組１００人がファイターズ応援観戦ツア

ーに招待され、本市の応援大使として協力いただ

いている稲葉篤紀選手、村田和哉選手と記念撮影

などを行ったほか、札幌ドーム内に設置されたブ

ースにおいて、本市のＰＲを行いました。

今後においても、９月１５日に、市内特別支援

学級に在籍する小学４年生から中学３年生の児童

・生徒や野球少年団を対象とした応援ツアーを実

施するほか、植樹会を開催するなど、北海道日本

ハムファイターズ名寄応援団をはじめとする関係

団体と連携しながら、両選手や球団との交流を通

じて、本市のＰＲと活性化に努めてまいります。

次に、コミュニティ活動の推進について申し上

げます。

６月２５日に名寄市町内会連合会主催による、

町内会長と行政との懇談会が開催され、市の事業

について報告し、情報共有を図るとともに、地域

の課題などについて意見交換を行いました。

次に、交流活動の推進について申し上げます。

東京都杉並区との交流については、６月１５日

に開催された第３５回ふうれん白樺まつりに、代

表団７人と高円寺阿波おどり親善訪問団３４人に

加え、杉並区商店会連合会からも来名いただき、

阿波おどりなどを通じて広く市民との親睦を深め

ました。また、８月２３日と２４日に開催された

第５８回東京高円寺阿波おどりには、本市から代

表団と市民合わせて３１人が参加して、本市のＰ

Ｒと友好自治体との交流を深めてきました。

山形県鶴岡市藤島との交流については、少年少

女交流事業として、８月１日から４日間、バレー

ボール少年団の児童など１９人が藤島を訪問し、

親善試合や交流会などを通じて、相互のまちに対

する理解と友情の絆を深めました。

また、８月３１日に開催された、なよろ産業ま

つりに合わせて、藤島名寄交流友の会をはじめと

した訪問団１５人が来名され、市民との親交を深

めました。

ふるさと会の交流については、６月２７日から

４日間、東京なよろ会から２７人が来名され、ゴ

ルフやなよろ市立天文台「きたすばる」見学のほ

か、市民交流会などを通じて、ふるさとでの楽し

いひとときを満喫していただきました。

自治体スクラム支援会議に係る南相馬市との交

流については、一昨年から３回目となる「なよろ

夏季林間学校２０１４」を実施し、南相馬市の小

学５・６年生１９人を受け入れました。８月６日

から５日間、自然体験などを通じてのびのびと活

動したほか、市民との交流も深めました。また、

本年度は引率の職員から本市職員や議員、市民を

対象として、南相馬市の現状について講演をいた

だいたところであり、今後もさらなる支援と交流

のため、事業を継続してまいります。

姉妹都市カナダ国カワーサレイクス市リンゼイ

との交流については、７月２６日から本市の高校

生３人が交換学生としてリンゼイに派遣されてい

るとともに、８月２日から６日間は、姉妹都市提

携４５周年を記念して、リンゼイから７人の訪問

団の皆様にお越しいただき、相互の友好と理解を

深めました。

台湾との交流については、８月２５日に元台湾

教育部の職員で、現在は杉並区の非常勤職員であ

る林黙章氏に「名寄市政策アドバイザー」として

協力いただけることとなり、今後、台湾からの教

育旅行の受入などに対するアドバイスをいただく

ことにしています。

交流居住の推進については、昨年度、旧風連高

校教員住宅を改修整備した移住体験施設「お試し

移住住宅」が好評だったことから、本年度、新た
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に２棟目を整備し、２棟体制での利用を開始しま

した。１棟目では５月から８月の間に４組の方々

が、また、２棟目では８月に２組の方々が、本市

での生活を体験しました。

次に、地域おこし協力隊について申し上げます。

地域おこし協力隊・農業支援員として、新たに

５月１日付けで長谷川雅美さんを委嘱しました。

現在は、東風連地区に移住し、農作業研修に励む

とともに、農閑期における地域貢献活動に向けて、

準備を進めています。

次に、広域行政の推進について申し上げます。

定住自立圏構想に基づく、北・北海道中央圏の

取組として、８月７日に、構成市町村長が一堂に

会する会議を開催し、総務省地域力創造グループ

地域自立応援課長の佐藤啓太郎氏を講師に迎え、

講演会を実施するとともに、各市町村の取組など

について、意見交換を行いました。

天塩川周辺市町村で構成する「テッシ・オ・ペ

ッ賑わい創出協議会」では、地域住民や移住者、

地域おこし協力隊などと一緒に地域づくりについ

て話し合う研修会や、「天塩川ククサ」のブラン

ド化、北海道への移住フェアへの出展などに取り

組んでいます。また、研修会で発案された企画と

して、現在、各地域で制作され好評を博している

ファレル・ウィリアム氏のヒット曲「ＨＡＰＰ

Ｙ」にのせた地域をＰＲする動画の天塩川版が制

作され、８月２１日にＹｏｕＴｕｂｅで公開され

ました。

次に、効率的な行政運営について申し上げます。

自治体職員の自主的な研修の場を設け、定住自

立圏構想推進の一環として人材育成に資すること

を目的とした「地方財政ゼミナール２０１４ｉｎ

なよろ」を８月１１日から２日間にわたり、市立

大学で開催しました。北海道総合政策部地域行政

局市町村課及び北海道上川総合振興局の全面的な

協力をいただき、また、ゼミナールの講師として、

関西学院大学教授小西砂千夫氏のほか、総務省自

治財政局調整課長境勉氏、総務省自治財政局財務

調査課長原邦彰氏、総務省の「今後の新地方公会

計の推進に関する実務研究会」の構成メンバーで

ある公認会計士の菅原正明氏を迎え、道内各地か

ら１２４人の参加のもと、大変有意義な機会とな

りました。今回の議論を契機とし、本市の行財政

運営において、今後の国の政策の動向を着実に反

映させてまいります。

次に、健康づくり特別講演会について申し上げ

ます。

６月２８日に、名寄ふるさと大使であり地元出

身の千葉一敏氏を講師に迎え、「健康食品、特定

保健用食品の正しい利用法」をテーマに講演をい

ただき、２００人を超える市民の参加がありまし

た。

講演では個々人が思っている健康食品・サプリ

メントの認識の違いや、生活習慣病の発症・重症

化予防には食生活の改善が重要であることなどが

ユーモアを交えながらわかりやすく話され、参加

者全員があらためて健康への意識を高めました。

次に、病院事業について申し上げます。

本年度の第１四半期における一般科の患者取扱

状況については、入院患者数は延べ１万 ０２６

人で前年比 ６６１人の減、率にして１ １パー

セントの減少、また、外来患者数は、４万 ８１

７人で前年比８２８人の増、率にして ７パーセ

ントの増加となっています。

医業収益については、一般科と精神科を合わせ

た入院収益は１２億 ８１３万円で前年比 ６３

５万円の減、率にして ２パーセントの減少、ま

た、外来収益は５億 ８１９万円で前年比 ７４

７万円の増、率にして ４パーセントの増加とな

っています。

この結果、入院収益と外来収益の合計額は、１

７億 ６３２万円となり、前年比 ８８８万円の

減、率にして ２パーセントの減少となっていま

す。

次に、地域包括ケア病棟について申し上げます。

本年４月から、病床機能の分化を図るための病



－7－

平成２６年９月１日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

棟再編準備期間として、一般科３００床のうち５

０床を一時休床していましたが、病棟再開に向け

た態勢が整ったため、８月１日から地域包括ケア

病棟の準備病棟として運用を開始しました。６カ

月間の運用実績を経て、来年２月１日から施設基

準を取得する予定となっています。

次に、旧精神科病棟解体工事及び外構・駐車場

工事について申し上げます。

６月９日から工事を開始していますが、現在は、

旧精神科病棟及び既存地下連絡通路の解体工事並

びに新たに本館と新館を結ぶ地下連絡通路の接続

工事を行っています。この工事は１０月の完了を

予定しており、その後、外構・駐車場工事を行い

ます。

工事期間中は、引き続き、市民をはじめ御利用

の皆様に御迷惑をおかけしますが、御理解と御協

力をいただきますようお願い申し上げます。

次に、子育て支援の推進について申し上げます。

本市では、これまで北海道基準に準拠して乳幼

児等医療費助成を実施してきましたが、比較的年

齢が若い就学前児童の保護者に対し、サービス拡

大を図り、子どもが健康に過ごせる環境を提供す

るため、本年８月診療分から助成を拡大しました。

就学前児童については、入院、通院費用とも無料

とするとともに、小学生についても入院費用を無

料とし、市内全ての未就学児の保護者へ受給者証

を送付したところです。

今後もここで育って、育てて良かったと思える

まちづくりを進めてまいります。

次に、地域福祉の推進について申し上げます。

本年も、７月１０日に御遺族をはじめ約２００

人の参列のもと、戦没者追悼式を厳粛に執り行い

ました。また、平和の推進や戦没者の御冥福を祈

り、本市の追悼式及び全国戦没者追悼式の黙とう

に合わせてサイレンを吹鳴しました。

次に、高齢者の福祉の充実について申し上げま

す。

認知症サポーターの養成については、本年度か

ら職員提案のゼロ予算事業として市職員向けの講

座を開催するとともに、出前講座として、市内の

民間事業所に職員が出向き、講座を開催している

ところであり、８月上旬の時点で約６０人の方に

認知症サポーターの証しであるオレンジリングを

お渡ししているところです。年度内には、２００

人の認知症サポーターを養成することを目標とし

ており、今後も関係機関や地域に呼びかけながら

目標達成に努めるとともに、講師となる「認知症

キャラバンメイト」の養成も進めてまいります。

また、７月３０日には、「地域ケア会議立ち上

げ支援事業」として、事例検討に関して全国各地

で活躍されている医師と社会福祉士を講師とした

「地域ケア会議体験講座」を、民生委員や保健福

祉医療機関、介護サービス事業所のスタッフなど、

多職種８７人の参加のもと開催しました。

今後は地域包括支援センターが中心となって、

正式に、地域ケア会議を開催しながら、年度内に

再度、会議の評価とフォローアップを受け、有効

な地域ケア会議の手法を学んでまいります。

次に、国民健康保険事業について申し上げます。

本年度、負担能力に応じた応分の負担を求め、

保険税負担の格差是正と税収増を図るため、後期

高齢者支援金及び介護納付金課税分に係る限度額

の改正を行いました。

さらに、国民健康保険税の軽減拡大として、５

割軽減対象者数に世帯主も含める措置と、２割軽

減対象世帯の軽減判定所得算定を３５万円から４

５万円に引き上げる措置をそれぞれ実施しました。

当初賦課の状況は、被保険者数が ０６７人で

前年度比２２９人の減、世帯数は ３６９世帯で

前年度比４７世帯の減となっています。

軽減の対象は、７割軽減が ５４２世帯、５割

軽減が６６１世帯、２割軽減が５１１世帯となり、

全体では国保加入世帯の６ ０パーセントにあた

る ７１４世帯となりました。

今後とも、市民が安心・信頼できる医療保険制

度を確立するため、事業の円滑な運営に努めてま
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いります。

次に、臨時福祉給付金及び子育て世帯臨時特例

給付金について申し上げます。

平成２６年４月からの消費税率の引き上げに伴

い、所得の低い方々や子育て世帯の負担を緩和す

るため、これらの給付金を支給することとしてい

ます。６月２３日から申請受付を開始しており、

今後も、本年１２月２４日まで受付を継続し、給

付事務の万全を図ってまいります。

次に、廃棄物処理対策について申し上げます。

本年４月から「小型家電リサイクル法」に基づ

く使用済小型家電のリサイクルに取り組んでおり、

７月末現在で、携帯電話５３個、パソコン２７５

台、その他の小型家電 ３７０個を回収していま

す。

今後とも資源の有効活用と一般廃棄物最終処分

場の負荷低減を目指し、小型家電リサイクルの推

進に努めてまいります。

次に、消防行政について申し上げます。

本年１月から６月までの上半期における火災及

び救急・救助出動状況については、火災件数は２

件で、前年比６件の減、火災種別では、建物火災

１件、車両火災１件となっており、死者・負傷者

の発生はありません。

救急件数は５４３件で、前年比１０８件の減、

事故種別では、急病３６１件、一般負傷７５件、

転院搬送５４件、交通事故２０件、その他３３件

となっています。

救助件数は１６件で、前年比１件の減、交通事

故によるもの９件、その他７件となっています。

火災予防については、４月から７月末までに政

令対象物４１事業所、危険物施設５９事業所の立

入検査を実施し、法令違反の対象物に改善指導を

行っています。また、一般住宅 ４３３世帯と高

齢者独居住宅３５７世帯の防火訪問を実施し、住

宅防火対策の推進に努めています。

消防事業については、消防・救急無線のデジタ

ル化工事及び固定電話通報における位置情報通知

システムの導入を進めており、消防活動体制の充

実を図ってまいります。

次に、交通安全対策について申し上げます。

交通事故のない住みよいまちづくりのため、市

民の御理解と御協力をいただきながら、「交通事

故死ゼロ」を目標に交通安全運動を進めています。

本年６月から１０月までの５カ月間は、興部町か

ら、本市を経由し苫前町に至る２３９号線の沿線

７市町村において、地域住民や通過車両に対し交

通安全を呼びかける「旗の波」運動を同一日に実

施しています。

次に、消費生活の安定について申し上げます。

７月１９日に、ルポライターの多田文明氏を講

師に迎え、「悪質商法に騙されないために知って

おきたい手口と対策」をテーマに、「消費生活セ

ミナー」と「権利擁護講演会」を兼ねた講演会を

実施しました。

今後とも、消費者の安全・安心を確保するため、

消費者教育や啓発を推進するとともに、迅速で適

切な相談業務に努めてまいります。

次に、住宅の整備について申し上げます。

昨年度着手した、北斗団地の鉄筋コンクリート

造２階建て１棟１２戸については、８月末の進捗

率は約８０パーセントとなっており、１０月の完

成を予定しています。

また、７月に着手した、新北斗団地のコンクリ

ートブロック造及びプレキャストコンクリート造

平屋建て２棟８戸については、８月末の進捗率は

約２０パーセントとなっており、１０月の完成を

予定しています。

さらに、北斗団地の本年度着手分の鉄筋コンク

リート造２階建て１棟１２戸については、９月に

着手し、来年１０月の完成を予定しています。

長寿命化型改善工事については、７月に着手し

た風舞団地２棟１６戸の８月末の進捗率は約１０

パーセントとなっており、１１月の完成を予定し

ています。

次に、都市環境の整備について申し上げます。
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都市公園の長寿命化修繕計画に基づく公園施設

整備は、名寄公園の人道橋の更新工事については

７月に、風連西町公園の遊具の更新工事について

は８月にそれぞれ発注を終え、現在、工事を進め

ています。

また、名寄公園がこのほど公益社団法人日本造

園学会北海道支部による２２番目の「北の造園遺

産」に認定されました。

今後も市民にとって貴重な財産として名寄公園

を後世に引き継ぐため、自然環境の保全に努めて

まいります。

次に、水道事業について申し上げます。

安定した給水を確保するための老朽管更新工事

については、西４条仲通老朽管更新工事のほか４

路線、延長 ９１５メートルを７月中旬に完了し、

現在は、７月上旬に着手した西１条通ほか２路線、

延長８３６メートルの工事を進めているところで

あり、９月中旬の完成を予定しています。

配水管網整備については、風連北栄１条線配水

管網整備工事のほか２路線、延長５０８メートル

を完了し、現在は、７月下旬に着手した南１丁目

通配水管網整備工事、延長１０８メートルの工事

を進めているところであり、９月上旬の完成を予

定しています。

サンルダム建設事業に伴う上水道２期拡張工事

については、８月中旬に名寄から風連地区への簡

易水道統合整備送水管新設工事のほか２路線、延

長 ９５２メートルに着手し、１１月下旬の完成

を予定しています。

また、有収水量向上のための漏水調査業務や、

清浄な水道水の供給を図るための配水管洗浄作業

を継続実施しています。

次に、下水道事業について申し上げます。

老朽化した施設の改築工事については、６月上

旬に、名寄下水終末処理場における沈砂池機械設

備の更新工事に着手し、来年３月上旬の完成を予

定しているほか、下水道管路施設長寿命化基本計

画の策定についても、６月上旬に業務委託を行っ

たところであり、来年３月上旬の完成を目指して

います。また、雨水管渠新設工事では、７月上旬

に、豊栄川３号幹線、延長１１０メートルに着手

し、１２月中旬の完成を予定しています。

さらに、個別排水処理施設整備事業については、

名寄地区１基、風連地区２基の合併浄化槽の設置

が完了し、現在は、風連地区２基の整備を進めて

いるところであり、１０月下旬の完成を予定して

います。

今後、両地区合わせて７基の工事発注を予定し

ています。

次に、道路整備について申し上げます。

社会資本整備総合交付金により整備を進めてい

た東１条通及び地域の元気臨時交付金の採択がさ

れた風連西町５丁目線の２路線については、工事

を完了しています。

また、５月には西４条仲通及び風連東風連線、

６月には、徳田１８線緑丘連絡線、７月には、昭

和通の発注をそれぞれ終え、現在、工事を進めて

いるところです。

次に、総合交通体系について申し上げます。

北海道縦貫自動車道「士別市多寄町～名寄ＩＣ

間」１２キロメートルについては、これまで「当

面着工しない区間」とされ、整備が進んでいませ

んでした。

こうした中、本年５月に開催された「北海道開

発局事業審議委員会」において、「当面着工しな

い区間」を含めた「士別剣淵～名寄間」の事業継

続が妥当と判断されたところであり、この結果を

受け、８月８日に、国において整備計画が変更さ

れ、事業再開が決定したところであり、この間の

要望活動や市民の強い願いが結実しました。

今後も早期着工に向け、引き続き、国会議員を

はじめ、関係省庁に対して要望活動を進めてまい

ります。

次に、除排雪について申し上げます。

昨年度、積上げ除雪や幹線道路の排雪回数の増

などの試験的な試みを実施したほか、本年７月に
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は、市民の中から無作為抽出した ０００人の成

人を対象に、除排雪に関するアンケート調査を実

施し、約４００人の皆様から回答をいただいたと

ころです。

昨年度の試験的な試みや、今回のアンケート結

果を参考に、今後の冬道環境の品質向上を目指し

てまいります。

次に、農業農村行政について申し上げます。

８月１日現在の農作物の生育状況については、

基幹作物の水稲はもち米、うるち米とも平年並と

なっています。

小麦は、秋小麦・春小麦ともに収量・品質が昨

年を下回る見込みで、現在調整作業を行っていま

す。

畑作物を含めて、馬鈴しょ・玉ねぎ・てん菜な

どの生育は順調に推移しておりましたが、８月４

日から５日の大雨災害により冠水などの被害があ

り、今後の生育が懸念されるところであります。

アスパラガスについては順調に推移し、収量・品

質ともに昨年を上回りました。

次に、有害鳥獣農作物被害防止対策について申

し上げます。

８月１５日現在の捕獲状況は、エゾ鹿は昨年度

より１１７頭少ない２５８頭、アライグマは２頭

を駆除し焼却処分を行ってきたところです。

次に、ヒグマの出没等について申し上げます。

本年度の報告数は、８月１０日現在で、昨年度

より１４件少ない１８件となっていますが、農作

物の収穫時期やキノコ採りのシーズンを前に出没

が報告されていることから、今後においても、広

報、ホームページによる注意喚起や農業者への周

知を行うとともに、警察をはじめ関係機関と連携

し、被害防止対策を実施してまいります。

次に、畜産振興について申し上げます。

公共牧場については、受精対象牛を中心に放牧

を行っており、市営牧野は５月２６日から２７５

頭を受け入れ、母子里地区共同牧場では、６月９

日から１０４頭をそれぞれ受け入れています。

食肉センターについては、平成２５年度で改修

工事が完了し、畜産処理加工施設とも順調に稼働

しており、現在は１日平均５５頭のと畜処理を行

っています。

次に、薬用作物の振興について申し上げます。

７月１１日と１２日に、独立行政法人医薬基盤

研究所との共催による「薬用植物フォーラム２０

１４」を開催しました。全国から来名した、研究

機関や関連企業などの専門家による、薬用植物の

生産や需要、今後の動向、本市でのカノコソウ栽

培などについての研究発表や、薬用植物資源研究

センターの現地観察会に加え、市民講座として、

漢方、健康、美容についての講演会を実施しまし

た。２日間で３９３人に御来場いただき、薬用作

物への市民の関心や知識を高めるとともに、本市

の取組などについて市外の方にも知っていただく

機会となりました。

また、薬用作物の生産体制をより充実したもの

とするため、医薬基盤研究所と薬用植物に関わる

共同研究契約を締結し、本市の農業振興センター

と共同で、本市に適した作物の研究などを進める

こととなりました。

次に、産業まつりについて申し上げます。

地産地消の推進と地場産品の良さを広め、農業、

農村への理解と農産物の消費拡大を図るため、８

月３１日に「第３６回なよろ産業まつり」を開催

しました。会場のなよろ健康の森には、各種イベ

ントや地場産品を求めて多くの人々が訪れ、賑わ

いました。

次に、もっともち米プロジェクト事業について

申し上げます。

産業まつりで、もち米を使用した「飲むみり

ん」の発表を行うなど、もち食文化の浸透や市民

の誇りづくりに向けた取組を進めるとともに、札

幌ドームやサッポロビアガーデンなどのイベント

を通じて、広くＰＲを行ってまいりました。

８月２２日に、一般社団法人移住・交流推進機

構の助成事業を活用した、本市と株式会社ぐるな
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びとの連携事業として、料理教室「北海道名寄市

の日」を開催しました。東京都渋谷区表参道のフ

レンチレストランにおいて、各種メディアや閲覧

者の多いブログの運営者などに参加いただき、も

ち米などを使用したレシピのデモンストレーショ

ンを行うなどして、産地ブランド化の推進や首都

圏における認知度の向上、販路の拡大に向け、本

市の高品質な農作物の効果的なＰＲを行ってまい

りました。

また、８月３１日には、日本の食の第一人者で

あるマスターソムリエの髙野豊氏に「名寄市政策

アドバイザー」として協力いただけることとなり、

今後、名寄産農産物のブランド化に向けたアドバ

イスをいただくこととしています。

次に、商工業について申し上げます。

北海道が公表している、本年第２四半期の上川

北部地域の地域別経済動向調査において、運送業、

飲食業などは消費税増税分の転嫁ができず停滞傾

向にあること、小売業は一時的に消費税増税前の

駆け込み需要の反動減があったものの復調してい

ること、建設土木業・宿泊業については、大きな

変動がなかったことから、第１四半期と比較して

地域景況感・生産動向・消費動向ともに相対的に

「横ばい」と判断されています。

市の融資関係については、７月末現在で経営資

金は９３件、５億 ５３８万３千円の融資となっ

ており、前年同期比では件数で同数、金額では８

１パーセントとなっています。また、設備資金

は９件、 ０３０万円の融資となっており、前年

同期を大きく上回っています。

次に、労働関係について申し上げます。

ハローワーク名寄管内における６月末の月間有

効求人倍率は ０７倍で、前年同月比で ２６ポ

イント上回り、３３カ月連続して前年同月を上回

っていますが、来春の新規高卒予定者の求人につ

いては、就職希望者が増加している中、依然とし

て厳しい状況にあることを踏まえ、公共職業安定

所、上川総合振興局、上川教育局及び地元自治体

の連携による「高校生のための企業見学会」が、

管内４市において開催されました。本市で開催さ

れた７月２３日の見学会には、高校生１６人が参

加し、ニチロ畜産、清峰園での体験を通して、就

職への意欲を高めました。

また、８月５日には、２５の企業や団体が参加

した企業説明会が駅前交流プラザ「よろーな」で

開催され、市内をはじめ近隣の高等学校から４８

人が参加し、各企業の経営理念、求められる人材

などについて学ぶ貴重な機会となりました。

今後も関係機関と連携し、就職活動の支援に努

めてまいります。

次に、ご当地グルメＰＲ事業について申し上げ

ます。

「名寄」の知名度向上のため様々な活動を行っ

てきた「第７４６なよろ煮込みジンギス艦隊」が、

本年度から、一般社団法人Ｂ級ご当地グルメでま

ちおこし連絡協議会の「本部加盟団体」に昇格し

ました。

昇格により、本年１０月１８日と１９日、福島

県郡山市で開催されるＢ―１グランプリ全国大会

に、北海道からの３団体を含む５９のまちづくり

団体の一員として参加することになりました。Ｂ

―１グランプリ参加による知名度向上効果に大い

に期待するところです。

次に、合宿に係るホスピタリティ事業について

申し上げます。

本年度も、地域の特産品素材を活用した新商品

開発に取り組んでいる、東京の香川調理製菓専門

学校の稲葉恭二先生のゼミと連携し、８月１１日

から５日間の日程で名寄合宿を行いました。

今回のテーマは、「もち米」を素材とした新商

品開発として、「もっともち米プロジェクト事

業」とタイアップを図り、９品の新たなメニュー

が開発されました。８月１４日の試食会には、市

内飲食店、農業関係者などが参加して、学生が取

り組んだ成果品に対し、その活用も含めて様々な

視点から意見交換を行い、相互に実り多い交流の
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場となりました。

次に、ひまわり観光について申し上げます。

道立サンピラーパークひまわり事業については、

ひまわり畑の面積を一部縮小する一方で、雑草の

除去に力を注いだ結果、昨年を上回る開花状況と

なりました。さらに、併設したひまわり観光案内

所など、各地から訪れる観光客の受入体制の整備

を行うとともに、本年度はライトアップひまわり

の照明をＬＥＤ化して、８月１日から１７日まで

の実施を予定していましたが、台風１１号による

暴風雨により多くのひまわりが倒伏したため、残

念ながら１２日までの実施となりました。

しかしながら、大手旅行会社がライトアップに

合わせて企画した旅行商品が実施され、２１３人

が本市を訪れており、本市のひまわり畑の知名度

やイメージが一定程度定着しつつあると考えてい

ます。

なよろ２３９ひまわりロード事業については、

昨年に引き続き、ひまわりボランティアを募集し、

６月２８日に、約６０人の方に参加いただき、市

役所名寄庁舎北側から国道４０号に至る国道２３

９号で、ひまわり苗の移植作業を行うとともに、

７月には名寄高等学校陸上部の協力により草取り

作業を行うなど、市民参加型のまちづくりに取り

組みました。

ひまわりのまちプロジェクトについては、市内

全域で延べ３０２人の方に、ひまわりの種 ２７

０袋を無料配布し、目標である「どこに行っても

“ひまわり”があるまち」を目指し、各家庭、学

校、団体などの協力の輪がさらに広がり、市内各

地でひまわりが咲き誇りました。

また、８月１０日には名寄ひまわりまちづくり

大使の有森裕子氏を招いて、道立サンピラーパー

クなどをコースとした「第２回有森裕子なよろひ

まわりリレーラン」を開催しました。市内外から

前回を大幅に上回る７５チームの参加があり、地

域資源を活用した交流人口の拡大が図られました。

次に、イベント関係について申し上げます。

かみかわ「まるごと食べに」よろーなフェスタ

～なよろアスパラまつりは、６月１日に「よろー

な」駐車場を会場として開催され、市内で活動す

る団体のステージイベントや、市内をはじめ上川

管内から２６店舗が出店したグルメ市、さらには

本市の観光キャラター「なよろう」をはじめ、近

隣自治体のキャラクターによる各自治体のＰＲの

ほか、モバイルマルチドームによるプラネタリウ

ムも上映されるなど、市内外から多くの方々が訪

れ、まつりを楽しみました。

「第３５回ふうれん白樺まつり」は、６月１４

日、１５日にふうれん地域交流センター及びふう

れん望湖台自然公園において開催され、杉並区代

表団をはじめ、高円寺阿波おどり親善訪問団のほ

か多くの来賓にも参加をいただき、大いに盛り上

げていただきました。

本市の夏を彩る「てっしフェスティバル」は、

８月３日に天塩川曙橋下流河川敷において開催さ

れ、野外ライブや各種団体のステージ、さらには

フィナーレを飾る花火など、多彩な催しに約１万

３千人の来場者で賑わいました。

第３６回を迎えた「風連ふるさとまつり・風舞

あんどんオン・エア」は、８月１３日夜、１４団

体１５基の行燈がＪＲ風連駅前通り特設会場を練

り歩き、帰省者や多くの市民が夏の風物詩を堪能

しました。

次に、シーニックバイウェイについて申し上げ

ます。

上川北部の９市町村の観光協会、商工会、商工

会議所及び市町村からなる道北観光連盟が中心と

なり、昨年度から取り組んでいる「天塩川流域ミ

ュージアムパークウェイ」について、６月２０日

に「ルート運営代表者会議」が開催され、運営体

制の強化が図られたほか、より慎重に進めるため、

当初の予定から１年遅れの平成２８年度に正式な

ルート指定を目指すこととされました。

次に、名寄日進地区再整備基本構想について申

し上げます。
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名寄日進地区については、今後の望ましい整備

方向を明らかにするため、昨年８月に設立した庁

内等検討委員会において協議を重ね、基本構想を

まとめたところですが、市民意見を反映した、よ

り実効性のある構想とするため、市民の皆様の御

意見を伺っているところです。

次に、学校教育について申し上げます。

４月７日に市内全小中学校の入学式が行われ、

小学校では２２６人、中学校では２３７人の児童

生徒が入学し、本年度の教育活動が始まりました。

名寄市教育改善プロジェクト委員会については、

４月２８日に第１回会議を開催し、道教委のチャ

レンジテストの効果的な活用など、過去２年間の

学力向上の取組を継続することが確認されるとと

もに、学習指導の工夫改善に関する研究グループ

では、「名寄市学習規律」の徹底などの取組、校

内研修・研究の充実に関する研究グループでは、

指導資料を活用した教員の指導力向上を図る取組、

教育資源等の活用に関する研究グループでは、Ｉ

ＣＴを活用した日常授業の改善を図る取組などを

進めています。また、平成２４年度から道教委の

指定を受けて進めている「学校力向上に関する総

合実践事業」の基礎学力保障の取組や、本年度新

たに指定された道教委の「ほっかいどう学力向上

推進事業」の取組と連動させることにより、市内

の全小中学校が効果的な取組を共有し、一体とな

って学力向上に取り組む体制を整えています。

豊かな心を育てる教育の推進については、名寄

市教育改善プロジェクト委員会の学習指導の工夫

改善に関する研究グループにおいて、本市出身の

力士「名寄岩関」の努力などについて考える道徳

の読み物資料の作成と公開授業の準備を進めてい

ます。また、教育資源等の活用に関する研究グル

ープにおいては、来年５月オープン予定の（仮

称）市民ホールを活用した情操教育の取組につい

て調査研究を進めています。

いじめの根絶については、本年度、教育委員会

において策定した「名寄市いじめ防止基本方針」

及び全小中学校において策定した「学校いじめ防

止基本方針」に基づく取組を進めています。また、

現在、名寄東中学校の生徒会が中心となり、市内

全小中学校の児童会・生徒会が一堂に会して行う

（仮称）「名寄市いじめ防止サミット」開催の準

備を進めています。

健やかな体を育てる教育の推進については、７

月末までに市内の小中学校において、全国体力・

運動能力、運動習慣等の調査を終えました。今後、

課題の克服に向けて、体育の指導を改善する取組

を進めてまいります。

特別支援教育の推進については、新たに特別支

援学級の担任となった教員等を対象として、６月

４日に第１回目の名寄市特別支援教育研修会を開

催し、本市の特別支援教育の現状と課題について

理解を深めるとともに、発達障がいを含め障がい

のある幼児、児童生徒に対する適切な支援のあり

方について学びました。このほか、名寄市立大学

との共同研究のティーチング・アシスタント事業

を活用して放課後などの学習を支援する取組では、

小学校６校において、教科等の学習で「困り感」

のある子ども達に対し、大学生の支援を得て個に

応じたきめ細かい指導を行っています。

信頼される学校づくりの推進については、教職

員の資質向上を図るため、７月４日に学校力向上

に関する総合実践事業アドバイザーを招いて教育

講演会を開催し、市内外から約１００人の教職員

が研修を深めました。また、本年度新たに指定を

受けた文部科学省の「自律的・組織的な学校運営

体制の構築に向けた調査研究」の事業として、名

寄市教育改善プロジェクト委員会の３つの研究グ

ループにおいて、グループの校長・教頭の指導に

より、各小中学校のミドルリーダーの学校運営等

に係るマネジメント力の向上を図る研修を進めて

います。

このほか、本年度から指導主事を１名増員し、

児童生徒の問題行動に対しては、当該学校などと

のより緊密な連携のもと早期解消に向けた取組を
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進めています。

次に、学校施設の整備について申し上げます。

名寄南小学校の校舎等の改築については、７月

中旬から本体工事に着手しています。

今後も児童や工事関係者の安全対策に配慮しな

がら、平成２８年２月の完成に向けて取り進めて

まいります。

また、風連や智恵文地区の地域及び保護者代表

者から、学校などの整備に関する要望が出されて

いることから、整備時期を含めた検討を進めてま

いります。

次に、名寄市立大学並びに名寄市立大学短期大

学部について申し上げます。

短期大学部児童学科の４年制化及び保健福祉学

部の再編強化に係る新学科の設置計画については、

平成２４年１０月に開かれた名寄市立大学及び短

期大学部の教授会において「児童学科の４年制化

＝学部再編強化による社会保育学科の設置」に関

する構想案が承認され、これを受けて庁内横断的

なワーキンググループによる検討を行うとともに、

平成２５年７月に国の政策状況の推移などを踏ま

え、課題解決及び大学の振興方策について設置者

と大学とで方向性を確立するために「短期大学部

児童学科の４年制化及び保健福祉学部再編強化に

関する検討準備会議並びにワーキンググループ」

を組織して、より具体的な検討を行ってまいりま

した。

検討準備会議並びにワーキンググループでは、

新学科の開設の目標年次を平成２８年４月として、

本年５月に新学科の設置計画案をまとめたところ

です。

設置者として、大学における検討内容及び決定

事項については尊重していく考えであり、短期大

学部児童学科の４年制化を推進し、保健福祉学部

再編強化を進めて行くべきものと判断して、６月

に開催された議員協議会において、保育士及び幼

稚園教諭の養成を主たる目的とする社会保育学科

設置計画案の御報告と御説明をさせていただきま

した。また、７月には所管の総務文教常任委員会

において、検討経過、新学科の設置計画案、教学

上の手続きと想定されるスケジュール、施設の整

備、学生の確保や卒業者の就職・就業見通しなど

について御説明をさせていただいてきたところで

す。

なお、社会保育学科開設に伴う大学収支の見通

しや施設の整備に関する、より具体的・詳細な計

画及び事業費などの積算が必要となりますが、今

後も継続して検討作業を進め、詳細がまとまり次

第、市議会をはじめ市民の皆様に御説明させてい

ただくとともに、大学がより質の高い教育と研究

を行うことを可能とし、更なる発展と地域貢献を

進めて行くために市議会をはじめ市民の皆様との

協議の中で御理解と御協力をいただき、進めてま

いりたいと考えています。

大学図書館棟の整備事業については、実施設計

の作業に着手したところであり、体育館屋根改修

工事及び車いす対応トイレ改修工事については、

７月末に着工し今月中の完成を予定しています。

また、名寄市立大学への理解を深め、進路決定

に結び付けていただくため、７月２６日と８月１

６日に、入学を希望する高校生と保護者を対象に

オープンキャンパスを実施しました。２回合わせ

て高校生４３５人、保護者２９２人の参加をいた

だき、昨年度と比較して高校生で１８人の増とな

りました。なお、３回目のオープンキャンパスは

１０月１８日の実施を予定しています。

４年目となる特別支援学校教諭免許状の取得に

つながる免許法認定講習については、７月３０日

からの１２日間にわたり、関係機関の協力を得て

北海道教育委員会と名寄市立大学が共同で開催し

ました。道内では、北海道教育大学が指導大学と

なって実施した３会場と合わせて４会場で実施さ

れ、特に名寄市立大学での受講者は１種免許状の

取得が可能となる講習であり、免許取得率の向上

が図られました。市内小中学校から参加した９人

の現職教員をはじめ道内の教員、保育士など５６
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人が受講され、先進的な教育理論や教育実践の講

義に熱心に取り組まれました。

昨年度から閉鎖していた学内売店については、

７月に事業者の公募及び選定を行い、今月末の開

設に向け準備を進めています。

今後も、学生確保対策の充実と名寄市立大学の

特色を生かした地域貢献活動の取組に努めてまい

ります。

次に、食育の推進について申し上げます。

学校給食センター建設時に導入以来、２２年間

使用してきた蒸煮冷却機を更新し、これにより、

野菜の下茹でや、麺・加工品等の加熱、和え物・

サラダ等の冷却など、より衛生管理の整った安全

で安心な給食の提供が可能となりました。

名寄市立大学生の給食経営管理論実習生の受入

については、本年も栄養教諭が中心となり、６月

３０日から５日間、学校給食センターと東風連小

学校で６人の学生を受け入れました。

次に、生涯学習の推進について申し上げます。

３５年目を迎える名寄ピヤシリ大学は、新入生

１１人と１０人の大学院生を、また４３年目を迎

える風連瑞生大学は、新入生１２人と５人の大学

院生を迎え、それぞれ４月２２日、２５日に入学

式を行いました。新入生をはじめ在学生の皆様は、

生涯学習社会を見据えた今後の学習活動へ意欲を

燃やしているところです。

市民講座は、「なよろ入門」に延べ１０７人の

市民が受講され、また、名寄ピヤシリ大学におい

て、一般市民も対象とした公開講座を２回開講し、

延べ１１１人が受講されました。

本市の短い夏を締めくくる市民盆踊り大会は、

雨天のため８月１５日のみの開催となりましたが、

子ども盆踊りに約１５０人の参加があったほか、

仮装盆踊りには、個人、団体での参加をいただき、

延べ ７００人の人出で賑わいました。実行委員

をはじめ、御協力をいただきました皆様に感謝申

し上げます。

次に、市立図書館について申し上げます。

４月２３日からの「子どもの読書週間」におい

て、名寄本館では「こども図書館まつり」、風連

分館では「春のおはなし会」を開催し、多くの児

童や親子の方に、絵本の読み聞かせやパネルシア

ター、ストーリーテリングなどを楽しんでいただ

きました。

子どもの読書活動推進の取組として、家庭内の

読み聞かせ実践のために、「赤ちゃんに読んであ

げたいおすすめ絵本」のリストの改訂を行い、保

健センター、子育て支援センターなどに配布する

とともに、これに合わせて、赤ちゃん絵本６冊を

入れたペンギンバックの内容も一部更新しました。

また、風連分館においても４セット作成して貸出

を行っています。

６月には、「名寄市内読み聞かせ団体連絡会

議」を開催し、読み聞かせのテクニックの講習や

各団体の活動状況について情報交換を行いました。

学校への読書支援としては、北海道立図書館の

「学校図書館サポートブックス事業」を活用し、

智恵文小学校へ理科読図書の貸出を行うほか、テ

ーマに沿って何冊かの本を紹介するブックトーク

を開催し、本に対する関心を高めることができま

した。

７月下旬から８月にかけて、「夏のおはなし

会」「夏の工作」「１日司書体験」など、本館・

分館とも子ども向けの事業を開催し、多くの参加

をいただきました。

次に、市立天文台について申し上げます。

国立天文台石垣島天文台との交流協定に基づき、

展示コーナーに石垣島と名寄市の位置関係が分か

る地図を設置しました。

５月２５日には、「星ってなぁに？」をテーマ

に第１回市民天文講座を開催し、多くの市民に受

講いただきました。

６月２５日から７月７日にかけては、七夕の短

冊飾り付けイベントを行い、市内の保育所や幼稚

園児、小学生、大学生、来館者など７５７人の協

力をいただいて、８９９枚の短冊を天文台の駐車



－16－

平成２６年９月１日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

場に飾り付けました。

７月１８日には、「はやぶさ」の研究者で世界

的に有名な北海道大学の圦本教授が「さあ行くぞ

はやぶさ２」をテーマに市民向けの講座を行い、

４８人の参加がありました。

７月２６日には、星と音楽の集い実行委員会に

よる「きたすばる・星祭り２０１４」が開催され、

雨天の中ではありましたが、 ４２９名の参加が

あり、多彩なイベントが行われました。また、石

垣島天文台とインターネットを双方向で繋ぎ交流

を深めることができました。

次に、地域文化の継承と創造について申し上げ

ます。

市民文化センターの内部改修については、当初

予定どおり工事を終了し、多目的ホール、生活研

修室、トイレの全面改修を実施するとともに、ワ

ークスペース、図書コーナーを新たに設置しまし

た。７月１日から貸館を再開したところであり、

多くの市民や団体の皆様に御利用いただいていま

す。

（仮称）市民ホールについては、メインとなる

大ホールの愛称を募集し、５月２０日までに１０

３人の方から応募をいただきました。６月１６日

開催の選考委員会において、向井和栄氏から応募

いただいた「市民ホール ＥＮ―ＲＡＹ」が選定

されたところであり、今後広く親しまれる愛称と

なるよう努めてまいります。

また、工事の進行状況は、７月末現在の進捗率

が３２パーセントとなっています。開館記念式典

は、来年５月９日を予定しており、その後に予定

する記念事業と併せて、準備作業を進めています。

文化芸術振興条例については、３月から６月ま

で検討委員会において御議論いただき、条例案を

まとめていただいたところです。また、７月１日

から３０日間、パブリックコメントを実施し、市

民の皆様から御意見をいただきました。

次に、北国博物館について申し上げます。

平成２５年度の入館者数は、１万 ６６０人で、

前年度比５６１人の減となりましたが、市内外の

方々に訪れていただきました。

ゴールデンウィーク企画「博物館で遊ぼう」で

は、１１日間で延 ６８８人の入館があり、多く

の家族連れで賑わいました。期間中は名寄高等学

校、名寄市立大学の学生ボランティアの応援をい

ただき木製遊具、リサイクル遊具などの体験や動

物とのふれあいを楽しんでいただきました。

７月１９日から８月２４日までは、特別展「昭

和の夏休み～玩具で見る遊びの移り変わり」を開

催し、昭和３０年代から５０年代にかけて使われ

ていた「おもちゃ」の移り変わりを中心に、昭和

時代の子ども達の遊びの世界を振り返る展示や古

いゲーム機等の体験コーナーを設置しました。ま

た、関連講座として、名寄市立大学短期大学部の

今野教授による「伝承遊び」に関する講演会を開

催するとともに、児童学科学生やＪＡ道北なよろ

青年部の協力を得て、紙芝居や昔遊びの体験、ド

ン菓子の実演などを行い、多くの子ども達や家族

連れで賑わいました。

次に、家庭教育の推進について申し上げます。

家庭教育学級は、父母が自主的・自発的に学習

する機会の場として、本年度も、引き続き、幼稚

園を主体に３学級を開設しました。併せて、市民

文化センターなどの施設利用減免や借上げバスの

利用などの面でサポートを行いながら活動の促進

を図っています。

次に、スポーツの振興について申し上げます。

長い歴史を誇る憲法記念ロードレースは、本年

度で６２回を迎え、５月１１日に、なよろ健康の

森陸上競技場を発着として開催しました。本年度

は、新たな取組として著名なインターネットサイ

トに登録し、受付を行ったことの効果などで、道

内はもとより道外からの参加もあり、昨年を大幅

に上回る５８４人のエントリーをいただき、それ

ぞれの種別で健脚を競いました。

７月２７日には、サンピラー国体開催記念第１

２回サマージャンプ大会が開催され、１１９人が
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エントリーしました。ソチオリンピックで活躍さ

れた男子の葛西選手、女子の高梨選手らが出場し、

雨の中約２００人の観客が集まり、応援をいただ

きました。

次に、青少年の健全育成について申し上げます。

子ども会育成連合会と共催事業のリーダー養成

事業「わくわく！体験交流会」については、２５

人の児童が登録し、第１回目は６月２１日に市民

文化センター屋外において、第２回目は７月６日

から１泊２日で道立トムテ文化の森キャンプ場に

おいて、キャンプなどの野外体験や集団生活を通

して、リーダーとしての心構えなどを学びました。

第２５回を迎える野外体験学習事業「へっちゃ

ＬＡＮＤ」については、小学４年生から中学１年

生までの２５人の児童・生徒が参加し、７月２９

日から３泊４日でトムテ文化の森キャンプ場を中

心にテントによる生活や九度山登山、川釣り体験、

キャンプファイヤーなどを実施しました。野外な

らではの貴重な体験や集団生活を通して育んだ友

情など、たくさんの思い出を作ることができまし

た。今回は、新採用職員の研修としても位置付け、

多世代とのコミュニケーション能力を高める取組

を行いました。市民のボランティアや教職員のほ

か学習協力者の皆様のサポートをいただき、無事

終了できたことに感謝しています。

杉並区・名寄市小学生体験交流事業については、

本市と杉並区から、小学４年生から６年生までの

２５人がそれぞれ参加し、７月２８日からの３泊

４日を名寄会場、８月５日からの３泊４日を杉並

会場として行いました。班行動では、小学生の時

に本交流事業に参加経験のある方を含む、大学生

や専門学校生、高校生のボランティアリーダー１

２人の協力のもと、お互いに協力し行動すること

で、多くの友達をつくり、友情を深めることがで

きました。

次に、青少年センターについて申し上げます。

青少年センターでは、各町内会から推薦された

指導員の御協力のもと、日常の巡視活動を行って

います。本年度は指導員の改選期であり、各町内

会から推薦された６４人を委嘱しました。夏休み

期間中は、名寄まつり、風連ふるさとまつりで街

頭指導を実施するとともに、名寄市児童生徒補導

協議会との連携で特別巡視を行いました。

次に、教育相談センターについて申し上げます。

適応指導教室では、本年４月に小学生１人が学

校へ復帰し、また、中学生１人が進学しました。

現在、小学生２人、中学生１人が継続して通室し

ており、このうち小学生１人は４月から、通室し

ながら学校にも登校しています。

次に、放課後子ども教室について申し上げます。

名寄市放課後子ども教室については、４月下旬

に名寄地区中学生教室、名寄地区小学生教室、風

連地区小学生教室を順次開講しました。現在、３

教室合わせて、過去、最も多い人数となる４２人

の子ども達が、自ら学び自ら考える力を身に付け

るため、各教室で自学自習やテーマ学習に取り組

んでいます。

最後に、８月４日から５日にかけての大雨及び

２４日の大雨について、現在までに調査確認がで

きている被害の概要について申し上げます。

８月４日から５日にかけての大雨については、

本市では、平成２２年の大雨に比べ、２４時間雨

量で ３倍から ５倍、１時間雨量では、 ５倍

から ８倍、総雨量では１５ ５ミリメートルと

過去を大幅に上回る降雨量となり、これによる豊

栄川、風連別川などの増水、内水氾濫などの影響

により、徳田地区を中心とする床上、床下浸水の

ほか、西風連地区では、初音橋の崩落、その他広

範囲において道路の路盤の侵食、河川の護岸の被

害をはじめとする施設災害などが数多く発生しま

した。また、農業被害では収穫目前のメロン、ス

イートコーンなど、水田、畑合わせて２２０ヘク

タール以上が被害を受け、現在、被害個所及び被

害額について精査しているところですが、全体の

被害額は、平成２２年の大雨災害を上回ることが

予想される状況となっており、早急に対応に向け



－18－

平成２６年９月１日（月曜日）第３回９月定例会・第１号

た検討を進めています。

また、公共施設については、なよろ温泉サンピ

ラー、ピヤシリシャンツェ及び楽々館に、浸水に

よる被害が発生しました。

降雨、増水に関わっての人命に関わる情報発信

の対応については、５日に河川の増水、土砂災害

による災害が起こる恐れが高まったため、災害対

策本部を設置し、旭川地方気象台、関係機関の情

報を基に、徳田しらかば団地をはじめとする地区

に対し、避難準備情報、避難勧告を発令するとと

もに、避難所を開設しました。

このうち、平成２２年度に引き続き被害が発生

した徳田しらかば団地については、今後、速やか

に排水整備に取り組んでまいります。

次に、別紙としてお配りをしておりますが、８

月２４日の大雨について申し上げます。

本市では、アメダスでの１時間雨量で２７ミリ

メートルを超える降雨により国道、道々、市道の

内水冠水による通行止めなどがあり、智恵文川、

共和川、有利里川、内淵川付近でも冠水が確認さ

れました。

農業被害では、水田、畑合わせて１００ヘクタ

ール以上が被害を受け、現在、被害個所及び被害

額について精査しているところです。

また、市民の避難対応については、災害対策本

部を立ち上げ、土砂災害が懸念される智恵文八幡

地区に避難勧告を発令したほか、徳田しらかば団

地に避難準備情報を発令するとともに、徳田地区

及び豊栄地区についても、避難勧告が想定された

ため、避難所を開設するなどしました。

自然災害は、今後、いつ発生するとも限らず、

平成２２年７月２９日の災害を上回る今回の災害

を教訓に、各部署において課題を整理し、平時か

らの災害に対する備えを市民の方々との協働で取

り組む中で、災害に強いまちづくりを目指してま

いります。

以上、主な行政事項について、その概要を申し

上げ報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で行政報告を終わ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 特別委員会

の設置についてを議題といたします。

ただいま市長の行政報告にあった社会保育学科

設置計画案について調査研究するために、１０名

の委員をもって構成する名寄市立大学再編構想調

査特別委員会を設置したいと思いますが、御異議

ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、特別委員会を設置することに決定をい

たしました。

委員の選任のために暫時休憩いたします。

休憩 午前１１時１３分

再開 午前１１時３０分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

お諮りいたします。名寄市立大学再編構想調査

特別委員会の委員の選任については、委員会条例

第７条第１項の規定により、山田典幸議員、佐藤

靖議員、奥村英俊議員、大石健二議員、高橋伸典

議員、川口京二議員、熊谷吉正議員、日根野正敏

議員、駒津喜一議員、東千春議員を指名いたした

いと思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、ただいま指名いたしました議員を選任

することに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第１号

名寄市文化芸術振興条例の制定についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１号 名寄市文化
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芸術振興条例の制定について、提案の理由を申し

上げます。

文化芸術活動は、人々の創造性を高め、感性を

豊かにし、生きる力を育み、活力ある地域社会の

形成に重要な役割を果たしております。これまで

新名寄市総合計画では、施策の柱の一つとして心

豊かな人と文化を育むまちづくりを掲げ、あわせ

て第２次名寄市社会教育中期計画の主要施策の豊

かな地域文化の継承と創造の中には、文化芸術振

興のための条例制定を掲げてきたところであり、

このたび市民待望の（仮称）市民ホールが来年５

月に開館をいたしますことを機に条例を制定をし

ようとするものであります。

条例を制定するに当たり、文化芸術の推進に関

しての考え方を申し上げます。これまで文化芸術

に関する事業は、教育委員会で主に行われており、

市民文化祭、文化講演会、各種市民講座などが広

く市民に認識をされ、定着をしております。条例

制定後においては、従来の文化振興も含めて市全

体として文化芸術振興を推進をしようとするもの

であります。このことから、本条例案は地方教育

行政の組織及び運営に関する法律第２４条の２の

規定に基づき、市長が文化芸術振興管理をし及び

執行する場合の条例として位置づけをするもので

あります。また、文化芸術振興推進の事務を執行

する担当については、地方自治法第１８０条の２

により補助執行として教育委員会がその事務を担

うことを予定をしております。

次に、制定をしようとする本条例案の概要につ

いて申し上げます。条例の初めには、名寄市の文

化芸術がイメージをできる前文を規定をし、次に

文化芸術の振興の柱となる目的、基本理念を定め、

今後の名寄市の文化芸術が推進をされるように規

定をしております。また、市民全体の文化芸術の

活動を推進させ、活発な文化芸術活動が行われる

よう市の責務と市民等の役割を規定をしておりま

す。

条例の施行は、平成２７年４月１日からを予定

をするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

議案第１号は、総務文教常任委員会に付託をい

たします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 議案第２号

名寄市コミュニティ放送局送信所設置条例の制

定についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２号 名寄市コミ

ュニティ放送局送信所設置条例の制定について、

提案の理由を申し上げます。

コミュニティー放送は、全国の各地域において

地域のきめ細やかな情報を発信をし、地域活性化

や安全なまちづくりに公共性の高い情報発信手段

として貢献をしております。これまで新名寄市総

合計画では、施策の柱として市民と行政との協働

によるまちづくりと自然と環境に優しく快適で安

全なまちづくりを掲げ、行政情報の積極的な活用

による情報の共有化を図るほか、防災等のシステ

ムの整備を図ってまいりました。難聴取地域を解

消して、情報通信格差の是正を図り、地域文化を

向上させるとともに、防災等の情報伝達の一つの

手段としての機能を確保することで、安全なまち

づくりに寄与するため、本送信所を設置をするこ

ととし、条例を制定をしようとするものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。
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〇１３番（熊谷吉正議員） 比較的災害の少ない

名寄でしたけれども、短時間の豪雨等によって２

回の大雨を経験をしておりますので、今後も気象

変動の関係でいろんな災害情報の伝達媒体は多け

れば多いほどいいということで、基本的には理解

はできますけれども、新設条例なので、何点かお

尋ねだけしておきたいと思います。

新聞報道によりますと、６月にＨＢＣさんのい

わゆるアンテナ関係、土地も含めてなのでしょう

けれども、無償譲渡を受けられていますが、受け

た設備の状況、デジタル化になってからしばらく

間を置いておりますから、どのような形で設備の

状況について確認をされて、第４条に空中線関係

や送信装置やら局舎、屋外受電線系、その他いろ

いろ書いてありますけれども、現在の状況につい

て、当然それは１０月以降スムーズに使える状況

のものをいただいたのではないかと思いますので、

お聞かせをいただきたいと思います。

それと、災害をいろんな経験をしたり、テレビ

ニュース、全国の悲惨な状況も経験しております

が、通常は私どもテレビとかラジオだとか、ある

いは市の情報だとか、さまざまな形で伝わってき

ますけれども、特にＦＭの役割みたいのはそれら

を超える情報伝達として、よりメリットが高いと

いう状況などについてあればお聞かせをいただき

たいなというふうに思います。

それと、３つ目には、受けられた設備の関係に

ついて当然維持管理をしていかなければならない

ことになるのでしょうが、いわゆる今後電波を発

信した以降の維持管理の見通し等についてどのよ

うに押さえられているのか、あわせてお知らせを

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま名寄市コミ

ュニティ放送局送信所設置条例の関係について御

質問をいただきました。３点にわたって御質問い

ただきました。まず、１点目につきましては、Ｈ

ＢＣの旧のテレビのアナログの発信所、これを無

償で市が提供を受けたものでございます。ここの

条例第４条のところにそれぞれ施設を書いてござ

いますけれども、１号の送信空中線系につきまし

ては、これは鉄塔あるいはアンテナの部分という

ことで御理解いただければと思います。なお、鉄

塔につきましては４６メーターの高さがあるとい

うことであります。設置については４０年の設置

でありますけれども、平成１３年度に全面的に塗

装しているということで、まだ供用に耐え得ると

いうことで考えてございます。

次に、送信装置についてでありますけれども、

これにつきましては言葉のとおりでありますけれ

ども、ＦＭ波の送信をする設備あるいは電源設備

等の一式等でございます。

さらには、３の送信局舎でありますけれども、

これにつきましては鉄塔のそばに送信機等を格納

する局舎がございます。これにつきましては、鉄

筋コンクリートの半地下となっておりますけれど

も、２階建てとなってございまして、床面積、総

面積で５０平米、建築については昭和３９年とな

ってございます。

４号の屋外受電線系につきましては、これは送

電系の設備の関係をあらわしたものでございます。

さらに、５号でその他附帯設備となっておりま

すけれども、これは設備を囲うフェンス等がござ

いますので、それらをあらわすものということで

ございます。

状況につきましては、今申し上げましたように

まだまだ供用に耐え得るものだというふうに考え

ておりますし、ほかの民放からも聞いております

けれども、ＨＢＣさんから聞いておりますけれど

も、これはまだ使えるものだということで受けて

おります。

なお、ことし既に予算計上させていただいてご

ざいますけれども、送信系の部分でいきますと

６００万円ほど既に予算を議決いただいてござい

まして、これらについては必要なアンテナあるい

は送信機について改めて整備をさせていただきた
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いというふうに考えているところでございます。

次に、ＦＭの役割、メリットについてというこ

とでございますけれども、これにつきましては阪

神・淡路大震災、さらにはさきの東日本大震災の

ときにもこのことが言われておりますけれども、

１つには普通の同報系無線がありますけれども、

これはスピーカーで音を鳴らして避難等を呼びか

けるものでありますけれども、雨天等のときにつ

いては当然窓を閉め切っているというのがありま

す。最近の住宅、非常に気密性も高くて、さらに

は雨音等によって音がなかなか聞こえないという

状況にあります。そういった意味でいきますと、

ラジオについては室内に設置をしますので、音が

聞こえるということがあります。また、さきの震

災等で言われたのは、テレビ等については一度機

能を失うと復旧までに時間がかかるということ、

あるいはテレビ等についてもテレビそのものを運

ぶことはなかなかできませんけれども、ラジオに

ついてはコンパクトなものでありますので、これ

の移動等も可能ということで、災害時においては

そういった移動も含めて非常に機能的であるとい

うのと復旧にも時間がかからないということで、

災害等においてメリットがあるということで考え

ています。

最後に、維持管理の部分についてでございます。

これについては、第５条のところで規定をしてご

ざいますけれども、送信所をコミュニティー放送

事業を営む者に貸しつけるものとするとしており

ますけれども、基本的に送信所を管理するに当た

っては、技術者が必要になりますし、それなりの

ノウハウが必要となっています。残念ながら今の

市役所の中では、これを担うことができる技術者

等おりませんので、これについてはこの間実績が

あります株式会社エフエムなよろに管理について

はお願いをしたいという、そのように考えてござ

います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 災害避難者、避難先

も含めてラジオのコンパクトさだとか優位性につ

いては理解できました。

そこで、いわゆる施設無償譲渡を受けて、見た

目は専門的な検証の中でまだ使えるという御判断

なのか、専門技術者に判断をいただいた、あるい

はＨＢＣさんのこの間何十年間の保守点検の実績

だとか、そういうのを総合的に勘案してまだ使え

るという漠然的な話なのか、いわゆる保守管理が

受託を受けるエフエムさんのほうで全てという認

識であれば特に問題はないと思いますけれども、

アンテナが砺波にあって、ＮＴＴの回線でつない

で、現行ある今のビルの屋上のアンテナと取りか

わるような感じのイメージかと思うのですが、そ

ういう財産としては市で、財産価値ちょっと後か

ら教えて、どういうふうに無償譲渡を受けた現状

の財産価値について判断をしているかということ

と、あと要するに受託契約みたいな貸し付けを行

った後の維持管理は受けた側で対応するという認

識なのかどうか、改めてお尋ねをしておきたいと

思います。

それで、いわゆる財産上の保守分界点というの

は、ＮＴＴに借りる分は光ケーブルを借りるので

しょうけれども、現行のエフエムさんとの分界点

みたいなのはどういうところを正式に、しっかり

今後の維持管理の関係と関連していますので、明

確な話をされているのかどうかお聞かせをいただ

きたいというふうに思います。

今公設市場の関係もいろいろ目的、利用なども

含めて時限的に無償でお貸しをしていますから、

特に公共的に役立つものについての公共施設の貸

与については経験はあるわけなのですが、いわゆ

る貸借の関係になりますので、もう少し設置条例

を決めるに当たってお聞かせをいただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、現状の施設の

程度についてということにつきましては、これに
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つきましては当初よりコミュニティー放送局の送

信所の運営については先ほど申し上げましたよう

に私どもの現在ではなかなか維持管理が難しいと

いうことでありますので、市内にありますコミュ

ニティーＦＭ、これは１社しかございませんので、

そこに維持管理をお願いする方向で話を進めてき

てございますので、施設を譲渡を受けるに当たっ

ては先に施設等の確認をいただいているところで

あります。私どももこれは目視での確認でありま

すけれども、一番心配なのは鉄骨等のさび等であ

りましたけれども、専門家はどぶづけというふう

に言っていましたけれども、１つ塗装した上にさ

らに塗装をするということで、その上の塗装につ

いては平成１３年度にやり直しておりますので、

鉄骨そのものについては傷みがないということで

ありますので、施設そのものはまだまだ供用はで

きるというふうに私どもも思っていますし、エフ

エムなよろのほうでもそのように話してございま

した。また、ＨＢＣのほうからもまだ使えるとい

うことについては、これは口頭でありますけれど

も、承っておりますので、施設そのものについて

は大丈夫だろうなというふうに考えています。

次に、施設の維持管理の部分についてでありま

すけれども、ここにつきましては先ほど申し上げ

ましたように維持管理については株式会社エフエ

ムなよろのほうにお願いをしたいというふうに考

えています。これにつきましては、先ほどもあり

ましたけれども、まだ詳細については協議中とい

うことでありますので、断言はできませんけれど

も、基本的にはエフエムなよろのこの間果たして

きた役割、あるいは今後に期待される機能等を含

めて考えたときには、非常に公共性が高いという

ふうに考えておりますので、これにつきましては

そこに着目をしながら、無償での貸し付けの方向

で検討しているということで御理解をいただけれ

ばというふうに思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 公共性については十

分理解をしていますので、そしていろんな情報伝

達の媒体があったほうがいいだろうというふうに

理解をしていますが、初めてのことなので、鉄骨

にしてもアンテナにしても局舎にしても厳しい自

然条件の中でさらされるわけで、常に定期的な保

守点検が必要になってきまして、維持管理はエフ

エムさんということで言明されていますから結構

なのですけれども、いわゆる鉄骨や局舎だとか受

電だとか等についてはそういう専門的な経験は多

分ないのでないかというふうに思っていますので、

もちろん民間のいろんな保守管理会社、技術持っ

た会社に委託をするのでしょうけれども、定期的

に、手を抜くと故障なんていうことについても出

てくることが想定されますから、それについては

貸与条件などについてはしっかり明確にした上で、

社会貢献というか、公共的な役割の機能を果たし

ていくことを求めて終わります。関連の予算もご

ざいますから、また必要があればそこでお聞きを

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村英俊議員。

〇７番（奥村英俊議員） 今の関連で、施設の貸

し付けの関係、無償で貸し付けることを考えると

いうことでありますけれども、普通財産の貸し付

けになるのではないかというふうに思います。そ

ういう場合、基本的には条例なり規則に基づいて

普通財産の貸し付けをするべきではないかという

ふうに、結果として例えば減免であったり、そう

いったこともできるというふうに思いますから、

無償ということはいいと思うのですけれども、当

然今市内に１社しかありませんから、そこにこれ

までのいろんな取り組みを含めてお願いするとい

うことについては理解できますし、そこで十分に

やっていただければというふうに思いますけれど

も、事貸し付けのことでいうと当初から無償です

よという話ではなくて、例えば今１社だけれども、

可能性があるかどうかわかりませんけれども、２

社であったり、３社があったとすればそこで競争
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してもらうということもあり得るわけですから、

そういう場合も想定したときにあなたのところに

お願いするし、無償ですよではなくて、貸し付け

ですからやはり通常のいろんな計算をした中での

貸し付け、それをこういう形で減免をするという

ことのほうが正しいやり方ではないかというふう

に思いますけれども、それについて基本的には普

通財産の貸し付けに対する考え方と今回の無償に

したという考え方について、言っていることにつ

いて教えていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今回の財産について

は、放送、電波を送るという特定の目的がありま

すので、私ども行政財産という考え方をさせてい

ただいております。この行政財産の貸し付け等に

ついては、地方自治法の２３８条の４第２項のと

ころで、次の場合を除いて行政財産を貸し付ける

ことができないとして例外規定が設けられている

わけでありますけれども、この４号の中でその施

設そのものの機能に影響が出ない範囲で貸し付け

をすることができるというところがございますの

で、ここに根拠を持って今回は貸し付けをさせて

いただきたいというふうに思っておりますし、さ

らには貸し付けに係る無償の部分という方向で今

協議していますけれども、あるいはその他の条件

については契約の中でその部分については協議を

させていただき、定めさせていただきたいという

ふうに思います。ただ、行政財産の無償での貸し

付けということで今協議をしてございますので、

協議が調った段階で、これについては適正な対価

なくしてこれを貸し付ける場合については議会の

議決事項となってございますので、議会のほうに

改めて提案をさせていただきまして、御審議をい

ただく、そのようなことで考えているところであ

ります。

それと、今回の無償でというところであります

けれども、これにつきましては先ほど申し上げま

したようにコミュニティーＦＭの果たす役割、こ

この公共性ということで無償で行いたいというふ

うに考えているところでございます。公共性につ

いては既に御理解をいただいている部分かと思い

ますけれども、１つにはラジオも含めて、これら

については電波法に基づいて設置がされるという

ことで、電波法そのものが公共の福祉に適合する

ようにそれぞれの条件を記述するというふうにな

っておりますので、そういった意味では法的な部

分からも公共性が記述というか、規定がされてい

るということが１つありますし、コミュニティー

放送そのものが地域にきめ細やかな情報と、ある

いは先ほども出ていたように防災情報等のまさに

地域に必要な情報を送る媒体だということで公共

性が高いだろうというふうに考えていますし、も

う一点は、これは名寄市独自の考え方もございま

すけれども、先ほど言ったように防災情報の伝達

として被災のあった地域でも効果があったという

ことでありますので、ここの有効な一つのアイテ

ムとして今後も活用していきたいという部分があ

りますし、広報、名寄市からのお知らせというこ

とで１日３回行政情報をこのラジオを通じて周知

させていただいているのですけれども、そういっ

た意味でも貴重な伝達手段であるということと、

さらには（仮称）市民ホールが来年オープンとな

りますけれども、ここを契機として、さらには先

ほど文化振興条例の関係もありましたけれども、

これらの推進に向けて文化の醸成をラジオを使い

ながら進めていきたいと、そういう考え方を持っ

てございますので、これらのことを総合的に考え

まして公共性が非常に高いということから、今回

無償での貸し付けという方向で進んでいるという

ことで御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 奥村議員。

〇７番（奥村英俊議員） 御説明にあるような考

え方についてはわからないわけではないのですけ

れども、これが２社になったり、３社になったり

ということがもしかあるとすれば、その場合今言

っていた無償ということが前提で、どういう形で
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整理できるのかなというのがちょっとわからない

ので、もしそういうことがあった場合についてど

ういう考えになるのかを教えていただきたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 現時点でローカルＦ

Ｍを活用して防災事業、コミュニティー事業、文

化振興事業ということでさまざまな形で使おうと

思っています。この関係につきましては、私のほ

うで把握している感じでいうと広範囲なＦＭとい

わゆる放送事業でどちらかというと営利を目的と

した事業というよりは範囲が市町村範囲に限られ

ているローカルＦＭの関係につきましては、いず

れもこれ免許制なのですけれども、なかなか新し

い参入者が出ないという、そういう情報も聞いて

おりまして、道内において稚内であるとか富良野

であるとか留萌であるとか、さまざまなところに

ついては全市内全てを網羅するような状況にもな

っていなくて、まちの中心を市街地を中心にやっ

ていると。そういう状況でありますので、なかな

か営業的に大手が競い合って広範囲なＦＭとは若

干状況が違うのかなと思っておりまして、今奥村

議員のおっしゃったことにつきましては、競合で

きる部分につきましては競争性があって、そうい

う業者が出てくるとすればその時点で一定の考え

方を示さなければならないかなとは思っています。

ただ、士別市さんも同報系の無線を持っていまし

て、まちの中にそういう放送的なものを持ってい

ますけれども、これについてもたしか記憶では二、

三億円ぐらいかかったと思っておりますので、費

用対効果も考えて既存の既に放送を始めておりま

すローカルＦＭさんを活用しながら、防災情報、

それからさまざまな文化振興等の情報等について

も発信していきたいと考えておりますので、改め

てそういう時代、現実に今１社しか動いておりま

せんのと動きとしても複数の業者が手を挙げて参

入したいというような情報についても聞いており

ませんし、全道ほかのローカルＦＭの状況を聞い

ても１市町村１社で運営しているというような情

報も聞いておりますので、改めてその時点になっ

たときについては議会のほうとも協議させていた

だきたいなと思っています。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第２号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２号は原案のとおり可決されま

した。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午前１１時５８分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

日程第７ 議案第３号 名寄市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について、議案第４号 名寄

市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準

を定める条例の制定について、以上２件を一括議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３号 名寄市特定

教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定める条例の制定について及び議案

第４号 名寄市家庭的保育事業等の設備及び運営
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に関する基準を定める条例の制定について、一括

して提案の理由を申し上げます。

初めに、議案第３号について申し上げます。平

成２４年８月に質の高い幼児期の学校教育、保育

の総合的な提供、保育の量的拡大、確保及び地域

の子ども・子育て支援の充実を目的とした子ども

・子育て関連３法が成立をし、それらに基づく子

ども・子育て支援新制度が平成２７年度から施行

される予定となっております。新制度では、従来

の認可保育所における保育事業に加え、新制度に

移行した幼稚園の特定教育事業及び特定地域型保

育事業として家庭的保育事業等の利用定員等の運

営に係る基準は、子ども・子育て支援法第３４条

第２項の規定により市町村が条例で定めることと

なり、その基準が内閣府令第３９号により示され

ましたので、同府令の定める基準に従い本条例を

制定しようとするものであります。

次に、議案第４号について申し上げます。新制

度では、従来の認可保育所における保育事業に加

え、市町村長の許可を受けた事業者が家庭的保育

事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業また

は事業所内保育事業を実施することが可能となり、

児童福祉法第３４条の１６の規定により市町村は

当該許可に係る基準を条例で定めることとなり、

その基準について厚生労働省令第６１号により示

されたところであります。示された基準は、現行

の都道府県認可施設と同等の基準が示されており、

子ども・子育て支援法の基本指針である子供の最

善の利益が実現をされる社会を目指すとの考え方

により、名寄市子ども・子育て会議において国に

全て準拠した基準とすべきとの判断をいただき、

本市としては国が示した基準に従い本条例を制定

をしようとするものであります。

なお、議案第３号の第３７条本文中に引用する

条例は、議案第４号で提案をしている条例のため、

条例番号が空白となっておりますが、本議案の議

決をいただいた後に対応をする予定でございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第３号

外１件について一括質疑に入ります。御発言ござ

いませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

議案第３号、議案第４号は、市民福祉常任委員

会に付託をいたします。

ただいま市民福祉常任委員会に付託いたしまし

た議案第３号、議案第４号については、９月２５

日までに審査を終了するように期限をつけること

にいたしたいと思いますが、御異議ございません

か。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

議案第３号、議案第４号については、９月２５

日までに審査を終了するように期限をつけること

に決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 議案第５号

名寄市病院事業の設置等に関する条例の一部改

正についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第５号 名寄市病院

事業の設置等に関する条例の一部改正について、

提案の理由を申し上げます。

１点目は、平成２７年度の救命救急センター取

得に向けて、日中の救急車、ヘリ搬送、夜間の救

急外来を専門とする救急科を新たな診療科目に加

え、さらなる救急医療体制の充実強化を図ろうと

するものであります。

２点目は、議会の議決を要する損害賠償額の決

定に係る金額を現行の３０万円以上から他の道内

市立病院の状況などを考慮して市長の専決処分事

項に関する条例と同額である１２０万円以上に引

き上げを図ろうとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し
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上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第５号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第５号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第９ 議案第６号

北海道市町村職員退職手当組合を組織する団体

の増加及び北海道市町村職員退職手当組合規約の

変更についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第６号 北海道市町

村職員退職手当組合を組織する団体の増加及び北

海道市町村職員退職手当組合規約の変更について、

提案の理由を申し上げます。

本件は、本市も組織団体となっている北海道市

町村職員退職手当組合の組織団体に根室北部廃棄

物処理広域連合が新たに加入することに伴い、北

海道市町村職員退職手当組合規約別表の変更につ

いて協議をするため、地方自治法第２８６条第１

項及び第２９０条の規定に基づき議会の議決を求

めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第６号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第６号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１０ 議案第７

号 音威子府村の旅券交付申請及び交付に関する

事務の受託についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第７号 音威子府村

の旅券交付申請及び交付に関する事務の受託につ

いて、提案の理由を申し上げます。

音威子府村では、本年１０月１日から北海道が

進める市町村への事務の権限移譲のうち、旅券交

付申請及び交付に関する事務を受けることとして

おります。権限移譲に際し、同村内には旅券専門

写真店がなく、医療、学校や専門店など生活圏域

が本市であることから、同村民が本市の窓口で手

続ができるように、地方自治法第２５２条の１４

第１項の規定により当該事務の一部を本市に委託

する申し出があり、両市村で協議をしてまいりま

した。本市では、既に下川町の同事務を受託して

いることから、本市の活性化と上川北部圏域の中

心市として受託をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。
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（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第７号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第７号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１１ 議案第８

号 工事請負契約の締結についてを議題といたし

ます。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第８号 工事請負契

約の締結について、提案の理由を申し上げます。

本件は、平成２６年度北斗団地公営住宅建設工

事について８月１９日、３社による一般競争入札

を執行した結果、中舘・吉田経常建設共同企業体

が１億 １５０万円で落札をし、これに消費税及

び地方消費税 ４５２万円を加え１億 ６０２万

円で契約を締結しようとするものであります。

名寄市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定に基づき提

案をするものであります。

なお、詳細につきましては建設水道部長から説

明をさせますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を中村建設水

道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議案第８号、平

成２６年度北斗団地公営住宅建設工事の提案理由

の追加説明を申し上げます。

本工事は、名寄市公営住宅等長寿命化計画に基

づき老朽化した北斗団地、新北斗団地の建てかえ

事業により建設するものであり、昨年の実施設計

に基づき平成２７年１０月中旬の完成に向け準備

が整い次第工事に着手いたします。

それでは、事業概要について御説明いたします。

本工事は、鉄筋コンクリート造２階建て、延べ面

積は住宅部分が ０３ ８８平方メートル、物置、

自転車置き場が５ ９８平方メートルの合計が

０８ ８６平方メートルであります。住宅戸数は

２ＤＫが８戸、２ＬＤＫが２戸、３ＬＤＫが２戸

で合計１２戸の建築工事であります。建築主体事

業費は２億 ０４０万円を計上しており、建築工

事、機械設備工事、電気設備工事、建具工事の４

工事に分けて発注を予定しております。このうち

本日議決をお願いいたしますのは、建築工事であ

ります。

ここで、入札の経過と結果について申し上げま

す。本件は、一般競争入札により７月２９日に告

示し、３社から応募がありましたので、入札等審

議委員会において入札参加資格者３社を認定し、

８月１９日に入札を執行いたしました。結果、第

２回入札により中館・吉田経常建設共同企業体が

消費税込み１億 ６０２万円、落札率９ ８％で

落札いたしました。

なお、工事期間は議決後の翌日から平成２７年

１０月１５日までを予定しております。

次に、お手元の資料に基づいて御説明をいたし

ます。図面番号は、右上に付してございます。図

面１番の配置図をお開きください。図面上部は、

来年発注をいたします駐車場でございますが、台

数は住宅戸数分を確保しております。図面中央は

公営住宅で、図面下部は入居者が自由に使える菜

園スペースとなってございます。

図面２番の１階平面図をお開きください。図面

上部が各戸の物置、自転車置き場等の共用スペー

スでございます。下部が住宅となっております。

住宅の配置は、２ＤＫが４戸、２ＬＤＫが１戸、
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３ＬＤＫが１戸となってございます。

図面３番目の２階平面図をお開きください。各

住戸の配置及び戸数は、１階と同様となってござ

います。

次に、図面４番の立面図をお開きください。入

居者の除排雪軽減に配慮いたしまして、無落雪屋

根や雁木通路を採用し、外壁は東西面をガルバリ

ウム鋼板仕上げ、南北面を塗装仕上げとしており

ます。

以上、追加説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 工事契約に当たって

二、三お聞きをしたいと思いますが、１つは落札

率９ ８％、非常に高い落札ですけれども、内容

的には昨今の労務費の引き上げや人材確保等、資

材の高騰なんかも絡んでいると思うのですが、高

目ではあるけれども、理解もできると思っており

ますが、北斗団地だけに限定をしたものではない

かもしれませんが、現状の人材確保等などについ

て今名寄市内がどのような状況にあるのか、差し

支えない範囲で教えていただきたいと思います。

２つ目には、建築工事、今回の発注ですが、そ

の関連で電気や設備の関係も追って入札が行われ

るものと思いますが、電力事情の関係で北斗団地

はオール電化というところで方針が変わっていな

いようなのですが、大幅な引き上げがいいか悪い

かの話はこれから今回の質問でも竹中議員からも

出る予定ですが、この情勢が変わらないとすれば

非常に現入居者あるいはこれから入居予定の方た

ちへの生活上の影響は大きなものがあるのではな

いかと思っておりまして、あるいは当初から地元

の灯油、ガス業者さんからいろんな要望、陳情も

出ているわけなのですが、状況変化に合わせたそ

の関連の考え方の見直しについて検討経過は全く

ないのか、お知らせをいただきたいと思います。

それから、北斗団地全体的にはもう始まって半

ば、計画が１０年計画ということで、ちょうど中

間年ぐらいに来ているのでしょうか。長内前部長

は１年でも２年でもできるだけ前倒しの完成を意

識をしていきたいという発言もありましたけれど

も、その辺の状況変化についてあればお聞かせを

いただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） ３点にわたって

御質問がございました。まず最初に、落札率の関

係でございますけれども、数字的には９ ８とい

うことで非常に高い数字になってございますが、

これはあくまでもそれぞれの企業の中での一定の

資材の高騰も含めて状況はございますけれども、

その中で一般競争入札ということでやった結果と

いうことでございまして、全体的には公営住宅だ

けではなくてほかの事業も含めて相当厳しい状況

にはなってございますけれども、この落札率につ

いては私どもがどうこうということではちょっと

考えてございません。

あと、電力の関係でございますが、北斗団地に

ついてはオール電化ということで、これは従前住

まれていた方からアンケート等もとりながら現在

の熱源にかえてございます。御承知のとおり、今

北海道電力では住民説明会も踏まえながら国のほ

うに電力の値上げについて申請をしているという

状況であるというふうに認識をしております。そ

れで、７月ぐらいですか、内部的には今オール電

化になった北斗団地の皆さん何人かにどういった

状況になったのか、従前よりもオール電化によっ

て、現在は昨年の１０月の値上げということでお

聞きをしたのですけれども、総体的には従前より

も同等か、あるいは少し経費的には少なくなった

という御意見があったかなというふうに思ってご

ざいます。ただ、今後については確かにさらに１

７％弱ですか、値上げというような予定もされて

いるようでございまして、これに対して今の北斗

団地の計画自体を熱源の変更ということでの見直
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しについては検討をしてございません。あくまで

も住宅事情に大変厳しい皆さんに安価な住宅を提

供すると。ある意味では家賃で提供するというこ

とでやってございますので、現在のところはまだ

検討をしておりません。

最後の質問がちょっと聞こえづらかったのです

が……

（何事か呼ぶ者あり）

〇建設水道部長（中村勝己君） 北斗団地全体の

計画の前倒しということですか。これ長寿命化の

計画に従いまして、できるだけ早期の改修をしな

がら住宅長もちさせようということの計画の中で

やってございますので、今のところは順次計画ど

おり進めさせていただきたいという考え方で、前

倒しというようなことについては考え方として持

ってございません。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 最後のは発音が悪か

ったそうで、大変済みません。今の最後の話、状

況変化があって、前倒しの予定はないということ

なのか、過去の歴史、経過からすると、長内前部

長がこの団地の工事が始まる前から１０年のスパ

ンについてできるだけ１年でも２年でも前倒しを、

計画全体を縮めて完成をさせたいという意向も示

されておりまして、状況変化があるのであれば今

の予定どおりですよということも理解はできます

けれども、その精神は引き継がれておられないの

かどうか、ちょっとお聞かせをいただきたいと思

います。

いわゆる熱源の話です。これは、業界からの要

望もあったりはしましたけれども、新北斗はガス

という、北斗はオール電化ということでスタート

はしたのですが、これだけの電気料金の値上げの

想定がいつまで続くかわかりませんけれども、今

の入居者あるいはこれから入居予定の方はもうは

っきりしているわけですから、その辺についての

ニーズの現入居者からのいろんな声、あるいはこ

れから入居予定者の声を改めて精査をした上で、

この計画については電気関係、設備関係はこれか

ら入札の予定で、ことし着工するものについてま

でということまで言いませんけれども、それ以降

何とかさらに完成までに計画あるわけで、そうい

うニーズの把握の反映について少し一種の考え方

についてお知らせをいただきたいと思います。

入札、落札率の関係については、資材や人の確

保などについていろいろ苦慮されているというこ

とでおおむね理解はできるのですけれども、ただ

それだからといって高落札がよいということでは

議会、市民からするといいということではなくて、

当然市民ホールとの関係なども含めて労務費だと

かその他については積算上反映をされているとい

うことですから、落札率だけが高上がりになると

いうことについてはちょっと説明が足りないので

はないかというふうに思っていますので、それで

もまだ情勢変化を反映をしていない積算状況にな

っているのかどうか、改めておおむね今回の提案

については理解をしているつもりですけれども、

ただそのことだけで落札率、正規な競争だという

ことについては十分承知をしますが、もう少し説

明が必要ではないかと思いますので、よろしくお

願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 計画の前倒しに

ついては、大変申しわけありません。私のほうで

そういった今までの経過の認識がちょっとござい

ませんでした。改めてその辺については内部的に

可能なのかどうなのかも含めて協議をさせていた

だきたいというふうに思っております。

また、電気料金の関係についてでございますけ

れども、今、計画を今年度分までについては理解

をするのだけれども、今後についてということで

ございますけれども、団地内で熱源が違うという

ことにもなりませんし、北斗団地はオール電化、

新北斗団地は従前の形というような団地ごとの考

え方でこれまでやってきておりまして、北斗団地
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を改築を計画をしたときにも皆さんにアンケート

をとりながらやってきたという経過がございます。

そこを踏まえて北斗団地については現行のオール

電化という考え方でいきたいというふうに思って

おります。

それと、落札率の関係については、もう少し詳

しくということなのですけれども、なかなか私ど

も行政のほうでこの率がどうなのだというような

ことで指導することもできませんし、あくまでも

私どもが一定の予定価格を考えている中での範疇

ということでございますので、言われるように落

札率が高いということについては市の財源当然使

うわけですから、ある意味では有効に使える部分

もあるやにも思いますけれども、現状としてはこ

の率について行政として業者のほうにどうこうと

いうことにはならないかなというふうに思ってい

ます。済みません。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 熊谷議員のほうから

入札の関係について適正な水準なのかどうかとい

うことも含めて御質問がありました。昨年３月２

９日に国の国交大臣のほうから今後１０年間にわ

たる日本の建設業の労働者の確保をどうしていく

かと。低水準の賃金体系の中で労働者が集まらな

くて、公共工事が若干減りぎみになったのが災害

復興事業も含めて、その後の景気対策も含めて相

当多くの工事量出たときにたくさんの工事が発注

されたことによって、落札がなかなかできない状

況にもなっていました。名寄市の発注状況を見ま

すと、市立病院やら市民ホールも含めて大規模な

工事の関係につきましてはやはり労働者の確保と

いう面で相当苦労しておりまして、ここについて

は札幌であるとか旭川であるとか、そういうとこ

ろの業界の皆さん方のお力もかりながら人材確保

をしてきたという部分があります。過去公営住宅

の関係につきましては、毎年のように２、８、２、

８でやっているのですけれども、そのときにも一

定程度不落になることもありました。これは、人

材の確保、労賃が低いからという情報よりは、見

積価格で資材調達をするときに地元の業者では市

が道の単価を用いて見積もり合わせをしている金

額でいうと資材調達がなかなか困難だと、こうい

う形で状況がありまして、公営住宅に関しては人

材確保の観点ではないのかなと。ただ、それが全

国的に今資材不足も含めて相当厳しい状況になっ

ているかということも含めて、今回２回目、１落

ではなくて２落になったということでありますの

で、この辺につきましては予定価格の関係につき

ましても見積もり関係につきましてはより現実に

落札できるような金額はいかほどなのかというこ

とも含めて予定価格のところで数字の積算等につ

いて工夫を凝らしていきたいなというふうに考え

ております。

なお、ほかの一番落札が難しく、落札率が高く

なっているのは建築本体工事というふうに考えて

います。電気であるとか設備の関係につきまして

は、ちまた言われています９５％前後のところで

推移していますけれども、先ほど言いましたよう

に人材確保の関係、資材費の関係が著しく高騰し

て、従前はもう少しのみ込めたものが最近ではよ

り厳しくなってきて、結果として１落で落ちなく

て２落になったりとか、場合によっては不落にな

るような高い落札率にならざるを得ないと、こん

なような状況になっていますので、この辺につい

てはしっかり予定価格積算する段階で工夫を凝ら

していきたいなと考えておりますので、御理解賜

りたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 中村部長、私別に落

札率が高いから業者さんに一言高過ぎるぞと言え

という話は一言もしていませんし、今副市長言っ

たように見積もりだとか、予定価格に数字であら

われる積算の状況が今の労務費だとか、人の確保

という関係なんかで３者協定だとか、いろいろ国

土交通省の動きもありますけれども、それが適切
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に反映をされていれば落札率だけはどんと上がる

ということはむしろないのかなと。競争性がその

中でも発揮をされていっての落札で落ちつくのだ

というふうに思っていますから、むしろ積算のあ

り方についてしっかりこれからも検証していただ

いて、より競争性が高まることを期待をしておき

たいと思います。

それで、オール電化の話については、今までも

途中、工事の従前予定の中で公平性も含めて、今

までのはオール電化、これからのは熱源がかわり

ますよというのは非常に団地全体の公平性を欠く

というのはいただいているところで、私も理解は

しているつもりですが、これだけオール電化の電

気料金の値上げがさらに継続的に、これはまた次

元の違う話としては竹中議員も質問しますので、

あれですけれども、今の入居者あるいはこれから

予定者のニーズも改めて少し町内会等も通しなが

ら情報把握をしっかりやられたほうがいいのかな

という、そういう声も聞こえてくるものですから、

町内会から出たのではなくて、入居予定者あるい

は入居者から一時声を拾うものですから、それは

もう生活反映上当然の声だというふうに思います

ので、少し検討を、決めたから最後まで一つのコ

ンクリートのように仕上げるのだということでは

なくて、幅広い検討の中で変更が可能であればま

た具体的な形にあらわしていただければというふ

うに思っていますので、その考え方についてお知

らせをいただきたいと思います。

前倒しの話は、やっぱり１０年間、団地全部直

すわけで、高齢化は非常に高いですから、北斗団

地の場合は。何ぼか余計足してでも新しい家に入

りたいというのが望むところで、もう既に入り切

らないまま他界された方もいますけれども、そこ

ら辺についての短縮については十分、これは国の

補助あるいはいろんな財政状況等の関係もござい

ますけれども、長内前部長の精神も理解をいただ

きながら、その可能性をぜひこれからも探ってい

くことを求めて終わりたいと思いますので、残り

の部分だけお答えください。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 電気料金の関係

の考え方について最後にお答えをしたいというふ

うに思いますが、御承知のとおり昨年北海道電力

も電気を上げましたけれども、灯油のほうも実は

相当上がってございます。いわゆる熱源について

は、電力はもとより灯油、新北斗あたりは灯油、

さらにはガスというようなことで幅広い熱源を利

用しながら居住をしているということでございま

す。先ほど基本的には、団地ごとに熱源かえると

いうことについては少しちゅうちょせざるを得な

いかなというふうには考えてございますが、改め

て今後予定をされます北電の値上げも加味しなが

ら、電力がどういうふうに上がって、総体的な居

住する場合の熱源等について従前とどういう変化

があるのか、改めて団地ごとについて一定の調査

などもしながら、あるいは御意見もいただきなが

ら研究をさせていただきたいというふうに考えて

います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） ほかに質疑はございま

せんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 以上で質疑を終結いた

します。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第８号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第８号は原案のとおり可決されま

した。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第１２ 議案第９

号 財産の取得についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第９号 財産の取得

について、提案の理由を申し上げます。

本件は、名寄市民文化センター西側において建

設をしております（仮称）市民ホールに設置をす

るコンサートピアノを釧路市暁町５番２３号、株

式会社井関楽器から ０７６万 ０００円で取得

しようとするものであり、名寄市議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

第３条の規定により議会の議決を求めるものであ

ります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第９号は原案のとおり決定することに御異

議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第９号は原案のとおり可決されま

した。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１３ 議案第１

０号 損害賠償の額を定めることについてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１０号 損害賠償

の額を定めることについて、提案の理由を申し上

げます。

相手方の被相続人は、平成２４年２月２日に名

寄市立総合病院におきまして入院中に死亡いたし

ました。その後相手方から簡易裁判所に損害賠償

請求調停が申し立てられ、これまで６回にわたる

調停期日において協議を進めてきたところ、相手

方から調停を成立させることについての合意が得

られました。本件は、解決金として損害賠償の額

を５００万円に決定をするため、地方公営企業法

第４０条第２項及び名寄市病院事業の設置等に関

する条例第９条の規定により議会の議決を求める

ものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１０号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１０号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１４ 議案第１

１号 損害賠償の額を定めることについてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１１号 損害賠償

の額を定めることについて、提案の理由を申し上
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げます。

本件は、平成２６年７月３日午後５時ごろ、名

寄市西４条南１丁目付近の交差点において、市立

総合病院が所管をする公用車が前方不注意のため

信号で停止をしていた相手方車両に接触をし、破

損させたものであります。過失割合は本市が１０

０％であり、相手方の車両損害料等として本市が

３３万 ４０５円を賠償することで合意に至りま

した。本件は、損害賠償の額を３３万 ４０５円

に決定をするため、地方公営企業法第４０条第２

項及び名寄市病院事業の設置等に関する条例第９

条の規定により議会の議決を求めるものでありま

す。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１１号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１１号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１５ 議案第１

２号 名寄市土地開発公社の解散についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１２号 名寄市土

地開発公社の解散について、提案の理由を申し上

げます。

名寄市土地開発公社は、公共事業用地等の取得、

管理、造成や処分等を行うことにより、地域の秩

序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目

的として昭和４８年１月に設立をされました。以

来公社は、学校、福祉センター、公営住宅などの

公有地先行取得事業のほか、住宅用地や食品工業

団地の造成、販売をする独自事業を実施をして、

名寄市のまちづくりや産業振興に大きな役割を果

たしてまいりました。今後総合計画において大き

な事業計画等もなく、公社としての役割は終えた

ものと判断をしたもので、今年度をもって名寄市

土地開発公社を解散をしようとするものであり、

解散の時期は北海道知事の許可を受けた日を予定

をしております。

なお、議案の提出につきましては、７月２５日

に第２回臨時会を開催をし、公社の解散について

は定款第２５条に基づき同意を得ているほか、解

散後の清算に当たる代表清算人として理事長を選

任しているところであり、公有地の拡大の推進に

関する法律第２２条第１項に基づき名寄市土地開

発公社の解散について議会の議決を求めるもので

あります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。
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よって、議案第１２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１６ 議案第１

３号 専決処分した事件の承認についてを議題と

いたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１３号、専決処分

をした事件の承認を求めることについて、提案の

理由を申し上げます。

本件は、平成２６年度名寄市一般会計補正予算

の専決処分でありまして、歳入歳出それぞれ６０

０万円を追加をし、予算総額を２２４億 ３６１

万 ０００円にしようとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。９款

消防費の災害対策事業費６００万円の追加は、８

月４日から５日にかけて発生をした大雨の被害に

係る災害対策経費としてそれぞれ追加をするもの

であります。

歳入につきましては、前年度繰越金で収支の調

整を図るものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき専

決処分をしたので、同条第３項の規定によりこれ

を報告をし、承認を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１３号は承認することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１３号は承認することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１７ 議案第１

４号 平成２６年度名寄市一般会計補正予算（第

４号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１４号 平成２６

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、各課にわたる臨時的経費を中心

に補正をしようとするものでありまして、歳入歳

出それぞれ４億 ７８９万 ０００円を追加をし、

予算総額を２２９億 １５１万 ０００円にしよ

うとするものであります。

補正の主なものを歳出から申し上げます。２款

総務費におきまして一般管理事業費でふるさと応

援寄附記念品発送業務委託料２７５万円の追加は、

今年度からふるさと応援寄附金をいただいた方へ

名寄市の特産物を記念品として送らせていただく

事業を開始をしたところ、当初の予想を上回る寄

附をいただいておりますので、今後見込まれる分

を含み、かかる発送業務委託料について補正をし

ようとするものであります。

同じく２款総務費におきまして社会保障・税番

号制度システム整備事業で８９７万 ０００円の

追加は、当該制度の円滑な執行を図るためシステ

ムの改修を実施しようとするもので、財源として

国庫補助金を見込んでおります。

４款衛生費におきまして感染症対策事業費５１

０万 ０００円の追加は、予防接種法施行令の改

正により定期接種の対象疾病に水痘が追加をされ

たことから、当該予防接種委託料を増額しようと

するものであります。

７款商工費におきましてピヤシリスキー場整備
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事業費８０９万円の追加は、主に圧雪車の修繕料

及び第１、第２ペアリフトそれぞれの乗降場ステ

ージを改修をしようとするもので、施設設備の老

朽箇所の解消を図るものであります。同じく７款

商工費におきましてなよろ温泉整備事業費１９２

万 ０００円の追加は、経年劣化が著しい厨房用

冷蔵庫を更新をしようとするものであります。

１０款教育費におきまして文化センター大ホー

ル建設基金積立金４２３万円の追加は、市民の皆

様よりいただいた寄附金を原資とし、積み立てを

実施をしようとするものであります。

同じく１０款教育費におきまして学童保育所運

営事業費１５６万円の追加は、国の子ども・子育

て支援新制度を活用し、市内民間学童保育所にお

ける従事者の処遇改善を実施をしようとするもの

であります。

同じく１０款教育費におきまして（仮称）市民

ホール整備事業費 ７２５万 ０００円の追加は、

大道具など舞台関連消耗品や備品、また関連諸室

の備品などを購入しようとするものであります。

同じく１０款教育費におきまして名寄岩関生誕

１００年記念事業費１７９万 ０００円の追加は、

市民有志によります名寄岩関生誕１００年記念事

業実行委員会に対する補助金の追加と６月議会で

計上いたしました資料作成費等を統合し、新たに

事業費として組み直そうとするものであります。

１１款災害復旧費におきまして公共土木施設災

害復旧事業費で２億 １１４万円、農業施設災害

復旧事業費で３００万円、林業施設災害復旧事業

費で７００万円及び公共施設・公用施設災害復旧

事業費で ６００万円の追加は、去る８月４日か

ら５日にかけて発生をした大雨の被害に係る災害

復旧に要する経費について補正をしようとするも

のであります。財源として災害復旧に係る国庫負

担金、災害復旧事業債を見込んでおります。

次に、歳入について申し上げます。事業費の変

更などに伴う特定財源の調整のほか、収支の調整

を財政調整基金繰入金で実施をいたしました。

１５款国庫支出金で公共土木施設災害復旧費負

担金１億 ７５２万円の追加は、先ほど申し上げ

ました８月４日から５日にかけて発生をした大雨

の被害に係る災害復旧事業に対する国庫負担金を

計上しようとするものであります。

２０款繰越金で前年度繰越金１億 ８９５万

０００円の追加は、平成２５年度一般会計決算に

係る剰余金を全額計上しようとするものでありま

す。

次に、第３表、債務負担行為補正では、圧雪車

借り上げ料ほか１件を追加をしようとするもので

あります。

次に、第４表、地方債補正では、農業施設災害

復旧事業ほか３件を追加をし、出資債ほか１件を

変更しようとするものであります。

以上、補正の概要について申し上げましたが、

細部につきましては総務部長から説明をさせます

ので、よろしく御審議くださいますようお願いを

申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） 補足説明を臼田総務部

長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、一般会計

の補正予算につきまして市長より申し上げた分の

重複を避けまして補足説明をさせていただきます。

初めに、歳出から説明させていただきます。議

案第１４号の１４ページから１５ページをお開き

ください。３款民生費、１項１目社会福祉総務費

で社会福祉一般行政経費 ９５３万 ０００円の

追加は、平成２５年度の生活保護事業に係る精算

償還分を計上しようとするものであります。

同じく３款民生費、１項６目老人福祉費で介護

保険特別会計繰出金７２万円の追加は、大雨被害

を受けたデイサービスセンター楽々館の地下室内

浴槽用ポンプ施設を復旧し、通所者の入浴に支障

を来さないようにしようとするものでございます。

１６ページから１７ページをお開きください。

４款衛生費、１項４目病院費で病院事業会計繰出

金 ８３５万 ０００円の減額は、今年度の制度
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改正によりまして予定していた名寄市立総合病院

精神科建築に伴います既存借り入れ分の繰上償還

を実施する必要がなくなったため、これに係る一

般会計からの繰り出し分を減額しようとするもの

でございます。

２２ページから２３ページをお開きください。

１０款教育費、５項２目学校管理費で大学維持管

理事業費６４０万円の追加は、名寄市立大学看護

棟ボイラーの設備の老朽化に伴いお湯が出ないな

ど学内実習に影響が出ているため改修を行い、ま

た恵陵棟においてはラウンジを一部改修しまして

売店などを配置し、学生の福利厚生を向上しよう

とするものでございます。

２４ページから２５ページをお開きください。

同じく１０款教育費、７項３目給食センター費で

給食センター維持管理事業費２４０万円の追加は、

空調設備の老朽化に伴いまして室温の調整が円滑

に行われない状況にあるため、衛生管理の面から

早急に改修をしようとするものでございます。

次に、歳入について申し上げます。６ページか

ら７ページをお開きください。１８款寄附金で民

生費寄附金から８ページから９ページにかけまし

て教育費寄附金まで合わせまして６３９万 ００

０円の追加は、８月１８日までに寄附採納したも

のを予算計上するものでございまして、寄附者の

意向に沿いまして公共施設整備基金に１３５万円、

文化センター大ホール建設基金に４２３万円を積

み立てるほか、交通安全推進事業費の財源などと

して充当しようとするものでございます。

８ページから９ページをお開きください。１９

款繰入金で公共施設整備基金繰入金で ４１８万

０００円の追加は、歳出で御説明いたしました

ように緊急性を伴う老朽化による施設設備の改修

につきまして補正予算を計上しており、この財源

として繰り入れようとするものでございます。

同じく１９款繰入金で地域の元気臨時交付金基

金繰入金で １７２万 ０００円の追加につきま

しては、当該基金繰入金で実施する道路工事と同

時に当該工事箇所に係る上下水道の工事を実施し

ようとするもので、この財源として繰り入れしよ

うとするものであります。歳出では、それぞれ下

水道事業特別会計繰出金及び出資分ではない水道

事業会計繰出金としております。

以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願い申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１８ 議案第１

５号 平成２６年度名寄市国民健康保険特別会計

補正予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１５号 平成２６

年度名寄市国民健康保険特別会計補正予算につい

て、提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして前年

度繰越金を中心に補正をしようとするものであり

まして、歳入歳出それぞれ ９８４万 ０００円

を増額し、予算総額を３３億 ９２２万 ０００

円にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１１款諸支

出金では、一般被保険者保険税の還付金として１
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００万円、同じく還付加算金として５万円を追加

をし、また平成２５年度保険給付費等負担金の確

定に伴う精算返還金として ００１万 ０００円、

退職療養給付費等の負担金の確定に伴う精算返還

金として８５４万円、特定健診事業費の返還分と

して２３万 ０００円を追加をしようとするもの

であります。

次に、歳入について申し上げます。９款繰越金

では、前年度繰越金のうち ９８４万 ０００円

を追加をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１５号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１５号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１９ 議案第１

６号 平成２６年度名寄市介護保険特別会計補正

予算（第２号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１６号 平成２６

年度名寄市介護保険特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、保険事業勘定におきまして歳入

歳出それぞれ８０７万 ０００円を追加をし、予

算総額を２２億 ３８２万円に、サービス事業勘

定・名寄におきまして歳入歳出それぞれ７２万円

を追加をし、予算総額を２億２３８万 ０００円

にしようとするものであります。

補正の主なものを保険事業勘定の歳出から申し

上げます。地域ケア会議推進等事業を行うために

１款総務費に１００万円追加をし、平成２５年度

国庫負担金及び支払基金への介護給付費負担金の

精算に伴う返還金として６款諸支出金に７０７万

０００円を追加をするものであります。

歳入におきましては、地域ケア事業推進等事業

費の補助金として４款国庫支出金に１００万円を

追加をし、平成２５年度介護給付費負担金等の精

算分として９款繰越金に７０７万 ０００円を追

加をしようとするものであります。

次に、サービス事業勘定・名寄の歳出におきま

しては、大雨による浸水により破損した浴室用ろ

過機器などの修繕料として７２万円を追加をしよ

うとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１６号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１６号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２０ 議案第１
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７号 平成２６年度名寄市下水道事業特別会計補

正予算（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１７号 平成２６

年度名寄市下水道事業特別会計補正予算について、

提案の理由を申し上げます。

今回の補正は、道路改良舗装工事に伴い、公共

桝取りかえ工事を追加をし、補正をしようとする

ものであり、歳入歳出にそれぞれ３５７万円を追

加をし、予算総額を１１億 ３２３万 ０００円

にしようとするものであります。

まず、歳出について申し上げます。１款下水道

事業費では、北西９条右通道路改良舗装工事等に

伴う公共桝取りかえ工事費として３５７万円を追

加をしようとするものであります。

次に、歳入について申し上げます。４款繰入金

では、歳入歳出予算調整のため一般会計繰入金で

３５７万円追加をしようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１７号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２１ 議案第１

８号 平成２６年度名寄市病院事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１８号 平成２６

年度名寄市病院事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、市立病院において昭和４６年に

建築をされた精神科病棟の解体、外構工事費、精

神科病棟改修時に借り入れた企業債の償還方法変

更による経費、一般会計繰入金等のほか、医療事

故、交通事故に伴う損害賠償について補正をしよ

うとするものであります。

補正の内容について収益的収支から申し上げま

す。１款病院事業収益では、医療事故、交通事故

賠償に係る保険会社からの損害賠償保険金として

５３３万 ０００円を追加をし、総額を９６億

３１８万 ０００円にしようとするものでありま

す。

次に、２款病院事業費用では、医療事故、交通

事故賠償金として５３３万 ０００円を追加をし、

制度改正により有利な定期償還継続が可能となっ

た前精神科病棟改修時借り入れ企業債の償還方法

見直しによる保証金の減と前精神科病棟解体事業

費の減少で ６２８万 ０００円を減額し、総額

を１２２億 ４７２万 ０００円にしようとする

ものであります。

次に、資本的収支について申し上げます。３款

資本的収入では、企業債収入で施設整備事業・精

神科病棟改築事業により ２６０万円を追加をし、

前精神科病棟改修時借り入れ企業債の償還方法見

直しによる一般会計繰入金の減により ８３５万

０００円を減額をし、総額を９億 ４１９万

０００円にしようとするものであります。

次に、４款資本的支出では、非常用電源設備改

修工事で ５００万円を、精神科病棟改築に伴う

外構工事で ７５８万円を追加をし、前精神科病

棟改修時借り入れ企業債の償還方法見直しにより
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償還金で ６７１万 ０００円を減額をし、総額

を１２億 ２６６万 ０００円にしようとするも

のであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１８号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１８号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２２ 議案第１

９号 平成２６年度名寄市水道事業会計補正予算

（第１号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第１９号 平成２６

年度名寄市水道事業会計補正予算について、提案

の理由を申し上げます。

今回の補正は、道路改良舗装工事に伴う支障水

道管移設工事等に係る工事負担金の増額及び当該

工事の追加、緑丘浄水場施設の必要となった修繕

と整備費、共和地区洗管業務に伴う費用の追加、

水源開発整備事業負担金の減額に伴い補正をしよ

うとするものであります。

まず、収益的支出について申し上げます。２款

水道事業費用では、真勲別頭首工取水口オイルフ

ェンスの修繕費用として８６万円、共和地区洗管

業務委託料として８７万 ０００円、配水管仕切

り弁、排泥弁修繕費用として２６６万 ０００円

をそれぞれ追加をし、総額を７億 ４０７万 ０

００円にしようとするものであります。

次に、資本的収入及び資本的支出について申し

上げます。３款資本的収入では企業債、工事負担

金の増、出資金、国庫補助金の減により ９９５

万 ０００円を増額し、総額を３億 ３７４万

０００円に、また４款資本的支出では北西９条右

通道路改良舗装に伴う支障水道管移設工事など配

水管整備費、施設整備費、資産購入費の増、水源

開発整備費の減により ６９０万 ０００円を増

額をし、総額を６億２６２万 ０００円にしよう

とするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第１９号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第１９号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２３ 議案第２

０号 平成２５年度名寄市一般会計決算の認定に

ついて、議案第２１号 平成２５年度名寄市国民

健康保険特別会計決算の認定について、議案第２

２号 平成２５年度名寄市介護保険特別会計決算

の認定について、議案第２３号 平成２５年度名
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寄市下水道事業特別会計決算の認定について、議

案第２４号 平成２５年度名寄市個別排水処理施

設整備事業特別会計決算の認定について、議案第

２５号 平成２５年度名寄市簡易水道事業特別会

計決算の認定について、議案第２６号 平成２５

年度名寄市公設地方卸売市場特別会計決算の認定

について、議案第２７号 平成２５年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定について、議

案第２８号 平成２５年度名寄市後期高齢者医療

特別会計決算の認定について、議案第２９号 平

成２５年度名寄市病院事業会計決算の認定につい

て、議案第３０号 平成２５年度名寄市水道事業

会計決算の認定について、以上１１件を一括議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第２０号から議案第

３０号までの平成２５年度名寄市一般会計決算、

各特別会計決算、病院事業会計決算の認定につい

て及び名寄市水道事業会計決算の認定について、

一括して提案の理由を申し上げます。

各会計の決算につきましては、議案第２０号か

ら議案第２８号までは平成２６年５月３１日、議

案第２９号及び議案第３０号は平成２６年３月３

１日をもってそれぞれ出納閉鎖をし、決算を行い

ましたので、地方自治法第２３３条第３項及び地

方公営企業法第３０条第４項の規定により議会の

認定に付すものであります。

なお、細部につきましては別途御説明をさせて

いただきますので、よろしく御審議くださいます

ようお願いを申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議案第２０号外１０件については、本会議質疑

を省略し、全議員をもって構成する決算審査特別

委員会を設置し、これに付託の上、審査したいと

思いますが、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２０号外１０件については、全

議員をもって構成する決算審査特別委員会を設置

し、これに付託の上、審査することに決定をいた

しました。

ただいまの決定に基づき、決算審査特別委員会

の委員に全議員を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２４ 議案第３

１号 名寄市固定資産評価員の選任についてを議

題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３１号 名寄市固

定資産評価員の選任について、提案の理由を申し

上げます。

本市における名寄市固定資産評価員につきまし

ては、評価事務を所管をする市民部長の職に当た

る者を選任をしております。本件は、本年４月１

日付の人事異動において市民部長に任命をした三

島裕二を名寄市固定資産評価員に選任をいたした

く、地方税法第４０４条第２項の規定により議会

の同意を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３１号は同意することに御異議ございま

せんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３１号は同意することに決定を
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いたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２５ 議案第３

２号 名寄市職員の給与に関する条例の一部改正

についてを議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３２号 名寄市職

員の給与に関する条例の一部改正について、提案

の理由を申し上げます。

名寄市立総合病院における看護職の人材確保と

長期的に安定した病院経営を行うためには、医療

職給与表の導入が必要であることから、昨年７月

に職員労働組合に対して申し入れを行い、これま

で協議を進めてまいりました。このたび８月２５

日に双方で合意に達しましたので、同条例の一部

を改正をし、新たに医療看護職給料表を追加をし

ようとするものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３２号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３２号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２６ 諮問第１

号 人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題

といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 諮問第１号 人権擁護委

員の候補者の推薦について、提案の理由を申し上

げます。

人権擁護委員法の規定により、本市には８人の

人権擁護委員が法務大臣の委嘱を受け、活動を行

っておりますが、平成２６年１２月３１日をもっ

て長内美智子委員が任期満了となります。

本件は、退任となる長内美智子委員の後任とし

て奥山省子氏を候補者として推薦をいたしたく、

人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の

意見を求めるものであります。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

本件については、市長が推薦する者について適

任と認めることに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、本件は適任と認めることに決定をいた

しました。

〇議長（黒井 徹議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月２日から９月１５

日までの１４日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月２日から９月１５日までの１

４日間を休会とすることに決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。
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散会 午後 ２時２０分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 佐 藤 靖

署名議員 川 口 京 二
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開議 平成２６年９月１６日（火曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１９名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（１名）

１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君

平成２６年９月１６日（火曜日）第３回９月定例会・第２号
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〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に１６番、

植松正一議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１９名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ これより一

般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

名寄市日進地区再整備基本構想について外２件

を、佐藤靖議員。

〇６番（佐藤 靖議員） おはようございます。

議長より御指名をいただきましたので、通告順に

従い質問をしてまいります。

最初に、名寄市日進地区再整備基本構想につい

てであります。この構想については、環境に恵ま

れた日進地区の整備を目的に平成４年に策定され

たピヤシリヘルシーゾーン構想及び基本計画に基

づき、これまで順次整備事業が進められたものの、

事業展開の中で隣接地に道立サンピラーパークが

整備され、広域的利用の促進を初め時代の趨勢と

ともに利用内容が変化してきたことに加え、スキ

ー需要の低迷、温泉施設の老朽化などから抜本的

に構想を見直し、時代のニーズに合った新たで望

ましい日進地区の再整備方針を打ち出そうとして

取り組まれました。この構想にかかわり、まず構

想策定の基本的姿勢についてお尋ねいたします。

構想案では、策定の目的として当初の基本構想

及び基本計画から現在までの状況を説明しながら、

このような背景を踏まえ、再度日進地区に求めら

れる役割を再認識し、今後の整備すべき方向性に

ついて市民の皆さんとの議論を深めるために横断

的に庁内検討委員会を設置し、基本構想を取りま

とめましたとしていますが、同構想策定に当たっ

ての市の基本姿勢を読み取ることができませんの

で、改めて同構想策定を最初に取り組んだ庁内検

討委員会において委員に求めた姿勢、手法などに

ついて取り組み経過を含め詳細に御説明ください。

今回の構想では、スキー場関連で照明施設の整

備、リフトの機械、装置の更新、ゲレンデ施設の

整備、花の植栽や登山道整備、なよろ温泉サンピ

ラー関係で隣接地に新たな温浴施設の整備、新た

な宿泊施設の整備、既存温浴施設を合宿に特化し

た改修、ニーズに合わせたホテルの改修、健康の

森関係でもクロスカントリーコースの照明施設、

陸上競技場のリニューアル、移住、定住滞在施設

の整備、動物との触れ合い施設の整備などが盛り

込まれるとともに、優先事業としてなよろ温泉サ

ンピラーにかかわる温浴施設の新設について早期

実施が必要、早期に検討すべき事業、平成２８年

の全国中学校スキー大会、同２９年のＪＯＣジュ

ニアオリンピック大会、同３０年の平昌冬季オリ

ンピックの合宿受け入れのためにも特にピヤシリ

スキー場の施設整備着手が急務、新たな宿泊施設

の検討が急務、なよろ温泉サンピラーの既存施設、

宿泊施設の早期改修が必要としています。市の財

政需要に精通されている庁内検討委員会での方針

でありますので、構想の実現性についてお伺いし

ます。

加えて整備に必要な時期も示されておりますの

で、今後のスケジュールについてもこの際明らか

にしていただきたいと思います。

次に、都市再生整備計画名寄地区についてお伺

いします。同計画は、御承知のとおり人口減少と

少子高齢化、車社会の進展や郊外大型店への購買

力流出による市街地空洞化を改善するため、行政、

商工会議所、商店街振興組合が活性化プランを検

討してきましたが、具現化の道が開けないため、
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行政が計画を樹立し、平成２２年度から５年間ま

ちづくり交付金事業を活用し、総合的なまちづく

りを進めてきたものです。事業延長により来年度

が最終年度となりますが、当初の目的では老朽化

が進んだ市街地の整備や駅周辺の未利用地活用に

よる交通結節点の整備、交流施設や文化機能、市

民交流機能などの都市機能の強化を図ることでま

ちのにぎわいと活力を回復、創出する。高齢化社

会に対応して公共交通施設を強化することで、市

街地中心部へのアクセスや利便性を向上させる。

公園、緑地が少ない市街地中心部の広場、ポケッ

トパークなどの整備とまち歩きが楽しくなるよう

な商店街の空間形成を進めて、快適で魅力ある市

街地の形成を掲げていました。この計画は、実施

期間中であれば変更も可能とあって、一部見直し

も行われましたが、現時点において目標を定量化

する指標として示していた目標値見込みを含め、

これまでの事業成果と評価、さらには同事業によ

る今後の活性化の見通しについてお伺いします。

また、議会報告会で市民から出された意見、要

望をもとに市長に求めた名寄地区中心市街地活性

化についての回答は、最も求められていた商店街

の活性化策を先送りしている内容にほかなりませ

ん。回答では、２８年度施行を目標に中小企業振

興条例を現状に合った制度とすべく抜本的に見直

すとしていますが、商店街の後継者不足、高齢化

に加え、電気料金の値上げ、消費税増税、燃料費

の高騰などにより経営見通しが立たない個店や中

小企業の実態をどう受けとめているのか、正直２

年後の商店街の状況をどう押さえているのか、改

めて名寄地区中心街の将来見通しについてお伺い

します。

最後に、名寄市立総合病院についてお伺いしま

す。市長は、行政報告の中で病院事業の今年度第

１・四半期の状況を述べました。それによると、

患者数は入院で対前年度比１ １％減、外来は

７％増となったため、収益では外来は若干ふえて

いるものの、入院で ２％、 ６３５万円の減と

なり、総体収益でも ８８８万円の減と報告され

ました。５階西病棟の閉鎖による影響とも思いま

すが、事務当局としてはこの状況をどう分析され、

今後の改善策について協議されているのかお知ら

せいただきたいと思います。

また、今定例会初日に夜間、救急外来の専門家

とするため、診療科目に新たに救急科が加わりま

したが、精神科病棟新築に伴い設置された屋上へ

リポートにより救命救急センターへの開設への期

待感も高まっていますが、改めて同センターのス

タッフを含め、病院全体の医療スタッフの状況に

ついてお伺いします。

さらに、これまで一患者の立場を含め混雑時の

対応、血圧計の設置場所、外来患者コールのあり

方などを指摘してきましたが、院内での検討経過

及び結果についてもお伺いし、この場からの質問

とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） おはようござい

ます。佐藤議員からは、大きな項目で３点にわた

り御質問をいただきました。大項目１と２は私か

ら、大項目３は病院事務部長からの答弁となりま

すので、よろしくお願いをいたします。

大項目１、名寄市日進地区再整備基本構想につ

いて、小項目１、構想策定の基本的姿勢及び小項

目２、策定の経緯についてお答えいたします。構

想策定に当たっての市の基本的姿勢についてです

が、近年の利用者のニーズの多様化、社会状況の

変化などから、本地区のあり方について総合的な

見直しが求められていることを踏まえ、今後本地

区が目指すべき望ましい整備の方向について将来

ビジョンを示すことを目的に各施設所管部及び企

画財政、教育などの庁内関係部署のほか、同地区

の各施設の管理運営に深くかかわっている名寄振

興公社も含め、名寄市日進地区再整備基本構想庁

内等検討委員会において協議をしてまいりました。

この協議に当たりましては、基本構想という性格

を鑑み、市民や利用者からの要望等を踏まえ幅広
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く議論することとし、昨年６月に庁内等検討委員

会設置に先立ってブレーンストーミング的な意見

交換を行った後、８月８日、８月２３日、１０月

３０日、１１月２２日の計４回庁内等検討委員会

を開催してまいりました。

続きまして、小項目３、構想の実現性及び小項

目４、今後のスケジュールについてお答えいたし

ます。これまでの市民や利用者からの要望等を踏

まえ、庁内等検討委員会で幅広く議論した基本構

想では、同地区の３つの基本的役割とした市民の

憩いの場、人づくりの場、交流人口の拡大の場、

それぞれの役割ごとに優先事業の考え方をお示し

しております。そして、この基本構想をもとに市

内関係団体等への説明を進めており、今後９月中

をめどに説明を終え、いただいた御意見を反映さ

せたより実効性のある構想としてまいります。改

めまして所管委員会へ御報告申し上げますととも

に、御意見をいただくなど御相談申し上げたいと

考えております。

今後この構想の具現化に当たりましては、さき

に述べました３つの基本的役割ごとの優先事業の

考え方を基本に平成２８年２月の全国中学校スキ

ー大会、平成２９年３月のＪＯＣジュニアオリン

ピック大会、さらには平成３０年の平昌冬季オリ

ンピックといった日程を見据え、市の財政状況を

見きわめながら、総合計画ローリングを経て現計

画に登載あるいは次期総合計画に登載するかにつ

いて個別に精査してまいりたいというふうに考え

ております。

続きまして、大項目２、都市再生整備計画名寄

地区について、小項目１、これまでの事業成果と

評価についてお答えいたします。平成２２年度か

ら実施しています都市再生整備計画名寄地区につ

いては、都市機能の強化、土地、建物利用の高度

化によるにぎわいと活力あるまちづくり、公共交

通機関の充実など市街地中心部へのアクセスしや

すく、利便性の高いまちづくり、緑地の整備など

快適で魅力あるまちづくりの３つの目標を掲げた

計画として各事業に取り組んでいます。各事業に

対する効果として、駅前交流プラザよろーなの設

置、市内循環バスの路線、便数の改善により一定

のにぎわいや市街地中心部へのアクセス向上など

一定の成果が得られている事業もありますけれど

も、都市機能の評価として町並み景観の改善に係

るアーケード等の修繕については事業者数の減少

により一部計画のとおり実施できない商店街もあ

るなど、さらには市街地中心部の空き地、空き店

舗などを含めた情勢変化もあり、事業内容を再検

討することも必要となってきています。目標を定

量化する指標として、計画当初は平成２６年度を

目標としていましたが、平成２７年度まで期間延

長をし、まだ完結していない事業もあるため、目

標達成度についての結果は出ておりませんが、現

在商工会議所を中心として実施をしております買

・なよろ運動の事業の中で市内買い物客に対する

動向調査などに取り組んでおりますので、市街地

中心部に対する市民の満足度など、一部ではあり

ますが、今後明らかになってくるものと考えてお

ります。しかし、本計画の最大の目標であります

市街地中心部のにぎわいの創出については、人口

の減少、郊外地への店舗集積など年々厳しい情勢

となっていることから、現段階では目標を達成す

ることは難しい状況になっていると考えておりま

す。

小項目２、名寄地区中心街の活性化と将来の見

通しについてお答えをいたします。中小企業振興

条例は、さきの定例会においても本市における商

工業の事情や将来あるべき姿、行政や事業者の役

割などを考慮した制度として平成２８年４月の施

行を目指し、見直し作業を行うと答弁させていた

だきました。今年度から関係団体とさらなる連携

を図るために開催することにいたしました商工会、

商工会議所との定期懇談会の中でも中小企業振興

条例施行規則の内容については、すぐに取り組む

ことが必要な支援策につきましては随時導入を検

討することとし、条例の見直しと並行して検討作
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業を行っていくことで確認をしたところでありま

す。

名寄地区中心街の将来の見通しにつきましては、

現況を見ると年々空き店舗が増加しており、今後

も増加していくことが予想されることから、市内

はもとより市外から本市において新たなビジネス

が創造できる環境づくり、さらには既存の事業所

の後継者の育成に焦点を当てた支援など既存の制

度にはない支援策などにも取り組んでいかなけれ

ば市内の事業所数の減少を抑えることができない

と考えております。このことからも隔年で実施を

しております市内の５人以上の事業所に対し実施

をしております労働状況実態調査におきまして、

これまでは労働状況の実態の項目のみを調査して

おりましたが、今回からは市や経済団体に対する

支援等の要望内容なども調査項目に入れることと

しておりまして、さまざまな場面で市内の事業所

が切に願う内容等を把握する場面をつくりながら、

支援内容の改正について検討してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 松島病院事務部長。

〇市立総合病院事務部長（松島佳寿夫君） 私か

らは、大きな項目３点目の名寄市立総合病院につ

いてお答えをいたします。

初めに、第１・四半期の状況分析と今後の見通

しについて申し上げます。第１・四半期における

収支状況は、行政報告の中で申し上げましたとお

り医業収益については入院収益と外来収益の合計

額で前年比 ２％、 ８８８万円の減少となった

ところであります。内訳としては、入院収益で前

年比 ２％、 ６３５万円の減、外来収益で前年

比 ４％、 ７４７万円の増となっております。

入院収益の落ち込みが大きいわけでありますが、

主な要因としては、１つとしてことし４月から地

域包括ケア病棟の開設準備のため５階西病棟を一

時休床していたこと、２つとして在院日数の短縮

により病床稼働率が減少していることによる延べ

入院患者の減少が影響したものと考えております。

今後の見通しとしましては、入院患者数について

は８月に５階西病棟を再開してからは病床稼働率

も少しずつ回復してきており、一時休床する前の

稼働率に近い数字となっておりますので、引き続

き注視をしていきたいと考えておりますが、こと

しの診療報酬改定を考えると今後も厳しい状況が

続くものと想定しております。

次に、今後の収支改善策としましては、収益確

保ではこれまでの医師、看護師等の人材確保、Ｄ

ＰＣの適正なコーディングや医学管理料ナビなど

のソフトを活用しての請求漏れ対策の徹底、看護

基準７対１の安定した運営、精神科看護基準１３

対１の取得などの取り組みに加えまして、後発医

薬品の使用率を上げることによるＤＰＣの計数に

も増加に取り組んでまいりたいと考えております。

経費削減では、業務の見直しによる時間外の削

減、経営コンサルを活用しての診療材料、薬剤等

の抑制、臨時職員の適正配置などに引き続き取り

組んでまいります。また、今年度は収支改善の提

言や職務、職場環境についての職員満足度を含め

たアンケート調査を全職員に対して現在実施をし

ておりまして、さらなる経営改善と職員のモチベ

ーション向上に努めてまいります。

次に、（２）の医療スタッフの見通しについて

お答えをいたします。救命救急センターにつきま

しては、平成２７年度のできるだけ早い時期に指

定が受けられるよう現在関係機関と協議をしなが

ら準備を進めているところでありますが、救命救

急センターの設置に向け夜間、日中のヘリ搬送を

含む救急患者の受け入れなど救急医療体制の充実、

強化のためにこのたび救急科を新たに診療科目に

加えたところであります。今後の課題といたしま

しては、１０床以上２０床未満のベッドの設置場

所など基準に沿った施設等の改修、救急医療に精

通した専任医師の配置、看護職員の確保などが挙

げられます。医師の確保については、当院の救急

専門医のほか、旭川医科大学に協力をお願いしな

がら体制を整備したいと考えておりますが、看護
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師の確保は大きな課題となっております。

看護師の確保策については、市立大学、市内高

校、看護師養成校に訪問し、作成したパンフレッ

トをもとに奨学金、院内研修制度などについて説

明し、広く募集に努めております。将来看護師を

目指している学生には、高校生を対象にセミナー、

ふれあい看護体験などを開催し、資格取得までの

カリキュラムや学校での生活、奨学金制度、看護

師となって以降の職場での体験などに理解を深め

ていただき、中学生には圏域の学校からの要請に

応じて職場体験学習などの受け入れを行っており

ます。また、看護師資格を持っていて出産や育児

等の理由から医療現場を離れてから時間が経過し

ている方には、潜在看護師研修を実施し、復職に

向けた支援を行っております。看護師等の人材確

保は、看護基準７対１の安定した運営を図るため

にも最優先の課題でありますので、医療職給料表

導入による初任給のアップのＰＲなども含めて今

後もさまざまな施策に取り組みながら人材確保に

努めてまいりたいと考えております。

次に、（３）の指摘事項の検討と協議結果等に

ついてお答えをいたします。まず、混雑時の対応

につきましては、特に消化器内科、糖尿病代謝内

科、外科、心臓血管外科が待合を共有しているこ

とから、朝の時間帯で混雑時に椅子が不足してい

る場合にはこれまでも職員がパイプ椅子を出して

対応しております。眼科移転後には若干椅子には

余裕が出ておりますが、限られたスペースでの対

応となりますので、これまで同様混雑時にはパイ

プ椅子での対応をしていきたいと考えております。

次に、自動血圧測定器の設置場所につきまして

は、現在高さの異なる２台を設置し、対応してお

りますが、外来の再編工事に伴い消化器内科の内

視鏡室が旧眼科の跡に移転し、その後内科外来の

改修を予定しており、その工事にあわせて自動血

圧測定器の設置場所の変更と新たに車椅子でも利

用可能な設置台を設けることとしております。

次に、外来における患者コールにつきましては、

消化器内科、糖尿病代謝内科、外科、心臓血管外

科の呼び出しが重複することにより、自分が呼ば

れたかわからないことがないよう、一度呼んでも

来ない場合には職員が患者さんに声かけを対応し

ており、また待合を離れる際には外来受付に声を

かけていただくよう案内掲示し、後回しにならな

いような対応を心がけてまいりたいと考えており

ますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） それぞれ御答弁をいた

だきましたので、引き続き再質問のほうをしてい

きたいと思いますけれども、今回この３つの質問

を取り上げたというのは微妙に関連性があるとい

うふうに思っています。それはなぜかというと、

やはり名寄市にとって、今病院が精神科の新築は

しましたけれども、これから人口減少あるいは過

疎化の中で、高齢化の中で、少子化の中でどうい

うふうに病院経営をしていくのか、あるいは高度

医療をどんどん進めていく中で、医師あるいは看

護師を含め医療スタッフを充実させるときにどれ

だけ費用がかかるのか、それが収入と合っていく

のかというものも含めての課題があるというのが

１つ。もう一つは、中心市街地活性化というのが

やはりもう何年も、ある意味では昔から言われて

いることだけれども、なかなか進まないという実

態もある。一方、日進地区はこの法外な計画を打

ち出せると。この財政の状況を見据えながらのバ

ランスがやはりちょっと違うのではないかという

感覚は持っています。今常本室長の答弁を聞いて

おりますと、日進の再開発についてはある意味で

は構想であるので、いろんな方のお話を聞いて、

あの地区をどういう夢のあるものにしていくかと

いうものが必要だということで進めてきたという

ことが根拠だと思いますので、私は市民団体の皆

さんとか市民の皆さんが例えば昔６丁目商店街を

中心にあそこで苗字博物館をつくろうという構想

で、自分たちで３００万円つくって、行政からも
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３００万円補助を受けて、６００万円で構想をつ

くって、あの地区を何とかしようという、そうい

う夢あるものならわかるのです。ところが、今回

の日進地区に限っては庁内の検討委員会、まさに

庁内の財政事情、いろいろな課題認識されている

メンバーの皆さんが協議された結果がこれだけ膨

らますような結果になることに少し疑念を感じる。

例えば構想というと、室長は構想という意味はど

ういうふうに受けとめていらっしゃるのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいま構想に

ついてということで御質問がございました。この

日進地区再整備基本構想策定に当たりまして、私

ども市役所内部で庁内検討委員会ということで、

それぞれの所管施設もございますので、庁内横断

的にお集まりをいただきました。そういった中で、

市民に喜んでいただける、あるいは交流人口を拡

大をするという中で、どういった施設が必要で、

あの地区を住民の皆さんの憩いの場として使って

いただけるのかといったようなことで議論をさせ

ていただきましたけれども、構想ということでい

けば確かに御指摘のとおりあの構想の中身を全部

実施をすることになりますと膨大な事業費がかか

るということも当然あります。しかし、その前に

構想として市民に夢を持ってもらえるような、そ

んな施設、地域として市民に親しんでいただける

施設としてこの構想というものを私どもとしては

考えていきたいというふうに考えておりまして、

この構想をつくった上で、さらに市民の御理解、

御協力をいただいて、あの地域を市民の憩いの場

として具体的に整備を進めていきたいという考え

方でこの構想をつくってきた次第であります。構

想についてどう考えるかということでありますけ

れども、基本的には夢を持ってもらえるような、

そんな思いでこの構想の作成に当たったというこ

とでありますので、よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 構想という意味は違う

のです。構想というのは、これからしようとする

物事に対して、その内容、規模、これはいいです、

内容。もう一つ大切なのは、実現方法なのです。

これを考えてこの夢をまとめることを構想という

のです。という意味からすれば、これに一番欠け

ているのは実現方法なのです。夢はいいです。市

民の皆さんに夢を持っていただくのは、それは結

構。ぜひ必要なこと。この時代は特に必要なこと

かもしれない。ところが、この構想の中で実現方

法が全く見えないのです。もう一つ、今室長の答

弁の中で市民の皆さんに使っていただくという話

をしました。ここのターゲットはどこに置いてい

るかといったら、アクティブシニア層と。これど

ういう意味ですか、アクティブシニア層。ピヤシ

リヘルシーゾーン構想というのは、一番最初つく

ったときになぜあの構想ができたかというと、あ

れは市民の皆さんに喜んでもらう施設つくろうと。

それが結果的に近隣から交流人口を呼んで、全道

から交流人口を呼んで、いいものになるはずだと。

まずは、市民の皆さんに喜んでもらおうというの

が基本だったはずなのです。それは、時代の趨勢

でいろんな取り組みをされて、カーリング場も市

民の皆さんも利用しているから、それも当然同じ

ようにできてきていますけれども、今回の構想の

ターゲットはアクティブシニア層と。それは、名

寄市民ではなくて全道、全国の団塊の世代で退職

された方をターゲットにしているような表現がこ

の中にあるのではないですか。それが今市民が求

めているあそこの日進地区の改革につながること

なのですか。改めてその御見解をお伺いしたい。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 今アクティブシ

ニア層ということで、ターゲットがこの構想では

そういった層をターゲットにしているというよう

なお話がございましたけれども、この構想をある

程度まとめて、この間市民の皆さんからの御意見

ということで、この９月をめどに各団体等も含め

て御意見をいただいているところでありまして、
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そういったところも含めて御意見をいただいた上

で、最終的には具体的な整備計画といいますか、

そういったことに持っていこうという考え方であ

りますけれども、考え方としては当然市民の皆さ

んの憩いの場という部分で私どもとしては考えて

おりますし、その一方で市外からのお客さんも呼

び込むといったことも交流人口の拡大という意味

合いにおいては必要な部分でありますので、アク

ティブシニア層という言葉が構想の中にあります

けれども、そこも含めて、そこだけがターゲット

ではないということは御理解をいただきたいなと

いうふうに考えておりますので、よろしくお願い

いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） なぜそれを言うかとい

うと、参考資料なのです。記載されている参考資

料は、１つは日進地区の関連年表、もう一つはス

キー合宿誘致のポイントなど６項目を掲載してい

るのです。これみんなどれも名寄の現状から分析

したものではなくて全道、全国の成功例を示して

いるのです。だから、ターゲットが名寄市民では

ないのです。言っていることが違うのではないで

すかと言っているのです。では、それだけ言うの

ならこの構想の中に１つ欠けているのが足の確保

なのです。市内はこれだけ高齢化あるいは厳寒あ

るいは積雪の地で、あそこにどうやって市民の方

が足を運ぶかというと、その確保は今まではサン

ピラー、振興公社の無料バスがあったけれども、

それはだめだということになって、利用できない。

あるいは、片道無料だったのが有料にしますとい

うことでだめになって、どんどん足が確保できな

くなった。その対策がこれに書かれていないとい

うことは、１つはターゲットは市民ではないとい

うことです。しかも、ここで議論されていること

は庁内検討委員会で検討されたこと、それを市民

の皆さんのいろんな団体の方と御意見を伺ってつ

くり上げるというと、市の内部で財政、行政に精

通した各セクションの代表者が協議した内容を市

民の皆さんに見せて、さらに意見を頂戴と言った

らどんどん、どんどん構想は膨らむ。これが本当

のやり方なのですかということなの。例えばお隣

の士別さん、今つくも水郷公園を直そうと市民委

員会を立ち上げたそうです。上限が２億 ０００

万円だったと思います。それでしかないけれども、

それで構想はできないのかというのでいろんな議

論をされていると。これをやっていくと、ターゲ

ットは市民からどうも外れているような感じがし

ますけれども、例えばそこは本当に市民がターゲ

ットだという認識はお持ちですか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 名寄市のそうい

った市民が憩える場としての日進地区という意味

合いにおいては、私どもとしてもあの地域が名寄

市としてのそういう場であるということは認識を

しておりまして、そこは市民がターゲットという

ことも当然考えております。そのほかに市民の皆

さんとの交流も含めた、言い方としては交流人口

の拡大ということになってしまいますけれども、

そういう部分も当然あるというふうに考えており

ます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） では、はっきり聞きま

しょう。この検討委員会にコンサルは入っていま

すか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 入っております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） だから、こういう資料

が出てくるのです。今の名寄市の現状からいって、

うちは風連と合併をして、望湖台も結局は施設も

閉鎖をしてしまうと。そういうことを轍を踏んで

きているのです、市民の皆さんは。それはなぜか

といったら、財政が厳しいから。いろんな意味で

名寄市の財政が厳しい。三位一体改革を含めて交

付税はどんどん減っていくから、大変な時代にな
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るということでやってきたのです。だから、そう

いうところの涙をいろんな存続を望む声はあって

も、やはりそこは我慢してこれでやっていこうと

いうことが出てきたのに、片方でそこをやるとき

にこれだけのものが膨らむ。例えば動物を飼うと

いったら、宿舎はどうするのですか。飼う人はど

うするのですか。動物を育てると、餌代はどうす

るのですか。その維持管理はどうするのですか。

それがこれからの名寄市の財政の中でしっかり立

ち上げていくのかどうなのか、あるいははっきり

言うと財政を所管する臼田部長はここの財政投資

というのはどのぐらいというニュアンスをお持ち

ですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まだ構想を検討中で

ありますので、今現在で幾らという部分はありま

せんけれども、先ほど議員が言われましたように

構想ができた後にそれをいかに実現するのか、こ

れはアクションプログラムとでもいうのでしょう

か、そういったものがまた必要になってきますし、

本市においては総合計画の中で大きな事業につい

ては年割も含めて検討するようになりますので、

構想が一定程度まとまった段階で、総合計画のロ

ーリングの中でも検討していき、構想の中のどの

部分を、事業年度も含めて検討していく必要があ

るのかなというふうに考えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 総合計画に盛り込まれ

ていますけれども、例えば今（仮称）市民ホール

はやる。南小も始まる。この後学校改築も控えて

います。名寄大学を含めて４大化をどうしていく

のかといったら、校舎整備をどうするのか、図書

館だけでなくそれをどうする。今病院のほうも改

築がまた始まるかもしれないと言っています。そ

の中でここにホテルをつくって、温浴施設をつく

って、今ある施設を改修して、それが可能かどう

かということなのです。それが市が庁内検討委員

会で出した構想に、これをアクションプログラム

にするといったって、では何ぼかかるのですか。

それは、規模を縮小していったら夢はどうしたの

ですかという話になるでしょうと。だから、士別

の例ではないですけれども、しっかり内部議論を

して、ここまでは投資できるのだ、ここまではや

れるのだという構想ならわかるのです。これから

９月中にまた団体と話して、議会にもまた話しし

ますわという話なら、もう広がった話を、これを

縮めていくしかない。これからそういうことの合

併算定がえを含めて交付税が減っていく。現ナマ

が減っていくという時代に入っていくのに、片方

でこれだけ夢を広げているということに対する不

信感があるのです。それは、例えば２５年度の決

算書にあるように基金残高、一般会計では７０億

円、特別会計を含めると目的基金もありますけれ

ども、７２億円、北海道備荒資金組合納付金２４

億円、合わせて８６億円。それぞれの目的もあり

ます。これを全部投入するような心意気でいるの

なら話わかります。だけれども、今市民の人たち

は求めているのはそういうところではないのでは

ないですか。私はそう思うのです。市民の皆さん

は、やっぱり三位一体改革、あのときに市の財政

が大変だといって極端でないですけれども、きの

うもそうですけれども、敬老の日。町内会でやる

敬老補助金もカットしたのです、それは財政が厳

しいというものを含めて。あるいは、バスの利用

もそうです。利用料を無料で研修に、生きがいづ

くりにぜひ使ってくれといったものを今度はちゃ

んと団体にそれを負担させているのです。そうい

うことを改善して市民生活を上げていくことが１

つ。一方では、大切なことだとは思うのです。こ

こに今多額のお金を投じる。しかも、市内ではホ

テルが２つ。１つは新設、１つは改修ということ

で、今市民の皆さんそっちに目を置いていたら、

今度は日進のほうが新しいホテルとお風呂ができ

るのだと。いやいや、今ある施設も改修してやる

のだとよという話が２８年度です。あと２年です。

ということは、もう来年度には着手しなければい
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けないということです。そういうことが本当に実

現性があるのか。改めてこれからアクションプラ

ンということで、今の財政状況からどのぐらい事

業費投入できると臼田部長はお考えですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げまし

たけれども、まだ構想そのものが完全にでき上が

っておりませんので、現段階でこの構想に対して

のどの程度の財源の充当ができるのかについては

明言できる分にはありませんけれども、ただ議員

が言われておりますように今現在でもかなり大型

の事業が進んでいる部分もありますし、今後想定

される分もありますので、それらも踏まえた中で

構想全てができるかできないかについてもこれは

当然精査が必要だというふうに考えておりますの

で、そこも踏まえた上での総合計画の検討になる

かというふうに思いますので、御理解いただけれ

ばと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） そうはいっても９月中

に、今月中には一つの方向性を出すというのでし

ょう。そんな余裕あるのですか。それで構想は固

まってしまうのです。これからアクションプラン

ニングをしていくかもしれない。財政のいろんな

議論を、構想はそこで固まってしまうのです。そ

れで、ちゃんとやっていけるのですかという意味

ですけれども、これは経済部を所管する久保副市

長から御答弁をいただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 日進地区の将来構想と

いうことで、それぞれ担当のほうからもお答えさ

せていただきましたが、基本的にこの構想につい

ては日進地区であるべき姿を構想としてまとめよ

うというところから始まったわけであります。先

ほど構想の考え方については、佐藤議員御指摘の

とおり構想が全く具現性のないものというところ

の構想の位置づけではなくて、まさに構想を立ち

上げたら実現方法までしっかりと固めていくべき

ということについては全く異論ございません。た

だ、この時点で構想の基本的な考え方については、

一定の市民議論をしていただくたたき台というこ

とも含めて考えておりまして、これがたたき台の

議論としてそれぞれ各団体から御意見いただきま

して、ただいま佐藤議員からお話のありました指

摘事項についても一部重複もあったかなというふ

うに思っているところであります。まさに財源が

しっかり担保されて、改めてこの構想が生きてく

るというふうに思っておりますので、この詰めに

ついてはしっかりと９月というふうに先ほど担当

室長からもお答え申し上げましたが、その中で具

現性を持てる必要な事業についてはその中からセ

レクトしていきながら、そしてまた皆様方に御相

談をさせていただきたいというふうに思っていま

す。今の段階での構想のまとめというのは、一定

の夢も含めた構想ということを前提に置いており

ます。ということで、ぜひ市民の意見を伺った上

で、さらには財政のスキームをしっかり考える上

で皆様にまた御提案をさせていただきたいと思っ

ていますので、この点については御理解をいただ

きたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 基本的に行政が市民に

対して夢を持つこと、これは絶対なくしてはなら

ないこと、私もそうだと思います。だけれども、

夢は実現性なり現実性なりが伴っていて初めて市

民に受け入れられるもの。それは大風呂敷と同じ。

これが実現性がなくて、財源も見通しがなくて出

すのは大風呂敷と同じです。今それをやることで

はなくて、本当に市民の皆さんにも日進地区をど

うやって利用していただくのか、それを名寄市の

核としてどうやって広げていくのか。そのことの

議論をしっかり庁内検討委員会ですべきことでは

ないのですか。市民の皆さんに求めると夢は大き

くなります。私は夢は大切だと思いますけれども、

余りにも現実から逃避した夢は行政は持つべきで
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はないと。逆に市民の皆さんにサジェスチョンを

して一緒に考えようというふうにしていくことが

大切だと思いますので、ここはいま一度立ちどま

ってでもこの構想について議論を深めていただき

たいというふうに思います。

次に、中心市街地の活性化でありますけれども、

正直中心市街地の活性化というのはもう昭和５０

年代、要するに大型店が出てくる、あるいは大型

店が拡張するというときの３条申請のときから名

寄市内では大きな議論であって、それは何かとい

うと中心市街地が潰れると。中心市街地をどうや

って残していくかという議論から、その議論がず

っと昭和５０年代から始まって、結局平成２０年

の徳田地区への大型店進出、これがさらに議論に

拍車をかけた。そこで、期待されていたのがこの

……それまでＴＭＯもやりました。いろいろやり

ましたけれども、なかなか実現性が伴わなかった。

そこで、行政が主導的にやろうといったのがこの

都市再生整備計画名寄地区であります。今代監さ

んである上田さんがまだ所管でいたときに一生懸

命議論をしてつくり上げてスタートをしたもので

ありますけれども、これがまさに都市再生整備計

画が名寄市にとっては、商店街にとってはある意

味では最後のとりで。それは、行政が主導する最

後のとりでだったのかもしれない。ところが、実

際やったのは一番期待した中心市街地の活性化は

ほとんど手をつけられない状態になっている。そ

れをさらに２８年の中小企業振興条例の抜本的見

直しで２年先送りにすると。これで本当にいいの

かということなのです。例えば認識的に市長が行

った平成２５年１１月１１日、まちづくり・住ま

いに関する市町村長との意見交換会、「名寄市の

ワクワクするまちづくり」、名寄市の加藤剛士さ

んで出しておりますけれども、この中でももう既

に中心市街地の活性化がどうかというのが大きな

議論として問題提起されて、認識も十分されてい

ることであります。それと、私はこれは横道にそ

れるかも、気になるのは認識なのですけれども、

名寄市の課題、郊外に大型店進出ということで徳

田ショッピングセンターともう一つ大きなところ

の写真が載っています。購買力の流出、市街地中

心街の空洞化、駅前の商店街の写真が載っていま

す。これ夜の写真でしょう。シャッター閉めて誰

も歩いていなくて。これをわざわざ載せて購買力

の流出、市街地中心街の空洞化、こういう認識を

持たれる意味が私はわからない。どう見たってこ

の写真夜です。アーケードの下に電気ついている

のですから。シャッターは全部閉まって、人誰も

いないのですから。周り見たら車道のほうは真っ

暗なのですから。こんな夜に写真撮ったら、大都

市以外はどこでもこんな状況です。この認識です。

こういう認識でなくて、今中心街をどうするかと

いう議論をもっと積極的に、例えば市長がおっし

ゃる中小企業振興条例を見直すといっても、中小

企業振興条例ってわずか１０条。基本的なものを

書いた１０条です。問題は、言っているとおり振

興条例ではなくて規則をどう見直していくか。こ

の規則を見直すのは、全然議会の同意は必要……

議会の同意って議決事項ではないわけですよね。

名寄市中小企業振興条例施行規則、これにきちっ

とどんどん、どんどん手を打っていかないと、中

心市街地は２年待っていたら多分いよいよおっし

ゃるとおり高齢化になったり、後継者はいない、

購買力は落ちている、消費税は上がる、電気料は

高くなる、維持管理できない。では、もうやめて

しまおうという状況がこの２年間にできるかもし

れない。そうしたら、何が必要かといったら新し

い潮流入れる。そのために何がガンかといったら、

家賃をどうやって補助していくかということだと

思います。ここでは、名寄市は今確かに商店街空

き地空き店舗活用事業で個人、団体、グループが

１年以上賃貸契約を結び、商業などを営む場合、

家賃または借地料の１００分の５０、限度額６０

万円、同一事業所に１回につきというのがありま

すけれども、これではやっぱり。では、今１０万

円の家賃を……６０万円で年間１２０万円かかる
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のです。では、６０万円もうけるために、払うた

めに何ぼ売らなければいけない。あの人通りのな

い商店街でどうやって頑張らなければいけないの

だと思われるのなら、これを極端でないですけれ

ども、やっぱりもうちょっと時代に合うように見

直して対応するなりのことがあってもいいのでは

ないかと。それがなぜこの２０年、３０年言われ

たことができないのか。原因はどこだというふう

に認識されていますか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） この間の中心市

街地のそういった取り組みが掲げられていながら、

これまで具体的な進展がないといったような御指

摘でありますけれども、私どもといたしましても

関係機関でございます名寄商工会議所の皆様ある

いは商店街の皆様方と議論、協議をしながらいろ

いろな対策をとってまいりました。この間どうし

てそういった中で進んでいないかといいますと、

後継者不足等もございまして、将来に商店街とし

ての魅力がないという部分もあって後継者も育た

ないといった状況の中で、それをどう解決してい

くのかというのは私どもや会議所等との連携によ

りそういった部分を克服していかなければならな

いというふうに考えておりますけれども、そうい

った中でいろいろと案は出しながらやってはきて

いるのですが、地元の皆さんも含めてそういった

部分での具体的な取り組みに向けて議論はするの

ですけれども、なかなかそういった具体的な取り

組みになっていなかったと。ここはどこの部分に

原因があるのかというのはなかなか私どもとして

も、私どもも当然力不足の部分もあったというふ

うに思いますし、お互いの連携の中でうまくいっ

ていない部分があったのかなというふうに考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 商工会議所の皆さんあ

るいは商店街の皆さん、それぞれある意味ではみ

ずからの命、生活にかかわる問題でありますから、

それは真剣に考えています。だけれども、行政と

してどこまでそれをやり切れるか。今室長がおっ

しゃるように後継者不足だ何とかといったら、全

く打つ手はないということです、それ。何をして

もだめだということです。そういうことだったら、

２年後の中小企業振興条例、結局は行政としては

何も打つ手はないので、会議所の皆さん頑張って

ください、商店街の皆さん頑張ってください、後

継者一生懸命つくってくださいと背中を押してあ

げるぐらいしかできないということです。私は違

う。名寄市が例えば徳田に大型店が出るとき、コ

ンパクトなまちづくりということで、市民の皆さ

んがげた履きで買い物できるものをつくるのだと。

それのほうが絶対名寄市はいいのだと言ったのは

平成２０年の前です。そのときから何も進展して

いないということで、期待した中心都市再生整備

計画名寄も結局３番目の目標は達成できないまま

終わる。では、この間に市内の商店街の経営者が

高齢化がどのぐらい進んでいるのか、将来展望が

あるのか、経営状況がどうなのかという調査はさ

れましたか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 今手元にそうい

った具体的な調査内容についてはありませんけれ

ども、先ほど答弁の中でも申し上げましたが、買

・なよろ運動推進事業というものがこの間取り組

まれておりまして、そういった中ではそういった

経営者の方々への経営計画等の調査、あるいは若

手の後継者の方への意向調査なども実施をされて

おりまして、さらに商店街としての消費者の皆さ

んへのニーズ調査といったこともやられています

し、買い物動向調査なども一定の人数を抽出をし

て実施をされておりまして、そういった部分では

そういった調査内容について今後明らかになって

くるというふうに思っております。また、そのほ

かにも買・なよろ運動の中では商店街としての取

り組みということで、わが店逸品ＰＲということ

で、いろんなマスコミ等も使いながらそういうＰ
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Ｒもしてきております。そういった部分では、私

どもとしても関係機関一緒になってそういった部

分に支援をしながら対応してきているというふう

に考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 買・なよろ運動なんか

を含めて商工会議所の皆さんあるいは商店街の皆

さん、いろんな活動を展開されている。あるいは、

観光協会を含めてどうやってあそこに人を呼んで

こようかという取り組みをされていることには理

解をします。行政がどうするかです。それを聞い

ているのです。片方で日進で壮大な計画を打ち出

して、片方はいやいや、これはもう後継者も含め

ていないからどうにもならないと。そのうち結果

が明らかになって今後が見えてくるのではないか

いという、そんな余裕があるのですかということ。

今５、６丁目を含めてどうやって変えていかなけ

ればならないかというのがこれだけ高齢化が進ん

でくると、あそこからお店屋さんがなくなって、

駅をおりて、例えば観光客が来て、よろーなのと

ころで観光客が来ても振り返ってみたら商店街が

全く真っ暗でシャッター閉まったところばかりと

いうのが本当に交流人口にとっていいまちづくり

になっているのですかというの。それは、日進行

けばいいホテルが建っているかもしれません。今

のホテルが大々的にリニューアルされているのか

もしれない。温浴施設ができているのかもしれな

い。だけれども、そこまで行く間にやっぱりまち

の中に住んでいる名寄市民の皆さんがどうやって

ふだんから買い物できて楽しめて、それがこの計

画だったはずでしょうと。この点検がなぜ行われ

なかったのですかということ。あと１年、やるの

は結局はＬＥＤのライトを多分直して……それで

はなくて市民会館ですね。市民会館の解体が来年

度の事業としてのっているだけだと思いますけれ

ども、本来はそこでなくて商店街をどうするのか

がこの計画の柱。それが違うほうに向いていませ

んか。本当の部分で市民にとって一番期待した分

がなくなったことをどう認識されているのか、そ

れがなぜできなかったのかということを分析をし

っかりして、対応が出ていれば先が見えるのです。

来年度こうやってやってみよう、これからこうい

う計画を立ててこうつくり直してみようと。それ

が見えないから、商店街の皆さんもだんだん諦め

の境地になってきているのではないですか。これ

からよろーなが来年度に向けて指定管理をされる。

そうしたら、市は全く中心街からかかわりを持た

なくなってくる。今のうちは中心街、よろーなが

管理をしていますので、あそこを中心に物事は考

えられるかもしれないですけれども、指定管理を

すると、ではお願いしますということになってし

まうのでないか。そうすると、中心街にますます

目が行かなくなってくることへの懸念をしている

のです。これまでの議論を聞いていて、久保副市

長はどういうふうにお感じになりますか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 大変厳しい状況のもと

でそれぞれ商店街の運営、さらには商店のなりわ

いとして頑張っていただいているということでは

敬意を表したいと思いますが、これまでの議論の

中でも私どものほうで押さえていかなければいけ

ないなというのは、やはり町中に人を誘導してい

くという、この施策をしっかり持っていく必要あ

るだろうと。これまでの取り組みの中でもコミュ

ニティバス等々の運行もそうですし、特に議員御

指摘のとおり高齢社会を迎えているという実態を

踏まえていきますと、足の確保も含めてしっかり

とその対応をしていく必要あるだろうと思ってい

ますし、さらには今町中ではそれぞれのイベント

を商店街の方だけではなくて各団体の方、公益的

な団体の皆さんも町中でのイベントづくりにいろ

いろ考えていただいているという実態も踏まえて、

行政としてはこれから町中誘導するための施策に

できるだけ早くに取り組んでいきたいというふう

に考えておりますし、さらにはそれに必要ななり

わいとして商店街、あるいは商店に対する一定の
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支援策についても議員がおっしゃっておりますと

おり２年後と言わず、議論を進めながらしっかり

と対応していきたいと思っていますので、この点

については御理解をいただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 庁内には、いろんな部

長職の皆さんの庁議、市長を中心とした庁議、あ

るいは今やっているかどうかわからないですけれ

ども、在庁部長会議ですとか、課長会議ですとか、

係長会議ですとか、いろいろあるのですが、１つ

やっぱり気になっているのは、今回の２つの日進

地区と商店街もそうです。やっているところは同

じ部署です。同じ部署で何でこれだけの差が出て

くるのか。片方に力入る、片方に入らないという

わけではないです。構想を、これを日進地区を再

開発することで中心市街地の活性化をどうやって

つなげるのだという発想、あるいは中心市街地に

人を集めて、それを日進にどうやって連れていく

のだという発想、それがこの２つの計画から全く

読み取れないのです。全く独立独歩なのです、２

つとも。これが私問題だと思う。それは、議論し

ていれば夢のあるほうはどんどん膨らみます。現

実は、なるべくならわからないから直視しないで

先送りしたいというの、それはわかります。これ

をリンクさせる仕事は、商工会議所でも観光協会

でも商店街でもないのです。市なのです。名寄市

全体としてそれをどう考えるのか。それを名寄市

の魅力としてどうつくり上げるのか。市長がこの

発表されたように、こんな夜になるとシャッター

が閉まって人っ子一人歩いていない商店街にどこ

に魅力を感じさせるという、それをどうやって打

破するかが、それが行政、市長、トップリーダー

としての役所の役割なのです。そのために商工会

議所も説得する、経営者も説得する、意欲を高め

る、そのためにはこれをするのだという方針が見

えないのです。新たに経済部長に就任した川田部

長はどういうふうにお感じですか。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 日進の再生、御指摘

いただいたとおり中心市街地、どのように行き来

というか、連動していくのかというのは大変一つ

の大きなというか、課題だというふうに思ってご

ざいます。まず１つに、中心市街地という部分に

つきましては、先ほど答弁もさせていただいてい

ますけれども、できるものからこの間商工会議所、

市などと定期に話し合いを持たせていただいてい

ますし、その中で２年を待たずにしてできるもの

で対応ができるのであれば対応していくという方

針には変わってございません。そういった中でそ

ういったことをやっていくということともう少し

個店の皆さんがやっぱりお話というか、いろんな

調査は今行っていますけれども、その中で本当に

どういった施策が必要なのかということも少し個

店の皆さんとも話し合いを進めていく必要がある

のかなというふうに思っております。その中で当

然市でやるべきもの、それぞれ関係機関がやるべ

き役割分担がありますので、そこをやっぱりやっ

ていくことが今一番大事なのかなというふうに思

っています。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐藤議員。

〇６番（佐藤 靖議員） 今川田部長が御答弁さ

れておりましたけれども、そのとおりだと思いま

す。個店の皆さんとどれだけ腹を割って膝詰めて

お話をして、名寄の商店街をどうしていくのか、

中心街をどうしていくのか、そこに市はどうやっ

て協力できるのか、商工会議所がどうやって協力

できるのか、商店街振興組合がどうやって協力で

きるのか、それを総体的に結びつけて中心市街地

の活性化を考えていく。その時間をやっぱりしっ

かりとらないと私はだめだと思いますので、ぜひ

そのことは今部長御答弁されましたので、御期待

をして終わりたいと思います。

時間がありません。病院については、また決算

委員会で院長が来られると思いますので、そのと
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きに議論は楽しみにとっておきたいと思います。

以上で終わりたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐藤靖議員の質

問を終わります。

未曽有の豪雨被害に関して外２件を、大石健二

議員。

〇９番（大石健二議員） 新緑風会の大石健二で

す。議長より御指名をいただきましたので、これ

より３件６項目について質問を行います。

最初に、未曽有の豪雨で甚大な災害となった８

月の豪雨からお尋ねをいたします。今定例会の初

日には、８月４日から５日にかけての大雨による

被害で、農業及び土木関連の災害復旧費２億 ７

００万円余の補正予算案が原案どおり可決されま

した。この災害が残した大きな傷跡が癒える間も

なく、追い打ちをかけるようにして８月２４日か

ら２５日にかけて再び大雨に見舞われ、収穫期を

迎えている畑作物等に被害拡大が懸念されていま

す。災害発生から１カ月余が経過する中で、農作

物などの拡大が予想される災害被害額の見通しに

ついて御答弁をお願いいたします。

また、この８月の豪雨がもたらした被害の現況

分析に加え、今後の災害発生に備えた想定外、も

しくはこれまでに経験したことのない災害を見越

した水防、防災対策について御答弁願います。

次に、名寄市の人口減少対策等からお伺いをい

たします。この名寄市の人口減少対策については、

本年６月に開会された第２回定例会の代表質問で

取り上げました。名寄市は、自治体消滅の危機を

回避できるかについて２回目の質問となります。

２０４０年までに人口が半減する自治体をテーマ

にした増田リポートに起因する国の対応は、まち

・ひと・しごと創生本部の設置、人口減少対策関

連法案の制定に向けた取り組みを初め、また道に

おいても人口減少対策本部の設置など矢継ぎ早な

対応策が講じられています。前回６月の第２回定

例会の答弁では、こうした国や道の迅速な動向に

呼応できず、名寄市としての具体的な人口減少対

策への取り組みに言及するまでには至りませんで

した。こうした国や道などの迅速な取り組みを受

けて、２０年、３０年先を見据えた名寄市の人口

減少対策問題について改めて御答弁をお願いいた

します。

また、北・北海道中央圏域定住自立圏の中心市

として強いリーダーシップが求められる名寄市の

果たすべき役割等についてもあわせて御答弁をお

願いをいたします。

次に、北海道縦貫自動車道建設の凍結解除につ

いてお聞きをいたします。北海道開発局事業審議

委員会は、このほど新直轄方式で整備する高速道

路の再評価対象事業で０５年度の国土開発幹線自

動車道建設会議、いわゆる国幹会議で、当面着工

しないとしていた北海道縦貫自動車道士別市多寄

町―名寄間１２キロの凍結解除が妥当との結論を

導き出しました。また、８月２１日付の業界専門

紙によると、国交省は８月８日に北海道縦貫自動

車道士別多寄町―名寄間の事業再開を決定、開発

局では年度内にも未着工区間の調査、測量に着手

し、１５年度予算への用地費や工事費の計上も視

野に入れていると報道しています。正式着工に向

けた名寄市の今後の取り組みについて御答弁をお

願いをいたします。

次に、市民の声から、３項目お聞きをいたしま

す。まず、名寄市の空き家対策等の取り組みから

お尋ねをいたします。平成２４年３月の第１回定

例会に名寄市内で管理不全に陥っている空き家対

策について取り上げさせていただいてからかれこ

れ足かけ３年目になろうとしています。当時自治

体の空き家対策への取り組みは、まだ今日のよう

な大きな社会問題とはなっておらず、埼玉県所沢

市が先駆的に空き家等の適正管理に関する条例を

制定、その後秋田県大仙市が行政代執行権を盛り

込んだ条例を制定するなど、事態が深刻化してい

る自治体に限られていました。２５年３月の予算

審査特別委員会で２５年度中に空き家対策に関す

る条例案制定、施行について言明されたにもかか



－58－

平成２６年９月１６日（火曜日）第３回９月定例会・第２号

わらず、いまだ結果が伴わない現況を顧みて、名

寄市の市民に向き合った市政執行について御答弁

をお願いをいたします。

次に、同じく市民の声から、快適で安全なまち

づくりの道路の側溝の整備と維持管理についてお

尋ねをいたします。市道の側溝などに汚泥やごみ

などが堆積し、流れが悪くなっている箇所や側溝

が砂利や盛り土などで隠れ、本来の側溝機能が十

分に発揮されていない箇所も市内で散見されます。

このため市民の方からは、側溝に堆積した汚泥や

側溝の開口部周辺に茂る雑草類の刈り取りを求め

る声や、またやむなく自宅の周辺側溝の除草作業

は行うものの、民意で重い金属製のグレーチング

やコンクリート製のふたをあけて汚泥の除去を行

ってよいものかどうか判断に迷うというお声もご

ざいました。前述の８月の豪雨など今後の雨水排

水対策の観点からも堆積汚泥や生い茂った雑草の

除去などの対策が急務ですが、これまでの取り組

みと今後の対応についてお聞かせ願います。

最後に、もっともち米プロジェクトについてお

尋ねをいたします。本年で２年目を迎えているも

っともち米プロジェクトをインターネットで検索

をすると、５日現在で１８万 ０００という膨大

な件数がヒットいたしました。この膨大な件数の

中で最初に掲示されているのが「生まれ育ったま

ちは日本一のもち米の里です」と、このキャッチ

コピーが目を引く名寄市食のモデル地域実行協議

会のホームページでした。充実した内容でさまざ

まな方々が名寄のモチ米について語っておられる

ホームページは、一読に値するというふうに考え

ております。本年度は、名寄市のモチ米をまちの

中へ、まちの外へ、市内向け事業と市外向け事業

を明確にして周知と認知度をそれぞれ高めていく

事業が行われています。市内向けの毎月１０日の

名寄モチ米の日のキャンペーンの継続や市民講座

の開講を初め、飲食店７店舗の協力によるモチ米

料理の周知を図っているほか、市外向けではスポ

ーツ用補助食品やモチ粉パンの開発など流通ある

いは札幌圏でのＰＲ活動を行っているとのことで

すが、これまでの経過と成果について御答弁をお

願いいたします。

以上でこの場からの質問を終えさせていただき

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 大石議員から大項目３点

にわたっての質問をいただきました。大項目２、

市長の市政執行について私から、大項目１は総務

部長、大項目３、小項目１が市民部長、小項目２

が建設水道部長、小項目３、経済部長、それぞれ

答弁となります。

本年５月に日本創成会議が発表いたしました各

自治体別の２０歳から３０歳の女性人口の推計、

あるいは政府の骨太の方針２０１４におきまして

５０年後に１億人程度の安定した人口構造を保持

する、こうしたことを目標にしていることからも

今後我が国におきましては人口減少社会が到来す

ることは避けられない状況にありまして、特に地

方においては少子高齢化の進展、そして大都市圏

への人口流出、これが相まって急速な人口減少が

想定されております。このような情勢のもとで、

国においては今月の３日に人口減少の克服や地域

の活性化に取り組むまち・ひと・しごと創生本部

を設置をしたところでありまして、２０２０年ま

での対策を盛り込んだ総合戦略と今後５０年を見

据えた長期ビジョンを策定をし、東京一極集中を

是正し、地方での若者の雇用の確保や子育てしや

すい環境づくりなどの施策を推進をしていくとい

うこととしております。人口減少問題には、長期

的かつ総合的な対応が必要不可欠でありますこと

から、私といたしましてはこうした国の地方創生

に関する動きなどと連動しながら、さまざまな政

策分野において常に知恵を出し、創意工夫をしな

がら若者にとって魅力的なまちづくりを進めてい

くということが重要であると考えております。

本市におきましては、これまでも地域での安心

な暮らしを支えるため、市立総合病院のセンター
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病院機能の充実や乳幼児等への医療費助成の拡大

を図ってきているほか、高等教育機会の提供と知

的、文化的な拠点であります名寄市立大学の教育

環境の充実に努めるとともに、現在も御審議をい

ただいております短期大学部の４年制化と学部再

編を進めるなど、都市部への人の流れを変えるた

めの施策を推進をしてまいりました。今後におき

ましても子育て支援の充実やコンパクトなまちづ

くりの推進、農業の６次産業化の推進、観光によ

る交流人口の拡大や移住体験の推進などにより、

来たるべき人口減少社会の中で本市の都市機能を

維持、向上していくことに全力を挙げて取り組む

とともに、全国市長会などとも連携をしながら、

国に対し地方が実施をする少子化対策、あるいは

地域振興策など多様な取り組みへの一層の支援を

働きかけてまいりたいと考えております。

また、今後人口減少が急速に進展することが見

込まれる地方におきましては、各市町村がそれぞ

れ全ての都市機能を確保することは困難になると

いったことが想定をされ、限られた地域資源を有

効に活用するためには市町村同士が互いに連携を

して取り組みを進めることが一層重要になってく

ると考えております。本市におきましては、北・

北海道中央圏域定住自立圏、この中心市としてこ

れまでも医療、福祉、教育を初めさまざまな分野

において圏域町村と連携、協力をしながら魅力あ

る地域づくりに取り組んできておりますが、本年

８月には新たな取り組みとして構成市町村長が一

堂に会する会議を開催をし、総務省の定住自立圏

担当課長によります講演会を実施をするとともに、

各市町村の取り組みなどについて意見交換を行っ

たところでありまして、今後この会議を通じて新

たな広域連携の可能性が広がることも期待をして

いるところであります。本圏域を取り巻く環境が

一層厳しい状況となる中で、中心市と構成市町村

による相互の役割分担と連携、協力がさらに重要

となってまいりますことから、今後におきまして

も本市が圏域のセーフティーネットとして一定の

都市機能を担保し、士別市とともに中心市として

リーダーシップを発揮をしながら、圏域全体とし

て必要な生活機能を確保してまいりたいと考えて

おります。

小項目２の北海道縦貫自動車道士別市多寄町―

名寄間１２キロの建設凍結の解除を受けて、現況

の課題、今後の対応について申し上げます。議員

御指摘とおり、この５月に北海道開発局事業審議

委員会におきまして事業継続、早期整備を行うこ

とが妥当という判断をされ、これを受けまして国

土交通省では８月８日、北海道縦貫自動車道の新

設に係る整備計画を変更し、士別市多寄町―名寄

間１２キロの事業再開が決定をいたしました。こ

の決定は、この間精力的な要望活動の成果である

と考えておりまして、御協力をいただきました関

係各位に対しまして心から感謝を申し上げるとと

もに、今後につきましては引き続き早期の着工と

完成に向けて必要となる予算の確保について国に

働きかけるとともに、地域振興への可能性なども

含めて調査研究をし、地域の声なども踏まえて地

域の実情に合った整備となるよう国の要望などし

っかりと取り組んでまいりたいと考えております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、大

項目１、未曽有の豪雨災害に関してについて申し

上げます。

初めに、小項目１、８月の豪雨被害から被害の

概要について申し上げます。８月４日から５日に

かけての大雨は、平成２２年に比べますと２時間

雨量で ３倍から ５倍、１時間雨量では ５倍

から ８倍、総雨量では１５ ５ミリと過去の記

録を大幅に更新する状況となりました。これによ

りまして豊栄川、風連別川など中小河川の増水、

氾濫等の影響により徳田地区を中心とする床上、

床下浸水のほか西風連地区におきましては初音橋

が崩落をし、そのほかにも広い範囲で被害が発生、

８月２７日現在までの確認調査では、道路の路盤
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侵食等４１カ所、河川の護岸被害等３８カ所など

数多くの施設災害が発生をいたしました。また、

農業被害では収穫目前のメロン、スイートコーン

を初めとする作物が被害を受け、被害面積は水田

で１７０ヘクタール、畑で５０ヘクタール以上と

なってございます。全体の被害額につきましては、

前回平成２２年の大雨災害を上回る状況となって

ございまして、被害箇所及び被害額の把握につき

ましてはまだ精査中の部分もございます。さきに

補正を議決いただきましたので、可能なところか

ら早急に対応してまいりたいと考えているところ

でございます。

また、８月２４日には智恵文地区を中心に豪雨

による被害が発生をいたしました。土木関係では、

５日の大雨災害に追加する形で道路の路盤侵食な

ど１６カ所及び河川の護岸被害１５カ所となって

おりまして、現在追加被害箇所について調査中で

ございます。農業関係では、収穫目前のカボチャ、

バレイショを初めとする作物が被害を受けており

まして、被害面積は水田で３０ヘクタール、畑で

８３ヘクタールとなってございます。なお、土木

関係、農業関係とも被害額につきましては、さき

の５日の被害調査に引き続き現在担当部署におき

まして調査、精査中でありますので、御理解をお

願いしたいというふうに思います。

次に、被害の現状分析と想定外を見越した今後

の対策につきまして申し上げます。まず、現状分

析についてでありますが、施設災害につきまして

は初音橋など時間のかかる施設もございますが、

それぞれ復旧可能な範囲と考えてございます。し

かし、農作物被害につきましては農業者の再生産

にかかわる部分もございますので、ＪＡを初め関

係機関、団体と十分協議してまいりたいと考えて

ございます。

次に、想定外を見越した対応についてでござい

ますが、昨年は京都市の洪水、伊豆大島の土砂災

害などが発生しております。ことしに入ってから

は、京都福知山市の洪水、広島市、礼文島の土砂

災害のほかさきの石狩、空知、胆振を襲った災害

などいずれも局地的豪雨を伴うもので、積算雨量

も従来の記録をはるかに超える雨量となり、予想

を超える大きな被害が発生しているところであり

ます。本市における起こってはならない想定の一

つに天塩川、名寄川の洪水がございます。氾濫が

起きれば市内一円が浸水をし、人命を最優先した

対応としてあらゆる避難体制と対応を想定し、備

えておく必要があると考えてございます。また、

インフラ整備などには費用と時間がかかるため、

直ちに実現はできませんので、結果として想定を

超えた場合においては命を守る行動を最優先する

こととなり、大規模災害時における対応の共通点

でもございます。この命を守るという点では、町

内会や自主防災組織等による自助、共助の推進に

あわせて、市は公助として早目、早目の対応の中

で気象情報等の提供や避難情報を迅速かつ的確に

提供することが必要となります。その情報伝達手

段につきましては、携帯会社３社に同時に配信さ

れます緊急速報メール、北海道防災情報システム

を活用しましたテレビで確認できる防災情報など

充実を図ってきておりまして、現在防災ラジオの

配付も計画をしているところでございます。想定

を超える災害に備えるためには、これら情報伝達

手段の充実と市民の防災意識の高まりに加えまし

て、いかに個人や町内会が命を守る行動をとれる

かにかかっておりますので、それぞれの役割の中

で想定外の災害に備えていきたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

３、市民の声からの小項目１について、小項目２

は建設水道部長から、小項目３は経済部長から答

弁をさせていただきます。

空き家対策に係る条例の制定については、近年

の急激な空き家化の増加が問題となっているため、

以前の議会において条例制定に向けた考え方を示
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してきており、これまで空き家問題に特化した内

容で先進事例を参考に条例制定作業を進めてきた

経過がございます。本市の地域性に即した実効性

のある条例として、どういった視点から策定を進

めるべきなのか、策定する立場とは違った角度か

らの御意見等をいただきたいということで勉強会

を開催するなど、御意見やアドバイスもいただい

たところです。こうした条例制定に向け進捗して

いる中、昨年より国は空き家問題が全国規模で深

刻化していることから、空き家対策に係る新たな

対策法の整備に向け調整を図ってきたところです。

さきの通常国会に空家等対策の推進に関する特別

措置法案を提出との報道がありましたことから注

目をしてまいりましたが、関係省庁との調整がつ

かなかったため、国会への提出が見送られ、改め

てこの秋の臨時国会に提出することになりまして、

いずれにしましても特別措置法案の行方を注視し

ているところでございます。ただ、現状において

老朽危険家屋が近隣住民に不安を与えている実態

がございます。こうした事案については、一般的

に所有者が死亡していたり、複雑な相続関係が背

景にあったりします。でき得る限り早い段階で解

決に向けしかるべき対策を講じていかなければな

らないと考えております。また、新たな老朽危険

家屋にならないよう空き家化の予防策として当面

は空き家の実態調査による現状把握とその基礎資

料等をもとに所有者へ啓発を行って空き家対策を

進めてまいりたいと存じますので、御理解をいた

だきたいと存じます。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目３、市民の声から、小項目２、快適で安全なま

ちづくりから、側溝、排水等の整備と維持管理に

ついてお答えいたします。

市街地内の道路排水の設備につきましては、道

路改良工事を行う箇所では路肩に雨水桝を設置し、

道路内に埋設する雨水管により雨水処理を行って

おります。また、未改良の防じん道路や砂利道路

では道路の両側にコンクリート製のふたで覆われ

たトラフ側溝あるいは素掘りの側溝を配置してお

ります。整備後の道路側溝等の維持管理について

ですが、雨水桝の清掃につきましては雨水桝から

道路内の埋設管への土砂流入を防ぐために４年か

ら５年の間隔で桝の中の状態を点検し、適時桝内

の清掃を行っています。また、未改良道路のトラ

フ側溝や素掘り側溝については、側溝内の土砂堆

積により雨水が流れないなどのふぐあいが発生し

ない限り、市では側溝清掃は行っておりません。

土砂堆積やトラフ、土管の破損により閉塞で雨水

が流れない状態になっている箇所については、市

が修復により機能回復の対応を行っておりますの

で、御理解くださいますようお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 私からは、小項目３、

もっともち米プロジェクトなよろからについて申

し上げます。

この事業は、モチ米産地日本一のまちとしてモ

チ米のさらなる可能性の追求や食文化の構築を通

してモチ米のブランド化を目指すものであります。

昨年名寄市食のモデル地域協議会を立ち上げ、５

カ年計画として農林水産省からも食のモデル地域

構築計画として認定され、現在２年度目の事業を

展開しております。本年度は、名寄のモチ米をま

ちの中へ、名寄のモチ米をまちの外へと市内向け

の事業と市外向けの事業を明確にして、周知と認

知度をそれぞれ高めていく事業を展開しています。

市内向けでは、毎月１０日の名寄モチ米の日のキ

ャンペーンの継続、現在７店舗に協力をいただい

ているモチ米料理の周知、なよろ産業まつり等の

イベントでの市民周知を図っております。市外向

けでは、札幌圏のＰＲ活動を行っております。今

後は、新米も出ることからより一層のＰＲ活動を

内外で行うとともに、モチ米マイスター制度の準

備やモチ米を利用した新たな商品開発も継続して
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進めてまいります。２年度目の目標であります周

知活動に徹して積極的に情報発信していきたいと

考えておりますので、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） それぞれ御答弁をいた

だきました。ありがとうございます。再質問は、

通告順とは異なりますことをあらかじめ御了承い

ただきたいと思います。

最初に、縦貫道路、これについてお尋ねをして

まいります。業界専門紙によると、今回の士別市

多寄町―名寄間は新直轄方式による建設というこ

となのですけれども、つまり道内の高速道路を建

設あるいは維持、運営しているネクスコ東日本に

はよらない。これは、国と自治体で建設するとい

う認識でよろしいかどうか、まず確認をさせてく

ださい。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員の御質問のとお

り、この区間については公団の整備ではなくて国

が直接行いますので、この管内については旭川開

発建設部が所管をして事業を進めるような形にな

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） そうすると、士別市多

寄町から延長すると、美深ぐらいまではそれぞれ

ずっと無料化による利用走行が可能という理解で

いいですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 新直轄方式になりま

すので、名寄までは新直轄での高規格道路という

ことで無料となりますし、名寄から美深について

は一般国道４０号の高規格化ということで、無料

で現在も供用されておりますけれども、引き続き

無料での供用になります。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。

そうすると、ネクスコ東日本の高速道路の地図

を見ながらサービスエリアあるいはパーキングエ

リア、インターチェンジというのをちょっと列挙

してみたのですが、砂川のサービスエリアが最も

サービスエリアとしては北限だと。パーキングエ

リアは音江、深川から旭川ぐらいの間にあろうか

と思いますが、ここが北限に近かったのですが、

その後士別のほう、比布、士別の隣の比布大雪パ

ーキングエリアというのが、ここがパーキングエ

リアとしては北限だろうと思います。インターチ

ェンジ、これを士別多寄あるいは名寄間の中で拾

い出しますと、今のところ名寄インターチェンジ、

北インターチェンジ、智恵文北インターチェンジ、

智恵文南入り口というふうに、ＩＣとは書いてい

ないのです。これで美深インターチェンジ、美深

北インターチェンジ、計５カ所、プラス変則的な

智恵文南入り口という計６カ所ぐらい車の乗りお

りができる場所がございます。今後建設がされて、

士別多寄町―名寄間が建設されることになって、

その設計段階の中で当然風連にもＩＣ、あるいは

どういう名称になるかわかりません。智恵文のよ

うに入り口というような言い回しになるかどうか

わかりませんけれども、こういったもの、あるい

はサービスエリア、パーキングエリア、こういっ

たものが設計の中に盛り込まれていく、あるいは

名寄として反映をさせていく運動みたいな展開を

どのように考えておられるか、もし今の段階でお

持ちであればお聞かせください。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 士別―名寄間は新直轄方

式と。名寄のインターチェンジから北のほうは、

またちょっと違ったスキームで今走っています。

高速、一般国道というちょっとまた別のスキーム

でありまして、名寄以北は比較的小まめに乗りお

り口の設置はされているということでありますけ

れども、今事業採択が決まりました名寄―多寄間

は新直轄方式ということで、この間どのような乗

りおり口がなされるかということはまだ事実上決

定をしていないというお話もいただいております。
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もう一つ、サービスエリアの話もありましたけれ

ども、基本的にはネクスコさんがやっている以外

の国が直轄してやっている新直轄あるいは自動車

専用の高速道路内でのサービスエリアは今のとこ

ろないというふうにお聞きをしております。

一方で、先般も風連地区の皆さんを中心にこの

１２キロの早期の着工の実現と、加えて風連地区

において乗りおり口をぜひつけていただきたい等

々のさまざまな御提案もいただいているところで

あります。この道路は、物流、観光あるいは命の

道として非常に重要な道路で、このことが地域の

大きな活性化進行につながっていくというふうに

期待もします。一方で、やはり動線が変わるとい

うことで、マイナスの影響もあるのかもしれませ

ん。そうしたことも含めて地域の要望もよく酌み

取らせていただいて、調査研究をし、場合によっ

ては国のほうにしっかりと地域の要望を提言、提

案をしていきたいというふうに考えております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 今市長がおっしゃると

おり、高速道路、命の道という大変救急救命の観

点からも早急な整備が必要だと。一方で、高速道

路がもろ刃の剣で効果、あるいは高速道路が引か

れている地域によっては通過都市になってしまう

というような、そういった両極端なところが一面

としてございます。また、平成２３年１１月２２

日に風連町で行われた高速交通ネット促進市民集

会というのがございました。ぜひともこうした市

民の意向を酌んだ市民にとって利用の高い高速道

路について働きかけを行っていただきたいと、そ

のように思います。

続きまして、ちょっと質問が多いものですから、

時間の配分を考えながら質問をさせていただきた

いと思いますが、空き家対策について次お聞きを

いたします。先ほども申し上げたのですが、この

質問を取り上げてから足かけ３年と。一旦は、平

成２５年３月の予算審査特別委員会であったかと

思いますが、条例の制定、施行までというような、

年度内にやりたいというような言明までされてい

ましたが、どのような事情があれ、結果としてそ

の答弁というのは私にとってはほごにされたと。

ほごにされたというのがきつければ翻意されたと

いうような言葉に置きかえてもよろしいかと思う

のですけれども、ただ一度提案、施行という言葉

で明言され、履行できなかったというのは厳然た

る事実だろうと、私はそう思っております。いろ

んな事実があるのです。ただ、これは大人の社会、

あるいは市長は民間企業の出身ですから、民間と

しては単なる努力は称賛にしか値しないのです。

結果なのです。結果がどうであったかということ

を考えると、この空き家対策については大変残念

な結果で終わっていると。これから２９日に臨時

国会が開かれる。今回は、安倍内閣が改造された

と。地方創生あるいは女性閣僚、いろんな問題も

はらんでいるやに私は想像にかたくないのですが、

ひょっとすると会期末で御破算というようなこと

にもなりかねないと。最悪を想定して最上の計画

を立てていただきたいというふうに思うのですけ

れども、ただ私が質問をしてから各自治体の動き

を追ってみました。道内３５市で見ると、滝川市

の２０１２年、芦別市の２０１３年、砂川市の２

０１４年、美唄市が１４年、室蘭市が１３年、函

館市が１４年、網走市が１４年など７市で昨年か

ら一昨年にかけてこうした空き家に対する適正管

理に関する条例を制定、施行しています。さらに、

道内の自治体１７９のうち町村も含めると３２自

治体でここ３年間で空き家に関する、名称はさま

ざまございますけれども、適正管理条例というも

のを制定、施行をしているというふうに数字が出

ております。こうした観点を踏まえても名寄市が

国の動向を待って、上位の法律であるので、先に

先走った上で条例をつくっても後々一部改正で大

変な思いをするだろうというようなニュアンスで

御答弁は聞こえなくもなかったのですが、先ほど

も申し上げたとおりやはりこれは市民に対して予

算審査特別委員会の会議の席上で制定、施行とい
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うお話でしたが、履行されていないと。改めて申

し上げるのですけれども、この点についてもし加

藤市長のほうでお考えがあればぜひともお伺いを

したいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 私のほうから答えさ

せていただきます。

今回の空き家条例の関係につきましては、国の

ほうで罰則規定も含めて対応したいということで

ありましたので、それとのバッティングも含めて

原課のほうではできるだけ早く出す予定でありま

したけれども、そちらの状況が正直言いまして二

転三転と変わっています。１つは、罰則の中に住

宅用地の軽減という制度が固定資産税にありまし

て、解体してしまった後についても家がなくなっ

ても住宅用地の軽減を適用するという案でありま

した。その後恐らく総務省のほうから地方の税財

源を確保する観点から、今度は罰則重視というか、

適切な管理をされていない住宅については住宅用

地の適用をしないと。これは市町村にとっては決

してマイナスではありませんので、いわゆる罰を

与えるという形で税源を確保すると。逆に税源を

ふやすという観点からでありました。参考までに

私のうちで比較してみたのですけれども、住宅用

地の私のうちは９２坪ぐらい土地ありまして、住

宅用地を受けるか受けないかにおきましては２万

０００円ほど税額がふえる感じになります。こ

れが恐らく大都市部でいうともう少し金額がでか

くて財政負担が重たいから、国としては罰則強化

になって適正な管理が進むのかなと、こういうふ

うな観点からだと思うのですけれども、地方の都

市においてはこの辺が効果的かどうかについては

非常に難しいかなと思っています。

それから、大石議員が質問されてから具体的に

市役所は危険家屋で解体寸前の家屋について何も

しなかったのかというと、実はここ一、二年でも

この関係については市民の税金を使って対応して

まいりました。これは、完全に壊れる状況に近く

ならないまで手出さないというのは、個人の財産

を税金を使って解体してあげて更地にすることに

よる土地の賦課を、土地の値段を上げるというこ

とについては非常に不公平感があるということも

ありまして、最悪の場合についての危険家屋の除

去についてはこれまでもやってきましたので、そ

こは市民の税金を使うということなので、ぎりぎ

りの選択をさせてもらっているということについ

ては御理解賜りたいと思います。なお、この間緊

急雇用のお金を使って一部所有者の方に自己負担

をいただいて、一部市のほうが促進を図るという

ことで支援をしてきたこともありますので、決し

て条例をつくらないではなくて、国の動向をしっ

かり見きわめて、条例をつくることにつきまして

はもうちょっと国の動向を見て、バッティングし

ないような形の対策もとりながらという考えであ

りますので、何もしないで条例をつくらなかった

ということではありませんので、この辺について

は御理解賜りたいと思います。

なお、冬期間の危険家屋の管理につきましても

今まで以上に指導の関係についても強化したいと

思っていますし、実態調査の関係につきましても

この間町内会のほうから御協力もらっていますけ

れども、先ほど市民部長が言いましたように新た

な危険家屋にならないために、今高齢化社会の中

で名寄から出ていって有料老人ホーム的なところ

に入っている高齢者の方が随分ふえてきていると

いう情報もありますので、この辺については建物

の有効活用も含めて、まずは町内会と実態調査の

関係で御協力いただいて、ふえてきているものの

把握についても取り組んでまいりたいと考えてお

ります。よろしくお願いいたします。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。ぜひと

も国の臨時国会の中で……ちょっと確認なのです

けれども、なかなか管理不全に陥って社会的な価

値も見出せない、住むこともできない、ほとんど

危険家屋に近い建物と判断したときには、今度新
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たに特措法の解除か何かで今までの６分の１ぐら

いの軽減措置でしたか、それを庭の管理だとか家

屋の管理がなされていないということで外すみた

いな新聞報道があったのですが、これはどうなの

でしょうか。今回の臨時国会で法令案の中で盛り

込まれているものなのですか。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 盛り込まれていると

いうことで確認をしております。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） わかりました。

それでは、８月の豪雨についてお聞きをしてま

いります。今回の農業被害あるいは土木被害、災

害復旧の優先順位というのがあるのかどうか、ち

ょっとまずお伺いをしたいのですが。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 優先順位ということ

でありますけれども、当然工事が短期間でできる

ものとできないものという仕分けもありますけれ

ども、基本的にできるものの中で考えていけば、

やはり生活ですとか等に優先してしなければいけ

ないところがありますので、そこを優先しての取

り組みになるかというふうに考えてございます。

ただ、実際には災害に係る補助制度や何かの関係

もありますので、それらのスケジュールも勘案し

ながらの取り組みとなることでお含みをいただけ

ればというふうに思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 優先順位があるという

ことですが、この中で土木被害になるのかなと思

いますが、別の観点で言えば教育施設であったり、

観光施設でもあったりするピヤシリシャンツェな

のですが、ここがランディングバーンのところの

人工芝がめくれ上がったままで、たしか７月２５

日から中国の選手あるいはコーチの方が約１０人

ぐらい来名されて練習に励んでいたところ、その

大雨の被害で練習ができず、朝日町のジャンプ施

設で練習に励んでいるということらしいのですけ

れども、名寄市が文教施設でも文教都市でもあり、

あるいは観光立市として標榜あるいは公言、宣言

しているような観点から見ると、ピヤシリシャン

ツェの復旧というのは優先順位としては高いのか、

低いのか、この点いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 災害復旧の関係で基

本的になるものにつきましては、住民生活に重大

な影響を及ぼすものが恐らく優先順位でないかな

と思っています。そこでいうと、守備範囲でいう

と国道管理、国河川関係については国のほう、道

管理道路、河川については北海道、当然市町村管

理すべき道路、河川については市町村と。そうい

う中でも住民生活に大きい影響が出るところであ

って、例えば道路でいうと迂回できるかどうかと

いうことも含めて、なおかつ市町村、都道府県に

つきましてはできるだけ国のほうの激甚災害の指

定をもらって有利な財源展開もして、起債を借り

たときにも普通交付税の措置があって、自己負担

した５％から１０％の分についても特別交付税で

の措置という手厚い制度がありますので、その制

度を使いながら、なおかつ住民生活に著しく影響

のあるものについては最優先をして取り組まなけ

ればならない。こういうふうに考えておりまして、

ジャンプ台の関係につきましては財源対策も含め

て道路のところに飛び出したわけではなかったの

で、優先順位というか、これから議会のほうに補

正予算として相談をさせていただこうという準備

で作業を進めておりますので、御理解賜りたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 今の佐々木副市長の御

答弁で理解はするところですが、最初に優先順位

お聞きしたのは、まさにその観点からお聞きをし

たかったのですが、今の御答弁で十分理解をする

ところです。

あと、次の質問に入るのですけれども、災害時
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に住民に避難を呼びかけるときに、その地の首長

は災害対策基本法に基づいて避難情報を発令する

と。いろいろ避難準備、避難勧告、それぞれ発令

される。このほかに強制力が増す避難指示という

のもあるのですけれども、名寄市の避難情報の基

準というのはどのようになっているのか、もしあ

ればお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 避難の指示に当たっ

ての基準ということでありますけれども、これは

さきに新聞報道でもありましたけれども、なかな

か各市町村で明確な基準ができていないというの

が全道的な、あるいは全国的な傾向にあるかと思

います。ただ、国のほうでさきの東日本大震災な

どを教訓に被害時のマニュアルの見直しを図って

ございます。本市におきましても基本的には国の

マニュアル、案というふうになってございますけ

れども、これを準用しながら避難時の避難勧告等

の指示を出させていただいているということであ

ります。その内容について言いますと、天気情報

の関係ですとか、あるいは洪水でいうと川の水位

の関係、さらにはその後の天気情報、降雨の予想

なども含めて避難勧告等の指示を出すというふう

にしてございますので、御理解いただければと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） あと、想定外というか、

予想を超えると、そういう事態に陥ったとき、サ

イレンも吹鳴されるようなのですけれども、サイ

レンの吹鳴というのが何種類かあるのですけれど

も、緊急度に応じたサイレンの吹鳴というのが果

たして今の市民の理解が得られるまでに至ってい

るのかどうか。あと、先ほど申し上げた避難情報

の内容について、市民の皆さんに周知、理解を図

られているというふうにお考えかどうか、ちょっ

とお聞きをしたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 市民周知についてで

ありますけれども、今回の災害、さらにはさきの

東日本含めての国内的な、全国的な災害を含めて、

特に重要だと言われているのが住民の皆さんがみ

ずから危険を判断してどのように避難をしたらい

いのか、このことをしっかりと市民の皆さんが理

解をすることが必要だというふうに言われていま

す。行政については、その判断をするための情報

提供でありますとか、避難する避難所等の設置を

していくという、そういう役割、自助、共助、公

助の考え方で避難に対応していくのが必要だとい

うことであります。そういった意味では、先ほど

言いました避難所の周知等について、これは行政

の役割としてしっかりと知らせていく必要がある

というふうに思っています。これについては、平

成２３年度に洪水のハザードマップを配布してご

ざいまして、ここで避難所等については周知をさ

せていただいておりますけれども、今言ったよう

に市民の皆さんが自分で判断できるというのも含

めて、より一層の周知が必要だと思っております

ので、これについては先ほど言った国のマニュア

ルなんかの見直し、予定されておりますので、そ

れに沿った形で市としての基準を定め、ハザード

マップという形になるかどうかについてはこの後

の検討になりますけれども、改めてそういうもの

を作成して、市民の皆さんに全戸配布させていた

だき、周知を図ってまいりたいと、そのように考

えてございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） それでは、先ほど命に

かかわるというようなお言葉があったかなと思う

のですけれども、確かに今回は総雨量で１５ ５

ミリと。これが今後総雨量で１６０ミリあるいは

１７０ミリ、２００ミリというような大雨に見舞

われ、答弁にもありました天塩川、名寄川の氾濫

というような事態に陥ったときに、今のそちらの

机の上にはありませんが、防災計画あるいは水防

計画というのが果たして実態に即した実効性のあ

るものなのかどうなのか、いま一度再点検する必
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要があるように思うのですが、いかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） それぞれその作成時

点では最良の方法ということで作成をしていると

いうふうに認識はしてございますので、現段階で

は防災計画、さらには先ほど言いました国のマニ

ュアルをあわせて運用していかなければいけない

かというふうに思っておりますけれども、国の基

準等も見直しをされておりますし、先ほど議員が

言われたような想定外の事態というのが非常に起

きてきていますので、改めて国のマニュアルに基

づいて防災計画等の見直し、さらには先ほど申し

上げました市民向けのハザードマップ等について

も見直しをしていきたいというふうに考えており

ますので、今後見直しをした上で市民の皆様にも

十分周知をしてまいりたいと、そのように考えて

ございます。御理解をいただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 今回避難勧告が発令さ

れた豊栄、旭ケ丘、栄町の災害時要援護者に対す

る避難誘導及び援助活動というのはどのように行

われたのか、かいつまんで結構ですので、お知ら

せいただけますか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 避難勧告等の周知に

つきましては、町内会長さんに連絡させていただ

きまして、町内会みずからの連絡網もありました

し、市の広報車を活用して、あるいは先ほどもあ

りましたようにエリアメール等、そういったマス

メディアも使いながら周知をさせていただいたと

いうことであります。要援護者についてでありま

すけれども、これについては豊栄地区で６名今回

対象の方がおられまして、そのうち当日避難が必

要だった方は１名ということでありました。この

方については避難をいただきましたし、またそれ

以外にも当然弱者の方がおられますので、ここは

町内会のほうで近隣の方が車を提供いただくなど

して避難所に避難いただいたという事例も伺って

おりますので、地域のコミュニティーの大切さに

ついても改めて今回認識したというふうに思って

おります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 大石議員。

〇９番（大石健二議員） 今回は、町内会の皆さ

んの御協力で十分に要援護者の避難誘導ができた

ということなのです。たまたま今回は４日、５日

が月曜日、火曜日、普通の家庭であればお勤めに

出て、最も力を発揮するであろう大黒柱の方だと

か、そういった大きな力を発揮していただける方

がたまたま家庭にいないということになります。

そうすると、家庭に残されているのはたまたま夏

休み期間ですから、児童生徒あるいは高齢者とい

うことになるだろうと。そんなときに的確に判断

をする人が不在だというときに想定を超えるよう

な雨量があって、洪水、氾濫だというようなとき

に、果たして十分な避難誘導というのがこれまで

の名寄市の啓蒙活動あるいは啓発で十分緊急事態

を乗り切ることができるのかどうかという、その

点についてはいかがですか。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 今大石議員おっしゃ

るように、その辺の避難体制というものが十分か

どうかについてはしっかり検証しなければならな

いと思っています。平成２２年の災害のときには、

名寄と風連が同時多発に起きましたけれども、一

定程度自主避難も含めて避難場所の設置について

も多少時間はかかりましたけれども、うまくいっ

たのかなと思っています。ただ、現実に起きてい

る災害の関係言いますと、相当短時間にたくさん

の雨が降って、間に合うか、間に合わないかとい

う問題もありますので、そこに周知の関係につい

ても町内会とどのように連携していくかというこ

とと、それから報道関係でいうと今回の札幌近辺

での大雨のときについては、放送、テレビ会社の

ほうから頻繁に言っていたのは、安全を確保する

ために避難所のほうに行ってください、避難勧告
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出ていますと。その片一方で、垂直、少しでも高

いところに、１階ではなくて２階に上がってくだ

さいというもの、そういうような周知もしていた

だいたのでないかなというふうに思っています。

ここは、まずは命を守るために２階に避難をして

いただいて、そこから次なる救助を待つというの

も一つの方法かなと思っていまして、この辺垂直

避難という方向についても最近国のほうから出て

きましたので、しっかり分析、検証しまして、町

内会、自主防災組織等も含めて住民の皆さん方に

伝わるような形での周知について努めてまいりた

いと考えています。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で大石健二議員の

質問を終わります。

１３時まで休憩をいたします。

休憩 午後 ０時０１分

再開 午後 １時００分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

地域防災対策について外２件を、高橋伸典議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 議長の御指名をいた

だきましたので、通告に従いまして、質問をさせ

ていただきます。

まず初めに、地域防災対策についてお尋ねをい

たします。土砂災害の原因となった局地的集中豪

雨が全国的にもふえています。１時間当たり５０

ミリ以上の雨の回数は２０年前の ４倍、土砂災

害の発生も同様に ６倍に上り、一方道内の危険

箇所１万 ０００カ所のうち警戒区域の指定率は

１ ９％と都道府県で最低と言われております。

名寄でも８月５日には１日で１５３ミリの豪雨、

２４日は１時間で２ ５ミリの集中豪雨となり、

甚大な被害を受けました。その中で行政や警察、

自衛隊、町内会などの対応で避難はスムーズに行

われたと思われますが、雨の音や気密性のよい住

宅のため、避難広報の案内が聞きにくいという方、

また聞こえたが、避難場所がわからないというお

年寄りの声を後でお聞きいたしました。どれだけ

緊急避難場所が整備されても災害に遭遇した際、

最も大事なのは住民自身が身を守る行動をとるこ

とにほかなりませんが、このようなとき私はここ

に避難しなければいけないという住民への周知は

どのようになっているのか。

また、水災害で関心を集めていますタイムライ

ンと呼ばれる行動計画もありますが、１日前とは

言いませんが、大雨、洪水注意報が出て、可能性

があれば早目に避難所の開設や自主避難の開始を

するなど理事者のお考えをお知らせください。

災害対策基本法が改正され、災害時要援護者の

名簿作成を市町村で義務づけられ、手挙げ方式で

進められておりますが、町内会や要援護者、要支

援者への対応と行動計画はどのように進められて

いるのか、理事者の御見解をお願いいたします。

災害対策は、自助、共助、公助が基本ですが、

自分たちの地域は自分たちで守るという意識によ

り組織した自主防災組織の災害時に地域住民が連

携、協力して初期活動や救出、救護活動を初め災

害時要援護者の救護方法の見直し等々を進めてお

りますが、自主防災組織による自主防災個別計画

の進行状況をお知らせいただきたいというふうに

思います。

名寄も防災ラジオを町内会や法人に２５０台受

信機を配置し、これから防災時の連携体制には必

要ですが、先ほど言ったように大雨では避難広報

が聞きにくい、気密性が高く、聞き取れない、ま

た町内会役員や法人に行ったとしてもそこからの

連絡は現状と同じ状況になりかねないと思われま

す。他市町村では、防災無線を全世帯に設置して

おりますが、多額の費用がかかるためなかなか進

められないというのが現状であります。電話で防

災行政無線を聞くことができるシステム音声応答

装置の導入の理事者の御見解をお尋ねをいたしま

す。

大きい項目２つ目、子ども・子育て支援新制度

本格施行に向けてということで、来年４月から施
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行予定の子ども・子育て支援新制度は、我が国の

全ての子育て家庭への支援を行うことにより、一

人一人の子供の健やかな成長を支援するための重

要な施策であり、子供や保護者の置かれている環

境に応じ、保護者のニーズに基づいて幼稚園、保

育所、認定こども園などの多様な施設、事業所か

らそれぞれの特性を生かした良質かつ適切な教育、

保育、子育て支援を総合的に提供することを目的

とされております。他方、新制度においていまだ

不明確な点が多いため、幼児教育、保育の現場か

ら不安の声が上がっております。特に私立幼稚園

は、新制度へ移行するか否か厳しい経営判断を迫

られております。また、私立幼稚園はこれまで設

置許可や私学助成を通じて都道府県とのかかわり

が深かったのですが、新制度のもとでは実施主体

である市町村との関係構築を行う必要があるため、

このことが新制度の移行をするに当たり大きな障

壁となっているようです。４月１０日、内閣府、

文部科学省、厚生労働省の連名で私立幼稚園の子

ども・子育て支援新制度への円滑な移行に向けて

の事務連絡が出されたようですが、平成２４年第

４回定例会で名寄市の子ども・子育て会議の設置

を提案させていただき、本年より本市も会議を開

催しておりますが、進捗状況をお知らせいただき

たいと思います。

新制度において私立幼稚園に在籍する子供、１

号認定に対する施設型給付は、当分の間全国統一

費用部分と地方単独費用部分を組み合わせて一体

的に支給され、地方単独費用部分は国の示す水準

に基づいて地財措置がなされることになっており

ますが、新制度の目的である幼稚園教育の提供体

制をしっかり確保するために、名寄市においても

国の示す水準に基づく施設型給付の必要があると

思われますが、本市の状況をお知らせいただきた

いというふうに思います。

現在全国でもほとんどの全ての私立幼稚園で私

学助成の対象として預かり保育が実施されている

ようですが、私立幼稚園はパートタイマーなど就

労している保護者の子供の受け入れ先として重要

な役割を果たしております。本市においても市内

５幼稚園全てで預かり保育が実施されて、多くの

保護者が利用されておりますが、緊急時になかな

か利用できないという声も聞かれております。新

制度において私立幼稚園で実施されている預かり

保育は、私学助成でなく名寄市が幼稚園に委託し

て実施する一時預かり事業として実施されるよう

になるようですが、新制度への移行について保護

者の混乱を招くことがないよう一時預かり事業の

取り扱いの状況について理事者の御見解をお願い

いたします。

本市の新制度と取り組み等について、住民や保

護者への周知、説明はどのように行っていく予定

ですか。とりわけ新制度に移行する幼稚園を利用

する保護者等には、新たな施設型給付を受けるに

当たり、名寄市から認定を受ける等々の手続が必

要となるはずですが、そのような周知、説明、今

後どのように進めていくのか、また今現在名寄市

子ども・子育て会議が始まったばかりで余り進ん

ではいないと思いますが、理事者の御見解をお願

いをいたします。

３番目に、大項目、高齢者のボランティアポイ

ント制度の推進についてをお尋ねをいたします。

我が国において高齢化が急速に進展する中、名寄

市も２ ４％と急速に高齢化率も上昇しておりま

す。いわゆる団塊の世代が７５歳以上になる２０

２５年を見据え、高齢者が安心して暮らせる地域

社会をつくり上げることが極めて重要な課題とな

っております。そのためには、住みなれた地域で

自分らしく生活を継続していける高齢者へのサー

ビスを充実させるとともに、地域包括ケアシステ

ムの構築に向けた国、自治体の連携が求められて

おります。一方、元気な高齢者については要介護

支援者にならないためにも生きがいづくりや社会

への参加の促進をする施策など介護予防につなが

る諸施策を展開する必要があると思われます。そ

の際、それぞれの地域の実情、特性を踏まえ、関
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係機関との連携をとりながら進めることが重要と

なってきますが、そこで現在高齢者が地域でボラ

ンティア活動に従事することによって高齢者の社

会参加や地域貢献を促すとともに、高齢者自身の

介護予防につながるとして大いに期待されている

取り組みがあります。現在各自治体でも進められ

ているものは、高齢者の介護支援ボランティア等

と呼ばれるもので、介護予防を目的とした６５歳

以上の高齢者が地域サロン、会食会、外出の補助、

介護施設でのボランティア活動を行った場合、自

治体からポイントをいただき、集まったポイント

に応じ商品との交換や換金など介護保険料の支払

いにも充てて保険料の軽減に利用する自治体もあ

るそうです。住みなれた地域で自分らしい生活を

継続していける施策とともに、病院にかからなく

てよく、日常生活を送るためにも高齢者へのサー

ビスを充実させる必要があると思います。本市の

高齢者の介護予防施策の状況についてお知らせを

いただきたいというふうに思います。

また、近年松阪市、倉敷市、豊明市、下川町な

どが高齢者への生きがいづくりの取り組みとして、

ボランティアポイント制度の導入を行っておりま

す。本市においてもこのボランティア制度の導入

の理事者の御見解をお尋ね申し上げ、壇上での質

問を終わらせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 高橋議員からは、た

だいま大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１につきましては私のほうから、

大項目２及び３につきましては健康福祉部長から

それぞれ答弁とさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。

それでは、大項目１、地域防災対策について申

し上げます。初めに、小項目１の避難方法の周知

についてでございますが、避難に関する市が発す

る情報につきましては、避難準備情報、避難勧告、

避難指示がございます。避難につきましては、安

全な２階等へ移動する垂直避難、避難所等へ避難

する水平避難の２通りが想定をされ、避難所等が

遠い場合などには付近の安全が確保できる建物等

への避難もこれに該当するところでございます。

避難方法につきましては、災害の状況によって変

わる可能性があり、最終的には各個人、町内会等

において御判断をいただくこととなります。これ

ら避難方法の周知につきましては、ふだんから御

家庭での話し合いや町内会での打ち合わせ時など

どのような避難方法が考えられるか、平時から話

し合っていただくことが大事だと考えているとこ

ろでございます。本年の春には、国の避難勧告等

の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン案の改

定が行われ、これに基づきまして避難の判断基準

を策定するため、現在準備中でございますが、今

後水平避難が危険な場合、避難の時間がない場合

や夜間などの際には垂直避難の考え方が導入され

てくることになると考えてございます。市では、

各種災害ごとの避難方法につきまして平時から各

個人や御家庭で考えていただけるように広報紙、

市のホームページを初め関係機関のパンフレット

等も用いながら周知、啓発を図っているところで

ございます。

次に、御質問にありましたタイムラインという

新しい取り組みについてでありますが、最近はこ

のタイムライン及びトリアージという減災に効果

のある新しい対応策も取り組まれているところで

ございます。トリアージについて申しますと、２

０１２年１０月のアメリカのハリケーンの際に取

り組まれたもので、減災に大きな効果があったと

されており、本年度は台風８号の上陸の際に三重

県紀宝町におきましてタイムラインの対策がとら

れたところでございます。台風への対応は、天候

悪化までの時間が想定されますので、それまでの

間に準備する項目や担当する人員を決めることが

できるのが特徴です。台風の場合には、本市にお

きましても効果が期待できるシステムと考えてお

りますので、研究を進め、国の制度上の後押し等

も見守りながら考えてまいりたいというふうに思



－71－

平成２６年９月１６日（火曜日）第３回９月定例会・第２号

っております。

次に、小項目の２、災害対策基本法の改正によ

る要支援者への対応と行動計画について申し上げ

ます。平成２６年５月の災害対策基本法の一部改

正に伴い、本年４月から施行となりました要配慮

者のうち、避難行動要支援者の方々につきまして

は自治体において名簿作成が義務づけをされたと

ころでございます。名寄市は、手挙げ方式による

災害時要援護者の制度を運用し、平成２６年８月

現在で１７８名の登録をいただいているところで

ございます。今後この制度で登録となった方々の

情報を生かしながら、速やかに名簿作成を進める

予定であり、また避難行動要支援者の方々の個別

の計画などをどのように推進するかにつきまして

は現在検討中でございます。

なお、これに関しましては、市や、あるいは関

係機関のみでは取り組めるものではございません

ので、お住まいの各町内会の方々にも御相談をさ

せていただき、御協力をお願いしたいと考えてご

ざいます。

次に、小項目の３、自主防災組織についてであ

りますが、自主防災組織につきましては本年８月

末現在で１６の組織が設立をされてございます。

災害時要援護者の登録を行っている町内会は４５

件で、うち災害時要援護者の個別計画は２７町内

会で定められておりますが、さきの大雨災害時に

は隣人の方が車で搬送した例はありますが、個別

の計画の推進、まさにこれからの課題となってご

ざいます。

なお、昨年の災害対策基本法の一部改正を受け、

各地域で個別計画を策定するという規定が盛り込

まれ、また地域防災会議が認めた計画は地域防災

計画に提案することも可能になってございます。

今後は、地区の個別計画の策定が円滑に進むよう

自主防災組織が中心となって取り組まれるようそ

の手法について研究を進めてまいりたいと考えて

おります。

次に、小項目の４、防災行政無線を電話で聞く

ことができるシステム音声応答装置の導入につい

て申し上げます。名寄市では、同報系、移動系の

防災行政無線は設置をしてございません。本市の

現状を申し上げますと、災害時の情報伝達手段と

しては電話、ファクス、北海道防災情報システム

を用いた災害携帯電話等への緊急速報メール、テ

レビ等のデータボタンで確認ができる防災情報、

エフエムなよろ、町内会を通じた情報伝達のほか、

防災ラジオも今後運用が始まる予定でございます。

新潟中越大地震を経験した新潟県の小千谷市では、

大地震の経験から情報伝達手段は携帯電話の緊急

速報メールを中心的手段として選択しており、ま

た東日本大震災の被災地の南相馬市では多様な情

報手段を用意しながらも防災行政無線を採用した

緊急メールを用意してございます。議員御質問の

新しいシステム音声応答装置につきましては、防

災無線で聞き取れなかった場合に所定の電話番号

にかけることで再確認ができるなど、防災機能に

すぐれていると伺っており、和歌山県橋本市等で

は平成２４年度から導入が始まっている事例でも

ございます。防災行政無線の設置がない場合に運

用が可能なのか、また設置費用等についても今後

調査してまいりたいと考えてございます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２と３について申し上げます。

初めに、大項目２の子ども・子育て支援新制度

本格施行に向けて、小項目１の名寄市子ども・子

育て会議の状況について申し上げます。当市では、

昨年１１月１日に名寄市子ども・子育て会議を設

置し、現在まで延べ４回の会議を開催してきてお

ります。昨年は、子ども・子育て支援に関するニ

ーズ調査の設問に関し議論をいただき、市内小学

校までのお子さんのいる世帯へニーズ調査を実施

いたしました。その後ニーズ調査の速報値を同会

議で報告し、ニーズ量に関して議論を行ってまい

りました。ことしに入り７月８日に開催した同会
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議では、子ども・子育て支援法第５９条で定義さ

れている地域子ども・子育て支援事業のメニュー

である１３事業について説明を行い、また地域型

保育事業の運営に関する基準等について子供の安

全を保障する観点から国が示す基準に準拠する当

市の考え方を諮問し、８月２５日に開催した同会

議で基準について了承をいただいたところです。

なお、地域子ども・子育て支援事業は、本市に必

要な事業について議論をいただき、今後決定して

いく予定となっております。また、名寄市子ども

・子育て支援事業計画の素案も提示させていただ

いておりますので、計画策定に向けて今後国によ

る細部が決まり次第、名寄市子ども・子育て会議

へ諮ってまいりたいと考えております。

次に、小項目２の幼児教育の提供体制へ施設型

給付の状況について申し上げます。御質問の中に

もありましたが、平成２６年４月１０日付で内閣

府、文部科学省、厚生労働省の連名で私立幼稚園

の子ども・子育て支援新制度への円滑な移行等に

ついての事務連絡が発出されております。この通

知は、教育標準時間認定子供、いわゆる１号認定

に係る施設型給付に対する国の考え方として、国

が示す施設の運営費に当たる公定価格の基準と異

なる額を給付として定める市町村においては、費

用等の実態を十分に踏まえ、特に公定価格に係る

基準を下回る給付額を設定する場合には、その合

理的な理由を明確にし、対外的に説明するよう求

められております。公定価格は、国が示す施設運

営費の基準となる義務的経費であることから、当

市といたしましては国に準拠した考えで対応して

まいりたいと考えております。また、同通知では

私立幼稚園関係者からの要望も付記されており、

内容として市町村の相談窓口の整備及び市町村と

の関係構築、希望する幼稚園の認定こども園への

円滑な移行、施設型給付の幼保、公私間の公平性

の確保、小規模園への配慮、また教育の質を保障

するための地方単独費用の確保を含めた価格設定

などとなっております。この地方単独費用部分に

つきましては、都道府県と市町村との負担割合等

地方交付税措置の標準単価の検討とあわせて今後

国において検討されることとなっており、国の動

向を注視しながら情報収集に努めてまいります。

次に、小項目３の預かり保育事業の新制度の取

り扱いについて申し上げます。現在名寄市内には

私立幼稚園が５園あり、それぞれ預かり保育を実

施しており、パート就労などされている保護者の

子供の受け皿として重要な役割を果たしていただ

いております。現在私学助成による補助金を活用

し、各園運営しておりますが、新制度では子ども

・子育て支援法に規定されている地域子ども・子

育て支援事業に位置づけられております。同事業

は、子ども・子育て支援事業計画に登載されます

ので、現在名寄市子ども・子育て会議で議論を進

めているところです。当市として預かり保育は現

在も提供されているサービスであり、各園利用実

績もあることから、必要な事業として提案させて

いただいており、同会議で御意見をいただくこと

になりますので、御理解いただきたいと思います。

今後新制度へ移行し、預かり保育サービスを提供

する場合の利用者負担額等事業の概要については、

現在国において議論しているところでありますの

で、情報収集に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、小項目４の施設型給付対象施設の利用に

係る認定と周知、説明について申し上げます。当

市では、平成２７年度から新制度がスタートする

予定となっていることに備え、名寄市幼児教育・

保育連絡協議会の設立について市内の幼稚園、認

可保育所、認定こども園、無認可保育所等に呼び

かけを行い、本年５月３０日に設立会議を開催い

たしました。同協議会では、分科会を設置してお

り、幼稚園部会では公定価格に関する運営費の積

算勉強会等を開催し、新制度移行に向けての制度

周知を行ってまいりました。お尋ねのあった幼稚

園が新制度へ移行した場合の保護者等の認定手続

などについては、利用保護者のお問い合わせ先と
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して想定されるのが幼稚園現場でありますので、

協議会を活用し、現場幼稚園教諭を対象に新制度

の認識を深めていただく研修を開催してまいりた

いと考えております。また、保護者等への周知、

説明につきましては、行政が主導となり行ってい

く考えでありますが、方法等につきましては協議

会の中で最善の方策を考え、おくれることのない

よう対応してまいりたいと考えておりますので、

御理解いただきますようお願いいたします。

次に、大項目３の高齢者のボランティアポイン

ト制度の推進を、小項目１の本市の介護予防の施

策の状況について申し上げます。介護保険事業の

地域支援事業として実施している介護予防事業に

は、一般の高齢者向けの一次予防事業と要介護、

要支援状態になるおそれのあると考えられる６５

歳以上の方を対象として実施する二次予防事業が

ありますが、昨年度の事業の実施状況について申

し上げます。二次予防事業では、対象者の把握は

地域の民生委員や家族、関係機関から相談のあっ

た高齢者や名寄市民生委員児童委員連絡協議会の

５つの地区を交代で要介護認定を受けていない１

号被保険者に対し基本チェックリストを配付し、

その把握を行っているところです。平成２５年度

には ７７１人にチェックリストを配付し、３４

４人が二次予防事業の対象となり、延べで ５４

４人が通所型介護予防事業を利用していただいた

ところです。また、一次予防事業では各老人クラ

ブや町内会の健康教室、健康相談などにお伺いし、

転倒予防の講話あるいは飲み込みや呼吸器の機能

を向上させる嚥呼体操などを実施してまいりまし

た。また、本市出身の理学療法士で北海道医療大

学の鈴木英樹教授に積雪寒冷地である本市の冬期

間の歩行について講演いただき、約１００名の参

加がありました。また、介護予防に関するボラン

ティアの人材を育成するための研修として、介護

予防サポーター養成講座を平成１９年度から開催

しておりますが、昨年までに受講いただいた方の

うち４８人に介護予防サポーターとして登録して

いただき、主に町内会の介護予防教室などで御活

躍をいただいているところです。また、地域支援

事業の任意事業として、自彊術やフォークダンス

などを行う健康づくり体操教室の開催や生きがい

ホビーセンターでは陶芸など４つの講座を開催し

てまいりました。また、老人クラブにおきまして

は、各単位クラブの活動のほか、名寄市老人クラ

ブ連合会では健康づくり事業として高齢者健康料

理教室やグラウンドゴルフ大会を開催していただ

き、健康づくりの普及啓発活動を積極的に行って

いただいているところです。現在名寄市第６期高

齢者保健医療福祉計画、介護保険事業計画の策定

を行っており、名寄市保健医療福祉推進協議会に

高齢者部会、保健医療部会の合同部会を設置し、

議論をいただいているところです。同部会で現行

の事業評価をいただきながら、７月から８月にか

けて実施した日常生活圏域ニーズ調査や高齢者の

保健、医療、福祉についてのアンケート結果の分

析を行いながら、今後ともあるべき介護予防施策

の推進に努めてまいります。

次に、小項目２のボランティアポイント制度の

導入をについて申し上げます。介護支援ボランテ

ィアポイント制度につきましては、介護予防等を

目的とした６５歳以上の高齢者が介護施設等でボ

ランティアをした場合にポイントを付与し、たま

ったポイントに応じて換金等を行うことにより、

実質的に介護保険料の負担の軽減につながる制度

として介護保険法の地域支援事業に規定されてお

ります。全国、全道の介護支援ボランティア制度

を活用している市町村は、厚生労働省が本年３月

に公表しましたが、全国 ７４２市町村のうち１

２％に当たる２０９市町村で実施しており、全道

では北海道が平成２４年度に公表した道内の市町

村介護予防事業実施状況によりますと、既に実施

している市町村も含めまして１７９市町村のうち

１４市町村が取り組み予定とお聞きをしていると

ころです。特に本事業の先駆けであります東京都

の稲城市では、平成１９年度から本事業に取り組
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み、平成２５年度実績では６５歳以上の人口の

４％に当たる５７４人がボランティア登録されて

いるとお聞きしております。本市といたしまして

は、今般の介護保険法の改正により要支援１、２

の予防給付のうち訪問介護や通所介護について市

町村が行う地域支援事業に移行することにより、

当該事業を実施する際には市民の方々に地域支援

事業の支え手、提供者になっていただくことも想

定していかなければならないと考えております。

ボランティアポイント制度は、自身の介護予防や

健康づくり、社会貢献の観点からも有効と考えて

おりますが、まずさきに議員から御提言いただき

ました健康マイレージについて名寄市第６期高齢

者保健医療福祉計画、介護保険事業計画策定のた

め２０歳以上の市民の皆さんに対し参加の可否を

お聞きしたところ、粗い数字ですが、参加するが

３５％、どちらとも言えないが５ ３％の回答を

いただき、参加しないとの回答は ８％とのアン

ケート結果でありましたことから、当面健康マイ

レージについての検討を先行させていただき、介

護ボランティアポイント制度につきましては今後

の内容の研究や他市の動向を検討させていただき

たいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） ありがとうございま

した。再質問をさせていただきます。

まず、防災について、地域防災対策について再

質問をさせていただきます。先ほど大石議員も言

われたように、８月５日、８月２４日の大雨で本

当にもう甚大な被害が名寄でも起こりました。そ

の中で自主防災組織等々で、私は８月５日のとき

よりも２４日のほうがやっぱり避難等々の動き的

にはすばらしくよかったのではないかなというふ

うに思いますし、この水害が起きてから各苫小牧

にしろ、どこにしろ、京都にしろ、人間の背を超

えるぐらいの洪水になったところがたくさんある

わけなのです。その中でよく消防で土のうをつく

って積むぞだとか、自衛隊さんに来てもらって積

むぞという部分はあるのですけれども、先ほど防

災計画に避難方法をある程度個人で検討していた

だいて、決めていただくためにもというふうに言

われていましたけれども、土のうというのは１個、

２個、２段、３段積んだらそれ以上雨が来たらも

うだめなのです。それよりも人の命を優先させな

ければならないと私は思っています。先ほど水平

避難、町内会等々の避難所に行く等々言われてい

ます。でも、一番いいのがやはり住宅の中で２階

に上がって避難するというのが最善の避難という

ふうに言われるぐらい、今は垂直避難、屋内安全

確保が重要視されてきています。あと、屋内待機

だとか、予防的避難という部分はありますけれど

も、私が言ったのはやはり防災の際、広報車の音

が聞こえない。そして、避難場所がわからないと

いうのが一番の高齢者または要援護者というか、

要介護者等々の困ったところではないかなと思い

ます。町内会である程度はできるけれども、やは

りその部分の対応を周知をしっかりしていかなけ

ればいけないなというふうに思うのですけれども、

その辺どうお考えでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われるとお

りです。私もそのように考えています。災害の程

度によって対応方法というのは変わってくる部分

があると思います。比較的洪水でも水位が低い場

合については、議員が言われたように土のうを積

めば対応できると思いますし、さきの石狩、胆振

のほうはひどい洪水になりましたけれども、本当

に１時間に１００ミリを超えるような雨が降った

ということで、これはもう土のうを積んでも対応

ができないということですから、命を守る行動と

いうのがマスコミでも随分言われていましたけれ

ども、まずは安全なところに逃げていただくとい

うのが必要だと思いますので、災害に応じた対応

が必要だというふうに思っています。ただ、災害

に応じた対応をするに当たって、市民の方がそう
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いった判断をするに当たっての事前の情報提供で

すとか、あるいは安全な避難場所の確保について

は一定程度行政の役割があるだろうというふうに

思っています。そういう意味では、広報車での案

内ですとか、あるいは避難場所等に周知をさせて

いただいておりますけれども、ここについては基

準の見直し含めて改めて市民の皆さんに周知をし

てまいりたいというふうに思っていますし、その

手がかりとしてはまず先ほども申し上げましたけ

れども、洪水ハザードマップ等がありますので、

これの見直しを進めさせていただきたいと思いま

すので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 本当避難所の緊急避

難場所というのですか、やっぱり北海道ではほと

んどこの緊急避難場所の周知がなされていない。

緊急避難場所と名前はなっているのだけれども、

緊急避難場所になっていないという状況が各市町

村で見られるという部分がありました。やはりこ

の地域の方はここに避難してください。先ほどタ

イムライン言いましたけれども、本当アメリカ等

々では３６時間前から住民避難の周知をして、１

日前には地下鉄だとか交通機関は全部とめて、そ

して避難していただいているという状況です。そ

して、ことし７月の台風８号でも山形県の最上川

流域でもこれの台風が来たら必ず水害が起きると

いうことで、国土交通省が避難勧告をして具体的

に１日前からもうスタートさせて、避難させたと

いう状況があります。そして、具体的な効果がし

っかりあったというのです。今は、この集中豪雨

というのが局地的なものですから、どこに１００

ミリがどんと来るかわからないよという状況です

から、なかなかそこまではできないと思いますけ

れども、大雨警報等々が出たら早目に避難場所を

指定してというか、もう現状指定して、ここの地

域の方は６時間前からでもいいから自主避難でき

る体制だとか、最悪自分の家の２階に垂直避難を

する体制をしっかりとっていただくようお願いし

たいなというふうに思いますし、先ほども大石議

員が言っていたように避難勧告を出す基準、先ほ

ど国交省である程度決められたというふうに言わ

れていましたけれども、やはりこれも名寄市とし

て１時間に３０ミリが降ったらこういう情報を出

しますよという部分を防災計画にのせておかない

限り、臼田さんがやめた場合、誰がその状況で市

民に通報するのかというのが決まらないと思うの

ですけれども、その辺の基準というのを明確にす

べきというふうに思うのですけれども、どのよう

な部分になるのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、避難の情報に

ついて早目に出すということについてはそのとお

りだと思いますし、これまでも心がけてきました

けれども、より一層早目に周知ができるように内

部でも検討を進めさせていただきたいなというふ

うに思っています。また、その一つの方策として

は、先ほど御提案いただいたタイムラインという

方法があるということであります。これについて

は、事前にその災害に対する防災行動計画を立て

るということのようですので、これについても実

際に取り組んでいるところがありますので、その

事例などを調査させていただければというふうに

考えているところであります。

あと、避難に当たっての基準ということであり

ます。名寄市の場合心配されるのは、一部土砂災

害もありますけれども、多くは川の氾濫による災

害というのが一番かというふうに思いますけれど

も、これについては河川管理者のほうで河川ごと

に、ないところもありますけれども、大きな河川

についてはそれぞれ水位の高さによって５段階、

５ランクの危険準備段階も設けていますので、１

つはこれを参考とさせていただければと思います。

ただ、その水位が絶対というものではなくて、そ

のときの降水の状況、あるいはこれからの降水の

状況、さらには名寄市の上の、川の上に当たる地

域の降水の状況なんかも含めて考えなければいけ
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ませんので、何ミリだから必ずしもという基準に

ついては難しいかもしれませんけれども、それら

を総合的に含めたときの基準については国のほう

のガイドラインなんかにもその考え方については

示されているものがありますので、これらを参考

とさせていただきながら検討させていただきたい

と思いますので、御理解をいただければと思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） ぜひこれは早目に設

定をしていただきたいなというふうに思いますし、

やはり市でそういう状況になったときに誰がなっ

ても対応できる体制を整えていただきたいなとい

うふうに思います。

それで、結局今回は２ ５ミリ、そして前回は

１５３ミリでしたから、ある程度の部分の災害で

済んだと思うのです。でも、これが本当に苫小牧

のように１００ミリ降ったら、苫小牧の道路のよ

うに五、六十センチは間違いなく名寄市も道路が

水没したところが何カ所もあるのではないかなと

いうふうに思います。その中で平成２６年からス

タートさせている自主防災組織が先ほど１６、４

５件、２７町内会で要援護者が出されて、全部で

１７８名が手挙げで出ているという部分なのです

けれども、６５歳以上の高齢者というのはきっと

何千人もいるものですから、１７８名では本当少

ないなという印象なのですけれども、やはり災害

の少ない地域と徳田白樺団地だとか、豊栄、西町

だとかという、そういうハザードマップで水害の

ある地域からの要支援者の名簿が多い状況なので

しょうか。やはりまだ名寄市としても災害少ない

から、地震がないから町内会的には余り出ていな

いのだという状況なのでしょうか。そこら辺ちょ

っと教えていただきたいというふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 先ほど申し上げまし

たけれども、災害に備えてということではみずか

らというところも当然重要でありますし、地域の

いわゆる互助の関係、共助の中での助け合いも必

要だということでありますので、そういう意味で

は自主防災組織の果たす役割というのは重要だと

思いますし、今回の災害においても、例えば智恵

文の八幡地区を見ますと自主防災組織があったの

で、非常に迅速かつ冷静に対応いただいて避難を

いただいたというのがあります。自主防災組織の

育成については、非常に重要だと思っていますの

で、今後も努めてまいりたいというふうに思って

います。

また、もう一方では、災害時の要援護者の関係、

いわゆる災害弱者への対応というのが必要となり

ます。これについても避難方法については、先ほ

ど言いましたように全てが避難所に逃げればいい

のかといえば必ずしもそうではなくて、垂直への

避難も含めて考えていかなければいけないなとい

うふうに思っておりますけれども、いずれにして

も避難所に逃げるにしても２階に逃げるにしても、

そのときに例えば声かけが必要であったり、２階

に移動するに当たっての多少の支援が必要な場合

もあります。みずからの命を削ってまでとはなら

ないかもしれませんけれども、そういったものが

必要だと思いますので、ここについても進めてま

いりたいと思います。

あと、この間災害が起こった地区の登録者が多

いかということでありますけれども、これについ

ては特定のところが多いという状況にはまだなっ

ておりません。先ほども言ったように、まだ１７

８名程度でありますので、各地域に散らばってい

るということで御理解をいただければと思います。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） 大体わかりました。

この部分、やはり町内会または行政としての広報

等々でしっかり要支援者を少なくするというより

も多く、多い人が出て、その支援をどう町内会、

行政がやっていくかだと思うのです。要支援者は、

行政よりも結局はやっぱり町内会対応をしていか
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ない限り水災害のときには無理かなという状況で

はないかなと思うのです。そんな意味でも町内会

の組織が重要になってくると思いますので、防災

担当としてはやっぱり町内会との連携をしっかり

やって、この要援護者への個別計画ですか、町内

会と調整をしていただきたいなというふうに思い

ます。毎年やる防災訓練のときと本当に雨降って、

智恵文では防災訓練のときのようになかなかでき

なかったというのです。うちらこうやって防災訓

練のときにしていたのに、八幡地区の人たちは避

難して、うちら消防団は八幡地区の消防の番屋に

いただとか、そういういろんな部分の連携がなか

なかとれなかったという部分もあると思うのです。

だから、そこら辺をしっかりあと対応していただ

いて、まずはやはり命だと思います。どれだけ土

のう積もうと、何しようと、私は財産云々よりも

やはりまずは消防団または市民の安全が確保され

ない限り、どんな水防活動をやってももう失敗だ

と思うのです。その意味でもやはり命を大切にす

る行動をとっていただきたいというふうに思いま

す。しっかりとこの計画を進めていただくことを

お願い申し上げます。

では、次、子ども・子育て会議についてお尋ね

をいたします。今回名寄市特定教育・保育施設及

び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定め

る条例の制定と４号の名寄市家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例について

提案されましたので、この部分を除いて質問をさ

せていただきたいというふうに思います。先ほど

昨年の１１月から子ども・子育て会議、または小

学校へのニーズ調査を行ったというふうに言われ

ております。このニーズ調査の中で保護者または

小学生からどういうニーズの部分、きっと教育の

部分でもあると思いますし、医療の部分でもある

と思いますし、子育ての部分のニーズ等々もあっ

たと思うのですけれども、保護者の方は何を一番

求めているというか、名寄市の行政に求めていた

のか、もしわかれば教えていただきたいなという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ニーズ調査は、

昨年の１１月に一般の小学生の保護者の方、そし

て就学前の保護者の方にそれぞれ調査をさせてい

ただきました。調査内容といたしましては、就学

前の方に対しましては保護者の就労の状況、そし

て保育園や幼稚園などの利用についてということ

で、平日の利用意向、あと土日の利用意向という

ことで調査をさせていただき、またさらには病児、

病後児保育、一時預かりなどについてアンケート

をとらせていただきましたが、やはり保育所です

とか幼稚園の利用の要望が多かったということで

ございます。また、小学生の調査につきましては、

同じく保護者の就労の状況ですとか、また放課後

の過ごし方ということで、放課後児童クラブの部

分ですとか、また同じく病児、病後児保育の部分、

そして一時預かりの部分など、そういったところ

のニーズが高かったように思います。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） きっと今回この子ど

も・子育て支援新制度というのは、地域の子供た

ちを妊産期、妊婦健診だとか、こんにちは事業だ

とか、養育支援、家庭訪問事業等々、また地域子

育て支援拠点事業だとか、あと一時預かり事業、

また学童児では放課後児童だとか、健全育成事業

等々やはり施設型給付と地域型の保育給付で対応

して、批判のある消費税を上げた部分でこの子供、

子育てを全国でやっていこうという部分だという

ふうに私は認識をさせていただいているのですけ

れども、その中で名寄も私学幼稚園等々がありま

すけれども、その部分が今回の制度に全部乗って

この支援を受けるようになるのか、それとも今ま

でどおり私学助成でいくほうが多いのか。今検討

委員会が始まって、来年の部分ですから、きっと

どうこうというのはわからないと思うのですけれ

ども、どちらの状況のほうが多い部分があるので

しょうか。今回の新制度に乗る幼稚園のほうが多
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いのか、もう乗らないで今までの私学助成だけで

進んでいくのが多いのか。それによって、この新

制度になればきっと先ほど幼稚園の先生方に認定

や何かをお願いする、また制度を周知するのは行

政で行うと言われた部分がなってくると思うので

すけれども、どちらのほうが今現状、決まってい

なければ決まっていないでいいと思うのですけれ

ども。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 来年から施行が

予定されております子ども・子育て支援新制度に

つきましては、幼稚園については４つの選択肢が

ございまして、今議員がおっしゃったように私学

助成を受けながら今までどおりの幼稚園として残

る方法、そして新制度に乗っかって新制度の中の

幼稚園として運営していく方法、そして認定こど

も園の幼稚園型としていく場合、幼保連携の認定

こども園となる場合という、以上の４つの選択肢

があるわけですけれども、今のところ幼稚園の皆

さんから御相談を受けている部分では、こども園

への御相談というのはまだないわけでありまして、

今の現状では私が思う感じでは新制度には乗って

いただけるとは思いますけれども、新制度に乗っ

た幼稚園として考えていられるのではないかとい

うふうに、推測ですが、させていただいておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。きっ

とそのような形になってくることによって、保護

者というのが混乱が起きる部分も出るのではない

かなというふうに思いますし、今回の制度という

のは、名寄は保育所に入っている、待機児童がい

ないというふうに毎年質問すると言われますので、

安心はしているのですけれども、全国的にはやは

り東京だとか大都市は待機児童がいるために幼稚

園に入れないから、そのために認定こども園をふ

やす、または小規模保育だとか、家庭保育だとか、

そういう部分をどんどんつくっていくためにこの

新制度が進められてくると思うのですけれども、

その中でこのお母さんたちが私もちょっと認識不

足かもしれませんけれども、就労、パートの時間、

またはお父さんとお母さんの合算した給料によっ

て１号、２号、３号が変わってくるのではないか

なという認識が、長時間、短時間の子供を見る時

間帯が名寄市としては変わるのかどうか。変わら

なければいいのですけれども、変わる予想がある

のか。まだ決まっていないことですから、どうの

こうの私も余り言いたくないのですけれども、ど

うなのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） おっしゃるとお

り新制度の公定価格、いわゆる運営費が今年度末

の予算編成で固まるということですので、詳細が

まだ決定しないという状況ではありますが、今議

員がおっしゃいました１号、２号、３号というの

は認定の仕方でありまして、１号はおっしゃると

おり幼稚園、それから２号、３号は保育所という

ことで、２号は３歳以上、３号は未満児という振

り分けでありますので、幼稚園が新制度に乗っか

っていただいた場合は今までのような自分のとこ

ろで利用料を設定するのではなくて所得に応じて、

今の保育所と同じような形態の国が定めた基準に

よって、所得によって一定基準が示されておりま

すが、またこれもまだ確定はしておりませんので、

今後注意深く観察してまいりたいと考えておりま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 高橋議員。

〇１０番（高橋伸典議員） わかりました。しっ

かりと保護者が安心して保育所、幼稚園に行ける

体制を整えていただきたいというようにお願いし

ます。

最後に、高齢者のボランティアポイントについ

て、時間がないので、お尋ねをいたします。愛知

県の豊明市では、本当高齢者の介護施設に行って

高齢者の方々とお話をしたり、そこの施設のお手

伝いをしたりということでポイントを集めていま
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す。この施設の担当者が言うには、アクティブシ

ニアの人が来てくださるようになって、施設が逆

に明るくなったと。また、食事の片づけを手伝っ

てくださったり、それによって職員の介護業務が

しっかりできるような体制が組めるようになった

というふうなお話があります。このボランティア

ポイント、すぐとは言いません。しっかり高齢者

の方々が健康で、今にも起きそうな顔で亡くなら

れるような施策が必要かなという思いで考えてい

ます。ぜひそういう元気で暮らせる施策をお願い

申し上げます。

以上で終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で高橋伸典議員の

質問を終わります。

教育関係外１件を、竹中憲之議員。

〇５番（竹中憲之議員） 議長より指名をいただ

きましたので、さきの通告順に従いまして、質問

をさせていただきます。

大項目の１点目の１、２についてでありますが、

近年教育関係者の事件、事故が全国で多発をして

おります。名寄においても事件がありましたが、

教職員における事故、事件にかかわる倫理観が近

年薄らいでいるのではないかというふうに感じて

いるのは私だけでしょうか。５月には、小学校の

校長が覚醒剤所持の疑いで逮捕されておりますし、

先月８月には教頭が盗撮で逮捕をされています。

このことは、本人だけの問題でなくて、心身とも

に成長期にある児童生徒に大きな心の病として一

生残ることもあり得ることであります。児童生徒

のために学校づくり、育成にかかわる運営事業、

相談事業、教育改善プロジェクトなど多くの事業

が取り組まれておりますが、児童生徒のための事

故、事件に対する啓蒙、啓発等のあり方が見えま

せん。教育委員会としてどのような教職員への指

導等をしているのかお聞かせを願います。

また、教職員の事件、事故にかかわって児童生

徒のケアは進められていると思いますが、ケアに

かかわってマニュアルが存在するかは承知をして

おりませんが、ケアのあり方等についてお聞かせ

を願いたいと思います。

３つ目のいじめについてでありますが、先月の

マスコミ報道によりますと本年度３月、３カ月あ

るいは２カ月の調査でありますか、いじめはない

とのことでありますが、総務文教常任委員会には

報告されていると思いますが、正確な実態につい

てお知らせを願いたいと思います。

いじめについて、昨年同月期の調査では５件と

の報告でありましたが、関係各位の努力のたまも

のと敬意を表しますが、どのような対策をして件

数が減ったのかお聞かせをください。また、今後

のいじめにかかわり、何かアクションを考えてお

られればお聞かせを願いたいというふうに思いま

す。

４つ目の特別支援教育についてお聞きをいたし

ます。まず、本年も特別支援員を各小学校に配置

されておりますが、特別教育における支援を受け

ている児童生徒数についてお知らせを願いたいと

いうふうに思います。

特別支援教育にかかわって文部科学省の認定を

受けての特別支援の認定講習が行われましたが、

本年は道教育委員会と名寄大学との共催で認定講

習会が開催をされました。特別支援教育にかかわ

って名寄において講習が受けられるということは、

教育者にとって１０日間以上もかかる講習が地元

で受けられることは非常によいことと思いますし、

近年普通教育においても必要になってきている現

状ではないかと思います。昨年と本年の名寄市に

おける各学校別の受講者数についてわかっている

範囲でお知らせを願いたいというふうに思います。

大項目の２点目は、北電の電気料値上げ申請に

かかわってであります。昨年の値上げから１年を

待たずして北電は電気料金値上げを申請をいたし

ました。北電は、主要都市で説明会を行っており

ますが、道民の声は厳しく、値上げは賛成とはな

っていません。企業からも厳しい意見が出されて

いる現状にあります。値上げ時期は１１月と報道
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されていますが、名寄において申請どおりの値上

げをされた場合の影響についてお聞きをいたしま

す。

１点目は、庁舎及び公共施設の予想される値上

がりの試算額について。

２点目は街路灯、防犯灯の試算額についてお聞

かせください。

３つ目は、名寄市における企業等の対策につい

てお聞きいたしますが、聞くところによりますと

製造業や酪農家、特に搾乳業者は大きな打撃があ

ると聞いています。調査はされているのか、対策

は考えているのかについてお聞かせを願いたいと

いうふうに思います。

また、低所得者対策について考えがあればお聞

きをしたいというふうに思います。

以上、この場からの質問を終わらせていただき

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま竹中議員か

ら大項目２点にわたり御質問がありました。大項

目１につきましては私から、大項目２につきまし

ては総務部長から答弁をいたします。

まず、大項目１、教育関係の小項目１の教職員

の事故、事件にかかわる倫理観と指導についての

お答えをいたします。学校においては、教職員一

人一人が教育に携わる職の重要性をしっかり受け

とめ、公務員倫理の高揚に努め、全体の奉仕者と

して公共の利益のために職務を遂行すべき立場に

あることを自覚し、みずからを厳しく律し、行動

するなど、学校教育に対する信頼を損なうことの

ないよう服務規律の厳正な保持に努めることが重

要です。このため、初任段階教員研修や１０年経

験者研修などさまざまな研修を通して教職員のラ

イフステージに即した資質、能力の育成を図る取

り組みが進められていますが、依然として教職員

による不祥事は後を絶たない状況にあります。例

えば平成２５年度における全道の学校職員の懲戒

処分件数は、速度違反、飲酒運転などの交通事故

が６５件、また体罰、わいせつ、セクハラ、金銭

事故、個人情報紛失などの一般事故が１１８件で、

合わせて１８３件という極めて深刻な事態となり

ました。このような現状を踏まえ、教職員の服務

規律の保持を図るため、教育委員会では教職員が

率先して児童生徒の規範となるよう校長会や教頭

会などで機会のあるごとに注意を促し、厳正な指

導をお願いしております。具体的には、職員会議

や校内研修等において不祥事防止啓発研修資料等

を活用して職員の意識改革を図るとともに、５月、

６月に行われるコンプライアンス確立月間におい

て不祥事の防止に向けたより実効性のある取り組

みを実施するようお願いしております。また、管

理職には日ごろから職員の能力、性格、意向など

を考慮し、仕事に関するストレスの除去に努める

とともに、職員相互のコミュニケーションを積極

的につくり出すなどして一人一人の能力を引き出

し、学校の組織全体が活力を持って十分に使命を

果たせる体制を整えるようお願いしております。

次に、小項目２の事件、事故にかかわる児童生

徒のケアについてお答えいたします。学校におい

て事件、事故発生時の児童生徒の心のケアが効果

的に行われるためには、健康相談や教育相談が学

校の教育活動に明確に位置づけられ、日ごろから

円滑に運営されていることが必要であります。そ

の上で事件、事故が発生した場合には次のような

対応を徹底することが重要となります。まず、子

供たちに動揺や風評が広まらないように子供たち

や保護者へ適切な情報の伝え方について校内の共

通理解を図ります。次に、子供たちの心のケアを

第一に考え、保健指導を実施します。その中では、

強いストレスを受けたときなどに起こる心や体の

変化について説明したり、誰かに相談する、体を

動かす、音楽を聞くなどストレスの対処方法につ

いて発達段階に応じて指導します。また、日常的

に朝の健康観察や授業時間、休み時間、給食時間、

放課後の活動などにおいて子供の表情、言葉、行

動、態度、人間関係にあらわれるサインを捉える
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ため、きめ細やかな観察をして心身の健康状態の

変化を見逃さないように努めます。その結果、ス

トレス症状を示す子供に対しては、学級担任や養

護教員などがふだんと変わらない接し方を基本と

しながら、優しく穏やかな声かけをするなど本人

に安心感を与えるようにします。また、医療的ケ

アを要する場合は必要に応じて保護者に学校医、

スクールカウンセラー等と連携を図りながら、支

援に当たるようにします。教職員による不祥事は、

子供たちの心を深く傷つけ、保護者、地域住民の

信頼を著しく損なうものであり、決してあっては

ならないものです。今後も教育委員会としまして

は、危機感を持って教職員の服務規律の保持を図

る取り組みを学校と連携して進めてまいりたいと

考えております。

次に、小項目３のいじめの実態と対策について

お答えします。いじめは、いじめを受けた児童生

徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身

の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与え

るのみならず、その生命または体に重大な危険を

生じさせるおそれがあるものであります。このた

め、今年度教育委員会では名寄市いじめ防止基本

方針を策定し、いじめの未然防止、早期発見、早

期解決、その他のいじめの防止等のための対策を

推進しております。対策の具体として、いじめの

問題の早期発見、早期解決を図るため、学校には

道教委のいじめの問題の実態把握及びその対応状

況等調査におけるいじめの把握のためのアンケー

ト調査を適切に実施するようお願いをしておりま

す。６月の調査結果では、今もいじめられている

と回答が１２件ありました。この１２件について

当該学校が聞き取り調査を行った結果、いじめと

は認められませんでした。また、各学校では児童

生徒のさまざまなトラブルに対しては組織的に対

応し、早期解消を図るよう取り組んでおります。

現在本市の小中学校からは、いじめの報告はあり

ませんが、学校教育に携わる全ての関係者がいじ

めはいつでもどこでも誰でも起こり得るという危

機意識を持って児童生徒のわずかな変化やサイン

を見逃さないように努め、いじめ防止に向けた取

り組みを推進することが重要であります。そのた

め学校には、定期的な教育相談の実施や休み時間、

給食時間、清掃時間など全ての教育活動を通して

児童生徒の言動の変化や身体にあらわれる変化等

を観察するなどいじめの問題等の早期発見、早期

解消を図る取り組みを一層充実するようにお願い

をしております。また、名寄中学校、名寄東中学

校、風連中学校の３校には心の教室相談員を配置

し、生徒が悩みなどを気軽に話せる環境を整え、

生徒の心のケアに努めております。教育委員会の

いじめに関する通報及び相談を受け付けるための

体制について、学校教育課においては児童生徒の

問題行動やいじめの問題等に関する学校からの報

告、連絡、相談の窓口を指導主事として対応して

おります。教育相談センターにおいては、学校や

家庭教育における児童生徒、保護者からの悩み、

いじめ、不登校などの問題に対して学校や関係機

関と連携を図りながら、適切な支援を行っており

ます。また、ハートダイヤルを通して教育専門相

談員が児童生徒や保護者等からの悩みについて個

人情報の管理に十分配慮しながら、電話や面談に

よる相談やカウンセリングを行っております。

学校のいじめ防止等の取り組みでは、道教委の

いじめの問題の実態把握及びその対応状況等調査

におけるいじめの把握のためのアンケートにおい

て、いじめはどんな理由があっても許されないと

思うと答える児童生徒の割合を１００％にする取

り組みを進めております。今年度の調査結果では、

１年前の同時期と比べ、全小中学校の平均が９

２７％から９ ７８％に、全中学校の平均が８

９６％から８ ８９％に上昇しており、いじめは

悪いことであるという認識が児童生徒に広がって

きておりますが、まだ十分な状況であるとは言え

ません。また、現在の課題としていじめられたと

きに誰にも相談できない児童生徒がいることが指

摘されていることから、学校においてはいじめら



－82－

平成２６年９月１６日（火曜日）第３回９月定例会・第２号

れたとき誰にも相談しないと答える児童生徒の割

合をゼロ％にする取り組みも進めております。さ

らに、いじめは悪いことであるという認識を深め

させ、広げるためには、児童生徒による自主的な

いじめ防止の取り組みが必要です。具体的な取り

組みとして、教育委員会と各学校の連携のもと、

名寄東中学校生徒会を中心に全小中学校の児童会、

生徒会の代表が一堂に会する（仮称）名寄市いじ

め防止サミットを開催します。このサミットにお

いては、各学校の児童会、生徒会が行っているい

じめの防止の取り組みを交流したり、（仮称）い

じめ防止宣言を採択したりすることで、さらに各

学校において児童生徒による自主的ないじめ防止

の取り組みの充実を図ってまいります。今後もい

じめ防止基本方針に基づくさまざまな取り組みを

確実に実行するとともに、ふだんの点検、評価に

より改善を加えながら、いじめの未然防止、早期

発見、早期解消に努めてまいります。

次に、小項目４の特別支援教育の現状について

お答えいたします。本市の特別支援教育の推進は、

平成１７年度文部科学省の特別支援教育体制推進

事業、推進地域の指定を受けたときに始まります。

その後今日まで関係機関の組織や体制が整備され、

本市の特別支援教育も徐々に充実してまいりまし

た。しかし、一方で教職員の入れかわりや活動の

マンネリ化などさまざまな要因により、例えば名

寄市特別支援連携協議会などの活動や関係機関相

互の連携などにふぐあいが生じて、本市の特別支

援教育の支援にさまざまな問題点が指摘されるよ

うになりました。このようなことから、昨年度よ

り本市の特別支援教育の問題点を洗い出しながら

一つ一つ改善に努めているところであります。例

えば幼稚園、保育所、小中学校、高校、就労支援

機関、団体が特別支援教育にかかわるそれぞれの

課題を共有し、解決を図るため、名寄市特別支援

連携協議会の専門委員会の組織を拡充し、情報交

流の活性化を図っております。また、本市の特別

支援教育の現状と課題、今後の取り組みの方向性

について共通理解を図るとともに、教職経験に応

じた資質の向上のため、初任者や転入者、初めて

特別支援教育に携わる教職員を対象にしたり、学

校や学校関係者の管理職など対象として研修会を

実施しております。

さて、御質問の小中学校の特別支援学級の児童

生徒数についてでありますが、知的障害、自閉症、

情緒障害、肢体不自由、言語障害、難聴、病弱の

６つの障害種ごとに合わせて４３の学級があり、

在籍児童生徒数は合計で９０人となっております。

昨年度と比べて全体では３学級、在籍する児童生

徒数では１割程度ふえております。したがって、

ますます一人一人の児童生徒の障害の状態等に応

じた指導内容、指導方法を工夫することが求めら

れており、緊要な課題になっております。また、

通常の学級には学習進度が著しく遅い児童生徒や

ある教科が極端に苦手であったり、周囲とコミュ

ニケーションがとれなかったりするなど特別な支

援を必要とする児童生徒、いわゆる困り感を抱え

ている児童生徒がおり、これらの児童生徒への個

別指導を一層充実することも課題であります。と

りわけ授業においては、例えば聞いてもすぐ忘れ

るなど聴覚系の認知に困難を抱える児童生徒には

大事なことは文字で書いて示す、また書いた文字

が重なるなど視覚系の認知に困難を抱える児童生

徒については升のあるノートを使用させるなどの

支援を取り入れることにより、その他の児童生徒

にもわかる、できる授業、つまりユニバーサルデ

ザインの視点を取り入れた授業へと改善を図る必

要があります。このような課題を踏まえ、本市の

特別支援教育の充実を図るためには、教員の特別

支援教育に関する専門性を高めるとともに、特別

支援学校教育免許状の取得を促進することも重要

であることから名寄市立大学において行われる特

別支援教育に関する講座への参加を促しておりま

す。

御質問の受講者数につきましては、市立大学の

公開講座であった昨年度は市内の小学校から９名、
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中学校から５名、道教委と市立大学共催の認定講

座となった本年度は市内の小学校から３名、中学

校から６名の参加があり、障害や発達障害のある

児童生徒への適切な支援のあり方等について研修

を深めております。今後も特別支援教育に関して

専門性の高い人材と指導力を有する名寄市立大学

との連携を図りながら、本市の特別支援教育のさ

らなる充実に努めてまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、大

項目の２、北電の電気料金値上げ申請にかかわっ

てについて申し上げます。

まず、小項目の１、庁舎、公共施設等の予想さ

れる値上がり分の試算についてでございますが、

北海道電力は平成２６年７月３１日付で経済産業

大臣に電気料金の値上げ申請を行いました。内容

は、規制部門である家庭向け電気料金を本年１０

月１日から平均で１ ０３％、標準的な家庭で月

額 ０００円程度の値上げとなり、影響の大きな

オール電化住宅では利用者が最も多いドリーム８

のモデルケースで２ ５５％、 ０００円程度の

負担増が見込まれています。また、自由化部門の

企業向け電気料金は、平均２ ６１％値上げの考

えが示されております。お尋ねのありました庁舎

や公共施設等の影響額につきましては、施設ごと

に個別契約となっていますことから、値上げ幅は

異なるものの、北海道電力の試算によりますと対

象４１施設の平均で約２０％、年間約 ８００万

円の負担増となっており、値上げ額が大きい施設

につきましては市立総合病院で約 ６００万円、

下水処理場で約７００万円の負担増が見込まれて

おります。

次に、小項目の２、街路灯、防犯灯の値上がり

分の試算についてでございます。平成２５年度の

電気料金は、年間で約 ６００万円となっており

まして、仮に値上げ幅が先ほどの公共施設と同様

に２０％だと想定しますと、約７３０万円の負担

増と考えております。これら公共施設や街路灯の

電気料金の増額分をいかに吸収するか、その方策

につきましては公共料金に転嫁することは市民の

皆様に新たな負担を強いることから難しく、まず

は節電の一層の推進を第一に進めますが、さきの

値上げ時におきましても消灯の徹底や蛍光灯の数

を減らすなど節電に努めており、増加分を従来の

節電で全て吸収することは不可能と考えられるこ

とから、当面電気料金の支出増は避けられないも

のと考えておりますが、他自治体の取り組みなど

を参考に対応策を調査研究してまいります。

次に、小項目の３、企業等の対策についてです

が、先ほども申し上げましたとおり北海道電力は

企業向け電気料金を平均２ ６１％値上げする考

えを示しております。御質問のありました電気料

金再値上げに伴う費用や酪農家への調査について

でありますが、市独自では実施をしてございませ

んが、北海道が本年８月に道内企業を対象にアン

ケート方式により電気料金の再値上げに伴う影響

予測調査を実施しておりまして、あわせて団体、

企業に対して聞き取りによるヒアリング調査を実

施してございます。また、ＪＡ北海道中央会では

酪農家の負担増についての試算を行っておりまし

て、その結果につきましてはまず北海道が実施し

たアンケート調査結果では経営に何らかの影響が

あると答えた企業は全業種で９ ３％、うち２

２％が大きく影響すると回答しており、業種別で

は製造業が大きく影響すると答えた率が最も高く

なってございます。また、経常利益の影響につき

ましては、５ ６％の企業が減少すると答え、減

少率は全業種平均で１ ８％、業種別では製造業

が最も大きくなっております。また、再値上げの

対策、対応では、さらなる節電と答えた企業が６

４％と最も多く、今以上の対策、対応はできな

いという企業は２ ６％に上りました。また、聞

き取りによるヒアリング結果では、酪農業の生の

声として経営への影響は今回の再値上げで生産コ

ストがさらに上昇し、経常利益の減少は避けられ
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ず、牛舎の照明、搾乳、ふん尿の排出など全て電

力で賄っており、代替は不可能で、既に照明をＬ

ＥＤ化しており、これ以上の節電は不可能で、対

策は難しいという声もございました。また、ＪＡ

北海道中央会による値上げによる負担増の試算で

すが、搾乳牛７０頭程度の道内の平均的規模の酪

農家の負担増について、昨年とことしの値上げ分

を合わせて年間２７万円の負担増になると試算し

ております。

次に、企業等への対策ですが、市みずからも負

担増を抱えることとなり、企業はもとより市民生

活にも影響が及ぶことから、新たに企業を対象と

した市独自の支援策を講じることは難しいと考え

ておりますが、節電につながる施設整備への補助

や資金貸し付けなど既存制度がございますので、

これにより対応してまいりたいと考えております。

次に、小項目の４、低所得者対策についてであ

りますが、先ほどの企業等への対応と同様に市独

自による低所得者への直接的な支援は困難と考え

ております。本市といたしましては、８月３０日

に本市で開催されました北海道電力主催の電気料

金の値上げ申請に関するお客様説明会で意見を申

し上げたとおり、この再値上げによる家庭や企業

への影響の大きさを踏まえ、電力会社のさらなる

企業努力を求め、値上げの中止や少なくとも値上

げ幅の引き下げを行うようさまざまな機会を通じ、

関係機関と連携しながら要請してまいりたいと考

えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 答弁いただきましたか

ら、再質問させていただきたいというふうに思い

ます。若干前後するかもしれませんし、ちょっと

風邪ぎみで鼻声で聞きづらいかもしれませんが、

お許しを願いたいというふうに思います。

１点目の教職員に関係する事件、事故のかかわ

りで、報告、今答弁あったように道内で総体で１

８０件ぐらいの事件が発生をしていると。非常に

大きな数だというふうに私は思っています。２年

前にも名寄である事件が起きましたけれども、先

ほどの答弁でありますと、みずからが律して研修

したり、そういうことをしながら教職員への倫理

観の上げ方等々含めてやられているというふうに

思いますが、もう少し学校内だけでなくて学校間

における研修や何かも含めて必要かと思いますし、

校長、教頭だけに任すことはいかがなものかとい

うふうに私は思っています。先ほどちょっと私の

質問の中にありましたけれども、その学校教育、

学校の運営にかかわって、経営にかかわって、校

長や教頭が進めているわけでありますが、しかし

その教頭や校長が事故を起こしているということ

であります。そういうことからすると、教育委員

会が率先して研修等々含めてやるべきではないの

かというふうに私は思っていますけれども、この

ことについて考え方あればお聞かせ願いたいと思

います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 竹中議員から御質問

があったとおり、報告どおり教職員の事故、懲戒

処分受ける件数１８３件ということで、これ大変

重大な状況にあるかというふうに思います。そう

いった面では、児童生徒に与える影響というのは、

これは大きなものであります。この間先ほども申

し上げましたように、校長会や教頭会、研修会通

じて教職員に対する服務規律の保持については徹

底をするよう促してきているところでありますけ

れども、言われているように校長、教頭もほかの

地域のところで事件、事故を起こしている状況が

あるということであります。そういった意味では、

校長、教頭がきちんと校内研修なり日々の職員会

議の中で定期的に、日常的にそういった服務規律

について繰り返し話をするということは大事です

し、教職員相互がしっかりそれぞれ子供のいじめ

と同じようにストレスがたまっている部分であっ

たり、何か悩んでいる、そういったものを隣同士

の職員同士もやっぱりきちんと見つけ出して解消
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に努めるなど、そういった学校内での全体として

の取り組みが必要かというふうに思って、そうい

った指示もしているところでありますけれども、

決して校長、教頭だけにそこを委ねているという

ことではありませんので、御理解をお願いしたい

と思いますし、そういった意味では各学校の取り

組みについてはそれぞれ特色あった取り組みがさ

れると思いますので、有効な取り組みについては

全体化をして、そういった事故が起こらない、教

職員のストレスやそういった悩みを解消できる体

制等がとられている、先進的に行われている学校

等あればきちんとそこはほかの学校にも広める、

そういったことも含めて教育委員会としての取り

組みもさらに強化をしていきたいというふうに考

えていますので、御理解をお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 教職員の問題について

は、余り深く入るといろんな問題もまた言わざる

を得なくなりますから、そのぐらいにしておきま

すが、ただ教職員の事件、事故にかかわって児童

生徒の心のケアの問題について、中身的にはスク

ールカウンセリング等々のカウンセラー等々との

連携も含めて、あるいは医者、ドクターとの連携

も含めてやっているということだそうであります

が、次にいじめの問題も私は同じようなことが言

えるのかなというふうに思っています。ただ、ち

ょっと去年から、昨年の調査から見ると件数が下

がっている、ゼロになっているわけですからいい

のでありますが、新聞報道だけで見ますと今もい

じめられているという中身について、その後の調

査ではいじめに該当しないということで報道がさ

れていますけれども、中身的にいじめについては

いじめる側といじめられる側の受けとめ方が大き

く違うというふうに私は思っています。いじめて

いる側は遊び半分というか、からかい半分という

状況の中でいじめが発生することが往々にしてあ

って、それがいじめられる側にとっては大きな心

の病として一生残ることもあり得るわけです。あ

る雑誌を読んでいますと、成人になって就職する。

そこで学生、子供時代のことがよみがえってくる。

あるいは、結婚したときに、あるいは子供を出産

したときにという時々の人生の中でそういう問題

が出てくるという、ある雑誌を読んだことがござ

います。そういった意味では、児童生徒のときに

きちっとケアをしておかないと行く行く大変な人

生になるのではないかというふうに私は思ってい

ますから、このいじめについて前にも一回質問し

たことありますが、いじめは千差万別というか、

同じいじめというのはほとんどないわけでありま

すから、学校間での事件についての共有というか、

そういうことがきちっとできているのかどうか、

しているのかどうかについてお聞かせを願いたい

というふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） いじめについては、

いじめを行っている児童生徒が深く考えないで行

った行為であっても、いじめを受ける児童生徒に

とっては深い傷を負う重大な問題、今議員がおっ

しゃったとおりだというふうに思っております。

そのため学校においては、いじめを受ける児童生

徒に対しては絶対に守り抜くことを伝えることで

安心感を持たせ、共感的理解に努めながら心のケ

アを図るなど、きめ細やかな対応に努めてまいっ

ております。一方、いじめを行った児童生徒に対

してもいかなる理由があってもいじめはやっては

ならないことを理解させ、みずからの行動の責任

を自覚させる指導に努めております。

また、学校では教育活動全体を通じて道徳教育

や読書活動、体験活動などの推進により、他人の

気持ちを共感的に理解できる豊かな情操を培い、

自分の存在と他人の存在をひとしく認め、お互い

の人格を尊重する態度を育てる取り組みを推進し

ております。いじめの問題が生じたときは、いじ

めを受けた児童生徒やいじめを行った児童生徒が

在籍している学校と教育委員会が連携をして対応

してまいりますが、個々人のいじめの問題は児童
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生徒のプライバシーにもかかわるものであるため、

当該児童生徒が在籍している学校と在籍していな

い学校との間での事案を共有することはありませ

んが、校長会等において児童生徒のプライバシー

に十分に配慮しながら、さまざまなケースについ

てその時々の対応等について、対処のあり方につ

いて情報を交換しながら、共有しながら次の対策

も含めて検討協議を進めて、進めているところで

あります。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 児童生徒の心のケアに

ついては、スクールカウンセラー等々含めてやっ

ているということでありますから、今後もきちっ

と強化をしていただいて、いじめのない学校をつ

くっていただければというふうに思っています。

次に、特別支援教育にかかわって、それぞれ名

寄大学が進めてきた中身について去年は１４人、

ことしが９人という状況だそうでありますが、受

講して認定講習を受けて認定を受けるということ

はいいことだと思いますし、現状今言われている

ことは、学校内で困り感というか、そういうこと

が出ているというふうにも聞いていますし、こう

いう認定講習を受けて学校に多くそういう先生が、

教員がいることによって少しでも学校内が落ちつ

くというか、そういうことは非常にいいことだと

いうふうに思っていますけれども、しかし長く市

内に在住するというわけでもありませんね、教員

の場合は異動でありますから。ですから、毎年何

人かの先生方に受講していただいて、少しでも学

校内の困り感というものを少なくしていくという

か、そういうことが重要だというふうに私は思っ

ていますが、市長の行政報告の中で児童生徒の問

題行動等の対応のため指導主事の配置をしている

というふうに書かれていまして、問題行動という

中身がどのような中身を指しているのかについて

ちょっとお知らせを願いたいというふうに思いま

す。

〇議長（黒井 徹議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今の問題行動等の質問

についてでございますけれども、一応イメージと

いうのでしょうか、について簡単に申し上げます

と、いじめへの対応について先生方の対応はもち

ろんですけれども、子供たちへの対応もしっかり

できるという意味で指導主事の配置をしたところ

でございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） わかりました。指導主

事１名の配置ということで対応できるかどうかは

疑問でありますけれども、今後精いっぱい主事の

力量を発揮していただいて、少しでも問題なくな

るように努力を求めたいというふうに思っていま

す。

あと次に、大項目の２点目に行かせていただき

ますけれども、先ほどの答弁でいきますと昨日で

したか、新聞報道で公共施設の値上がり分という

ふうに報道されていまして、そのまま答弁された

のだと思いますが、数字が間違っていれば大変な

ことですから、そういうことだと思いますが、現

状４１施設あって ８００万円ほどの増になると。

単純計算でいくとそういうことにはならないのか

なというふうに思いますが、各施設における契約

月というのは違うのかなというふうにも思ってい

まして、最短の契約更新月と、最長でいきますと

来年も再来年もあるのかもしれませんが、最大で

何年契約になっているのか、最短で何月が契約更

新時期なのかについてお知らせを願いたいという

ふうに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 電気料金の契約につ

いては、基本的には１年間の契約となってござい

ます。今現在契約して入る中で、今ちょっと一覧

表を確認していますので、もしかするとあれかも

しれませんけれども、直近のものでいきますと今

年の１１月に契約期間が切れるものがあるという

ことであります。また、最長になりますと議員が
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言われましたように来年の７月まで契約があるも

のもございます。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 最短で１１月、最長で

来年の７月と。中身的にいくと、最長７月にかか

わっては補正かかることはないのだろうと思いま

すけれども、１１月から始まって３月までで５カ

月で ８００万円、非常に大きな額だというふう

に思っています。この間も答弁の中でありました

けれども、街路灯も含めてＬＥＤにしたり、消灯

したりということで節電に努めているわけであり

ますけれども、現状は非常に大きな額になってい

るというふうに思いますけれども、行政としては

市民への説明会に行って話したということであり

ますが、市長として今回の北電の再値上げにかか

わって本社に対する値上げ申請の反対の声を上げ

るのかどうか、ちょっとお聞きをしたいというふ

うに思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 今回の値上げに関しまし

ては、名寄営業所の所長からも数回にわたりまし

て私のところに直接出向いていただいて、その説

明をいただいたところでありますが、住民説明会

でも我々の基本的な考え方をお示ししたとおり、

住民生活にも多大なる影響もあるということも鑑

みて、何とかここは見直していただく、あるいは

経営努力をしっかりとしていただく、その旨の要

請はさせていただいたところでございます。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 要請ということは弱い

のでありまして、中身的には名寄の現状を見たと

きにそんなに大きく年収が高い方ばかりでなくて、

低所得者中心にして非常に多いわけでありますけ

れども、電気料金の値上げがされることによって

低所得者についてはますます生活感が厳しい状況

になるというふうに私は思っています。先ほど答

弁の中で低所得者に対する対応はできないという

ことでありましたけれども、福祉灯油の例もあり

ますし、北電は私は反対でありますけれども、新

聞報道によりますと泊原発が再稼働した場合は値

下げもというような報道もされておりましたけれ

ども、私は再稼働反対をしておりまして、このま

までいくとどこまでも値上がりが続くのかなとい

うふうに思っています。特に福祉灯油の扱いにつ

いては、かなり低所得者を中心としてということ

になっていますけれども、現状来年は消費税が８

％から１０％に上がって、またこれも厳しい状況

になりますし、年金生活者でいきますとますます

厳しい生活状況が出てくるということは確かであ

りますので、そういった意味ではもう少し行政と

しても北電に対する値上げの反対の申し入れをき

ちっとすべきではないかというふうに思っていま

す。

今この問題だけでなくて、行政として再生可能

エネルギービジョンというのを出していて、それ

に沿って昨年ですか、アイ・ジーさんが太陽光発

電あるいはベストホームさんですか、もやってい

るようでありますけれども、そういう代替エネル

ギーについてのあのビジョンをつくった以降の行

政としての流れというか、考え方について、どの

ようにあのビジョンをきちっと言葉だけでなくて

やってきているのかについてちょっとお聞きをし

たいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 新エネビジョンのそ

の後の取り扱いといいますか、推進状況というこ

とになるかと思います。これにつきましては、既

にビジョンを策定させていただきまして２年目を

迎えているわけであります。このビジョンの考え

方は、環境に適合した社会は必要だろうという考

えのもとに、ＣＯ２の削減ですとか、あるいは節電

を進めようということでビジョンの中でうたって

おりまして、具体的には平成２５年度から関係す

る施策を進めさせていただいているところであり

ます。代表的なのは、今お話にもありましたけれ
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ども、この地域、北海道は安価で広い土地があり

ます。さらには、気温が低いということもあって、

太陽光発電に向いているということがありました

ので、家庭用住宅向けの太陽光発電システムの設

置に対する支援を行っておりまして、昨年も１０

件を超える実績がございますし、ことしも既に１

０件を超える交付決定を行っておりますので、そ

ういった意味では家庭においての太陽光の発電シ

ステム定着が進んでいるかなというふうに思って

おります。もう一方では、議員が言われましたよ

うにメガソーラーの関係でありました。この地域

でメガソーラーが進出していただけるかどうかに

ついては多少疑問もありましたけれども、幸いに

地元企業のほうからメガソーラー ５メガワット

だと思いますけれども、これの推進の話がありま

したので、新エネビジョンを進める上で、これは

１つモデル的な取り組みになるだろうということ

での支援をさせていただいたところであります。

また、この設置を受けて、これも議員からお話が

ありましたけれども、民間で２社、３社、２カ所、

３カ所たしか太陽光を進めているところがありま

すので、そういった意味では市が支援した事業が

一つのモデルとなってこの地域において太陽光が

推進されているという、そういうふうに捉えてご

ざいます。

また、一方で節電の関係につきましても、これ

は消費者協会とも連携をさせていただきながら取

り組んでおりますけれども、一般家庭での節電モ

ニターということで募集をして、その取り組みを

市民の皆様に周知することによって節電にも取り

組んでいただこうということで、普及啓発も含め

て進んでおります。このビジョンに基づいて、今

後とも施策を推進してまいりたいと考えておりま

すので、御理解いただければと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 今節電モニターという

話がありました。ここ数年節電というＰＲは大き

くされていて、一般家庭ではある程度節電を進め

ているというのが現状でないかと思うのです。高

いＬＥＤにかえたりすることも家庭的に長い目で

見るとそれも必要だということで、無理してかえ

ている方もいるやに聞いていますけれども、現状

今建設サイドで住みかえの関係で建設をしている

公営住宅の扱いも北斗団地でいきますとオール電

化の状況であります。新北斗の改築のところは、

両用というか、化石燃料を使うという状況であり

ますけれども、ちょっとお聞きをしたいのであり

ますが、公営住宅にかかわってここ四、五年のオ

ール電化の住宅率、市が建設、改築にかかわって

いるオール電化の電化率についてどのぐらいなの

か、わかれば教えていただきたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） オール電化の住

宅率ということでいいですか。率はちょっと計算

していないのですが、オール電化住宅については

今北斗団地で２６年度建てかえが終わりますと、

２６年度完成分で４４戸、緑丘については第１団

地のシルバーハウジング住宅で１４戸、東光団地

で１５戸、南団地で３４戸ということで、現在２

６年度分について北斗団地も含めて完成をすれば

１０７戸という状況になっています。市営住宅に

ついては、全体で９６０戸というような押さえで

います。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） 率が出ていませんから、

また後で資料あればいただきたいというふうに思

いますが、先ほど答弁の中でオール電化住宅にか

かわっては高い料金を払わざるを得ないというこ

とになっていくということでありますけれども、

温暖化問題等々含めて環境のことを考えると、化

石燃料よりもオール電化のほうが事故、火災の問

題を含めていいのかもしれませんが、懐のぐあい

のことを考えると非常に大きく出費をすることに

なると私は思うのです。特に公営住宅については、

低所得者を中心とした住宅ということになってい

るだけに、その率は大きなものになってくるので
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はないかというふうに思っていまして、このまま

でいくとしたら、今後のオール電化あるいは一般

の化石燃料を利用した住宅の率の変更等々につい

て考え方があればお聞かせを願いたいというふう

に思います。

〇議長（黒井 徹議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 先ほど来電気料金の値上

げに係って議員から御質問がありますが、再生可

能エネルギーの話もありました。再生可能エネル

ギーも地域の振興策として地域資源を有効に生か

すために、持続可能な地域の発展のためにこれは

取り組んでいかなければならない。一方で、再生

可能エネルギーを大きく進めていくことは、皆さ

んも御承知のとおり電気料金にはね返ってくると

いうことで、再生可能エネルギーの負担分という

ことでそれぞれ皆さん料金を徴収されているとい

うふうに思いますけれども、電気代が少しずつ高

くなってきているということもございます。加え

まして議員もお話しのとおり、原発の問題もあっ

たということであります。これは、北電さんの問

題もしっかりと追及していく必要あろうかと思い

ますけれども、一方でやはり国の施策によっても

相当動かされてきているということもあろうかな

というふうに思います。ここは、しっかりと注意

深く国の施策、動向を見きわめながら、現状にお

いては市民の皆さんの、あるいは住まれていらっ

しゃる、これから住まわれるであろう皆さんたち

のアンケート等も聴取をしながら、また値段のこ

とも横目でにらみながら、今のところはオール電

化ということで今の北斗団地については進んでい

ることでありますけれども、今後このような状況

がずっと続くようなことであれば、これは再検討

もしなければならないというふうに考えていまし

て、いずれにしても国の動向をしっかりと見きわ

めて逐次対応してまいりたい、このように考えて

おります。

〇議長（黒井 徹議員） 竹中議員。

〇５番（竹中憲之議員） そのように進めていた

だければというふうに思いますが、まだまだ中身

が私との溝は深いのでありまして、今後もう少し

議論をさせていただければというふうに思います。

最後に、時間ありませんから、１点だけちょっ

と忘れておりまして、特別支援教育にかかわって、

小学校やっていますが、特別支援員のあり方につ

いて、中学校に配置をされていないというふうに

思うのですが、道北では何市か中学校に特別支援

員配置をされているというふうにお聞きをしてい

ますので、小学校から中学校に上がって、その子

供たちが中学校に上がったからといって特別支援

教育必要ないというわけではないというふうに思

っていますので、あるいはそことのつながりも含

めて今後名寄市として中学校に特別支援員の配置

の考え方があるかどうかだけお聞きして、私の質

問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま特別支援員

の中学校への配置についての考え方についてお話

がありました。最近小学校から特別支援教育支援

員の増員要望が多くなってきまして、ここ二、三

年３名から４名ずつふえてきまして、現在６つの

小学校に１７名の配置をしているところでありま

す。このような状況を踏まえていくと、中学校か

らも今後支援員の要望等の話も出される状況にあ

るかなというふうに考えているところであります。

全道的な部分でいけば、ことしの５月の状況でい

えば中学校で４ 数％の学校に配置がされている

というような報告も出されています。小学校は６

８％だと思いますが、そういった状況も踏まえ

ますと、今後学校の状況等も踏まえながら、協議

をしながら教育委員会としても中学校への配置に

ついても対応を考えていきたいというふうに思っ

ていますので、御理解お願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で竹中憲之議員の

質問を終わります。

１５時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ３時００分
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再開 午後 ３時１２分

〇議長（黒井 徹議員） 休憩前に引き続き会議

を開きます。

名寄振興公社、なよろ温泉サンピラーの今後の

改善、推進について外１件を、佐々木寿議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） ただいま議長より

御指名と発言の許しを得ましたので、通告に従い

質問してまいります。

まず、第１点目は、名寄振興公社、なよろ温泉

サンピラーの今後の改善、推進について伺います。

初めに、改善事項と今後の方向性について伺いま

す。なよろ温泉サンピラーは、本市のまちづくり

に大きく貢献してまいりましたが、２５年度はボ

イラー更新に伴う営業休止等によって営業収益減

に大きく影響し、２４年度までの同温泉の経営が

名寄振興公社の累積欠損金をさらに増加させ、資

本金を取り崩すこととなり、同公社が債務超過寸

前の経営状況となりました。そこで、改善事項と

今後の方向性について伺います。

次に、今後の関与のあり方について伺います。

近年は、長引く景気低迷に加え、燃料や食材費な

どの高騰に伴って厳しい経営が続き、利用者、売

り上げともに将来は不透明であり、また施設、装

備の老朽化による修繕の取り扱いなど将来に課題

を抱えております。しかしながら、観光振興、交

流人口の拡大などに重要な役割を担っていること

から、効率的な管理運営に努め、健全経営を期待

するところです。そのためには、これまで以上に

行政との連携が不可欠であります。そこで、今後

の経営状況の把握、点検、評価機能、改善事項が

生起したときの早期対策、公表のあり方はどのよ

うにかかわっていくのか伺います。

２点目は、高齢者支援対策について伺います。

高齢者就労支援について伺います。高齢化最先進

国日本は、３人に１人が６５歳以上の超高齢化社

会が到来しつつあります。人生９０年時代、複数

のキャリアを積み重ねる人生多毛作が可能な時代

を推奨し、超高齢長寿社会にふさわしい社会シス

テム及び個人の生き方の見直しが必要だといいま

す。社会の持続性確保のためには、労働力、社会

保障財政、経済成長の維持、好転のために高齢者

雇用拡大が必須となると言われています。ひいて

は、高齢者は生産者、労働者に、納税に、そして

働いて健康増進、医療費削減に、さらに高齢者は

積極的な消費者となります。高年齢者が健康で意

欲と能力のある限り、年齢にかかわりなく働き続

けることができる社会の実現を目指す高年齢者雇

用安定法も制定されました。これからは、少子高

齢化の急速な進展に伴い、若年労働力の減少が見

込まれる中で、経済社会の活力が維持していくた

めには高齢者の豊かな知識と経験を活用していく

ことが求められております。しかしながら、現実

的には一定の収入を得られる安定的な就業を望む

高齢者にとっては、一般的なシルバー人材センタ

ーによる臨時的、短期的な軽作業の求人が沿わな

いために、ミスマッチが大きな課題となっており

ます。これらで扱っていなかった職種や常用雇用

など高齢者ニーズに応じた職業紹介や仲介、就労

相談等一歩踏み込んだ総合相談窓口のような高齢

者の就労を後押しする機能が求められております

が、見解を伺いたいと思います。

次に、難聴者支援について伺います。現在身体

障害者手帳の交付対象になる国内の聴覚障害者数

は約３６万人となっており、非常に大きな声か補

聴器を使えば聞き取れる程度の聴力レベルが７０

デシベル以上の人々となっています。高齢社会の

到来で難聴者が着実にふえてきているといいます。

国際医療福祉大学病院耳鼻咽喉科の中川教授によ

ると、国内の推定難聴者数は ９９４万人と推計

され、６５歳以上の４人に１人は補聴器が必要な

難聴と言われておりますが、実際に補聴器をつけ

ている人は必要な人の半分にも満たない現状とな

っているということであります。補聴器は、一般

に価格が高価なことも事実で、そのため障害者手

帳の保持者向けに設けられている国の助成制度に
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加え、国の基準では補聴器の購入に補助金が出な

かった比較的軽い難聴者に独自の助成制度を設け

る自治体がふえているということもあります。当

市の支援に対する見解を伺います。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 佐々木議員から

は、大項目２点について御質問をいただきました。

大項目１及び大項目の２、小項目１、高齢者就労

支援については私から、小項目２、難聴者支援対

策については健康福祉部長からの答弁となります

ので、よろしくお願いをいたします。

大項目１、名寄振興公社、なよろ温泉サンピラ

ーの今後の改善、推進について、小項目１、改善

事項と今後の方向性についてお答えいたします。

まず初めに、公社が市に納めてきた温泉施設利用

料について御説明いたします。公社は、平成９年

のリニューアル後、近隣市町村の他の同様施設と

は異なり、平成１０年度から２４年度まで施設利

用料を納めております。その総額は２億円を超え、

当時の市の厳しい財政状況に少なからず寄与して

きた一方で、公社として内部留保されておらず、

現在の厳しい経営状況の一因となっているものと

認識しております。そのような状況を踏まえ、公

社におきましては平成２５年５月になよろ温泉サ

ンピラー経営改善計画を策定し、利用促進策、原

価率低減策、人件費や燃料費等の経費縮減策など

を進めております。これまでに宿泊ネット予約シ

ステムを構築し、一定程度の利用実績を得たほか、

仕入れ方法や単価等を見直すことで原価率低減を

図っております。さらに、社員給与の削減やボイ

ラー更新工事により可能となった集中制御による

消費燃料の削減などを実施してきたところであり

ます。今後の方向性につきましては、道及び市か

らの指定管理料による施設の適切な管理運営に努

めるほか、スキー場及び温泉についてはさらなる

利用促進、原価率低減、経費削減といった経営改

善計画の着実な遂行により経営安定化を強く促し

てまいります。

続きまして、小項目２、今後の関与のあり方に

ついてお答えをいたします。経営状況につきまし

ては、本年７月時点で主に工事関係者の宿泊数が

増加したことや営業活動の強化によるパークゴル

フパックの利用者が増加したことなどから、指定

管理料収入も含め損益で昨年度を上回っておりま

す。

点検、評価については、まず一義的には公社自

身が判断するものと考えておりますが、毎月行わ

れる公社の営業会議には営業戦略課もオブザーバ

ーとして参加をしており、改善事項が発生した場

合には財政課や理事者とも協議して早期対策を図

ってまいります。

公表につきましては、定期株主総会での前年度

事業報告の公表を受け、議会においても議員協議

会の場で御審議いただいております。

続きまして、大項目２、高齢者支援対策につい

て、小項目１、高齢者就労支援についてお答えい

たします。高齢者の雇用の現状につきましては、

高年齢者雇用安定法の中で５５歳以上の者を高年

齢者と位置づけ、ハローワークなよろ管内におい

ても従業員３１人以上規模の企業に対して高年齢

者雇用確保措置等の実施状況について調査を行っ

ています。この高年齢者雇用確保措置とは、６５

歳未満の定年を定めている事業所が雇用する高年

齢者の６５歳までの安定した雇用確保のため、定

年の定めの廃止、定年の引き上げ、継続雇用制度

の導入のいずれかの措置を行うことをいい、高年

齢者雇用安定法の中で定めています。昨年行いま

した調査の結果として、６１企業からの回答のう

ち高年齢者雇用確保措置を実施している企業の割

合は前年度比 １ポイント上昇の１００％となり

ました。この企業のうち希望者全員が６５歳以上

まで働ける企業の割合は７ ８％、７０歳以上ま

で働ける企業の割合は２３％でした。また、本市

でも隔年ごとに労働状況実態調査として市内の従

業員５人以上の事業所に対して調査をしており、
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前回調査した平成２４年度の定年再雇用制度に関

する回答として定年制度を実施している事業所が

全体の８ ５％で、そのうち定年退職者の再雇用

制度を実施している事業所が７ ４％という結果

でした。ハローワークなよろとしても高年齢者雇

用確保措置が未実施である企業を把握した場合は、

個別指導を強力に実施することとしており、本市

としても少子高齢化の進行、近年における労働力

不足などを踏まえ、国が目指している年齢にかか

わりなく働ける社会の実現に向け関係機関と連携

して取り組んでまいります。

一方、求職、就職状況としてハローワークなよ

ろが発表しています本年４月末における４５歳以

上の中高年齢者の有効求職者数が５５６名で、前

年同月と比較すると １％減少していますが、就

職件数も４３名と前年同月比３ ７％減少してい

ます。これは、建設、医療専門技術者、ホームヘ

ルパー等のサービス業、農業、建設作業員の職種

が人手不足であるため、それらに係る求人数は維

持されてはいますが、中高年齢者に限らず求職者

の希望と求人業種との間にミスマッチが起きてい

ることから、就職者数が向上せず、依然として人

材不足も解消されていない状況です。これらの問

題については、地元企業の理解と協力がなければ

改善に向かっていかないことから、引き続き関係

機関と連携を図り、要請活動を含めた対策を検討

してまいります。

以上、私からの答弁といたします。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２の高齢者支援対策について、小項目２の難聴

者支援対策について申し上げます。

名寄市で身体障害者手帳を所有している方は、

平成２６年３月現在で ４８１人、そのうち聴覚

または平衡機能障害の方は１４９人、うち補聴器

を補装具として平成２３年度から２５年度で給付

された方は難聴児で１人、難聴者で６７人となっ

ております。身体障害者福祉法では、現在両耳の

聴力が７０デシベル以上の高度難聴のうち補聴器

の使用が必要と認められた身体障害児や身体障害

者に限られておりますが、これら難聴児や難聴者

にとって補聴器の使用はコミュニケーションを形

成する際に有効であることは議員御指摘のとおり

です。

難聴児のスクリーニングにつきましては、新生

児の家庭訪問や３歳児健診、就学時健診において

実施しており、軽度、中等度難聴児の市内の小学

校の状況につきましては、入学時の就学時健診や

入学後に毎年行われる内科検診の際にオージオメ

ーターを使って聴力検査が行われております。聞

こえに心配のある児童がいた場合には、個別に相

談し、座席を前にするなど配慮している状況にあ

ります。

高齢者においての難聴は、加齢性難聴と呼ばれ、

多くの方は高音域から聞こえづらくなると同時に、

本人が自覚していない場合が多く、本人よりも周

りが先に気づくことが多いようです。難聴の方に

対しましては、さまざまな配慮が必要となるとこ

ろですが、本市におきましては高齢介護課と地域

包括支援センターに大声を出さなくても聞き取り

がしやすい自助具や筆談用の小型ホワイトボード

を配置し、来庁者や必要に応じて訪問時にも活用

しているほか、相談室等も利用しているところで

す。高齢者に多い認知症は、病気やストレスなど

さまざまな要素がありますので、難聴により仮に

社会的な活動が減少することになれば認知症の要

因になることも考えられるところです。

身体障害者手帳の対象とならない軽度、中等度

の難聴児に対しまして、北海道以外の３０の都府

県や道内では十勝管内の９市町村において助成事

業が行われており、北海道の調査においては道内

の当該児が約６３０人と推計されているところで

す。本市におきましても数名の当該児がいると推

計されているところです。高齢者に対しての助成

については、私どもの独自の調査となりますが、

全国で２２の都府県や市町村で実施されており、
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道内では北見市のみが助成を行っているところで

す。補聴器の使用は、難聴児の円滑な言語発達、

社会性の向上、学習機会の確保などが図られ、健

全な育成につながるものであり、また高齢者の使

用も聞こえを補助する用具として有効な器具と考

えております。名寄市といたしましては、本市独

自での助成は財政負担上困難と考えますが、国や

北海道に対しまして難聴児や難聴者の補聴器購入

の助成制度の創設について、市長会等を通じ強く

働きかけてまいりたいと考えておりますので、御

理解をお願いします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 御答弁をいただき

ました。再質問させていただきます。

まず、なよろ温泉サンピラーにつきまして再質

問をさせていただきますが、これにつきましては

できれば担当の副市長に御答弁をいただきたいな

というふうに考えています。まず、基本的な考え

で、今経営悪化の状況から立ち直らせるためには

施設一丸となって取り組まなければならないとい

うことはもちろんです。これは、やっぱり管理者

がサービス向上と改善のための情報収集を行いな

がら、効率的な管理運営、あるいは健全な経営に

努めなければならないということは承知でござい

ますが、これはトップから末端まで全員の意欲と

認識が図られていなければ進まないと私は考えて

おりますが、どのように確認をされているのか伺

いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 佐々木議員から担当副

市長ということでの御指名いただきましたので、

再質問につきましては私のほうからお答えをさせ

ていただきたいと思います。

まさに公社経営そのものは、市の第三セクター

で対応しているということでありますので、三セ

クの設置の原点は市の行政の機能と、それから民

間のいわゆる機能、役割をしっかりと連動させて

ということでありますので、この観点に立ちます

と公社経営そのものが市の財政を揺るがすという

ことにもならないだろうということで、議員御指

摘のとおり健全経営に向けては必須の課題という

ふうに受けとめているところであります。公社の

職員、従業員に対しましては、あらゆる場面で営

業戦略課の職員、さらには私の兼職ということも

含めて一丸で対応しようということで、営業戦略

室長のほうからの答弁にもありましたが、経営改

善計画のもとでしっかりと対応していくというこ

とで、これは全社員、全従業員一丸となって目下

取り組んでいるということでありますので、その

点については御理解をいただきたいと思います。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 意思を確認させて

いただきました。一丸となっていかなければ本当

に進まないな、こういうふうに思います。

そこで、設置者として責任を適切に果たしてい

くためには、やはり指定者として経営状況がしっ

かりとなっているのか、あるいはどういうふうに

評価するというのは非常に大切なことだと考えて

おりまして、モニタリング評価について伺いたい

と思いますけれども、当然振興公社のモニタリン

グ評価についてはやっていると推測するわけであ

りますけれども、その中の全体として振興公社の

モニタリングはやっているかもしれませんが、温

泉施設としてのモニタリング評価、これは可能な

のか。もし可能であれば住民や、あるいは利用者

あるいは有識者の第三者を交えたモニタリングあ

るいは評価を主体的にするべきだなというふうに

思っておりまして、これは行政による指定管理者

制度の運用と、それから指定管理者の業務の双方

を監視するという意味では改善を求めるのには可

能だと。非常に有効なのではないかなというふう

に考えているわけでありまして、これについては

どのようなお考えを持っておりましょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。
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〇副市長（久保和幸君） モニタリング、さらに

は市民からの評価ということも含めた中でのそう

いう反映をしっかりと公社経営の中ですべきでは

ないかという、そういう視点での御質問かと思い

ますが、適宜公社のほうでは利用者の意見に耳を

傾けて対応しているということと昨年については

総務省の経営診断をいただいて、その中での経営

改善等々の一定の御指導をいただいたということ

でありますし、先ほども申し上げましたが、適宜

市民、利用者の意見については意見箱等を設けな

がら意見をいただいて、それを市が管理している

施設でありますので、公社のほうで必要に応じた

改修、さらにはその他の改善等については市の担

当部局としっかりと協議をさせていただきながら

これまで進めてきたということでありますし、今

後もそういう対応をしていきたいというふうに考

えておりますので、先ほども御質問の中でしっか

りした連携が必要ではないかということを前提に

お話しされましたので、そこは佐々木議員御指摘

のとおり公社と市のしっかりした連携を密にしな

がら、今後とも市民の声に応えていくというふう

にさせていただきたいと思っているところであり

ます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 今市民からの例え

ば意見を聴取するということだったのですけれど

も、市民の意見するの、目安箱か何かあるのだと

思いますけれども、それに対する回答といいます

か、そういう部分についてはどのような感じでや

っているのでしょうか。それについては、やはり

それに関するような資料とか、そういう根拠のも

のをしっかりとお知らせしなければいかぬという

部分があると思いますけれども、その辺はどうな

のですか。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 市民の声なり利用者の

声を公社として受けとめて、行政のほうに報告を

いただいているというスタイルでありますけれど

も、市民の関心事という点では公社経営、さらに

なよろ温泉の管理の部分についても関心の強い事

項だというふうに思いますので、その点について

は担当部局とも調整をしながら、必要な事項につ

いては市民周知をさせていただくのがよろしいか

なというふうに現段階では考えているところであ

ります。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） ちょっと前にも改

修、修繕の要望が市民のほうからも出ているとい

うことなのですけれども、改修あるいは修繕の費

用というのは指定管理料以外の費用の支出なわけ

でありますけれども、これは修繕費に関して１件

何万円ぐらいまでは指定管理者が負担するという

ことになっているのでしょうか。

〇議長（黒井 徹議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいまの修繕

の関係でありますけれども、これにつきましては

指定管理者基本協定におきまして財産の維持、修

繕に要する費用は公社負担というふうになってお

りますけれども、通常の維持管理の範疇を著しく

超える場合につきましては双方協議となっており

まして、指定管理者の責めに帰すべき事由のもの

を除きまして１件２０万円を基準としております。

そういったことで大きな経費を要するものにつき

ましては、予算にもかかわってくるものでありま

すので、事前に連絡をいただいたりということで、

事前に協議をさせていただいております。

以上です。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） すると、これは金

額的な区分で２０万円が限度だということなので

すね。これは、実際には本当にコストと投資の区

分が必要なのではないかなと思っておりまして、

本来であれば効果が長年にわたって生ずるものに

ついては投資、そして投資としてもちろん行政が

負担すると。そうでないもののコストについては

指定管理者が負担すべきだというふうな考えを私
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は持っているのですけれども、設置者としての行

政の責任を果たすには、やはりコストと投資の考

え方、それに基づいてリスクの分担で行ったほう

がいいのではないかというふうに考えているので

すけれども、その辺の考え方はどうなのでしょう

か。

〇議長（黒井 徹議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 先ほど営業戦略室長の

ほうからお答えを申し上げました指定管理料の中

での修繕等の対応の上限２０万円というお話であ

りましたが、このことにつきましては通常の修繕、

営繕を含めた修繕ということで、管理する上で相

当出てくるだろうと思われるところの範疇という

ふうに考えていただければと思うのですが、佐々

木議員もおっしゃっているようにコストというの

は２０万円という意味だというふうに思うのです

が、そういうふうに伺っていいですか。

〇１２番（佐々木 寿議員） 一連のものをやっ

たら、細切れにやったらコストがこうやってかか

るのではないかと。

〇副市長（久保和幸君） わかりました。大変申

しわけございません。２０万円というくくりの中

で、それを小破でやるよりもまとめて一定の効果

を上げる修繕なり改修……改修までいかないです

ね。修繕をしたほうが投資効率は上がるのではな

いかという考え方だというふうに承ったのですが、

その考え方についても今後の指定管理のあり方に

大きく関係する内容になりますので、明言は避け

ますけれども、そういう考え方もあるのかなとい

うところを検討させていただきたいというふうに

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） そういう観点に立

ってやったほうがすっきりするのではないのかな

というふうに考えておりまして、ぜひ検討してい

ただきたいなと思います。

それで、一番の問題になっているのは、１回目

の質問にありましたように指定管理者の管理運営

が困難になった場合、これの対応というのはやっ

ぱりしっかりと考えていなかったのではないのか

なというふうに思いますけれども、今後これはど

ういうふうに対応されていくかと検討はされてい

るのでしょうか。それと、やはり今後施設建設か

ら一定の期間がたって、先ほど言いましたように

相当数年度が進んでいまして、多額の修繕費や改

修費がかかるのだろうというのが明確であります。

そして、私の考えですけれども、大規模改修に伴

っての施設の営業休止をせざるを得ないという、

こういうリスクが想定される場合はやはり施設の

設置者である行政が負担すべきだというふうな考

えを持っておりますけれども、これについての考

え方はどういうふうな見解でいるのか伺いたいと

思います。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 最近の振興公社のこ

こ二、三年の経営がよろしくないので、いろいろ

市民の皆さんやら議員の皆さん方にも御心配いた

だいていますけれども、昭和４０年代の前半にお

きましては名寄市の施策としてジャンプ台をつく

ったり、スキー場を開発するという一つの大きな

政策目的を持っておりまして、そのときにピヤシ

リロッジというのをつくったと。それを振興公社

のほうに管理委託をさせると、そういう経過がご

ざいました。それで、施設の設置者については名

寄市と。管理運営については振興公社にお願いを

すると。スキー場については、平成１８年から指

定管理料という形で ０００万円超えるか、その

ぐらいのお金をお支払いしているのですけれども、

サンピラー温泉につきましては平成９年から収益

上がりまして、１０年には ６００万円ぐらい、

そのうち ０００万円ぐらい委託料を引っ張って

二千五、六百万円ぐらい差し引きの利用料が徴収

できる状況になりましたので、徴収したという経

過があります。もともと旧風連町も近隣の町村が

抱える公共温泉、それらにつきましては場所がち

ょっとまちの外れにあったり、それから宿泊施設
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がまちの中に十分ないということも含めて、なか

なか採算にペイをしないと。そういう状況の中で

建物は市町村がつくってあげて、赤字を出さない

ようにできるだけ努力してもらうのだけれども、

不足する分については委託料、現行では指定管理

料という形で若干お金を払ってもらいながら運営

をしていただいているというのが状況かと思いま

す。参考までに、士別の翠月さんにつきましては

平成１０年からオープンをしているそうです。こ

こについては、委託料は市からもらっていません

けれども、利用料も市に払っていません。これま

でずっと健全経営できたのですけれども、２４で

８００万円、２５で４００万円、それでももう少

し過去の利益剰余金を残しておきまして運営に使

えるお金が内部留保されているのであります。

ちょっと名寄市のことで申しわけないのですけ

れども、平成９年に建物は全部市が起債を使って

リニューアルをしまして、管理運営を振興公社の

ほうにお願いをしました。ちょうどそのときは、

アルペン関係につきましては北海道スキー連盟か

ら毎年のようにさまざまな大会が来たり、それか

ら東京なよろ会の皆さん方の来訪もあったり、そ

れから観光とか、民間の方々の利用もありました

ので、先ほど言ったように相当大きな金額の収益

が上がったものにつきまして、平成１２年ごろに

つきましては公債費負担適正化計画、１３年から

は短大の４大化、そういうこともありまして、行

革を一生懸命やりながら自主財源の確保に努める

という、こういう時代背景もあったもので、先ほ

ど常本室長から説明ありましたように、平成１０

年から２４年まで約２億円を超えるお金という話

ありましたけれども、正式には２億 ４００万円

です。そこから約 ０００万円ぐらい委託料等を、

この委託料というのは施設を持っているとそこを

管理するための管理人さんの報酬等でそういうお

金を払っておりましたので、実質１億 ０００万

円の利用料を名寄市のほうに納付させていただい

たということであります。この辺の部分が御意見

いろいろ議員、市民の皆さん、私どもで若干意見

が分かれるかもしれませんけれども、もし仮に内

部留保を一部でもさせておけば果たしてどうだっ

たのかという、こういう問題もあろうかと思いま

す。

それから、先ほど久保副市長が言いましたよう

に、総務省のこういう第三セクターの管理の関係

について明らかにここ二、三年についてはバッテ

ンマークです。当然議員の皆さん方おっしゃるよ

うに、しっかりとした経営改善はしなさいという

ことは総務省からも言われていますので、それに

ついてはしっかり対応したいなと思いますけれど

も、先ほどの建物については市が設置をして、大

規模改修についても市がやって、小破修繕につい

ては管理をしていただいている振興公社が、第三

セクターにやってもらうと。こういうのが大きな

流れでありますので、その辺しっかり区分分けに

なっておりますので、この辺について御理解をお

願いしていただければなというふうに思っていま

す。

なお、今言ったような他の市町村の公共温泉の

あり方と名寄市の公共温泉のあり方については、

赤字を出さない運営ができれば本当は一番いいの

ですけれども、なかなか地理的な状況であるとか、

地域の経済状況なんかも含めて、これについては

いろんな御意見があろうかと思いますので、この

辺は２５年度決算委員会という場も設けられてお

りますので、改めてその機会も通じましてもう少

し詳細にお伝えしたいなと思っております。今後

の経営の関係につきましては、久保副市長が社長

をやっておりますので、担当のほうからの答弁と

いう形にさせていただきますので、全体の交通整

理だけ、済みません。よろしくお願いします。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 理解をいたしまし

た。

今やはり指定管理料の問題、あるいは施設利用

料の問題、これは本当に今後しっかり検討しなけ
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ればいかぬなというふうに考えておりますけれど

も、なよろ温泉は日進地区の再整備構想の中の本

当に重要な役割をされるという位置づけになって

おりますので、指定管理料ですと余りこの施設と

いうか、これは独立採算によって行っているわけ

でして、あと施設利用料でも普通の利用料の納め

方とは違った形で納めているわけですけれども、

今後指定管理料とか、あるいは施設の利用料、こ

れは抜本的な見直しが必要なのではないかという

ふうに私は考えているのですけれども、その辺に

ついての御見解があれば伺いたいと思いますが。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） ちょっと議論しても

らう前に参考になるかなというふうに思うのです

が、上川管内で旭山動物園に近くて「じゃらん」

なんかの雑誌にも出る、名前は言いませんけれど

も、町営のホテルがあります。そこのところの年

間の指定管理料は８００万円だそうです。先ほど

の名寄市の言った金額につきましては、最高で引

き算しても二千五、六百万円ぐらいという部分も

ありましたので、指定管理料を払う前にまず利用

料を納めているということに対して相当経営に対

して足を引っ張っているのかなという、こんなよ

うな状況がありますので、参考までにお隣のびふ

か温泉さんは平成１０年ごろから４年間にわたっ

て都合 ０００万円の利用料を払っています。そ

のときも指定管理料については、今は公園と一体

となっていますので、温泉プラス公園で指定管理

料をいただいていると、こういう状況であります

ので、どこも多分経営的には苦しいということな

ので、指定管理料をお支払いになっているのか、

この辺がいかほどかについては、またいろんな計

算なり持っている経営の資力というか、この辺に

ついて考えていかなければならないかなと思いま

す。そういう面で見ると、利用料のあり方と、そ

れから指定管理料についてはそれぞれ施設の持っ

ている規模であるとか、例えばうちはスキー場を

中心としたサンピラー温泉ということもあります

ので、その辺の用途の考え方等についても十分検

討していかなければならないのかなと、こんなふ

うに考えています。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 何せ重要な施設だ

と私は思っておりますので、これから本当にしっ

かりとしたそういう前向きな考えで検討していた

だきたいと、こういうふうに求めておきたいと思

います。

それでは次に、高齢者就労につきまして伺いた

いと思いますけれども、１点だけお伺いしたいと

思います。高齢者、先ほど冒頭に質問したのはフ

ルタイムでやりたいということを御質問したわけ

ですけれども、まずきっかけとしてはフルタイム

ではなくても、本当に短時間でもそれに働き方を

求めながら、最後には何とかそういう働くという

ことに対しての意欲を盛り上げるためには、今名

寄に高齢者事業センターありますけれども、これ

と連携をしながら進めていくことはできないのか

なというふうに考えていますけれども、その辺の

お考えがあれば伺いたいと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほど御質問に

ありましたシルバー人材センターは、高年齢者等

の雇用の安定等に関する法律に定められた法人格

を有する団体でありまして、本市におきましては

今議員おっしゃったとおり法人格を有しない、い

わゆる高齢者事業団ということでございまして、

名寄地区と風連地区に２カ所ございます。それぞ

れ会員をその団体でみずから募っていただいてお

りまして、自主的運営がなされているところでご

ざいます。高齢者の生きがい対策として、また高

齢者の短期的な仕事ができる場として、地域に御

貢献をいただいております。今後これら高齢者事

業団と連携をしながら、高齢者の方の短時間の生

きがいを持った仕事の創設等については十分考え

てまいりたいと思っております。

以上です。
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〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） 私も実際の話をし

ますと、自衛隊のＯＢで組織をする隊友会のほう

にも高齢者の事業センターのほうから今は人員が

何か少ないということで、いないかということで、

御紹介願いたいというふうなお知らせもありまし

た。これから我々のＯＢもまだまだ元気なところ

がありまして、まちの方も民間の方も当然同じよ

うな環境にあるのだと思います。これは、働く喜

びと、働いていると先ほども言いましたように健

康であるから働けるのでありまして、そうすると

医療費も少なくなるというふうな部分もついてま

いりますし、冒頭に申し上げましたように消費も

拡大するというふうなことにもなると思いますの

で、ぜひしっかりと連携していただきたいなとい

うふうに思います。

それでは最後に、難聴者支援対策ですけれども、

先ほどの答弁はわかりました。それで最後に、さ

っき包括センターのことについてはお話を伺いま

したけれども、行政の窓口に対する対応というの

は今後しっかりとやってもらいたいなというふう

に思っていますけれども、これについてはどうい

うふうに、何か具体的に進めていくことがあれば

答弁をいただきたいなと思います。

〇議長（黒井 徹議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 高齢者の方への

対応につきましては、先ほど申し上げましたが、

中途失聴ですとか、難聴者の方々については手話

をコミュニケーションの手段とされていない方が

おりますので、そういった場合は来庁者が窓口に

来られた際は平易な言葉で説明をさせていただい

たり、また筆談をするなどの対応をとっておりま

す。また、説明の声を聞きやすくするために個室

でお話をするような対応をとらせていただいてお

ります。また、完全に耳が聞こえない聾の方など

が来られた場合は、手話での対応につきましては

聴覚障害者協力員派遣事業において手話通訳者や、

また要約筆記者を派遣をしておりまして、同伴の

上来庁される場合もございますけれども、市役所

にも健康福祉部の職員を初めといたしまして手話

奉仕員の養成講座を修了した職員もございますの

で、例えば１階の案内窓口等にそういった方がお

見えになった場合は連絡をもらって担当者がお迎

えに行くというような対応をとらせていただいて

おります。また、今年度からではありますけれど

も、職員の提案ゼロ予算事業といたしまして、職

場における手話の普及も少しずつではありますが、

図らせていただいているところであります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 佐々木議員。

〇１２番（佐々木 寿議員） しっかりと丁寧に

御対応していただきたいと、こういうふうに思い

ます。

以上で私の質問を終わります。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で佐々木寿議員の

質問を終わります。

補足ということで、中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 済みません。先

ほど竹中議員のオール電化の住宅率の関係で御質

問がございまして、私４団地で１０７戸というふ

うに申し上げましたが、東光団地、シルバー団地

なのですが、一部灯油、給湯器については電気で

はないということなものですから、３団地の９２

戸になります。それで、２６年度の公営住宅全体

が９６９戸ですので、オール電化の率というのは

４％になります。

以上でございます。

〇議長（黒井 徹議員） 以上のように答弁を変

更させていただきたいということです。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で本日の日程は全

て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時００分



－99－

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 熊 谷 吉 正

署名議員 駒 津 喜 一

平成２６年９月１６日（火曜日）第３回９月定例会・第２号
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１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

１．出席議員（１８名）

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（２名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇副議長（佐藤 勝議員） 本日の会議に１６番、

植松正一議員から欠席の届け出が出ております。

また、黒井議長からも欠席の届け出が出ていま

すので、地方自治法第１０６条第１項の規定に基

づき副議長の私が議長の職務をとらせていただき

ますので、皆様の御協力をよろしくお願いをいた

します。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

７番 奥 村 英 俊 議員

１２番 佐々木 寿 議員

を指名いたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日程第２ これより

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

災害時における市民対応について外２件を、高

野美枝子議員。

〇２番（高野美枝子議員） 皆様、おはようござ

います。ただいま議長から指名がありましたので、

大項目３件について通告に沿いまして質問させて

いただきます。

初めに、災害時における市民対応についてお伺

いいたします。今なお全国各地でゲリラ豪雨の恐

怖にさらされています。今回の災害で亡くなられ

た方、また被災された方々に心よりお見舞いを申

し上げる次第でございます。

名寄市では、８月に２回の大雨による災害があ

りました。ほとんどの市民の方が初めての経験と

お話しされる未曽有の災害でした。雨が降るたび

に災害が心配で、憂鬱な気分になりますと市民の

方から切実な声をいただきます。

そこで、避難行動要支援者に対する対応につい

て、特に災害時の高齢者、障害者、幼児、女性に

対する対応についてお伺いいたします。

それを受けて、今後のあり方についてお伺いい

たします。

次に、今回の豪雨により大変な恐怖を私たちは

経験いたしました。それと同時に、市内に放置さ

れている空き家への浸水、壁が剥がれたり、屋根

が飛ばされたりはしないかと心配した方も多かっ

たのではないでしょうか。雨の多い年は雪も多い

と言われています。今回の雨が雪だったら、家屋

の倒壊も予想されるところです。そんな冬がもう

すぐそこまで来ています。大雪には、昨日初雪が

降りました。

そこで、名寄市における空き家対策についてお

伺いいたします。私たち会派は、７月に空き家条

例に沿って対策を進めている長崎市と佐賀県多久

市を視察し、研修してまいりました。今国会でも

動きがあり、それを受けて名寄市として対策をと

るとのことですが、早期解決に向けて一日でも早

く手を打つべきときにあるのではないかと考えま

す。早期に対応することにより、まだまだ使える

住宅については空き家バンクの登録をしていただ

き、市営住宅に何度応募しても入居できない方や

市外から名寄市に来られる方に使っていただく、

また定住促進とあわせて取り組みについてお伺い

いたします。

３番目に、名寄市の子供、子育て支援について

お伺いいたします。女性が輝く時代を目指す現政

権は、女性の就労を奨励していますが、女性が活

躍するためにはまず保育所と学童の整備が絶対必

要です。名寄市における放課後の子供たちの対応

について、児童館と放課後児童クラブのこれまで

の経過と現状についてお伺いいたします。

また、保育所における待機児童の現状について

お伺いいたします。

以上３点についてこの場からの質問といたしま

す。
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〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） どうもおはようござ

います。ただいま高野議員からは、大項目で３点

にわたり御質問をいただきました。大項目の１に

つきましては私のほうから、大項目２のうち小項

目の１及び２につきましては市民部長から、同じ

く小項目の３につきましては営業戦略室長から、

大項目３のうち小項目の１につきましては教育部

長から、同じく小項目２につきましては健康福祉

部長からそれぞれ答弁となりますので、よろしく

お願いいたします。

それでは、大項目１、災害時における市民対応

について申し上げます。初めに、小項目の１、災

害弱者に対する対応についてでございますが、８

月４日から５日にかけての大雨では、豊栄川を初

めとする河川の増水、氾濫の危険等の影響により

まして徳田地区を中心に床上、床下浸水があり、

徳田地区、豊栄地区にそれぞれ避難勧告を発令し

たところでございます。当該地区は、過去にも水

害を経験していることから、町内会との情報交換

が多く、今回の河川増水に際しましても町内会と

して河川の監視など御協力いただいたところでご

ざいます。また、同じ河川沿いの地区におきまし

ても洪水経験のない地区と比べますと防災意識や

対応に温度差があるものと感じられますことから、

今後とも防災意識の向上に取り組んでまいりたい

と考えております。

避難勧告の市民周知につきましては、町内会長

への連絡を初め、広報車、市のホームページ、エ

フエムなよろなどのほか、関係機関による巡回や

訪問、さらに現在は携帯電話会社による緊急速報

メール等も活用しているところでございます。

８月５日の大雨に伴う避難所は、一時的な緊急

避難所としての性格から、地区からできるだけ近

いところを選定し、各避難所へは保健師の派遣も

行い、毛布、飲料水、お弁当などを配付するなど

緊急時における対応をとったところでございます。

避難所の設置状況につきましては、避難勧告では

市内７カ所に避難所を設置しまして、３３４人を

受け入れました。自主避難があったところでは３

カ所に避難所を設置しまして、１２人を受け入れ

たところでございます。なお、災害弱者に当たる

当該地区の災害時要援護者は６人で、うち入院や

旅行など当日御不在の方及び避難の必要がない方

が５人おりましたので、１名の方が避難所へ避難

されているほか、隣人が車で避難を支援した例も

ございまして、改めてコミュニティーの重要さが

示されたと考えているところでございます。

また、８月２４日の大雨に伴う市の対応といた

しましては、５日の経験から大雨や洪水を心配さ

れる方々に早期に対応したいと考え、早い時点で

自主避難の連絡を行い、徳田地区には北国博物館

を、豊栄区にはスポーツセンターを緊急避難所と

して開設準備を行い、大雨を心配される方７名が

北国博物館に避難をされました。一時的な緊急避

難所でございますので、御負担をおかけした部分

はあるかと思いますが、今回の検証を踏まえまし

て今後の対応について検討してまいりたいと考え

ております。

また、災害への平時の取り組みとして大変重要

なハザードマップにつきましては、来年度以降浸

水想定や避難所など災害弱者の方にもわかりやす

いものとして全面改定する予定でございまして、

他市のハザードマップなどを研究の上作成し、完

成後につきましては全戸への配布を予定している

ところでございます。

次に、小項目の２、今後のあり方について申し

上げます。今後の対応につきましては、市の取り

組みに係る改善はもとよりですが、自助、共助を

中心に啓発を行い、また町内会、関係機関の意見

を伺いながら自主防災組織の育成を推進してまい

ります。

災害弱者に関しましては、実際の災害時の対応

として見守り等を進める中で、避難の時間のない

とき、外に出ることが危険なとき、または避難路

がない等の場合におきましては安全な建物の２階
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へ避難するなどの垂直避難についても考慮する必

要があり、その調査研究を進め、周知を検討して

まいりたいと考えております。

また、関係機関との連携といたしましては、平

成２５年５月の災害対策基本法の改正、本年４月

１日の施行に伴いまして、今後避難行動要支援者

名簿の作成を行いまして、名寄消防署を初めとす

る関係機関と利用方法を検討、調整し、効果が発

揮されるよう進めてまいります。

次に、情報の伝達でありますが、先ほど申し上

げました町内会長への連絡を初め、各種媒体を使

った周知のほか、今後各町内会の防災ラジオの配

付も計画しておりますので、これら複数の方法に

よりまして的確な情報伝達に努めてまいります。

また、市民みずからも気象情報の認識や共助によ

る平時からの声かけ、さらには早目の行動がとれ

るよう防災意識の向上と取り組みに役立つ情報提

供を行ってまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） おはようございます。

私からは、大項目の２、空き家対策についての小

項目１と２について、小項目３は営業戦略室から

答弁させていただきます。

少子高齢化によって全国的に空き家が増加傾向

にある中、本市においても管理不全、空き家の存

在が顕在化しております。適正に管理がされてい

ない空き家が治安の低下や犯罪の発生、雑草の繁

茂やごみの不法投棄による景観の悪化など住民の

生活環境に不安を与えており、管理不全の空き家

がもたらす苦情がしばしば市に寄せられてござい

ます。本市における管理不全の空き家のケースを

見ますと、住宅所有者の死亡や転居、入院などさ

まざまな要因がございますが、主な要因として相

続に関する問題が挙げられてございます。高齢世

帯の住宅使用者の死亡により、住宅の維持管理者

が不在となった後、次世代への相続が円滑に行わ

れなかったために空き家化が進んでしまったとか、

空き家の所有者に相続人がいなかったことや相続

人が相続を放棄してしまい、空き家を管理する者

が不在となったケースもございます。また、相続

した空き家の管理責任者であるという意識が薄い

ということもありまして、実際に居住したことが

なく、遠い血縁関係にあった者から相続によって

引き継いだ住宅の場合、相続人にとってもみずか

らが管理責任者であるとの意識は持ちにくいこと

から、適正に管理がされなくなったケースもござ

います。

ほかに大きな要因として挙げられるのは、経済

的負担でございます。１つには、定期的な維持管

理に係る費用負担でありまして、空き家は放置し

ておくと物理的な傷みが生じることから、老朽化

を防ぐには定期的な維持管理を行うことが不可欠

でありますが、遠くに居住していることから屋外、

屋内の清掃、雑草の除去や家屋の破損状況の確認

などに時間的あるいは費用的な負担がかかること

により、老朽化が進む原因ともなっております。

また、空き家の除却には高額な費用がかかり、一

般的な戸建ての住宅では約１００万円から２００

万円前後の費用負担となることから、なかなか整

理がつかないといった状況がございます。ほかに

も除却の進まない理由の一つとして、除却後の固

定資産税負担の増加が挙げられます。現在住宅用

地については、固定資産税の特例措置で軽減があ

りまして、除却した場合、固定資産税が増額とな

る可能性があり、更地化が進まない理由となって

いると考えられます。

以上のようなさまざまな理由から、空き家化が

進み、管理不全の家屋が地域に問題をもたらして

おり、今後さらに適正に管理されない空き家の増

加が想定されるため、その解決に向けて行政によ

る空き家対策の取り組みが重要であると認識して

いるところでございます。このような状況から、

今以上に空き家化が進まぬよう、御指摘のように

早期に対策を講じていくことが必要であります。

そこで、老朽空き家の予防策の取り組みとして、
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空き家の早期発見と把握でございます。まずは、

対象家屋の情報収集であります。平成２５年度に

各町内会長宛てに実施した管理不全家屋の実態調

査をもとに町内会等と連携し、登記簿謄本等のデ

ータの活用も図りながら、所有者の名前や連絡先

を特定していく作業とあわせ、外観調査により実

態を把握していきたいと考えております。

次に、所有者への働きかけとして、意識の啓発

があります。管理不全になっている家屋の持ち主

は、所有者として適正に管理する義務があるとい

う意識が低い場合があるので、管理義務の責任を

認識してもらう必要から、文書等による意識啓発

を所有者に働きかけ、しっかり管理責任を認識し

てもらうまでＰＲを継続していくことも重要であ

ると考えております。

また、福祉部門との連携も必要になると考えて

おります。住宅の相続が発生する可能性が高いの

は高齢者であります。将来的に空き家化を未然に

防止しておくことが必要であり、高齢者の現状を

把握している高齢福祉部門と連携を図り、高齢者

への指導、相談の取り組みを推進していくことが

空き家化を防止する手段として有効であると考え

てございます。以上、今後の空き家対策の早期解

決に向けた取り組みについて関係部署と連携し、

進めてまいりたいと考えております。

次に、小項目の２、空き家バンクについてであ

りますが、空き家バンクとは空き家、物件情報を

市のホームページ上などで提供する仕組みのこと

を指しております。行政側が地元の方々から広報

紙やホームページなどで空き家情報を広く募集し、

移住、交流希望者向けの物件情報を収集して提供

することにより、活用可能な空き家の利用を促し

ていく施策として、人口減少に悩む過疎地を中心

に取り組まれてございます。この制度は、一般的

に不動産業者に仲介を依頼していない市内の空き

家を貸したい、あるいは売りたい所有者の方が物

件を市に登録し、市がホームページ上でその物件

情報を市内に移住や定住を希望している方や市内

在住の方に提供します。市が所有者とその物件を

利用する希望者と調整し、その後も実際の交渉を

当事者間あるいは宅建事業者の仲介で行うことに

より、空き家の有効活用を促進していくもので、

不動産の流動性を高める有効な取り組みであると

考えます。

道内において空き家バンクを開設している自治

体は、本年２月現在で小樽市や富良野市など全体

で２２市町村となっており、近年制度を導入する

自治体がふえている状況でございます。空き家バ

ンクの先駆的取り組みとして注目したいのが平成

２３年度から平成２４年度に後志地域において空

き家の有効活用と廃屋化を防ぐことを目的に後志

総合振興局が中心になり、しりべし空き家ＢＡＮ

Ｋ社会実験事業が実施されました。空き家バンク

のホームページを開設して相談対応等の業務を専

門業者に委託して事業を実施しております。その

後、実験事業が終了した後もしりべし空き家ＢＡ

ＮＫ協議会として組織活動を継続し、現在も振興

局の委託により１５市町村が加盟する広域的な空

き家バンクとして運営をしています。この取り組

みの特徴は、複数の市町村間で空き家に係る情報

を共有でき、広範囲の地区をカバーすることがで

きることであります。小規模の自治体にとっては、

空き家バンクを単独で運用するのは負担が大きく、

スケールメリットが期待しにくいとされており、

流動性を高める観点からはこのように都道府県が

関与するなどして広域的な事業スキームを整える

ことが効果的と考えるところであります。

空き家バンクについては、名寄市移住促進協議

会がホームページにおいて空き家情報を提供して

いる現状もありますが、空き家化の予防対策とし

て空き家の流動性の向上を図る観点から、有効な

対策の一つでありますので、今後とも調査研究し

てまいりたいと思います。

私からは以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項
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目２、空き家対策について、小項目３、定住促進

についてお答えいたします。

当市では、官民連携して移住促進及び地域の振

興を図るため、平成２４年４月に名寄市移住促進

協議会を設立いたしました。その取り組みの一環

として、先ほど市民部長からの答弁でも触れられ

ておりましたが、本年７月に協議会のホームペー

ジを立ち上げ、その中で協議会構成団体の不動産

業者の空き室、空き住宅情報を提供しております。

具体的には、各社とも一戸建てあるいはアパート

やマンションの部屋のタイプごとに代表的な物件

情報を提供し、より詳しい内容につきましては各

不動産業者のホームページに飛べるようにリンク

しております。したがいまして、それぞれの空き

家が不動産物件として各不動産業者が取り扱うこ

とになれば、協議会のホームページを通して当市

の移住希望者に対して情報提供できるものと考え

ております。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） おはようございます。

私から大項目３の名寄市の子供、子育て支援につ

いて、小項目１の放課後の子供たちの対応につい

て、児童館と放課後児童クラブの経過と現状につ

いてお答えをいたします。

児童館は、児童が自由に遊びに来ることができ

る施設として市内に２カ所あります。名寄地区は、

名寄市児童センター、風連地区は風連児童会館が

月曜日から土曜日の午前９時から午後５時まで開

館しており、児童厚生員が見守る中、安全な居場

所を提供するとともに、子供たちが遊びやスポー

ツ、各種行事や体験活動を通して心身の健康を増

進し、情操を豊かにするよう努めております。

放課後児童クラブは、保護者が就労等により昼

間家庭にいない児童が利用できる施設で、市内に

４カ所あり、公設は南児童クラブと風連児童クラ

ブの２カ所、民設は学童保育所コロポックルと共

同保育園どろんこはうす学童すまいるの２カ所が

あります。公設については、少子化により南小学

校に空き教室ができたことから、平成１０年に南

児童クラブを開設いたしました。また、風連地区

では昭和５０年に風連町児童会館が建設され、学

童保育充実のため、平成１０年に同会館内に児童

クラブを開設し、児童会館と児童クラブが混在し

た形態で運営をしておりました。しかし、児童館、

児童クラブ合わせて７０名以上の利用があり、国

の放課後児童クラブガイドラインの児童クラブ定

員が最大７０人までとなっていたことから、児童

クラブと児童館の登録を区分することとあわせ、

平成２２年に旧風連福祉センター解体に伴い、建

物の一部を活用して児童クラブ施設を別棟で整備

し、現在に至っております。民設につきましては、

昭和５５年当時鍵っ子と呼ばれる子供たちの健全

育成のため、市民有志により発足した児童館と学

童保育を進める会などの要望により市が名寄幼稚

園に委託し、学童保育所コロポックルを開所した

ことが始まりです。運営は、名寄幼稚園と父母が

担い、早くから障害のある児童の受け入れなどを

実施してきました。その後、平成９年には共同保

育園どろんこはうすが働く保護者と職員が一緒に

なり、ボランティア的な発想から運営を始めまし

た。開所時間については、保護者の希望により早

朝保育、延長保育、泊まり保育、休日保育を実施

しております。それぞれが運営委員会と保護者一

体となり、多様なニーズに対応した保育内容を実

施しております。

放課後児童クラブにおいては、公設と民設の違

いやそれぞれ開設に至る経緯が違い、運営形態、

保育サービスの内容などが異なり、利用料につい

ても違いが生じている状況にあります。そのこと

から、サービス内容や利用料など全て統一してい

くことは難しい状況にありますが、職員の配置、

設備、開所日数や時間など市として基準策定に向

け準備を進めているところであります。少子化に

より子供たちの人数は減少していますが、核家族

化や女性の就労の増加により共働き世帯がふえて
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いる中で、放課後児童クラブを利用する子供たち

は増加傾向にあります。現在希望すればほかの学

校区の放課後児童クラブに通うことができますが、

下校時の移動距離もあり、名寄小学校区と東小学

校区は学童保育所コロポックル、西小学校区と豊

西小学校区は共同保育園どろんこはうす学童すま

いる、南小学校区は南児童クラブ、風連中央小学

校区は風連児童クラブというように学校区に、お

およそのすみ分けとなっております。

なお、南児童クラブは学校再編による南小学校

校舎改築に伴い、平成２８年４月に南小学校敷地

内に新たに南児童クラブ専用の施設を開設するこ

ととしております。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目３の名寄市の子供、子育て支援について、小項

目２の保育所の待機児童について申し上げます。

現在名寄市内には、認可保育所として５つの施

設があり、公設保育所は南保育所定員９０人、西

保育所定員７０人、東保育所定員６０人、また民

間の施設として２つの施設があり、それぞれ定員

６０人と５０人で運営されており、定員の総数で

は３３０人となっております。認可外施設では、

民間が１施設、へき地保育所が２施設、事業所内

保育所は３施設あり、定員の総数は１８１人とな

っております。保育ニーズの受け皿といたしまし

て、市内で５１１人の児童が受け入れ可能な状況

となっております。

認可保育所の状況を説明させていただきますが、

定員総数３３０人に対しまして本年８月末現在３

４５人が入所しており、定員に対しまして１５人

の超過で運営をしております。３歳以上の幼児、

いわゆる以上児につきましては、認可基準で示さ

れているとおり、３歳児で幼児２０人に対し職員

配置は１人、４歳以上では幼児３０人に対し職員

配置が１人となっており、急なニーズがあった場

合でも柔軟に対応ができる状況にありますが、ゼ

ロ歳から２歳児、いわゆる未満児については認可

基準で示されている要件は１歳から２歳児は幼児

６人に対し職員配置１人、ゼロ歳児では乳児３人

に対し職員配置１人となっております。民間施設

では、未満児の対応についてあらかじめ想定した

人数の受け入れ状態しかとれないため、急激なニ

ーズの変化については公設の保育所が対応を行っ

てきております。現在は、入所相談件数も落ちつ

いてまいりましたが、待機児童を出さない取り組

みといたしまして、相談のあった場合には民間施

設での受け入れの確認を行い、受け入れができな

い場合は公設の保育所長が集まり、調整会議を随

時開催し、受け入れを行ってきているところです。

今後とも子供、子育ての市民ニーズに対応すべく、

公設、私立と垣根のない取り組みを進めてまいり

ます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ありがとうございま

した。

まず最初に、災害時における市民対応について、

ハザードマップのことでお答えいただきました。

私もきょうここに持ってきたのですけれども、２

３年３月にできた非常に立派なハザードマップで

ございまして、今回きのうの答弁にもございまし

たけれども、見直しをしていただけるということ

でございましたけれども、これを張っておくとこ

ろがなかなかないものですから、結局はしまい込

んでしまって、見ていないような状況の方もいら

っしゃるというふうにお聞きしました。これはこ

れでいいのですけれども、壁にちょっと張ってお

けるような、自分はどこに避難するのかなという

程度と、あとそのときに何を持っていったらいい

かとか簡単なものも、壁に画びょうでとめられる

ような、そんなものもあったらいいのかなという

ふうに思いますし、そんなに経費もかからないの

ではないかなというふうには思いますし、あとこ

こにないよろーなとかが今新しく施設としてでき
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ておりますので、非常にいいマップでございます

けれども、そういう小さいのもできたらつくって

いただきたいなというふうに思いますが、いかが

でしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今ハザードマップの

関係で、より工夫をしてわかりやすい内容にした

らいいのではないかというふうに御意見をいただ

きました。非常に貴重な御意見だというふうに思

っています。私たちも今先ほど申し上げましたよ

うに、ほかの自治体の例なども参考にしながらど

ういった形が見やすいのかということで検討して

いるところでございます。今回の既に２３年に配

ったものについても浸水の深さを色分けするなど

して、そういった工夫もしています。あるいは、

ほかのところでもこれの見方についてですとか、

そういった部分では工夫をさせていただきました

けれども、先ほど言ったように時間が経過してこ

れに載っていない避難所等もありますので、そこ

らも含めて、あるいは基準の見直し等もさせてい

ただくということでこの間答弁させていただいて

おりますけれども、それらも含めて市民の皆さん

に、特に弱者の方にもわかりやすい視点というこ

とで見直しの際については留意をしてまいりたい

と思いますので、御理解をいただければと思いま

す。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） どうぞよろしくお願

いいたします。

あと、市民の意識改革ということでしょうか。

今回の空知地方というのでしょうか、石狩地方の

災害でも７５万人の勧告が出ていても ０何％の

避難する方しかいらっしゃらないということで、

夜１時でしたか、避難勧告が出たのが。名寄の場

合も１回目の８月５日のときは午前１０時ぐらい

でしたから、働きに行っていられる方は職場にい

らしたのでしょうし、家庭に女性とか高齢者の方

が多かったように思います。そういう場合、なか

なか避難しない。自分の命は自分で守るしかない

状況の中で、私たち市民一人一人が意識改革をど

のようにしていったらいいのか、そして行政とし

てこれからは今回を受けてどのようにしていこう

としているのかお尋ねいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員が言われるよう

に、さきの石狩、胆振中心にした豪雨の際は避難

が７３万人とか出ていました。うち実際に避難所

に避難した方は５００名程度だということですの

で、非常に避難所に逃げた方は少ないというふう

に認識をしておりますけれども、たしか避難勧告

そのものについては深夜でありましたけれども、

早い時間に出されていたということで、それぞれ

が恐らく命を守る行動をとられたということで、

札幌ですから高層ビル等もありますので、高い建

物に逃げられた方もおられるのかなというふうに

思っています。ただ、ここで教訓にしなければい

けないのは、やはり夜でも災害は起こるというこ

とだと思いますので、そこの深夜でもどのような

形で情報をまず伝達できるのかについては今後も

工夫をしなければいけないと思っていますが、現

状の中でも先ほど申し上げましたように携帯を使

ったエリアメールについては、これは設定をして

いただければ夜中でも音が出て気づいていただけ

る分かと思いますし、この後予定しています防災

ラジオについてもこれは全戸ということでではあ

りませんけれども、町内会の役員さんには各町内

会３台を配付いたしていますので、これは自動的

に立ち上がるラジオでもありますので、そういっ

たもので深夜でも連絡がとれるような形を、さら

には町内会の中でもあるいは自主防災組織を立ち

上げていただいて、その中での連絡網も含めて深

夜でも連絡がとれる体制をぜひつくっていきたい

なというふうに思ってございます。

それと、今後についてでありますけれども、今

言ったようなことを行う上では当然市民の皆さん

の意識を高めていただかなければいけないという
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ことになりますので、これにつきましては私ども

広報があったり、あるいは先ほど言ったハザード

マップの配布もあったり、そういった方法もあり

ますし、町内会の役員の皆さんとは意見交換会で

すとか、あるいはまち懇の場とか、そういった市

民の皆さんとも触れ合う機会がありますので、そ

ういった機会も通じてぜひ意識の高揚に向けての

啓発等も実施してまいりたいと考えておりますの

で、御理解いただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） ありがとうございま

す。私たち自身、一人一人が意識改革をしていけ

ればいいのですけれども、なかなか情報が伝わっ

ていなくて、避難、そんなの出ていたのという高

齢者の方もいらっしゃいましたので、そこのとこ

ろはやはり重点的にお願いしたいというふうに思

っております。

今町内会との連携ということでお話ししていた

だきました。本当に困ったときは、やっぱり遠く

の親戚より近くの他人とか向こう三軒両隣とか申

しますけれども、今町内会に入会しない方も若い

方だとかいらっしゃるというふうに聞いておりま

すし、町内会の方も高齢な方がいらっしゃいまし

て、今回避難勧告が出ていて、町内会長、どうし

ますかといったときにもう休んでおられた方もい

らっしゃるというふうにもお聞きしております。

町内会とどういうふうにうまくコンタクトしてい

くかということがこれからの課題だというふうに

思いますけれども、今答えていただいたのですけ

れども、より町内会会長さん初め、町内会に住む

名寄市職員に対してもそこら辺のところどういう

ふうに指導していただけるかということをお尋ね

したいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 市民の皆さんには、

一つのチャンネルとしては先ほど申し上げたよう

に町内会が最大の連絡先になるかと思っています

ので、ここはあらゆる機会を使って意識を高めて

いただくようにお話をしたり、情報提供をしてま

いりたいと思っています。

また、先ほど言われた災害弱者の部分での高齢

者という部分では、さきにもピヤシリ大学だった

と思いますけれども、いわゆる高齢者大学の中で

担当職員を呼んでの学習会というのでしょうか、

講義なんかもありましたので、これは私どものほ

うで出前トークというのもありますので、そうい

った部分も使って、ぜひ声をかけていただければ

こちらから出かけてまいりますので、そういった

部分も含めて市民の皆さんの意識を高めてまいり

たいと思っておりますので、御理解をいただけれ

ばと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） わかりました。今回

避難所もなかなか急なことというか、私たちも備

えがなかったということで、いろいろな問題もあ

ったかと思いますけれども、今回のこの問題につ

いては名寄市だけの問題でなく、北海道、国でも

大きな問題として捉えているところでございます。

国や道に対して支援を求めるためにも国の国土強

靱化対策にのっとり、名寄市の災害対策を強化し、

毎年災害を更新することがないように、安全は守

られるという教育と能力を再三再四確認すること

が重要であると思います。今後ともどうぞよろし

くお願いいたします。

次に、空き家のほうに移っていきたいと思いま

す。これから冬を迎え、去年より多い積雪や異常

気象が心配される状況です。所有者不明家屋は、

名寄市に何軒くらいあるのでしょうか。それと、

所有者不明の家屋が倒壊した場合の対応は誰が行

うのか、またその費用についてはどうなるのかお

伺いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 先ほども答弁申し上

げたのですけれども、２５年３月に町内会のアン

ケートを実施してございまして、それが基礎とな

ってございます。それによりますと、住宅総数が
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１万７９０戸、空き家が３０５戸で、危険な家屋

が８４戸、所有者不明の空き家が４４戸というこ

とで、あくまでもアンケートで数値を押さえてい

るという経過がございますので、実態を積み上げ

ていって何戸という数字は実は手元にございませ

ん。御了承をいただきたいと思います。

費用負担ということになりますけれども、これ

は基本的に個人の財産ということになってござい

ますので、あくまでも個人の責任でということが

原則になってございます。ただ、実際問題として

所有者の方が死亡されたとかという場合は相続人

のほうに行くということで、そういう事態になっ

た場合はなかなか問題が複雑化するというのが現

状でございます。

以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 商店街で家屋が倒壊

した事例がございましたよね。あのときの費用と

いうのはどこで負担しているのでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 商店街の組合、どん

ぐり小路というか、まちの中だと思いますけれど

も、組合のほうで基本的に負担をしていただいて

いるという格好になってございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） それもやはり市の指

導が早くあれば、もしかしたら防げたのではない

かというふうに思いますが、いかがでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） なかなか相続に至る

と連絡そのものが難しいという実態がございます。

商店街の件についてもかなり年数を経過してやっ

たという経過があるはずでございまして、そうな

らない前に早目に連絡をとるというのは先ほども

答弁で申し上げましたけれども、大事なのかなと

いうふうには考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 一般的な危険家屋で

はなくてどんぐり小路の関係につきましては、一

部休んでいるお店があったのですけれども、廉売

機能として店を営業している方がいらっしゃった

ので、通常の管理については組合の中で対応され

ていました。それが真ん中部分のところが老朽化

をしておりまして、その関係もありましてちょっ

とした大雪で倒壊してしまったと。こういう実態

でありましたので、あそこのところはかなり真ん

中の状態が危ないねという話については、当時何

年か前に建築のほうが現地を見て、組合側のほう

にも一定程度そこのところ危ないのでないのとい

う話はしたことございます。それが結果として老

朽化がさらに進展をして、雪が降ったことによっ

て真ん中の部分から内側のほうに倒れ込むような

形で壊れてしまったと。そういう部分がありまし

たので、今議員がおっしゃったように老朽化した

建物のうち、特に営業している店舗なんかについ

ても改めて、先ほど市民部長が言いましたように

町内会を通じて危険な住宅の把握の関係とあわせ

まして指導も含めて、その店舗の関係については

多くの市民が出入りしますので、その辺について

もしっかり対応してまいりたいなと思っています。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） よろしくお願いいた

します。

会派で視察いたしましたときに、相続でもめて

いる、そういう事例も行政が入ることによって解

決した例が非常に多いという報告もいただいてお

ります。その点についてどうお考えでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 以前税務課にいる当

時によくやはり滞納の関係で、滞納整理と税とい

う形だったのですけれども、相続を捜していくと

役所が中間的な立場で、公正な立場ということで

間に入って整理を進めていくという事例は確かに

ございましたので、具体的にこちらのほうで扱っ

た例は今のところございませんけれども、役所が

入ることによって一定程度整理が進むというのは
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実態としてあるのかなというふうには考えており

ます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 実際にあったような

報告もいただいておりますので、ぜひ検討してい

ただきたいと思います。

あと、やはり固定資産税の関係で空き家を処分

できないというような例も多いかと思いますけれ

ども、除却に当たって市がその土地をいただくこ

とによって処分をするとか、そういう例も学習し

てきておりますので、いろいろな事例がございま

すので、他市、他県のよい事例はたくさんあると

思いますので、条例もたくさんできておりますの

で、今回新しくできるそうでございますし、罰則

規定だとか罰金も制度に盛り込まれたところでご

ざいますので、ぜひ倒壊家屋とか風でひっくり返

るとか、そういうことがないように、安心して住

める町内会、名寄市であってほしいと思います。

あと、やはり使える住宅を別荘とまでは言いま

せんけれども、名寄に住んでいた方が住まなくな

って、そこを買って夏の間だけそこに住まわれて

ゴルフをしたり、観光したりして、冬の間は住ん

でいないのだよという、そういう住宅もございま

すので、本当に名寄市は雪質日本一でもございま

すし、ひまわりも咲いていますし、住みよさ、こ

としは２番目になりましたけれども、１番目でご

ざいますし、私は美瑛、富良野、ニセコにも劣ら

ない名寄市の景観だと思っております。ひまわり

も行ってみたい風景の表紙を飾っているぐらいす

ばらしい名寄市でございますので、ぜひ有効に利

用できる住宅については別荘も考えていただいて、

バンクということで空き家バンクについては今後

調査していただけるとお答えいただきましたので、

やはり早く手を打っていただきたいと。条例を待

って、予算の関係もございますでしょうけれども、

すぐに取りかかれるような、そんな体制にしてい

ただきたいと思います。このことについてお伺い

いたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 国の法整備について

は、これはしっかりと見きわめなければなりませ

んし、空き家の管理条例の制定とは別に、これか

ら雪が積もる季節になります。地域の安全、安心

を守るという立場で、管理不全の空き家もしくは

所有者への働きかけなどＰＲの継続、これのしっ

かりとした対応が必要になってくると考えてござ

います。

なお、別荘とかということございました。先ほ

ど答弁でも申し上げましたけれども、名寄市移住

促進協議会のホームページ、こちらのほうで情報

検索をしていただければ物件情報が満載でござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） 私たち一人一人がや

はり名寄はすばらしいところなのだということで

発信していくことが大切ですし、私たちが住んで

いるこのまちが別荘にふさわしいのだと、そうい

うスタンスでいきたいと私は思いますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。

次に、名寄市の子供、子育て支援について再質

問いたします。２６年の第２回の定例会で東地区

への設置に向けたスケジュールや……児童クラブ

です。設置に向けたスケジュールや運営形態など

について９月をめどに方向性を出していきたいと

考えておりますとの答弁をいただいていますが、

東地区の保護者の方も大変期待しているところで

すが、その後の検討結果、また協議状況について

お聞きいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 議員から御質問があ

りましたように、２６年の第２回定例会の奥村議

員の一般質問におきまして放課後児童クラブ等に

つきまして９月をめどに方向性等々を出していき

たいという旨の答弁をさせていただきました。そ

の後検討をさせていただいた結果について、報告

と現状について話をさせていただきます。
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東小学校内での設置について、放課後児童クラ

ブとして専有できるスペースがないか、確保でき

ないか検討してきましたが、大変厳しい状況にあ

るということ。また、東小学校のコミュニティカ

レッジ等共有して使用できないかというところに

ついても協議をしてきましたが、狭隘なため、現

在のコロポックルの通所している児童を受け入れ

る状況にはないという判断をしているところであ

ります。小学校区内で開設するスペースが確保で

きないということでありまして、増築等のことに

つきましても前回もお話をしていますが、東小学

校の大規模改修の方法や時期について検討中の状

況にありまして、計画が立たない現状にあります。

現在学校区内で開設できる建物がないかどうか調

査をしているところでありますし、コロポックル

関係者と東地区の運営や現在の通所にかかわる安

全対策等について協議を行っております。また、

東小学校の保護者に対して利用意向調査等を実施

し、現在分析を行っているところであります。そ

うした取り組みの中で設置場所、運営形態や関係

団体等との調整協議を進めているところでありま

して、現時点で具体的な方向性を示す段階に至っ

ていない状況でありますので、御理解をお願いい

たします。

特に東地区開設までの冬期間の通所等にかかわ

る安全対策につきましては、アンケート調査の結

果を踏まえながら、コロポックルの関係者の皆さ

んとも具体的な協議を今進めているところであり

ます。決まり次第保護者への周知等を行いながら、

対応してまいりたいというふうに考えています。

東地区の設置につきましては、一時的な対応では

なく、長期的に安定した運営により保護者が安心

して預けられ、子供たちが安全に安心して過ごせ

る居場所をつくるため、関係団体との協議を進め

ながら慎重に対応してまいりたいと思いますので、

御理解をお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 高野議員。

〇２番（高野美枝子議員） わかりました。検討

中であり、まだ計画が立たないということで確認

させていただきました。

小学校の児童クラブに預けておられるお母さん

にお聞きしましたところ、今非常に不審者が多く

て、学校からのお便りの中に不審者がというお便

りをいただくたびに、やっぱり学校の中に学童ク

ラブが欲しい。それで、南小学校の児童クラブに

今回多く入ったとか、そういうお話も伺っており

ます。そこら辺の保護者の方の御意見、お考えを

十分にお聞きして、慎重に検討していただき、少

しでも安心、安全な施設になることをお願いした

いと思いますし、なるべく早期に安心できる学童

クラブをぜひ東地区にもつくっていただきたいと

いうふうに考えております。

最後に、加藤市長にお伺いいたします。災害の

対応、空き家の対応、女性が働きたいときにすぐ

に働くことができる対応についてお伺いいたしま

した。それぞれ待ったなし、今すぐ対応しなけれ

ばならない問題であると考えます。名寄市民の安

心と命を守る市長としての考えをお伺いいたしま

す。

また、第２回定例会で町中に子供たちの居場所

をつくりたいという加藤市長の考えをお聞きいた

しましたが、再度質問させていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 多方面にわたって再質問

をいただきました。まず、災害の対応ということ

で、今これまでそれぞれ答弁させていただいたこ

とに尽きるのかなというふうに思います。あくま

でも自助が基本で、その上に共助があり、公助が

あると。それぞれの役割をしっかりと担っていく

ために、行政もできることはやっていきたいとい

うふうに思いますし、今回議員からもさまざまな

御指摘もいただきました。このこともしっかりと

受けとめさせていただいて、今後の糧にしていき

たいと。また、今回大変すばらしい事例もあって、

そのことがテレビ報道でも取り上げられたという

ことは、今後地域の皆さんがそれぞれまた意識を
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持ってそうした災害対応に当たっていく、そうし

た一助になっていただければなというふうに思っ

ております。継続してここは市民の皆さんと対話

もし、より災害に対応してのそれぞれの自助能力

を高めていく意識も啓発をしながら、我々もでき

ることをしっかりやっていくと、こういうことに

尽きるのでないかというふうに思っています。

空き家の対応についても先般のそれぞれ議員か

らもお話のあったとおりでありまして、現在国会

で具体的な議案が審議中ということでありまして、

その審議経過を見ながら条例提案を効果的なもの

ができるかできないか、ぜひ検討していきたいと、

こういうことであります。今議員からそれぞれ非

常に自治体、自治体によってユニークな事例もあ

るのだというお話もありました。そのこともぜひ

参考にさせていただいて、名寄市の冬が非常に厳

しいこの地域の中でより名寄市に適した有効性の

高いオリジナリティーのある対策を打っていくべ

く、今後も国の情報を見きわめながら、早期にし

っかりと事業構築をしていきたいというふうに考

えておりますので、ぜひ御指導いただきたいと思

います。

放課後の児童クラブに関して、東クラブのお話

ありましたけれども、基本的には小学校区単位で

できるだけ小学校の敷地内、極めて隣接のところ

に設置をしていきたいという思い、方針は今でも

変わっていないところでありますけれども、この

間東地区に関しては保護者の皆さんやそれぞれ担

任する施設の皆さんとも御議論あるいは今東小学

校そのもののハードの問題等もありまして、なか

なか現状で今すぐに設置ができない状況でありま

して、しかし通所の問題等でできるだけ不安が解

消できるようなカバーはしっかりとさせていただ

きながら、今後もその方向で進めていきたいとい

うふうに考えております。

町中に子育て支援施設ということでのお話が最

後ありましたけれども、現在これは子ども・子育

て会議、これまで延べ４回ぐらい開催をしている

かと思います。この中でさまざまな子育て支援の

議論をされているというふうに思っています。ま

た、事前に保護者の皆さんからアンケート調査等

もありまして、子育てに関して切実な声があるの

も重々承知をしております。幼児の医療費の拡大

の問題については先般の議会で一定の方向を示さ

せていただきました。加えて子育て支援センター

あるいは一時保育、こうした保育ニーズが多様化

していることに対しての充実を求める声は相当多

いということでありまして、しかもこのソフトが

町中にあれば、特に名寄市街地区においてはこう

した施設がなかなかないと、不足していると、こ

ういうことが指摘をされておりましたので、町中

にぜひこうしたことをつくっていきたいと。今ま

さに市内の幼稚園がどういった施設、運営形態を

今後２７年４月に向けて選択をしていくのかとい

うこととも無関係でありませんので、この辺もし

っかりと見きわめながら、できるだけそうした事

業者の皆さんが担任できないところでお手伝いで

きることがあれば、ぜひそうした施設を町中に設

置をしていきたいという考えでありまして、でき

るだけ早期に、できれば来年度中ぐらいにそうし

ためどが立てるように今後議論を進めていきたい

というふうに考えているところであります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で高野美枝子議

員の質問を終わります。

大雨災害から外２件を、川口京二議員。

〇１１番（川口京二議員） 議長から御指名をい

ただきましたので、通告順に従いまして、質問を

させていただきます。

質問の前に、近年では全国各地で大雨による被

害が起きています。また、一部の地域だけを集中

的に襲うゲリラ豪雨が多発しているように思いま

す。名寄市でも８月４日夕から５日の昼にかけて、

また８月２４日にも大雨が襲いました。災害に遭

われた方に心からお見舞いを申し上げます。また、

復旧のために御尽力をいただいた関係者の皆様に

は感謝を申し上げたいと思います。
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それでは、質問に入りますが、今回災害のこと

で質問をいたしますのは私で４人目となりますの

で、重複する点もあるかもしれませんが、お許し

をいただきたいと思います。大きな項目の１点目

は、今回の大雨災害から何点か質問をいたします。

１点目は、避難準備情報について伺います。８月

５日の大雨では、１０時に災害本部が立ち上げら

れ、１０時３分に徳田白樺団地、豊栄地区に避難

勧告が、また西町１、２、３区、栄町区には避難

準備情報が発令されました。避難準備情報とは、

避難勧告や避難指示が発令されてからでは災害時

要援護者の避難終了に時間を要することから、発

令に基づき要援護者の避難を行い、また災害時要

援護者ではない人々に対して避難準備を発令する

ことで避難を具体的に準備してもらうために発令

するものです。このようなことから、徳田白樺団

地や豊栄地区にも避難勧告の前に避難準備情報を

出すべきではなかったかと考えますが、いかがで

しょうか、伺います。

また、ハザードマップを見ますと、避難に関す

る呼びかけという箇所があります。避難指示など

の種類が記載されており、避難準備、避難勧告、

避難指示が示されております。呼びかけ内容の欄

には、避難勧告の場合、○○地区の皆さん、○○

川の堤防が決壊するおそれがありますので、避難

を始めてくださいと書かれていますが、避難準備

の場合は何も書かれておりません。どのようにし

て避難準備を呼びかけるのか伺います。

２点目は、災害情報の伝達について伺います。

８月５日の大雨では、避難勧告が６カ所、避難準

備情報が５カ所で出されておりました。私は、災

害の場合、命を守るために避難をすることが一番

だと考えています。そのためには、地域の皆様に

避難勧告や避難準備情報が発令されたということ

が確実に伝達されなければいけないと思います。

その情報が十分に確実に伝達されたのか心配して

いるところです。地域の皆様に対してどのように

伝達したのか伺います。また、解除についてもお

知らせください。

３点目は、避難所について伺います。洪水ハザ

ードマップを見ますと、この地図は天塩川、名寄

川と豊栄川が氾濫した場合の浸水予想に基づいて

名寄市で想定される最大の範囲と最大の水深及び

各地区の避難場所を示したものですと書かれてい

ます。マップを見ますと、今回避難所に指定をさ

れた名寄中学校と文化センターには洪水時にはバ

ツ印がついています。豊栄区と栄町区の避難所は、

名寄高等学校になっています。しかし、今回指定

された避難所は豊栄区は名寄中学校で、栄町区は

文化センターでありました。なぜそうだったのか

お知らせください。

また、閉所の考え方について伺います。避難箇

所７カ所、自主避難３カ所、合計１０カ所に避難

をされたわけですが、避難解除が出されたのが５

日の１８時５０分です。解除がされていないのに

閉所をしているところがありました。避難解除が

出されるまでは避難所は開所しておくべきではな

いかと思いますが、いかがでしょうか、伺います。

４点目は、自主防災組織について伺います。平

成７年１月の阪神・淡路大震災以降、地域住民に

よる平時からの自助、共助の営みが緊急時の危機

管理に大きな効果を発揮するということで自主防

災組織の育成が防災行政の重要項目と捉えられる

ようになりました。地域防災力の向上に向けた住

民の活動は、さまざまなコミュニティー活動の核

にもなるべきものでもあり、防災を初めとする地

域の安全、安心な暮らしへの関心や意識が日常生

活の中で高まることによって自主防災活動が活性

化するとともに、希薄になりつつある地域社会で

の連帯意識が醸成されることも期待されておりま

す。平成２２年４月現在では、全国 ７５０市町

村のうち ６２１市町村で設置され、その数は１

４万 ７５９組織が結成されています。現在は、

もっと多くなっていると思います。名寄市におけ

る自主防災組織の現状と今後の育成について伺い

ます。
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５点目は、防災資機材について伺います。防災

計画には、水防資機材の保有状況が書かれていま

すが、今回の水害で不備はなかったのかどうか、

また今後の計画についても伺います。

大きな項目２点目は、自動体外式除細動器、Ａ

ＥＤについて伺います。ＡＥＤが医療従事者以外

の一般市民にも解禁されてからちょうど１０年が

経過しました。この間ＡＥＤは急速に普及し、設

置台数は４０万台を超えたと言われています。名

寄市でも社会福祉管理分として３５台、小中学校

を初めさまざまな施設に設置をされています。万

が一の場合、ＡＥＤ使用者が冷静な判断ができな

い場合でも迅速に間違いなくＡＥＤを使用するた

めには、使用しやすい場所に設置されている必要

があります。誰もがわかりやすいように表示をし

ておくことが大事です。また、実際に使用しよう

としたときに使えない状態では困ります。公共施

設における設置場所は適正か、設置場所に表示は

してあるか、点検や管理は定期的に行われている

か伺います。

大きな項目３点目は、豊西小学校について伺い

ます。２８年度には南小学校と統合となり、豊西

小学校は廃校となります。全国では、平成２３年

度は４７４校が廃校となりました。平成４年度か

ら２３年度まで ８３４校が廃校となりました。

文部科学省は、近年～未来につなごう～「みんな

の廃校」プロジェクトを立ち上げるなど、廃校の

再利用が進められています。建物の７割が宿泊施

設やレストラン、美術館や病院、教育施設などに

生まれ変わっています。豊西小学校廃校後はどの

ように活用していくのか伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま川口議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問いただきまし

た。大項目の１につきましては私のほうから、大

項目の２につきましては健康福祉部長から、大項

目の３につきましては教育部長からそれぞれ答弁

とさせていただきますので、よろしくお願いいた

します。

初めに、大項目１、大雨災害から、小項目１の

避難準備情報について申し上げます。８月４日か

ら５日にかけての豊栄川に関する降雨及び水位の

状況から御説明させていただきたいと思います。

一定の雨量で雨が続いた影響で、９時３０分を過

ぎたころから氾濫危険水位に近づく状況となり、

その後急激な降雨によりまして午前１０時には氾

濫危険水位に達したため、徳田白樺団地と豊栄区

にそれぞれ避難勧告の発令をさせていただきまし

た。この段階では、急速に水位がふえてきており、

急激な状況の変化が予想されたために、同地区に

それぞれ避難勧告の発令を選択させていただいた

ところでございます。一方、西町１区、２区、３

区、栄町区につきましては、河川沿いで一部が増

水するという情報が入っていたため、増水地区を

含む栄町区までを対象として避難準備情報を発令

し、栄町区につきましては午前１０時５０分に避

難勧告に切りかえをさせていただいたところでご

ざいます。栄町区を避難勧告とした理由でござい

ますが、栄町付近の浸水想定の浸水深が西町地区

より深いための対応でございまして、今後は気象

状態が見込める場合には避難準備情報から順次発

令をしたいと考えておりますが、今回と同様に天

候の急速な変化等による場合は避難勧告、避難指

示の順に発令する場合がありますので、御理解を

お願いしたいというふうに考えてございます。

また、ハザードマップの避難準備時の呼びかけ

についてでございますけれども、市の呼びかけに

つきましては基本的には避難勧告、避難指示に準

じて呼びかけをさせていただくこととなり、これ

につきましてはハザードマップの改定にあわせま

して呼びかけ内容についても改めて周知をさせて

いただきたいと考えてございます。

次に、小項目の２、災害情報の伝達についてで

ございます。情報伝達の方法につきましては、各

町内会長に対して直接の伝達、広報車、市のホー
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ムページ、エフエムなよろによる周知のほか、北

海道警察、名寄消防署による巡回や訪問による対

応もございます。８月４日から５日にかけての大

雨は、名寄市全域に及ぶものであり、市を含む関

係機関がそれぞれ対応をしましたが、役割分担や

その方法につきましては一層の調整が必要と考え

ておりまして、今後災害時の情報伝達の体制づく

りについて検討を進めてまいりたいと考えており

ます。

御質問のありました避難準備情報と災害情報の

伝達についてでありますが、８月２４日の大雨で

は５日の大雨対応時の課題を踏まえまして情報伝

達の方法として携帯会社３社に同時配信される緊

急速報メールの運用を開始したところでございま

す。また、北海道防災情報システムを活用したテ

レビによる防災情報の提供を８月から開始したと

ころでございまして、今後エフエムなよろの放送

回線を利用した防災ラジオを各町内会に３台配付

する予定でありますので、これら複数の情報伝達

手段を活用しまして情報伝達の精度を高めてまい

りたいと考えてございます。

また、避難勧告等の解除についてでありますが、

気象情報の確認はもちろんでございますが、河川

の水防警報伝達による水位の状況、国土交通省や

気象台のレーダーによる観測情報、土砂災害でご

ざいますと土砂災害警戒情報の解除の有無に加え

まして土壌雨量指数及び解析雨量の状態を旭川地

方気象台に確認するなど、安全が予想でき、避難

所に避難者がいないことをもって解除し、町内会

長及び避難者への伝達、ホームページ等の広報媒

体により周知をさせていただいているところでご

ざいます。

次に、小項目３、避難所について申し上げます。

避難所の定義につきましては、災害対策基本法の

規定によりまして指定緊急避難所、指定避難所が

ございます。今回設置をしました避難所につきま

しては、いずれも一時的な避難として位置づける

緊急避難所として取り扱ったものでございます。

また、今回の豊栄区を初めとする避難所につきま

しては、北海道で示しています豊栄川の浸水想定

をもとに浸水深がほとんどない施設を選定してご

ざいまして、豊栄地区では５日は名寄中学校、２

４日にはスポーツセンターを、栄町区におきまし

ては文化センターをそれぞれ選定させていただい

たところでございます。

なお、避難勧告解除と避難所の閉鎖時間の関係

についてでありますが、智恵文八幡地区の土砂災

害警報は１５時２０分に解除、名寄市の大雨警報

につきましては１５時４２分に大雨注意報となっ

てございまして、それぞれこの時点において避難

解除ができる状態にありましたが、避難者が避難

所から全員退去するのを待って一斉に避難解除と

したため、避難解除と避難所の閉鎖時間に差異が

発生したものでございますので、御理解をお願い

したいと思います。

次に、小項目の４、自主防災組織についてお答

えいたします。災害が発生した場合には、市の取

り組み、公助とあわせまして自分の身は自分で守

るという自助、地域の人たちや学校の仲間がお互

いに助け合うという共助の取り組みが重要であり、

これらの共助を担う名寄市の自主防災組織の結成

数につきましては８月末現在で１６団体と確認し

ているところでございます。札幌気象台を初めと

する各種の情報におきまして、自助、共助を高め

ることが人命救助に大きくはね返るという報告が

されていることからも、今後も自助、共助を中心

に啓発に取り組んでまいります。特に共助を担う

自主防災組織の役割は大変重要であると認識して

ございますので、今回の災害を機に自主防災組織

に関する問い合わせが数件届いていることもあり

ますので、さらに自主防災組織の育成を図るとと

もに、自主防災組織の中で中心として活躍いただ

ける人材の育成、また公助として市の情報提供や

支援を行いながら取り組みを促進させてまいりま

す。

次に、小項目の５、防災資機材について申し上
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げます。防災資機材につきましては、計画的にそ

ろえてきているところでございますが、今回の災

害では砂詰めをした土のう備蓄量が課題となりま

した。今後も土のうを初めとする防災資機材は、

想定される災害に対応できるよう確保してまいり

たいと考えておりまして、徳田白樺団地には地元

業者から社会貢献として提供されました土のう２

２０袋を町内会館裏に設置をし、初動対応に備え

ることとしてございます。それを報告させていた

だきまして、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２の自動体外式除細動器、ＡＥＤについて申し

上げます。

自動体外式除細動器、ＡＥＤは、平成１６年７

月に非医療従事者による使用が許可されて以来、

本市におきましても市役所や小中学校を初め、各

教育、福祉施設などに設置を進めてきたところで

あります。名寄市内の設置状況につきましては、

上川北部消防事務組合が公表している情報では本

年７月１７日現在で市内には５８カ所、７０台が

設置されており、公共施設では４０カ所、４６台、

個人病院や大型店などの民間事業所などでは１８

カ所、２４台となっております。

御質問の社会福祉課が管理をしているＡＥＤに

つきましては、市役所、学校などの公共施設３２

カ所に３５台が設置されており、本体機器の更新

やバッテリー、電極パッドなどの消耗品の定期的

な交換、補充を行っております。各施設における

設置場所につきましては、施設ごとに違いはあり

ますが、その施設の目的に沿った設置場所として

玄関前、体育館やホールなど人の多く集まる場所

の近くや職員室、管理室など施設職員が迅速に持

ち出すことのできる場所などに設置をしていると

ころです。設置場所の表示では、ＡＥＤマークの

書かれた掲示物を３５台全てに配付をしており、

それぞれに表示がされているところです。ＡＥＤ

の点検、管理の状況につきましては、昨年全施設

に対して一斉点検を実施して、設置施設における

セルフメンテナンスチェック機能を活用した日常

的な点検をお願いしているところであります。ま

た、消耗品の交換時期は社会福祉課で一括管理し

ており、期限前に各施設に配付しております。各

施設でＡＥＤを使用した場合や消耗品の破損や紛

失などは随時報告をいただき、その都度電極パッ

ドやバッテリーなどの消耗品やキューマスクなど

の附属品の補充をしております。いざというとき

にＡＥＤが機能するよう、今後とも適切な維持管

理に努めてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３

の豊西小学校について、小項目１の廃校後の活用

についてお答えいたします。

豊西小学校につきましては、通学区域の見直し

を行い、名寄南、西小学校の２校に通学すること

とし、平成２７年度末をもって閉校することが決

まっております。また、校舎については昭和４８

年に、屋内運動場は昭和５０年に建築され、いず

れも旧耐震基準の建物で、今後他の用途に転用し、

利用する場合においては改修等に相当の経費がか

かるものと思われます。御質問の廃校後の活用方

法について現時点で庁内での具体的な議論はなさ

れておりませんが、教育委員会で検討されてきた

内容としては、１つ目は議員からもありました文

部科学省が取り組んでいる「みんなの廃校」プロ

ジェクト等に登録をし、全国から利用者を募る。

２つ目は、維持経費がかかることから建物を解体

し、更地とし、新たな活用方法が決まるまで（仮

称）市民ホールの臨時駐車場や冬場の一時排雪場

所として利用する。３つ目は、比較的利用価値の

高い屋内体育館だけを改修し、今後も利用してい

くなどなどさまざまな活用方法を検討してまいり

ました。

なお、今後の検討に当たっては、教育施設とい

う側面だけではなく、新たにオープンする（仮
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称）市民ホールや浅江島公園にも隣接しており、

環境的に恵まれた立地条件にあることから、さま

ざまな面からの活用が考えられる施設、敷地であ

ることも考慮し、庁内的な活用方策の協議を進め

るとともに、市民の意見を聞き取り、参考にしな

がら方向性を出していきたいと考えておりますの

で、御理解をお願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） それぞれ答弁をいた

だいたので、再質問をさせていただきます。

まず、避難準備情報ですが、緊急な場合や急激

な状況の変化では、発令するいとまのない場合も

当然あります。しかし、今回の場合は９時３０分

過ぎたころに氾濫危険水位に近づく状況になった

ということですから、今後の天気予報も考えると

危険水位に達することは予測できたのではないか

と思います。避難準備情報を発令することによっ

て、家族等に連絡をしたり、非常持ち出し品等の

用意など避難準備を開始いたします。また、避難

の支援をされる方は支援行動のための準備をする

わけです。それぞれが心の準備、物品の準備をす

るわけです。準備情報は、災害が発生するおそれ

がある場合に発令して準備をするわけです。当然

災害が発生しない可能性もあるわけです。空振り

の場合もあります。しかし、人々の命を優先する

ために発令することに意義があるので、早目の呼

びかけをお願いしたいと思います。

避難準備の呼びかけについては、先ほどハザー

ドマップの改定にあわせて内容を周知するとのこ

とですから、よろしくお願いしたいと思います。

情報の伝達という観点から伺います。栄町区に

は、５日１０時４０分ころだったと思いますが、

消防の広報車が巡回をして豊栄川の増水により豊

栄地区に避難勧告が発令されました。避難場所は

名寄中学校ですというような趣旨を話していまし

た。西町もそうだったと伺っています。あの大雨

ですから、自分の地域のことかなと思って聞いて

いた人が大勢いたと思います。今回の場合は、栄

町区にはまず栄町区の状況を話すべきであり、他

の地域である豊栄区の話をされても錯綜するだけ

だと思います。巡回経路も含めて消防との連携は

どのようになっていたのでしょうか、伺います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま再質問をい

ただきました。まず、最初にいただきました避難

準備情報も含めて早目、早目の情報提供というと

ころにつきましては、答弁の中でも触れましたけ

れども、その状況に応じながらできるだけ速やか

に、かつ迅速、的確に情報が伝わるように今後も

努めてまいりたいと思いますので、御理解をいた

だければと思います。

具体的には、情報の伝達というところで御質問

をいただきましたけれども、基本的に情報伝達は

先ほども申し上げたように複数の手段を用いて今

も実施をさせていただいているわけでありますけ

れども、その中の一つとしての広報車の役割とい

うのは非常に重要だ、有効だというふうに考えて

いるところでございます。今現在スピーカーを備

えつけの車については、風連、名寄庁舎にそれぞ

れ分けてでございますけれども、５台ほど庁内に

ありますので、関係機関との連携も含めて今後と

も有効に活用してまいりたいというふうに考えて

います。

御指摘のありました消防の広報の関係でありま

すけれども、消防も当然災害対策本部に入ってお

りますので、当日も本部のほうに張りつき、連絡

をとりながらそれぞれ対応に当たらせていただい

たということであります。今地区を誤って広報し

ていたということでありますので、ここの部分に

つきましては内部で調査を行いまして、改めてそ

こについてはそういう事実がございましたら、改

善を図ってまいりたいと思いますので、御理解を

いただきたいというふうに思います。

以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。
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〇１１番（川口京二議員） その後私は不在にし

ていましたので、確認はできなかったのですが、

広報車は西町、また栄町に回ってきたのでしょう

か。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） これにつきましては、

今回の８月４日、５日の災害については同時に多

発というのでしょうか、複数の地区で災害が発生

したということがありまして、当該の栄町区ある

いは西町１区から３区につきましては消防のほう

で広報が回ったということがありましたので、市

の広報車等については既にほかの地区を回ってい

たということがありましたので、そこの地区につ

いては広報車での対応はできなかったということ

であります。御理解いただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） 栄町区は、５日の１

１時に町内会長に避難勧告の連絡がありました。

まずは、地域の皆さんに避難勧告が発令されたこ

とを連絡することが大事だと思い、会長と相談を

して役員が手分けをして１軒１軒戸別に連絡をし

ました。平日でもあり、不在の家が多く、私が連

絡をとれたのが約３割程度でした。皆さん何のこ

とかわかりませんでした。情報が伝わっていなか

ったのです。エフエムなよろや市のホームページ

や広報車等で伝達をされているということですが、

平日の日中であり、ラジオを聞いている人やパソ

コンを見ている人は大変少ないのではと推測して

いるところであります。確実に連絡がとれるのは、

電話をかけたり、戸別に訪問するのが一番だと思

いますが、そこまでは行政では無理ですので、市

としては広報車等のスピーカーがついている車を

利用して、避難情報や避難勧告が発令された地域

には何回も巡回して連絡するべきだと思いますが、

いかがでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここにつきましては、

先ほども申し上げましたが、スピーカーがついて

いる車が５台ということでありますので、複数の

地区で同時に起きた場合については、これは場合

によってですけれども、回る地区の順位もつけさ

れてもらわなければいけないかもしれませんけれ

ども、まずはある車を最大限活用して地区の住民

の皆さんに周知できるように、ここについては改

めて検証させていただきまして、内容を検討させ

ていただきたいというふうに思います。ただ、市

としては広報のほかにも市民の皆さんに周知する

手段は複数用意しているということで、先ほども

申し上げましたけれども、携帯電話を使っての緊

急メールですとか、あるいはテレビ等のデータボ

タンで今名寄市がどういう警報、指示を出してい

るのかについても、これは一過性でなくて何度も

確認できるような内容もありますし、あるいはエ

フエムなよろなどでは防災時においては一定の時

間繰り返し名寄市の情報等も発信いただきました。

対策本部にも詰めていただきまして、非常に頻繁

に情報を入手いただいて放送いただいていた部分

もありますので、これら複数の情報伝達によって

不足する分については埋めてまいりたいというふ

うに思いますので、御理解をいただければと思い

ます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） わかりました。

西町区や栄町区には、避難準備や避難勧告が発

令されたわけでありますが、しかし西町１区と栄

町に挟まれている中島区には何も発令されていな

いのです。建物は頑丈ですけれども、地形的には

豊栄川のすぐ横ですし、土地も低いと思います。

なぜ何も発令されなかったのか伺います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 中島区には発令をさ

れなかったということでありますけれども、今回

栄町に避難勧告を出したその理由は先ほども述べ

ましたけれども、補足をすると栄町奥に天塩川の

ほうに水をくみ出す排水機場がございますけれど

も、そこのところの付近の水位が上がってきたと
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いうことで、これに早目に対応するために避難勧

告に切りかえをさせていただいたということであ

りまして、中島区についても隣の町内会となりま

すので、そこについての発令の必要があったかな

いかについては改めて検証させていただかなけれ

ばいけないかと思っておりますけれども、その段

階については中島区については先ほど議員が言わ

れた建物の構造等も含めて指示を出す必要はない

だろうと、このように考えたということでありま

す。先ほど言いましたように、改めて今後につい

ては検証させていただければと思います。御理解

いただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） 余り理解はできなか

ったのですが、次に行きます。

避難所についてですが、まず災害時はハザード

マップを見てどこに避難をするのか確認すると思

います。しかし、現在のマップには先ほど言われ

ました緊急避難所とか指定避難所とかは記載され

ておりません。どう見てもハザードマップでは栄

町や豊栄区の避難所は名寄高等学校としか読み取

れないように思います。今後も豊栄川の浸水想定

をもとに浸水深がほとんどない施設を選定するこ

とになれば、毎回違うこともあるわけですから、

そのことが理解できるように書きかえる必要があ

ると思いますので、市民の皆様がわかりやすいよ

うにマップの改定の際はあわせて実施していただ

きたいと思いますが、いかがでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ハザードマップの避

難所の表示の関係についての御質問をいただきま

した。ハザードマップで想定している避難所の表

示については、名寄川、天塩川が同時に氾濫をし

たときのどこまで水がつかるかという部分の想定

をして、避難所については指定をしているという

のがありますけれども、あわせてハザードマップ

には豊栄川のみが氾濫をしたときの分についての

浸水の状況についても記述をさせていただいてい

るところであります。避難所の設置につきまして

は、災害の程度によってというか、災害の起きる

場所あるいは程度によって状況に応じて判断しな

ければならない場合もあるということをぜひ御考

慮いただきたいと思いますが、ただいずれにして

も今回の災害に当たっての避難所の指示とハザー

ドマップの表示については、これに差があるのは

間違いない事実でございますので、さきにも申し

上げましたけれども、ハザードマップについては

見直しを検討してございますので、この見直しに

あわせて皆さんにわかりやすいような形で避難所

の設置状況についてお示しをしたいと思いますの

で、御理解をいただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） それでは、自主防災

組織について伺います。

情報の伝達網、町内会ごとで電話で連絡をして

いただくとか、戸別に回っていただくとかすれば

今より確実に情報が伝達されますし、災害時には

行政だけでは対応が難しい面もあると思います。

自主防災組織を立ち上げることにより、防災とい

う話題で家族や隣近所、町内会で話をすることに

より、地域の連帯感や地域コミュニティーの向上

が図られます。また、災害時には各自がとるべき

行動を理解したり、助け合うことにより被害が軽

減されます。今後も町内会等と話し合う機会もあ

ると思いますので、自主防災組織の重要性を話し

合って、さらに自主防災組織の育成に努めていた

だきたいと思いますので、再度伺います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 自主防災組織の今後

のあり方ということかというふうに思いますが、

先ほど議員のほうからも全国的な自主防災組織の

設置状況について御示唆をいただきましたけれど

も、この間ももとよりでありますけれども、特に

今回の災害に当たって教訓となったのは自助、共

助の重要性というところだと思っていますし、こ

れは名寄市だけではなくて全国的な災害において
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もそこのところの重要性ということで、国の避難

に関するマニュアルの見直しでもそこの重要性と

いうのがうたわれている部分だと思います。そう

いった意味におきましては、自主防災組織という

のがまさに共助の助け合いの核になる組織だとい

うふうに思っておりますので、これにつきまして

は今後とも町内会あるいは地域の皆さんともお話

をしながら、自主防災組織の設立、さらには育成

に向けて、それと先ほどの答弁の中でもありまし

たけれども、組織の中で中心となる人材の育成も

含めて今後対応をしていきたいと思っております

ので、御理解をいただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） 防災資機材について

伺います。

今回避難された方は、自主避難を合わせて３４

６人になりますが、毛布の備蓄は４７８枚となっ

ています。今回は夕方には解除になりましたので、

必要はなかったのですが、余りにも少ないのでは

ないかと思いますので、ぜひ検討していただきた

いと思います。

また、４年前の大雨や今回の大雨によって土の

うやブルーシートが必要な地域もわかったと思い

ます。先ほどの答弁にもありましたが、土のうな

どはそのような地域あるいは町内会ごと保管して

はどうかと思います。そのほうが対処が早いし、

被害も軽減できるのではないかと思います。いか

がでしょうか、伺います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 災害における資材の

関係の備蓄の関係についてでありますけれども、

基本的には３日分の対応できる資機材を目標とし

て今備蓄を進めているところでありますけれども、

実際の対応としますと１日過ぎますと、これは各

協定先の事業者ですとか、あるいは日本赤十字社

のほうから対応の資材等も運ばれてきていますの

で、当面はこの１日を乗り越える分については不

可欠だというふうに考えているところでございま

す。最終的には、先ほど申し上げましたように３

日耐えられるような形で計画的に備蓄を進めてま

いりたいと、このように考えているところでござ

います。

また、地域ごとあるいは町内会ごとに、今回の

災害を教訓に必要な箇所に資材等の保管をしては

ということであります。先ほど申し上げましたよ

うに、白樺団地については土のうを２２０袋であ

りますけれども、社会貢献でいただいた分につい

て既に配置をさせていただいている部分でありま

すが、保管に当たっては場所の関係もありますし、

あるいは保管のスペース等の関係もあります。ま

た、適切に保管できるという環境も必要だという

ふうに思っておりますので、これらを含めて調査

研究してまいりたいというふうに考えております

し、効果的な保管に努めたいと考えておりますの

で、御理解をいただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） わかりました。

災害が起こって一番大事なことは、安全に避難

することです。その観点から、私はハザードマッ

プは大変重要なものであると思っています。市内

全戸配布されていて、災害時に市民の皆さんがま

ず頼るのはハザードマップです。ほかに災害時に

どうするという情報がないからです。ですから、

誰もが理解できるものでなければなりません。ど

んな連絡が来て、どんなものを準備して、どこへ

避難するか、誰もがわかるようにしていただきた

いと思います。また、少し字が小さいところも気

になりますので、高齢の方も見やすいような配慮

もお願いしたいと思います。

名寄市は、災害の少ないまちです。津波はない

し、地震も少ない。しかし、今回のような大雨は

ないとは限りません。地球の温暖化により大気中

に水蒸気が多く、いつどこでゲリラ豪雨が発生し

てもおかしくないと言われています。私ごとで恐

縮ですが、１５年ほど前に佐々淳行さんの講話を

受講したことがあります。初代内閣安全保障室長
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であり、危機管理の第一人者と言われています。

その中で危機管理の基本は悲観的に準備し、楽観

的に対処することだと話されていました。準備を

するときは時間もあり、考えられる全てのことを

考えて準備をすれば、何が起こっても慌てずに対

処ができるということです。もちろん全てのこと

を行うことは不可能です。また、大変費用もかか

ると思います。しかし、安全はお金では買えませ

ん。今回の大雨を教訓にして、いま一度防災につ

いて徹底的に考え、市民の皆さんがより安心、安

全に暮らせるようなまちづくりをお願いしたいと

思います。

ＡＥＤについて伺います。ＡＥＤの設置場所に

ついては、人口密度の高い場所、高齢者の多い場

所、スポーツ施設など心停止の発生頻度の高い場

所、学校のような広い場所では複数の設置が望ま

しいが、数が限られるなら運動場や体育館の近く

など効果的な場所に置く必要がある。心停止から

５分以内に除細動できるかどうかが設置場所の目

安になるそうです。また、わかりやすい場所や誰

もがアクセスできる場所がよいそうです。名寄の

小中学校では職員室が多いようですが、体育館や

玄関というところもあります。一概にどこがいい

とは言えないでしょうが、いま一度考えていただ

いて、その施設で最適な場所に置いていただきた

いと思います。

それと、非常口やトイレには誘導する表示は多

いが、ＡＥＤは設置場所にしか表示がない。これ

ではＡＥＤにたどり着けないという意見もありま

すので、あわせてお願いしたいと思いますが、い

かがでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

ＡＥＤの設置場所につきましては、先ほどもお

答えいたしましたが、各施設によりまして異なっ

ているのが実情でございます。各施設の入り口に

は、ＡＥＤの設置施設という表示はしております

し、またＡＥＤの保管場所での表示はしておりま

すが、誘導表示がないのも事実であります。学校

などにつきましては、主に児童生徒など施設内の

使用を想定しておりますので、ＡＥＤの使用につ

いては施設職員が対応できるよう講習会等を開催

しているところでございます。各施設の近隣の地

域住民の方の使用や特に市役所などは多くの市民

の皆さんが御利用される施設でありますので、今

後ＡＥＤの市民の皆さんへの啓発や設置、管理の

規範となる意味からも、それらの意味も含めまし

て施設に入って誰もがすぐわかりやすい場所への

設置を考慮いたしたいと考えております。市民の

皆さんの使用にも対応できるよう、ＡＥＤの設置

場所の見直しや必要な箇所にはＡＥＤまでの誘導

表示につきましても改善に努めてまいりたいと考

えておりますので、御理解をお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） ＡＥＤの使用だけで

はなくて、使用するまでの心臓マッサージが大事

だそうです。ＡＥＤが到着するまでは心臓マッサ

ージを続けなければなりません。ＡＥＤを使用し

た後も救急車が来るまでは心臓マッサージを続け

なければなりません。年に数回消防が救命講習会

を開いています。ぜひ職員の皆さんも講習会への

積極的な参加をお願いしたいと思います。また、

一度受けた方も忘れることもありますので、１年

に１度ぐらい受けていただければと思います。

ＡＥＤは、予算面を考えますと購入する場合は

３０万円から５０万円です。本体の耐久年数は５

年から８年です。バッテリーは四、五年、パッド

は１年半から２年で交換が必要です。バッテリー

やパッドの交換に５年で１３万円ほどかかります。

ということは、購入すると５年で４３万円から６

３万円かかるわけです。レンタルだと月 ０００

円ぐらいのところもあります。消耗品も含まれて

います。レンタルだと８年で４８万円くらいです。

また、ＡＥＤは管理が大変だと思います。消耗品

の交換時期が違うため、また交換する期間が長い

ため、全国では使用するときにバッテリーが切れ
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ていたという事例もあります。レンタルだと消耗

品の管理もしてくれます。値段的にも、また管理

面も考えますと、購入するよりもレンタルのほう

がいいと思います。そろそろ交換時期に来ている

ＡＥＤもありますので、レンタルを検討してはど

うかと思いますが、いかがでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） ＡＥＤの本体の

使用期限はおおむね７年程度となりますが、使用

期限を迎えたものは随時入れかえをするというこ

とになっております。買いかえの場合は、本体購

入後に議員おっしゃったとおり電池パックや電極

パッドといった消耗品の補充管理が必要となって

まいります。消耗品の交換の管理ですとか、また

使用後の消耗品の補充、本体バッテリーや故障し

た場合の保証など機器のメンテナンスなどを考え

ますと、保守を見込んだリース契約等での入れか

えはＡＥＤの適正管理の観点からも検討が必要で

あると考えますので、今後購入した場合の費用と

リース契約した場合の費用の詳細な比較検討をさ

せていただき、検討させていただきたいと思いま

す。よろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） わかりました。

病院以外の突然の心停止で亡くなる人の数は１

年間におよそ６万人、交通事故が ５００人ぐら

いですから、１３倍ぐらいになるそうです。毎日

１６０人ほどの人が心臓、突然死で亡くなってい

る計算です。そのときのためにＡＥＤは必要です

し、いつどこでそんなときがやってくるかは誰に

もわかりません。そのときになって私はできませ

んということがないように、市民皆さんがＡＥＤ

を使用することができれば助かる命もあるわけで

す。一人でも多くの人が使用できることが大事で

す。現在も講習会等への参加を呼びかけているこ

とと思いますが、今以上の市民に対する講習会の

参加の呼びかけをしていただければと思います。

豊西小学校について伺います。２４年５月時点

で全国では利用計画がない廃校が ０００校ある

そうです。理由については、地域からの要望がな

いとか、建物自体が老朽化しているとか、財源が

確保できないとか、いろいろありますが、まずは

地域の皆様の意見を聞くことが重要だと思います。

説明会を開いたり、アンケートを行ったり、地域

と協議することも必要かと思いますが、そのよう

な計画はあるのかどうか伺います。なければ今後

検討していただきたいと思いますが、いかがでし

ょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） ただいま議員のほう

から廃校後の利活用についての協議についての御

意見をいただきました。今のところ具体的な進め

方についての検討は出ていませんけれども、今い

ただいた御意見も参考にしながら、地域の皆様の

御意見を聞くことは当然でありますし、先ほど述

べましたけれども、（仮称）市民ホールや浅江島

公園といった多くの市民が集う場所でもあります

ので、そういった面では市全体として有効的な活

用もできる場所でもあるというふうにも考えてい

ますので、市全体の意見を聞くような、そういっ

たことも考えながら、広い意見を聞きながら今後

進めていくような形をとっていきたいというよう

に考えていますので、御理解をお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川口議員。

〇１１番（川口京二議員） わかりました。よろ

しくお願いします。

さきの議会報告会でも文化的な合宿施設にして

はどうかという意見もありましたが、私は市民ホ

ールもできますし、立派な浅江島公園もあります

ので、子育て支援という観点から子育て支援施設

があってもいいのかなと思います。また、高齢者

のための福祉施設も必要だとも思います。さまざ

まな意見があると思いますので、待ち受けの姿勢

ではなくて積極的に話し合いの場を設け、いろん

な意見を聞いて有効に活用していただきたいと思

います。廃校後も管理が必要だと思いますので、
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なるべく早い段階で考えるべきだと思いますので、

よろしくお願いします。

以上で終わります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で川口京二議員

の質問を終わります。

午後１時まで休憩いたします。

休憩 午前１１時５５分

再開 午後 １時００分

〇副議長（佐藤 勝議員） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

名寄市農産物簡易加工処理施設の運用について

外２件を、塩田昌彦議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、通告順に従い順次質問をしてま

いります。

大項目１の名寄市農産物簡易加工処理施設の運

用について２点質問いたします。１点目は、加工

施設あぐりん館及びグリーンハウスの利用状況と

地場農産物を活用して研究開発により商品化に結

びつけている商品及び団体についてお知らせくだ

さい。

２点目は、近年製造工程の管理を重視した衛生

管理法、北海道ＨＡＣＣＰの評価認定を受けてい

る施設がふえている現状にあります。そこで、加

工施設あぐりん館やグリーンハウスを利用して商

品化している商品が消費者に安心で安全な商品で

あることを確認していただくため、また商品の販

売においてＨＡＣＣＰ評価を受けることは商品の

優位性や付加価値を高めることになるため、両加

工施設の北海道ＨＡＣＣＰ評価認定を受けるべき

と考えますが、お考えをお聞かせください。

次に、大項目２の商工業活性化に係る道及び国

からの補助について２点質問をいたします。１点

目は、現在行政から商工業者、商工会議所、商工

会、ＮＰＯ法人なよろ観光まちづくり協会等への

補助情報はどのような形で発信されているのか、

また行政や商工会議所、商工会、ＮＰＯ法人なよ

ろ観光まちづくり協会等横の連携や情報の共有は

どのように図られているのかをお知らせください。

道や国からの情報は、行政においては総務部企

画課、経済部営業戦略室に流れてきていると思い

ますが、情報の共有に関し、定期的に会議を開催

するなど的確に関係部署に伝わるシステムの構築

がなされているのか、またメール発信にとどまっ

てはいないか、情報提供システムについてお知ら

せください。

２点目は、現在名寄市から道や国へ職員が派遣

されていますが、情報の提供についてお聞きいた

します。職員の派遣については、職員研修の一環

として職員おのおのの資質の向上等を図ることを

目的に派遣されていると思いますが、上部上級機

関への派遣であり、名寄市が進めるまちづくりに

は必要な情報がたくさんあると思いますが、情報

の提供や成果などについてお知らせください。

次に、大項目３のジュニア育成について５点質

問いたします。１点目は、ジュニアの登録状況に

ついてお知らせください。種目別に少年団登録数

及び少年団員数についてお知らせ願います。

２点目は、ジュニアの育成補助金についてお聞

きをいたします。現在ジュニア育成補助金は、財

団法人名寄市体育協会に１５０万円、風連町体育

協会に２４万円が交付され、体育協会を通して各

少年団に交付されておりますが、交付の状況につ

いてお知らせください。

３点目は、ジュニア育成に係る指導者養成の考

え方についてお聞きいたします。ジュニアの資質

向上を図るために優秀な指導者に指導を仰ぐこと

は絶対条件となります。現状指導者不足は否めな

い事実であり、これは指導者不足の解消を図るた

め行政としてどのような対策を講じているのかお

知らせください。

４点目は、少年団等の道大会や全国大会への出

場支援についてお知らせください。

最後５点目は、少年団が利用できる専用のバス

の確保についてお聞かせください。少年団が遠征
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等のため足の確保に苦慮をしている現状を踏まえ、

専用バスの確保に係るバスの購入について考えを

お知らせください。

以上、この場からの質問とさせていただきます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 塩田議員からは、大

項目で３点にわたって御質問をいただいておりま

す。大項目１は私から、大項目２の小項目１は営

業戦略室長から、小項目の２は総務部長から、大

項目の３は教育部長からの答弁となりますので、

よろしくお願いいたします。

大項目１、名寄市農産物加工処理施設の運用に

ついて、小項目１、加工施設あぐりん館、グリー

ンハウスを使用して、地場農産物の活用を図り、

商品化している商品及び団体について申し上げま

す。まず、加工施設の利用状況について報告いた

します。平成２５年度の実績ですが、あぐりん館

では利用件数３２件、利用団体１７団体、利用者

は延べで２８０人となっております。グリーンハ

ウスでは、利用件数４１件、利用団体３６団体、

利用者は延べで２８２人になっております。利用

の状況では、みそづくり、トマトジュース、イベ

ントの準備等に市内の加工グループを初めとして

幅広く利用されております。また、利用団体の中

で商品化している団体ですが、トマトジュースの

加工で３団体、みその加工団体で１団体、みそと

ピクルスの加工団体で１団体、合計５団体となっ

ております。

次に、小項目２、商品化の優位性を図るため施

設のＨＡＣＣＰ認定（北海道）を取得する考えに

ついて申し上げます。北海道ＨＡＣＣＰ自主衛生

管理認証制度は、食品関係業者等がみずから行う

食品の衛生管理方法について北海道が独自に作成

したＨＡＣＣＰに基づく衛生管理導入の評価調書

を使用し、施設の状態や管理運営の方法を１４３

項目にわたって自己採点の上、一定の基準に達し

た場合に申請することになります。北海道では、

同じ調書をもとにしての登録評価機関が実地調査

を行い、認証審査会で認証されるものです。認証

期間は３年間となっており、その後は更新するこ

ととなります。認証を受けた衛生管理方法により

製造、加工された食品には認証マークを表示する

ことが認められ、北海道を通じて広く道民に公表

されます。名寄市においては、学校給食センター

が平成２３年に認定を受けております。公共の加

工施設でのＨＡＣＣＰ取得については、不特定多

数の利活用がある施設でもあり、取得することで

今まで以上の衛生管理を利用者に協力いただくこ

となど含めて課題も多いものと認識しております

ので、利用者の御意見を伺いながら研究してまい

りたいと考えておりますので、御理解をお願いい

たします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項

目２、商工業活性化に係る道及び国からの補助に

ついて、小項目１、現在行政から商工業者、商工

会議所など関係機関への補助情報はどのような形

で発信されているか、また行政や商工会議所など

関係機関の横の連携、情報の共有が図られている

かについてお答えいたします。

現在国、道、公益財団法人北海道中小企業総合

支援センターなどから随時メールでさまざまな情

報提供がございます。さらには、本市から職員を

派遣しています北海道経済産業局、一般社団法人

移住・交流推進機構からも貴重な情報を受けるこ

とができる環境にございます。提供があった情報

につきましては、営業戦略課内で検討の上、各団

体への連絡、さらには関係団体を経由して各事業

所へ情報が行き渡るよう取り組んでおりますが、

情報内容によっては関係団体、各事業所と直接会

って協議することとしております。

行政と関係団体との連携等につきましては、昨

年度からおのおのが今まで蓄積されてきた専門的

な知見などを有効に活用するためにはどのような
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役割を担うことが連携を図る上で必要であるかに

ついて協議をし、本年４月から中小企業振興条例

に係る支援策の相談窓口を今まで市担当課であっ

たものを商工会及び商工会議所に変更し、事業者

が支援策とあわせて経営、融資などについても相

談できるワンストップ窓口の役割を商工会及び商

工会議所が取り組んでいただけるよう支援体制を

変更したところであります。

また、昨年までは状況に応じて随時情報交換、

検討会議を開催してきましたが、今年度からは各

組織の代表者による情報交換の場も設定するとと

もに、事務局レベルでは定期情報懇談会を開催し、

今まで以上に横の連携、情報共有が図られている

と考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、大

項目２のうち小項目２、国、道等へ派遣している

職員からの情報提供の状況について申し上げます。

現在は、平成２５年度から財団法人地域活性化

センターへ１名、平成２６年度から北海道経済産

業局へ１名、さらに北海道との人事交流で１名を

派遣し、人材育成を図る一方で、派遣した職員か

らはそれぞれ補助金などの支援制度や地場産品の

ＰＲ機会を初め、関係機関や団体などとの新たな

接点を含めて広範かつ詳細な情報が他の自治体に

先駆けて提供されている状況にございます。この

間の主な成果といたしましては、地域活性化セン

ター関係ではジュニアオリンピックの誘致や地域

おこし協力隊に関する情報提供を初め、移住交流

による地域活性化支援事業の採択や本市の農産物

をＰＲすることを目的に先般東京で開催されまし

た民間企業とのコラボ事業などがございます。ま

た、北海道経済産業局関係では、１１月に沖縄で

開催されます東アジアへの輸出を目的とした海外

バイヤーとの商談会の出展の決定やタイ、北京を

初め国内の民間企業に名寄市の特産品をＰＲし、

販路拡大を目指す取り組みのほか、経済産業局が

窓口となりますものづくり・商業・サービス補助

金の情報提供を受け、市内からも幾つかの業者が

申請を上げている状況にございます。このほかに

も派遣した職員に関する機関や団体との連携が密

になるなど一定の成果があると認識しており、今

後におきましても職員派遣を継続しながら、人材

育成の観点はもとよりですが、国などにおける情

報収集や関係機関、団体との連携を深め、本市の

活性化につなげてまいりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私からは、大項目３

のジュニア育成につきましてお答えをいたします。

最初に、小項目１のジュニアの登録状況につい

てですが、現在名寄市内のスポーツ少年団は、名

寄地区ではバレーボール５団体、野球４団体など

で１３種目２０団体、団員数は４２９人、風連地

区では５種目５団体、団員数は８２人となってお

り、登録されている指導者数はそれぞれ６６人と

２５人となっております。

続いて、小項目２の育成補助金につきましては、

名寄地区では名寄市体育協会に対する補助金３０

０万円のうちジュニア強化費として１５０万円を

充てることとしております。名寄市体育協会にお

いては、各競技団体ジュニアの登録人数１人につ

き ０００円と強化合宿等を行った場合の補助を

行っております。風連地区におきましては、風連

町スポーツ少年団連絡協議会に対する補助金２４

万円について、各少年団に３から４万円が育成費

として交付されております。

続いて、小項目３の指導者育成の考え方につい

てですが、本市においてはこれまで体育協会等が

定める定款や規約に基づき実施されていますスポ

ーツ少年団や指導者を育成する事業に対しまして、

先ほどお答えをいたしました補助金を活用いただ

くことで側面的な支援を行うことを市として進め

てきております。これは、教育委員会が直接的に

指導者育成に関して事業を行うのではなく、それ
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ぞれの競技の特性や各競技団体の考え方に沿って

より事情を把握されている体育協会等において育

成事業を進めていただくことが効果的であるとの

判断によるものであります。活用の例としては、

名寄地区では体育協会から各競技団体へ交付され

るジュニア強化費の中で各団体がそれぞれの判断

において指導者研修会や資格取得講習会の参加者

助成の一部として活用されていると伺っておりま

す。また、風連地区では、風連町スポーツ少年団

連絡協議会から指導者研修会等への参加料や交通

費、宿泊費の２分の１以内を予算の範囲内で助成

しているとのことです。このほかには、アスリー

トとの交流事業や教育振興補助金による助成制度

もございますが、具体的な指導者育成は各競技団

体や少年団等においてさまざまな取り組みがなさ

れておりますので、体育協会等と連携して育成や

教室の支援、充実に努めてまいりたいと考えてお

りますので、御理解をお願いいたします。

続いて、小項目４の少年団等の道大会や全国大

会出場への支援についてお答えします。本市にお

いては、市内に住居を有する児童生徒の個人また

は団体が文化、スポーツ活動のために全道大会や

全国大会に出場する場合、名寄市教育振興補助金

の交付基準に基づき補助をしております。具体的

には、義務教育児童生徒が全道や全国大会に出場

した場合、また高校生は全国大会に出場した場合

となりますが、交通費と宿泊費に対して一定の補

助を行っております。平成２５年度の補助金交付

実績では、小学生で１２件の１１６万 ０００円、

中学生で３４件の３０８万 ０００円、高校生で

１件の８万 ０００円、総額で４３２万 ０００

円の交付となっております。名寄市教育振興補助

金については、名寄市教育振興基金を財源として

運用していることから、交付基準等の拡大は難し

いと考えています。この補助金の継続と趣旨にの

っとり、引き続き児童生徒の文化、スポーツ等教

育の振興につなげていきたいと考えていますので、

御理解をお願いいたします。

最後に、小項目５の専用バスの確保についてで

すが、平成２０年までは篤志寄附により購入した

市所有のマイクロバスを名寄市体育協会において

運用しておりましたが、車両が老朽化しましたこ

とから運用を廃止したところです。それ以降につ

きましては、専用バスを更新することができてお

りませんので、現状社会教育関係団体活動推進補

助金を活用し、バスの借り上げ料に対する半額補

助を御利用いただいているところであります。ス

ポーツ少年団等の利用は年間２回まで可能として

おりますが、利用状況は名寄地区でも年間で５件

程度となっております。現時点では、これまで同

様民間事業者のバス活用を基本にその利用に対す

る補助を行い、負担軽減を図っていく考えでおり

ますので、専用バスを導入することの検討には至

っておりませんので、御理解をお願い申し上げま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） それぞれ御答弁ありが

とうございました。それでは、再質問をさせてい

ただきます。

１点目の加工施設の利用状況でありますけれど

も、いろんな方々が利用されているというふうな

ことで理解をさせていただきました。ただ、この

ＨＡＣＣＰの関係でありますけれども、公共施設

でもあるというふうなことも含めて、これから評

価認定を受けるために関係機関と調整を行いなが

ら進めていくということでよろしいのかどうなの

かということと私も質問させていただいた背景に

は、ここを利用して商品化している方々から何と

かそういうふうな施設の認定を受けることはでき

ないのでしょうかというふうなことを農務課のほ

うに恐らくお話をしていると思うのですけれども、

そのことが生かされていないといいましょうか、

どのようにするのかお答えいただいていなかった

ことから、このように私が今質問するような形に

至ったというふうなことでもありますし、やはり
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商品というのは付加価値を高めることと衛生管理

をしっかりしているというふうなことは必須の部

分でありますから、これは何とか努力をしていた

だいて、そして自己評価をし、そして道の認定に

向けての努力をしていっていただきたいというふ

うに思いますけれども、もう一度御答弁いただき

たいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） ＨＡＣＣＰの関係で

ございます。私ども今考えているのは、ＨＡＣＣ

Ｐそのものが私どもの中でも勉強不足というのは

確かにあるものでございますから、これは北海道

の窓口は名寄保健所になってもございますし、今

月に上川管内のＨＡＣＣＰの研修会というか、勉

強会もあるので、そこにも参加をするようにして、

どのようなことが本当にできるのか、どんな準備

が要るのかを含めて、まず私ども内部でその中身

をしっかり研究させていただいて、それでできる

ものであれば関係機関の皆さんとも御相談しない

といけない事項でございますので、まず研究をさ

せていただきたいということで、今そのように考

えているということでよろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） ただいま講習会にも参

加をさせる中で保健所の指導を受けながら作業を

進めていくということですので、どうかよろしく

お願いをしたいというふうに思いますので、状況

わかりましたので、以上でＨＡＣＣＰの関係につ

いては終わらせていただきます。

続きまして、道や国からの補助金の部分であり

ますけれども、この補助金については行政内では

企画、そして営業戦略と。ここには先ほども御答

弁いただきました国、道、それから外郭団体から

いろんな情報が来ているということですので、そ

れについて先ほどのお話ではしっかり共有を図っ

ているというような答弁に聞こえました。ただ、

現状はそういうふうになってはいないのかなと私

は思っています。これは何かというと、実際商店

街の皆さんとか、やはり何かをしたいなと思って

いても相談するところがはっきりわからないと。

常日ごろから商工会議所なり商工会、そしてそれ

にかかわる部分として観光まちづくり協会がある

わけですから、そこといろんな連携を密にしなが

ら情報を共有して、まちでどんな考え方を持って

どういうふうにしてほしいのだろうというふうな

ことを的確に把握をしていたならば、やはりそう

いう早い話文句ですけれども、出ないと思うので

す。出るということは、皆さんがお考えのように

きちっと情報が伝達されていてケアされていると

いうことであれば恐らくこんな意見はいただかな

いで済むと思うのです。ですから、そうではない

というところをしっかり認識をしていただいて、

やはり私はもうまちの中にもっともっと出ていく

べきだと思うのです。お題目みたいに商業活性、

商業活性、いつの場でもそういう言葉は出てきま

す。しかし、それを実際に実現するのは業者さん

というか、商店主ですよね。その人たちの気持ち

を受けとめて、行政はそれのサポートとして情報

をしっかり流して、こういう場合にはこういうふ

うな部分があるよというふうに教えてあげる。そ

れがやはりちょっとそれならやってみようかなと

いうふうな気持ちの転換につながっていく。それ

がまちの活性化。一遍に全部できるわけではない

です。だけれども、一つ一つやはりそういうとこ

ろから入っていかないとだめなのではないかなと

いうふうに実は思っていまして、御答弁を聞くと

何か全部できているようにお話しになっています

けれども、そうではないと思いますので、もう一

度その点について、現在進めていること、今まで

やっていなかったけれども、今４月からこういう

ふうにしたということでも結構です。お答えくだ

さい。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 今塩田議員のほ

うから先ほど答弁で申し上げましたけれども、私

どもから商工会議所初め関係機関への情報提供あ
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るいは情報共有という部分がうまくいっていない

のではないかというような御指摘もいただきまし

た。御指摘のとおり、私どもといたしましては会

議所、商工会等とも定期的に今年度からですか、

そういう話し合いの場を持ちながら、そういう情

報共有も含めて図りましょうということで、２カ

月に１回程度今事務レベル段階では開催をさせて

いただいているところであります。そういう部分

では、これまでなかなかうまくいっていなかった

部分があったのかもしれないというふうに考えて

おります。そういう意味で先ほども答弁で申し上

げましたとおり、各支援制度ですとか、融資です

とか、そういった部分、利用しやすい状況をつく

るために、まずは会議所や商工会の窓口に行って

いただいて、そこでそういった制度も含めて説明

をしていただく、あるいは受け付けいただく。そ

して、業者の営業状況といいますか、経営状況と

いいますか、そういったことも含めて相談をいた

だいて、その上で市のほうに上げていただくよう

な、そんな流れをこの４月からとっておりますの

で、さらに先ほども答弁でもありましたとおり、

ことしから北海道経済産業局のほうにも１人職員

を私どものほうから派遣をさせていただいており

まして、情報もたくさん流れてきておりますので、

そういった部分も活用しながら、もっとより連携

をとりながら、今後皆さんに利用しやすいような

体制をつくってまいりたいというふうに考えてお

ります。よろしくお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） わかりました。なるべ

くというよりは、ことしの４月から名寄市と、そ

れから商工会議所、商工会、３者による定期的な

会議を開いて情報の共有を図っているというふう

なことについては理解をしています。画期的なこ

とだなというふうに思っていて、非常にいいので

はないかというふうに思っていますので、その活

用をしっかりしていただきたいなというふうに思

っています。

ただ、このことに関しては中小企業の振興条例、

規則、これを２８年４月からですか、見直しをす

べく、今その調整をしながらこの１年半ですか、

かけていろんな情報を詰めていくというふうなこ

とだと思うのですけれども、その中で実際に観光

まちづくり協会、この中に入っていないのです、

３者の会議は開いているけれども。いろんな部分

で、私今までずっと皆さんが進めてきていること

というのは絶えず同じようなサイクルでいると思

うのです。ですから、そこは入るべきなのではな

いでしょうか。

それと、もう一つ、この条例、規則を見直すた

めの部分として一生懸命お話をされているという

部分でいうと、実際に名寄の５丁目、６丁目に新

しく来てお店を構えた方、何件かありますよね。

そういう人たちの意見とかお聞きになっているの

かどうなのか。それと、できればそういう人たち

をその中に入れて、そして意見を聞きながら、１

つまとめていくというような形をお考えにはなり

ませんでしょうか。よろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 今塩田議員から

いただきましたまちづくり観光の部分であります

けれども、この間商工会議所や商工会の皆様との

事務レベルでのお話し合いというものをさせてい

ただいておりまして、その一方で観光協会の皆様

ともお話をさせていただくということで、実現に

は至っていないのですが、話をさせていただいて

おります。そのほかに商工会議所、商工会、ある

いは風連の観光協会も含めた、そういったそうい

う団体の集まりというのも年に定期的に、懇親の

場も含めて設定はさせていただいておりますので、

その部分について中小企業振興条例改正に向けて

そういった方々の御意見をいただくという意味で

は、今後そういった部分について検討してまいり

たいなというふうに考えております。

また、新規で入られている５丁目、６丁目の開

業者の皆さんの部分につきましても、これまでそ
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の後の御意見等も含めて直接私どもにはいただい

ていないというのはありますので、そこら辺も会

議所等を通じて連携をしながら、そういった意見

もお聞きをしながら今後の事業に向けてまいりた

いというふうに考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 私中小企業振興条例の

条例、規則の見直しがどうのこうのと言っている

わけではなくて、やはり携わる行政、そして商工

関係の人たち全てが同じ共通認識を持つというこ

とが大事なのだというふうに思っていますので、

そういうふうな形で意思の疎通が図られるような

形に持っていっていただきたいなというふうに思

います。

それから、買・なよろ運動推進事業、今毎日新

聞に載っていまして、そういう中でうちはこうな

のだよといろんな情報を提供してくれているとい

うことを含めて、これは商工会議所さんが進めて

いる事業というふうなことで、いいことだなとい

うふうに思っています。そういうふうにまちの方

のいろんな意見を聞くというばかりでなくて、こ

んなことを一緒にやってみませんかというふうな

話をするということは大事だというふうに思って

いまして、ここの部分についてもこの部分につい

ての認可といいましょうか、受けるのは市のほう

の判こも要るという、そういうこともあったので

すけれども、もともとの最初の始まりといいまし

ょうか、この話があったときに一緒に商工会議所

とともに話し合ってこの事業認可につながったか

どうかということについてお知らせ願いたいと思

います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 買・なよろ運動

につきましては、ことしで２回目というふうにお

聞きをしていますけれども、今現在事業を進める

に当たりましては私どもの営業戦略課長も実行委

員の一人のメンバーとして入らせていただきまし

て、実際に事業を検討させていただきながら進め

ておりますので、認可の部分、私ども今手元にそ

ういった部分ちょっと持ち得ませんけれども、当

然そこら辺の部分については当初の部分から意見

交換なり情報交換なりをしながら認可に向けてや

ってきたというふうに考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） よろしくお願いします。

それで、もう一つ、今取り進めている部分とし

ては、首都圏でのアンテナショップ設置運営検討

事業というのを取り組みをしたいということで検

討されているというふうにお聞きしておりますが、

行政もこの中に、恐らく検討、水間課長が入って

いらっしゃるのだと思うのですけれども、これを

どういうふうに生かしていこうとしているのか、

差し支えなければお答えいただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） アンテナショッ

プの関係で補助事業を使いながら、今商工会議所

さんのほうを中心にして実行委員会をつくりなが

ら計画をされて、これから実行しようとしており

ます。この部分につきましては、私どもが中心と

いうか、主体的になってやっているものではあり

ませんけれども、塩田議員御指摘のとおり水間課

長が入りまして……

（何事か呼ぶ者あり）

〇営業戦略室長（常本史之君） 済みません。お

っしゃられましたとおり営業戦略課長が委員とし

て入りまして、一緒に考えさせていただいて、進

めさせていただいているということであります。

そこは、私どもが今都市交流の中で杉並区と交流

をさせていただいていまして、そちらのほうへの、

杉並区を中心とした首都圏への物産の販売ですと

か、名寄からのそういう経済交流も含めてやりた

いという話でございましたので、私どもとしては

そこを当然杉並区を中心としてということでござ

いますので、支援をしていくという部分について

はこの間お話し合いもさせていただいて、取り進

めているところでございます。
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〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） ぜひ積極的に進めてい

っていただきたいというふうに思います。よろし

くお願いします。

それでは、２点目の職員派遣の中での情報提供

という部分で、よくわかりました。やはり上部機

関といいましょうか、上級機関からの情報という

のは本当に名寄の市長が進めるまちづくりという

ふうなこの中で必要な情報だというふうに思って

いまして、今回この質問をしたのは市の職員が派

遣という形で何人か、今現在３人ですけれども、

進められている。その成果というのがどのような

形になっているのかというのは、正直な話市民の

方ってわからないのです。ですから、ごめんなさ

い。この質問をさせていただいて、その中で御答

弁をいただいて、こんなことを一生懸命頑張って

いるのだというのが知りたかった。そして、周知

をしたかったというふうな部分ではありますので、

今後も頑張って進めていっていただければという

ふうに思いますので、答弁は要りません。

それから、少年団の関係でありますけれども、

１点目と２点目の部分については同じようなこと

になりますので、再度この中でちょっと御質問を

させていただきたいのは、少年団の登録について

は現状体育協会を通してといいましょうか、名寄

の体育協会、それから風連の体育協会、そちらに

少年団登録をして、そして上部機関、道体協、日

体協というような形で登録をされていくというふ

うな形で登録されていて、名寄の体育協会、それ

から風連の体育協会に登録されている少年団に対

する補助制度はあるのはわかりました。しかしな

がら、この体育協会に登録をしていない。指導者

もいてしっかり少年団活動をしているけれども、

していない状況もあります。その状況の把握はさ

れているのか、その方たちへの例えば行政として

の補助金の交付の考え方、これらについてお聞き

をしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 教育委員会としまし

ては、今ありました体育協会加盟団体に属しない

少年団の活動につきましては正確に把握している

状況にはございませんが、陸上競技やスキーのア

ルペン競技などで活動されている実情は伺ってい

るところであります。このような活動に対しても

補助をすべきという御意見でありますけれども、

個別には大会、遠征等におけるバス利用などでは

御相談に応じておりますが、基本的には体育協会

等を通じての補助事業でもありますので、協会等

の方針や判断も尊重すべきと考えています。

また、ジュニア育成に当たっては、長期的な視

点から競技団体の育成を優先していく必要がある

のではないかと考えてもいますので、体育協会へ

の加盟及び登録の働きかけも含めて対応について

体育協会とも連携を十分にとりながら、今後対応

してまいりたいというふうに考えています。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） 今御答弁の中で体協の

考え方を尊重しというようなことで、ちょっとぴ

くっとしたのですけれども、これって違うのでは

ないですか。名寄市が、行政が出す補助金ですよ

ね。体育協会に１５０万円出して、そして名寄市

に住む子供たち、一生懸命頑張っています。その

人たちに不公平にならないように助成があってし

かるべきだと私は思います。それが１つは、確か

に言われることわかるのです。少年団登録してい

ない。できない。何かの状況があるのでしょう。

それらもきちっと把握してみなければわからない

ということは重々承知をしています。しかしなが

ら、やはりそれはこの平成９年に財団化して、そ

のときに名寄市は体育振興、育成にかかわる部分

としては体育協会と企画立案をともにして進めて

いくのだというふうになっていたはずなのに、何

で体協だけがやっていて、市がそこで参画する形

になっていないのか、ちょっと解せないのです。

そこのところをお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

平成２６年９月１７日（水曜日）第３回９月定例会・第３号
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〇教育部長（小川勇人君） 体育協会の考え方を

尊重しという話をさせていただきましたけれども、

スポーツ振興につきましては基本的に体育協会に

加盟されている団体なり少年団、そういった組織

にされている方を基本として進めている中で、言

われているようにいろんな方が、それに加盟して

いない方が個人的にやっている部分も先ほど言っ

たように承知している部分もあります。ただ、市

としても全ての活動している人を把握できるわけ

でもありませんし、どういった活動内容も含めて

基準をつくるのも大変さもある部分もありますか

ら、一定の基準といますか、そういったものに対

する助成についてはやっぱり体育協会への加盟な

り少年団としての登録、これが必要だというふう

にも考えています。そのためには、活動されてい

るところについて競技団体として加盟していなけ

ればその加盟、加盟しているけれども、少年団と

して加盟していない子供たちがいれば少年団での

加盟をするためにその該当する競技団体とも協議

を体協のほうでも進めていますし、当然教育委員

会としても連携を図りながら、そうした組織の中

にも入っていただきながら、そして名寄市の総体

のスポーツ振興を図っていくという、そういった

考え方でいきたいというふうに思っていますので、

御理解をお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） よろしくお願いします。

というのは、やはりこれは体協さんとしっかり連

携をして、それこそ体育振興、スポーツの振興、

ジュニアの育成、図っていくべきだと私は思って

いるので、今そういうふうな部分について助成が

要するに平等でないというふうなこと、これは私

の考え方の中にはあります。なるべくそういうふ

うな部分で体協さんと話をして、未登録の部分に

ついては登録を例えば促すだとか、登録できない

とすれば登録できない理由は何なのかとかいうふ

うなことも含めて、少年団登録というのは実際に

道体協のほうに少年が６００円、そして指導者は

２００円納めるわけですよね。ですから、その

一部の補填にもなっているというのは重々承知を

していることではありますけれども、大会に参加

をする場合は何せ体協の主催の大会は登録しない

と出られません。しかしながら、それ以外の部分

は登録していなくても出られるのです。全国大会

にも行けるのです。ですから、そんなことも全部

含めて、少年団、どういうふうに今後育成してい

くのかということも含めて、済みません。連携し

て協議をしていただきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いします。

それから、指導者の指導者不足というような部

分で、先ほども御答弁いただきました。各スポー

ツの競技団体、そこがやはり主体となって指導者

を育成をし、そして少年団活動をしているという

のが実態ですから、その中でいろんな状況がこれ

からもまた生まれてくるかもしれないし、指導者

に対する助成制度って何もないのだと思うのです。

先ほど各団体のほうに出している補助金を活用し

て、指導者資格を取るために旭川、札幌まで行き

ますよね。それの資格取得のための負担をそれで

補ってほしいという思いもあるでしょうから、し

たがってそういうふうな形で養成をしていくとい

うふうなことになると思うのですけれども、やは

り指導者をしっかり養成をしていかないとならな

いなというふうなことは思っていながら、いろん

な場面でオリンピックの選手を名寄から出したい

よねという話はあります。それにはしっかりした

指導者が、やはり選手といいましょうか、いい選

手も必要ですけれども、その選手をつくり上げて

いく、育成していくのも指導者ですから、そうい

う指導者の育成といいましょうか、それらも含め

てこれから行政としてどんな形をとっていけるの

かも含めて体協としっかり連携をとって進めてい

っていただきたいというふうに思いますので、こ

れ答弁要りません。よろしくお願いします。

それから、４点目の義務教育の児童生徒への交

付の関係ですけれども、よくわかりました。この
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ようにして多くのお金が交付をされているという

実態、重々わかりましたので、１つだけ確認させ

てください。交付対象となる大会といいましょう

か、やはり中学校だと中体連とかいろいろあると

思うのですけれども、児童生徒ですから小学校、

中学校で全道大会、全国大会に出場する。これを

開催というか、企画をしている競技団体の部分が

あると思うのですけれども、それらも全て交付対

象の認識になっているのかどうなのかというのを

ちょっとお知らせいただければと思います。確認

です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 今おっしゃるように、

各団体が主催する全道大会、全国大会については

対象となっております。補助対象が中体連であれ

ば対象経費の全額、民間団体といいますか、そう

いう団体が開催する場合については２分の１の補

助ということで整理をしております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） わかりました。

最後、５つ目の部分でいうと、ジュニアの専用

バスの確保について、なかなか難しいのかもしれ

ませんが、必要としている団体たくさんいます。

平成２０年に体協に専用バスがあって、先ほどお

っしゃられたように事情があって、その後更新さ

れないままに現在に至っていると。そして、その

大会に進むための部分といいましょうか、交通費

の関係も含めて年２回団体には助成制度を設けて

いるというふうなことで、その部分を、たくさん

団体ありますよね。先ほどお聞きしたら、昨年は

５団体の申請があったということなのですけれど

も、それについてどのようにお考えでしょうか。

というのは、少な過ぎない。必要としているけれ

ども、バスでなくて、やはり経費がかかるから個

人の親御さん、保護者にお願いをして何台かで連

ねてその大会まで行く、そういう状況が現状ある

のです。ですから、それらについて何とか専用の

バスは確保できないものかというふうなことです

ので、その点について。

（何事か呼ぶ者あり）

〇３番（塩田昌彦議員） そうです、そうです。

あくまでも確保です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 先ほど申しましたが、

５件ということでありますけれども、名寄市教育

振興補助金の中にもそういった部分も含まれてい

る部分があるので、その件数はちょっと押さえて

いませんので、言われているように経費がかかる

から保護者の方が送迎しているというケースが多

いのかなというふうにも考えているところであり

ます。

専用バスの確保ということでありましたけれど

も、体協のほうからも以前の状況を若干聞き取り

もさせていただきましたけれども、その当時大会

が集中して１団体１回程度にしているとか、やっ

ぱり競合して全ての団体が利用できない。一部の

団体しか利用できなかったという状況が報告され

ています。そういった面では、更新するとなると

バスの購入費なり維持管理する経費も含めて多額

にかかりますから、公平に利用していただくため

には補助制度による負担軽減という、そういった

形で進めていきたいという旨で先ほど答弁をさせ

ていただきました。名寄市のバスの運行につきま

しても近年陸運局からの指導等も強くなりまして、

市バスを運行させるときに例えば団体等が運転代

行を頼んだ場合については道路運送法違反になる

とか、白バスで有償であった場合については、こ

れについても道路運送法違反になるとかという、

そういったようなことは指導を受けているところ

でありますし、逆に以前でいけばそれらの団体の

大型免許を持っている人が運転したという状況が

あるかと思いますけれども、そうなった場合に市

が所有するバスをそういう不特定多数の人に運転

させるということは、事故が起きたときにこれは

かなりの重大な問題にもなるかというふうに思っ

ていますので、そういった面では今実施をしてい
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ます民間事業者の利用を促しながら、それに対す

る補助制度を活用していただくということで考え

ていますので、御理解をお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） そうすれば、以前体育

協会にあったバスは、これは違反を起こして、違

反を承知をしながら設置をし、運営をしたと、そ

ういう理解でいいのですか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） その当時は、そうい

ったことで特に指導等なかったので、違反をした

ということではなくて、あのときは使用料等は取

っていません状況でありましたので、ただ、今の

名寄市の行財政推進に基づくものでいきますと、

受益者負担の部分で無償でそういったものをやる

というのはどうかという問題があるので、今後や

る場合においてはやっぱり有償という考え方も出

てくるかということも含めて考えられますので、

そういったことを今話しさせていただきました。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） この部分については、

応分の負担という原則に関して言えば、これはや

はりかかる経費は一部負担をしてもらうというこ

とは当然のことだというふうに理解をします。そ

れを理解をしながら、要するになぜこんなにしつ

こくするかというと、欲しいと。そういうふうな

形でやっぱり選手の移動に係る経費含めて人的確

保だとかという、それこそ乗用車４台も５台も連

ねていくだとか、いろんなこともあって大変なの

です。なので、何とかならないだろうかというふ

うなことなので、やはり私は国の要するにそうい

う陸運局の考え方なりなんなり、それを押してま

で必要だなんていうことは言いません。

〇副議長（佐藤 勝議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 平成９年当時だと記

憶しているのですけれども、そのときに行政の白

バス行為についてはだめですと、そういう指導が

一回名寄市に入っています。無料でやったときに

はどうなのかということで、ぎりぎりの対応をさ

せていただいて、振興公社の送迎バス、お金取っ

ていないから途中でおろすことについてはぎりぎ

りのところセーフでないかというような議論もあ

りまして、やっていたことがあります。それは、

結果として不特定多数の場所にバス停のごとくお

りることについてはだめよと。宿泊、温泉利用者

の関係について、観光地なんかでやっている送迎

バスという形で無料で行う場合についてはセーフ

なのですけれども、場所が不特定多数であっちこ

っちにおりていくときについてはだめということ

でありましたので、そういうことも含めて、決し

て少年団バスだけではなくて文化振興の関係も含

めたり、全て整理をさせていただきました。それ

で、個人個人の車を連ねていくことが効果的なの

か、子供たちの安全、安心も考えたときに民間の

バスを使って２分の１の助成をすることが本当に

経費が高いのか、この辺の関係と車１台を持つこ

とによって先ほども小川部長言いましたように同

じ時期に、夏休み時期とか一番いい時期に利用が

重なったときにバスが１台では少年団活動のニー

ズを満たせないという、こういうデメリットもあ

りますので、市の考え方として数年前に市の持っ

ている車を白バス的に使うことについてはやめま

しょうということでやめました。白バス行為の云

々という形につきましては、１つは市の持ってい

る車をレンタ会社のように使わせることについて

はだめですということです。それが結論です。
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陸運の

ほうで認められているのは直営事業。市の直営事

業についてはセーフです。ただ、個別の少年団と

か体協加盟団体の少年団たちが使うときについて

は、市の車を貸すということについてはレンタと

同じような扱いになりますので、民間業者のバス

を借りていただいて、２分の１の負担を市のほう

から助成をして、それも若干回数の制限はありま

すけれども、最大限市としてできる対応について

対応させてもらっていまして、これはもう何年か

前から議会にも報告させていただいて取り組んで

いる内容でありますので、ぜひこの辺については

子供たちの安全、安心も含めて御理解をお願いし

たいなというふうに思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 塩田議員。

〇３番（塩田昌彦議員） わかりました。私の認

識不足だったこともありまして質問をしてしまっ

たというふうなことでありますけれども、今陸運

局の指示のもとに正しい運行の仕方といいましょ

うか、あり方というので進めているということで

すので、理解をいたしました。

以上をもって終わります。

（「議長」と呼ぶ者あり）

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 今の塩田議員と執行

者のやりとりの中で、バスの白バスに関する関係

で他市町村の状況について調べるようにと。それ

で、副市長から一定の回答があったことについて、

名寄市議会として他市町村に迷惑かけるようなや

りとりというのはいかがなものかというふうに考

えていますから、議事録精査していただいたほう

がよろしいのでないかと思います。そして、これ

は先進事例だという感覚は明らかに間違いで、従

前の私どもの言っている事例の扱いとは違うので、

その影響についてはちょっとはかり知れないので

はないかと思いますので、しっかり精査していた

だきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時０１分

再開 午後 ２時０６分

〇副議長（佐藤 勝議員） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

熊谷議員のほうから議事進行についてありまし

たが、塩田議員からの他市町村に関する部分につ

いては削除をする、それに伴って佐々木副市長の

答弁の部分も削除するということで御理解をいた

だきたいというふうに思います。よろしいでしょ

うか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で塩田昌彦議員

の質問を終わります。

それでは、地域経済の活性化施策について外１

件を、駒津喜一議員。

〇１８番（駒津喜一議員） 議長より御指名をい

ただきましたので、さきの通告どおり質問をいた

します。

最初に、大項目の１番目として、市内の景況は

一部の業種を除いて依然低迷している状況です。

地域経済の活性化は、雇用の安定や、ひいてはボ

ランティア活動にも広がり、地域全体の活性化に

も発展するものです。地域の活性化を進めるため

にも中小企業振興条例並びに企業立地促進条例の

施策が重要だと考えます。この支援策である振興

条例と企業立地促進条例をもとにした経済施策は、

来る平成２８年度に向けて大幅な見直しがされる

という計画でございます。この計画についてどの

ように取り組み、どのように改善されるのか、趣

旨と目的をお聞かせいただきたいと思います。

次に、企業誘致についてお聞きいたします。企

業の誘致は、雇用問題の解決、税収の増加など期

待でき、全国の各自治体では企業誘致に民間調査

会社の利用、外部アドバイザーの活用など積極的

に取り組んでいます。北海道内の誘致活動は、全

国から見れば消極的な自治体が多い傾向でありま
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すが、中では積極的な自治体もあります。特に白

老町では、町長が率先して取り組み、出張時には

必ず企業訪問をし、職員を含めた訪問件数は年間

平均約１５０件、企業数は平均で６８社にもなり

ます。同じ企業を何回も通う回数となっておりま

す。さらに、誘致した企業を含め町内にある既存

企業の流出に対しても企業の悩み、問題点に町内

の各部が協力して企業の課題に取り組むことで流

出を最小限にとめているそうです。名寄市におい

ても企業誘致は人口減少の抑制、雇用の拡大、自

主財源の確保など地域経済の活性化やこれからの

まちづくりには大きな効果が期待されます。この

企業誘致に対する考えと既存誘致企業に対する取

り組みについてお聞きしたいと思います。

次に、移住、定住促進についてお聞きします。

名寄市は、住みやすい地域として上位にランキン

グされております。こうしたランキングを活用し

た移住、定住促進を強化する必要があると思いま

す。移住、定住を希望する中には、生産年齢の世

代で就職や新規事業の起業を希望する方なども予

想されます。市内の経済状況は、一部の業種で人

手不足の業種もございます。こうした問題の解消

と交流人口の拡大にも期待ができます。移住受け

入れとして、生活インフラの整備、医療等などが

ありますが、まず住居のあっせんが必要になりま

す。そこで、市長の行政報告にもありました平成

２５年度から実施しておりますお試し移住住宅の

事業を行っておりますが、１年以内の限られた期

間ではありますけれども、この交流事業において

も移住、定住につながるものがあると思います。

利用された方の状況と移住、定住を希望される方

への支援策を含めた今後の計画についてお聞かせ

いただきたいと思います。

最後の大項目としまして、資源循環リサイクル

についてお聞きいたします。平成２２年度のごみ

の総排出量は全国で ５３６万トンで、１人当た

り１日に９７６グラム排出しております。ごみの

総排出量及び１人１日当たりの排出量は昭和６０

年度前後から急激に増加していましたが、平成１

２年度をピークに継続的に減少傾向にございます。

１人１日当たりの排出量では、ピークであった平

成１２年度から約２０％減少していることになり

ます。この減少は、リサイクルできる量が増加し

ていることが予測されております。環境問題と資

源問題を同時に克服し、今後もごみの減量化をよ

り進めていくためには、リサイクル活動を積極的

に取り組んで廃棄物の発生抑制、リデュース、部

品等の再使用、リユース、使用済み製品等の原材

料としての再利用、リサイクルのいわゆる３Ｒを

推進し、循環型社会の構築をより推進していくこ

とが重要となります。この考え方は、市民が行政

と協力をしてごみの減少とリサイクルに理解をし

て、ともに取り組むことが大切なことです。この

意識をさらに向上させるために、全国では子供た

ちへの教育の一環として、また町内会自治区での

啓発などを取り組んでおりますが、名寄市におい

てはどのように取り組んでおられるのかお聞かせ

いただきたいと思います。

以上でございますが、前日の、そして今までの

一般質問と重複する項目が何点かございますが、

あえて答弁いただきますようお願い申し上げまし

て、この場での質問を終わりたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいま駒津議

員からは、大きな項目２点について御質問をいた

だきました。大項目１は私から、大項目２は市民

部長からの答弁となりますので、よろしくお願い

をいたします。

大項目１、地域経済の活性化施策について、小

項目１、中小企業振興条例、企業立地促進条例に

ついてお答えいたします。まず、商工業への支援

につきましては、平成２８年度施行を目指して中

小企業振興条例及び同施行規則に係る改正作業を

商工会議所及び商工会とも確認をしており、本年

１１月をめどに検討委員会を設置する予定で、そ

の委員メンバーの選定などについて現在協議をし
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ているところでございます。今回の条例改正につ

きましては、市、経済団体、中小企業者の役割や

経済循環の中で協力が不可欠な市民の理解などを

規定するとともに、施行規則の支援策の中で現状

として余り活用されていない事業、現支援内容で

改善すべき事業、中長期的な視点の中で新たに創

設すべき事業、さらには本市で新たなビジネスを

創造する事業者や各事業所後継者が事業を継続で

きる環境づくりなどについて再確認し、先進的な

取り組み事例も参考として本市の商工業事業にと

ってどのような内容を導入することが必要である

かに焦点を当て検討していくことと考えておりま

す。

次に、企業誘致につきましては、市外から新し

い企業を誘致することはもちろんのこと、既存企

業の移転、増設や大規模な設備投資等の事業拡大

も含むものと考えており、企業の立地は税収の増

加、市内の雇用拡大、地域経済の活性化のほか新

たな産業集積により市民の暮らしやすさ、住みよ

さの質の向上にもつながるものと考えております。

昨年の第４回定例会で駒津議員からも企業誘致に

対する市の取り組みについて質問がございました。

名寄市企業立地促進条例の整備を視野に産業の振

興や雇用の拡大が図られるよう取り組みたいとの

回答をさせていただきました。本年第２回定例会

では、助成の対象となる施設の範囲を拡大すると

ともに、助成の要件を変更することを主な内容と

した一部改正案を提出し、議決をいただいたとこ

ろでございます。条例改正後は、工場等の立地に

ついて問い合わせもございましたので、現行の助

成内容等をもっと広く市内外に発信できる方策を

検討するほか、北海道、名寄商工会議所、風連商

工会等関係機関が有する情報を活用し、既存誘致

企業も含めた市内外の企業ニーズの把握にも努め、

企業立地の推進を図ってまいります。

続きまして、小項目２、移住、定住促進につい

て、お試し移住住宅の利用状況と今後の計画につ

いてお答えをいたします。昨年度旧風連高校の教

員住宅を改修し、昨年７月からお試し移住住宅の

利用を開始し、利用が好調だったこともありまし

て、今年度はさらにその隣の教員住宅を改修し、

７月から２棟目の利用を開始したところでござい

ます。利用期間につきましては、１週間以上１カ

月以内としております。１週間以上としておりま

すのは、一般の宿泊施設としての利用を防ぐこと

と当市での暮らしを体験していただくためには一

定程度長い期間滞在していただく必要があると考

えているからであります。また、より多くの希望

者に機会を与えるために、１カ月以内と上限を設

けております。

それらの利用実績につきましては、昨年度は７

月の１カ月間に奈良県の６０代男性２名、８月最

終週の１週間に札幌市の５０代男性と４０代女性

の御夫妻、９月の１カ月間に東京都の６０代御夫

妻と１０代のお子様の３名が利用しております。

このうち９月に東京から利用された御家族はその

後昨年の秋ごろから中古の戸建て住宅を購入をし

て当市に移住したと聞いております。今年度は、

１棟目に５月から６月にかけての１カ月間に神奈

川県の６０代御夫妻、６月中下旬の１９日間に千

葉県の４０代男性１名、７月の１カ月間に兵庫県

の７０代男性と６０代女性の御夫妻、８月の１カ

月間に東京都の４０代御夫妻が利用し、２棟目に

は８月初旬の８日間に愛知県の８０代男性と７０

代女性の御夫妻、８月中旬の８日間に東京都の７

０代男性と６０代女性の御夫妻が利用しておりま

す。

今後の利用予定につきましては、１２月２８日

から１月３日まで大阪府から５０代男性１名の予

約利用が入っておりまして、初めての冬期間の利

用をいただける予定でございます。

今後の計画についてでありますが、今年度１棟

目の住宅玄関前周辺の外構工事を行い、地面が低

いことによる水たまり対策と雑草対策を施し、利

用者からの好評を得ていることから、来年度は２

棟目も同様の工事を行うとともに、１棟目と２棟
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目周りに全体的に砂利を敷くなどして水はけ及び

雑草対策を施すことにより、より快適に利用でき

る環境を整える予定であります。これまで利用さ

れた方のアンケート結果によりますと、冬での暮

らしに不安を抱き、完全移住ではなく、本州の暑

さを逃れるために夏の期間だけ滞在するシーズン

ステイを考えている利用者が多いのも事実であり

ます。このような方々にもぜひ冬期間も利用して

いただき、冬での生活の不安を解消していただく

ようお願いしております。さらに、本年９月２３

日に東京で開催をされます北海道暮らしフェアや

来年１月１８日に開催をされますＪＯＩＮ移住・

交流＆地域おこしフェアにも出展をいたしまして、

当市のお試し移住住宅の利用をＰＲする中で、特

にこれからの冬の利用を積極的にアピールしてま

いる考えでございます。

以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） それでは、大項目の

２、資源循環リサイクルについて申し上げます。

ごみ排出量抑制については、平成１５年度ごみ

処理量の有料化を行った結果、排出量で３０％以

上の減量化、資源化ではリサイクル率で６％台か

ら２０％台へと大きく向上をしました。その後炭

化ごみは減少傾向にありますが、埋め立てごみの

排出量は微増状態となっております。また、資源

ごみについては、古着の回収を繊維全般に拡大し

たことで平成２５年度の古着の回収量は前年度の

４倍となりましたが、資源ごみ全体の回収量は年

々減少傾向となっております。

御質問の３Ｒの推進及び循環型社会の構築に向

けて意識の向上のための取り組み状況についてで

すが、今日まで集団回収を初め新たに平成１９年

度は廃食用油のリサイクル、平成２０年度には古

着、平成２５年度には使用済み小型家電のリサイ

クルを取り組んできているところです。啓発、周

知について有料化の平成１５年度と平成２１年１

０月、家庭から出るごみと資源物の分け方を載せ

たガイドブックを発行し、資源の出し方、品目別

のごみ分別辞典を載せ、周知を図ってまいりまし

た。また、ごみの収集時は分別の悪いもの、資源

物においては出し方の違うもの、汚れたもの等が

あれば違反シールを張らせていただき、回収して

おりません。これも周知目的でありまして、電話

対応、直接指導等をさせていただいております。

名寄市は、自衛隊、大学等ある関係で転入、転

出者の大変多いまちとなっており、転入者へのご

み分別の周知が課題であることから、転入届に来

られた方へガイドブックを使用し、個別に説明を

させていただいております。そのほかに毎年開催

されるふれあい広場、産業まつりで段ボールコン

ポストやリサイクルのＰＲをさせていただいてお

ります。町内会等の団体には、出前トークで「ご

みの分別収集とリサイクルの推進」と題したメニ

ューがあり、ごみの減量と再資源化の取り組みに

ついて理解をいただくことができます。さらに、

小学校の社会科の授業ではリサイクルセンターの

施設を訪れ、ペットボトルやプラスチック、容器

包装類、発泡スチロールや缶類、瓶類の分別など

廃棄物を再資源化する中間処理について、実際に

作業現場の処理状況を見学してもらい、学習をい

ただいているところです。

最後に、ごみ分別ガイドブックの発行について、

一部収集体制が変更、使用済み小型家電の取り組

み等がありましたので、広報１０月号と一緒に全

戸配布をする予定となっております。さらにわか

りやすいように試行錯誤を重ねて、現在新しいご

みの分別ガイドブックを作成中であります。

以上、３Ｒの推進及び循環型社会の構築の啓発、

周知に向けて努めているところです。

私からは以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） それぞれ御答弁いた

だきましたので、再質問を行いたいと思います。

まず最初に、大項目の１点目でございます。地

域経済の振興ということで、中小企業振興条例に
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ついて、または立地条例についてお尋ねを申し上

げますけれども、昨日とただいま直前の各同僚議

員の御質問が非常に重複する予想がありますので、

なるべく重複しないように、違う観点から御質問

をさせていただきたいなというふうに思います。

まず、名寄市内の企業といいますか、商工業の状

況なのですけれども、今の商工業者の現実として

平成２６年３月現在で ３７０事業所ということ

でございます。これ私のほう古いデータがないの

ですけれども、これは昔から比べれば、昔は１５

年、２０年前は ０００事業所あったように記憶

しているのですけれども、かなり減っているとい

うことです。特に中心街を構成しております商店

街、五丁目商店街では平成２６年３月現在で５丁

目が３６件で、６丁目が３８件と合わせて７４件

となっております。これも１０年前の数字があり

ますけれども、５丁目、６丁目合わせて１１７件

ということで、この数字を比べていましても１０

年間の間で３７件ほどの店舗が減っているという

状況にあります。中心街の店舗だけではなくて、

郊外の店舗も店を閉めるところが多くなっており

まして、非常に市民の消費者難民というところも

懸念されるところではあります。そういったこと

でこの振興条例の見直しにつきましては、今まで

の施策も必要ではあると思うのですけれども、中

心市街地あるいは店舗支援事業などいろいろ金額

に対して以前から一般質問でやらさせていただい

ておりますので、この点を要望した部分を答えて

いただきたいなというふうにお願いしていきたい

と思います。

また、昨日も質問に出ておりましたけれども、

後継者の問題というのが挙げられるというふうに

思います。後継者に関しましては、民間のリサー

チ会社によりますと上川管内商工業者に １０４

件のアンケートをとりましたら、後継者がいない

と回答した企業は８４１社で７ ４％ということ

です。これは、全道では７ ８％、全国では６

４％が後継者がいないというふうに答えているそ

うです。したがいまして、これから事業を継承し

て店舗数がそのまま維持できるか、またはそうい

った部分で期待する部分は少ないという実感でご

ざいます。

それでは、どうして商業あるいは商工業の活性

化を求めるかというと、新規の企業、この事業が

今強化する部分ではないかというふうに思います。

新規で新しく勤めていた方が脱サラで事業を起こ

す、あるいは先ほどの答弁にありました移住、定

住、あるいは交流事業で名寄で事業を起こしたい

ということで展開する部分、ここの部分で新規事

業者の支援策というのは今までの政策として融資

制度、新規開業資金の支援しかありません。よし

んば空き店舗支援事業というのも該当するのかも

しれませんけれども、直接的に関係するのは新規

開業資金ということで市の融資制度しか支援策は

ないわけでして、この融資制度につきましては銀

行の預託融資でございます。したがいまして、実

績もない、または資金もないという立場の方が新

たに事業を起こしたいという場合はなかなか金融

機関あるいは保証協会の許可はおりないという状

況も多々ございます。そういった意味合いから見

れば、この融資制度だけでは到底対応できないと

いう部分が多く考えられます。したがいまして、

新規開業する事業者、希望する方に対して支援を

新たに創設するか、あるいは強化するか、そうい

った支援が必要だというふうに思いますけれども、

これについて御見解があればお聞かせいただきた

いと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいま駒津議

員のほうから３点にわたりまして再質問をいただ

きました。中小企業振興条例の改正につきまして

は、平成２８年４月の施行を目指して今後先ほど

も答弁で申し上げましたとおり検討委員会を組織

をいたしまして、今そのメンバーを選定をするた

めに商工会議所、商工会の皆様方と検討させてい

ただいているところではございます。そういった
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言われたような利用しやすい、さらには名寄の今

の状況に合った支援制度等をいろんな意見を聞き

ながらそこに反映させていくということは当然の

ことだというふうに考えておりますので、今後そ

ういった部分十分意見を聞き取れる状況をつくり

上げながら対応してまいりたいというふうに考え

ております。

また、後継者問題も非常に深刻な問題でありま

す。また、３つ目の新規起業者への支援というこ

ともございます。そこにつきましては、先ほど御

指摘のとおり商店街におきましては高齢化の関係

もあって空き店舗なども非常に年々ふえていると

いう状況もございますので、商店街に活気を取り

戻すという、なかなか難しい問題ではありますけ

れども、そこを目指して、次代を担う若い世代の

皆さんに対する持続的な取り組みというのが必要

ではないかなというふうにも感じておりますので、

そういった部分も含めてこの検討委員会の中で議

論をさせていただきまして、新名寄市内の商店、

商工業者に対するよりいいもの、いい条例を今後

考えてまいりたいというふうに考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） 私最後の新規だけ質

問したのですけれども、御丁寧に３つも答えてい

ただきまして、とりあえず一問一答でございます

ので、３つも答えていただくとは思ってもいなか

ったのですけれども、御丁寧に御回答いただきま

してありがとうございます。

当然後継者の支援というのも必要だというふう

に思っております。したがいまして、これとあわ

せてこれからの時代にはやはり後継者が少ない状

況の中では新規に事業を起こす方への支援も必要

だというふうに思っております。

それと、この振興資金の中にはやはり中心街の

活性化ということも織り込まれております。商店

街の組合への支援、支給とか、そういったものご

ざいます。そういった意味で中心市街地の活性化

というか、市街地の計画もこれから進んでいくと

は思うのですけれども、私も過去に中心市街地の

近代化の設計書といいますか、設計図を何回か、

４点ぐらい見させていただいて、研究をしてきた

部分もございます。その中では、コンサルタント

の方の特色が非常に出る計画書でもあります。中

には大学生を取り入れて、それと一般の方を入れ

て、商業者を入れて、大学の教室の中でグループ

ディスカッションをしてつくった計画書もござい

ます。できた計画書は、商店街に「せせらぎの聞

こえる商店街」というキャッチフレーズで、川を

つくるという構想の計画書ではありましたけれど

も。中には教科書どおりの設計書をつくっていた

だく、丁寧につくっていただくコンサルタントの

先生もいらっしゃいました。このコンサルタント

の近代化の計画に共通して言えることは、消費者

と商業者、そうしたコミュニケーションの場をつ

くることと消費者の憩いの場とするというのが共

通して織り込まれております。そういった意味か

らいえば近代化の建物の、または構築の部分も大

事な、建設的なことも大切なことだとは思うので

すけれども、精神面といいますか、商店街の方々

が意思統一して取り組む、そういった部分、これ

はやはり商業者、該当する地区だけではなくて行

政と関係団体と一致になって方向性を導いていく

必要があるというふうに思っております。こうい

ったことは、得意なコンサルタントの先生がいら

っしゃいますので、こういった先生を登用して、

建築の部分だけではなくてそういった意思統一に

向かった精神的な部分も必要ではないかというふ

うに思いますので、ぜひこういったことも審議会

の中で支援金として取り込んでいただければいい

のかなというふうに思っておりますので、お願い

したいというふうに思います。

あと、企業立地促進条例なのですけれども、こ

ちらのほうはお気づきだとは思うのですけれども、

工場とソフトウエアハウスと試験研究施設という

部分がございます。この部分につきましては、ソ
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フトウエアハウスという部分につきましてはこれ

だけ情報化が浸透した中で、ソフトウエアの会社

も非常に飽和状態という形になっておりますので、

この辺もどういうふうに取り組んでいかれるのか

お聞きしたいなというふうに思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ソフトウエアハ

ウスというものも今、年々こういった部分の分野

につきましてはそういう情報産業の発達だとか、

そういった部分においていろんな分野の事業とい

いますか、起業されている方がおられるというふ

うに考えております。できれば私ども名寄市とい

たしましてもどういった方々が企業立地という形

で来ていただけるのかという部分、この名寄の地

域に合うような方々がおられるのかというのをち

ょっと研究をさせていただきながら、この条例を

生かしていくために今後も研究させていただきた

いというふうに思っております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） 時代に沿った施策を

対応していただきたいと思いますので、ぜひそう

いう形でお願いしたいというふうに思います。

次、企業誘致でございますけれども、これも昨

年質問して要望させていただいておりますので、

今回白老町の事例を挙げておりますけれども、訪

問する企業の中には飛び込みで行くという企業は

めったにないと思います。これは、白老町に聞い

たわけではないので、私の想像なのですけれども、

多分職員なり町長なりの人脈を使ってそういうふ

うに紹介をしていただいて、行っているのではな

いかというふうに想像します。こういった人脈を

大いに活用して、これからの企業誘致に取り組ん

でいただきたいなというふうに思います。これは

答弁要りませんので、お願いだけしていきたいと

思います。

続いて、移住、定住の部分でございますけれど

も、交流事業でもありますお試し移住に関しまし

て非常に好調な滑り出しということでございます。

それで、各全国的に移住、定住に対する受け入れ

る側の対応というのを調べてみたのですけれども、

中にはやはり若い世代で移住をして、そして再就

職を探したり、あるいは事業を行いたいという方

もいらっしゃいます。それで、交流事業で行って

いますお試し移住住宅なのですけれども、これは

１カ月以内ですか。１カ月以内で１週間以上の滞

在ということで、物件もホームページで見させて

いただきました。教員住宅の住宅で３万 ０００

円でしたか、それと一軒家の住宅で７万円という

家賃が印象的だったのですけれども、数があるの

で、それしか目につかなかったのですけれども、

移住する方には、名寄に来て事業を行いたいとい

う若い人たちの中にはやはり工房にしたいとか、

レストランにしたいとか、いろいろ住宅をいじり

たいとか、それで安い物件を手に入れて改築費用

を抑えたいとか、そういった希望も全国的に見れ

ば多いように見受けられます。そういった意味で

このお試し交流事業は、その部分だけは移住、定

住にそぐわないのかなという気がいたします。そ

ういった意味で先ほどから出ておりますが、空き

家の利用ということで、全国的にこういった要望

に応えるために地域の空き家を活用していただく、

移住、定住に提供するという形をとっている行政

がふえてきております。そういった部分で空き家

対策にもなりますし、移住、定住の誘致するいい

材料にもなるわけですけれども、こういった空き

家を活用して移住、定住を促進するという考えに

ついて御見解があればお聞きしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 空き家を活用し

ての移住、定住の取り組みということであります

けれども、きょう午前中に高野議員のほうにも答

弁をさせていただきましたけれども、名寄市の移

住促進協議会というのが設立をされておりまして、

その中の取り組みの一環といたしまして協議会の

ホームページをことしの７月に立ち上げてござい

ます。その中で協議会の構成団体に不動産業者さ
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んが３社入っておりまして、そちらの空き室、空

き住宅情報をそのホームページから見られるよう

にしております。この協議会は、設立時からより

多くの団体、個人の方々を募集をさせていただい

ておりまして、十分な会員の状況にもまだなって

おりませんけれども、駒津議員がおっしゃるよう

な空き家をお持ちの方についてもこの協議会に加

入できる資格がございますので、ぜひそういった

方々への会員の募集も含めて今後募集の周知も十

分させていただきたいというふうに思っています

し、そこでそういった情報が集まってくればそう

いった方々への情報提供というのも容易にできる

のかなというふうに考えておりますので、御理解

いただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） そういった空き家の

情報というか、データも市民と協力しながら集め

るのが一番いい手だというふうに思いますので、

ぜひ協議会をフル活用していただいて、そういっ

た空き家のほうのデータの紹介も今後実施してい

ただきたいなというふうにお願いをしておきたい

と思います。

手元にあるのは、これ道の移住、定住の御案内

のホームページから抜粋したものなのですけれど

も、もちろん道の移住、定住の紹介には道内の各

市町村の紹介がされております。項目別に閲覧で

きるようになっておりまして、その中にはやはり

土地、住宅の提供という各市町村の支援する内容

が書かれております。こちらのほうには、残念な

がら名寄市のデータは入っておりません。逆にも

う一方、就業、就農、起業支援、この項目につい

ては名寄市は入っておりました。名寄市は入って

いるのですけれども、項目としては就農者が２点、

そして企業、店舗を展開するというのがこれはい

わゆる先ほど言いました開業資金と融資に対する

支援ということでございます。これは、今の先ほ

どの答弁で土地、建物の件についてはこれから協

議会を機能して対応していただくということでご

ざいますので、これからこういった紹介が出てく

ると思うのですけれども、こちらのほうの就業、

就農、起業支援という部分では列記されているほ

かの市町村から見れば非常に魅力がないといいま

すか、余り行きたいという気持ちが起きないよう

な項目でございますので、この辺どういう認識を

持っていらっしゃるのかお聞きしたいというふう

に思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） ただいま御指摘

いただきましたとおり、現状の中身でそちらに登

載されるような状況になっておりますので、今後

そういった部分、何とか改善できるように各制度

を修正をしながら、対応できるものについては対

応し、そういう部分で対外的にも情報提供できる

ような形にしてまいりたいというふうに考えてお

ります。よろしくお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） ぜひ移住、定住を希

望する人と、それと交流事業であるお試しの部分

いても何かしらアフターフォロー、あるいはこう

いった土地、建物の提供というか、含めて支援策

をふやしていただきたいと思います。

全国的には、非常に積極的な市町村が多い。福

島県の川俣町ですか、ここでは新婚さんがいらっ

しゃいましたら、移住してきましたら、新婚定住

支給金ということで２０万円から４０万円の支度

金が当たるということでございます。１年で移動

してしまったら半分返還してくださいとか、いろ

んな罰則はあるのですけれども、そこまでしてで

も呼び込む。これは、道外だけのことではなくて、

たしか１５年前に函館市も新婚さんではないです

けれども、定住、移住でアパートあるいは住宅を

買ったときに支援金を出すという制度がありまし

た。こういった部分でも魅力のある対応をしてい

かなければ移住、定住に対してはなかなか進まな

いと思います。一時は、団塊の世代の定年された

方の第二の人生ということで進めた部分もありま
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すけれども、これからはそういう世代ではなくて

若い世代、それから幅広い世代にわたって移住、

定住の促進は取り組まなければいけないというふ

うに思っておりますので、そういった面の大まか

に見た支援策ということで、お考えがあればお聞

きしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 福島県川俣町の

事例等も御紹介いただきましたけれども、そうい

った部分については私たちの段階ではなかなか判

断できない部分もございますので、他の市町村、

そういった事例たくさんあるというふうに思いま

すので、そういった事例を研究させていただきな

がら、今後もしそういった部分が対応できるので

あれば研究してまいりたいというふうに思います

ので、御理解いただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） 人口が減少するのも

何とか歯どめをしなければいけない。そして、地

域の活性化もこれからしなければいけない。そう

いった意味で以上申し上げたことに振興条例を初

め、そして移住、定住に対する取り組みに関しま

して積極的に取り組んでいただいて、これからの

振興条例に関しましても施策について再考いただ

きますようお願いを申し上げて、移りたいと思い

ます。

最後になりますけれども、リサイクル、３Ｒ運

動でございます。この３Ｒ運動につきましては、

昨年の１２月定例会で私のほうで提案を申し上げ

まして、今回の市長の行政報告の中にそれが対応

されたということで、非常に市民からも喜ばれる

ところでございます。そういった意味で小型家電

リサイクルについて取り組んでいただいたという

ことは、大変高く評価できるのではないかなとい

うふうに思います。そのときに、私実を申します

ともう一つ提言をさせていただいているわけなの

ですけれども、この３Ｒ運動というのは要するに

リサイクルをすることによってごみの減量化を進

めると。そして、今外国に頼っている資源を回収

して資源不足を補うという意味で３Ｒ運動という

のが大分前から行われているわけですが、今小型

家電リサイクルにつきましては、これはどこでや

っているのか。これリサイクルセンターですか。

リサイクルセンターで……

（何事か呼ぶ者あり）

〇１８番（駒津喜一議員） 一般の市民において

は、あのリサイクルセンターに行かれるというの

はなかなか大変なことでございまして、ほかの行

政は大抵の場合は、昨年私滝川と岩見沢に行政視

察に行かせていただいたのですけれども、市役所

の玄関に小型家電リサイクルボックスというのを

設置いたしまして、そこで回収できるような形に

なっております。これは、便利だというだけでは

なくて、市民に対してリサイクルの３Ｒの大切な

要素を認識してもらうという部分で非常に効果が

ある行動だというふうに思うのです。このボック

ス自体は大して経費はかからないと思うのですけ

れども、市役所庁内の玄関に置けば、また管理と

か、それを置く場所とか、いろいろと手間はかか

りますけれども、その手間がかかる部分以上に効

果があるというふうに思うのですけれども、リサ

イクル回収ボックスの設置について、ちょっとお

考えをお聞きしたいなというふうに思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） ３Ｒの取り組みにつ

きましては、何よりも意識の啓発が必要となって

まいります。また、毎日のことですから小さなこ

との積み上げがとても大切になります。小型家電

のリサイクル回収ボックスの関係でございますけ

れども、何せこの４月にリサイクルセンターで回

収をするということが決まったばかりということ

もございますので、意識啓発の部分もあるかと思

いますけれども、名寄庁舎あるいは風連庁舎に設

置できるのか、スペースを含めて、さらには対象

物以外が置かれていないようにちゃんと職員の目

が届く範囲に設置することができるのか、また置
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かれた携帯電話、パソコンなど個人情報保護の観

点から盗難防止対策等が必要不可欠と考えており

まして、いずれにしましても先ほども申し上げま

したが、この４月に始まったばかりということも

考え合わせて、可能なものであればボックス回収

についても設置に向けた研究を進めたいと考えて

おります。

以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 駒津議員。

〇１８番（駒津喜一議員） ぜひそういう形で取

り組んでいただきたいと思います。ボックスは便

利なだけではなくて、何回も申しますけれども、

３Ｒの精神を非常に受け継いだものでございます。

また、名寄市のというか、これは岩見沢のごみの

パンフレットなのですけれども、岩見沢のごみの

パンフレットにおきましてもこれ３ページから４

ページのものなのですが、転入された方がこれを

いただいて岩見沢市のごみの分別を学習するとい

うことなのですけれども、このパンフレットの下

のほうに「ちょっと待って！ごみにしてしまう前

に」ということで３Ｒ運動のキャッチフレーズと

意味を書いてあるのですけれども、名寄市はごみ

のパンフレットを見ましてもこれ全然出ていない

のです。そういった意味で市民と一緒になったリ

サイクルを進めるに当たってもこういった細かい

配慮も必要だというふうに思いますので、ぜひ市

民と一体化したリサイクルの３Ｒを進めていただ

きたいなというふうに思っております。

時間が余りましたけれども、以上をもちまして

私の質問を終わります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で駒津喜一議員

の質問を終わります。

３時１０分まで休憩いたします。

休憩 午後 ２時５３分

再開 午後 ３時１０分

〇副議長（佐藤 勝議員） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

災害のない治水対策について外２件を、日根野

正敏議員。

〇１５番（日根野正敏議員） ただいま議長より

指名がありましたので、本定例会において大項目

３件について質問をさせていただきます。なお、

重複した質問もありますが、御理解をいただきた

いと思います。

災害のない治水対策についてお伺いいたします。

本年は、日本全土の至るところで集中豪雨が発生

し、広島県では７３名もの命も奪われる大きな災

害が起きています。名寄市についても人的な被害

はないものの、８月に２度の集中豪雨があり、豊

作が見込まれる収穫途中や収穫目前の農作物に大

きく被害をもたらし、今後収穫をする農作物にも

影響があると考えられます。春先より苦労しなが

ら育ててきたものが一瞬にして無残な形になるこ

とは、災害とはいえ残念としか言いようがないと

考えます。農業被害に限らず、被害に遭われた市

民の心中は再度このようなことのない治水対策を

望んでいることは明らかで、ことしのような集中

豪雨は地球規模の温暖化による気候の変化は顕著

で、必ず今後も起こることが考えられます。今回

の集中豪雨をもとに災害のない治水対策の強化を

望みますが、そのお考えをお伺いいたします。

次に、過去直近での大きな水害は平成２２年７

月下旬に２４時間で１００ミリを超す雨が降りま

したが、過去のデータや今回のデータも踏まえ降

水量と時間、気象庁の予測なども参考にある程度

どこの河川が氾濫を起こすか予測ができるのでは

ないかと考えます。災害を最小限にとどめるため

にも初動の迅速化や市民に対する対応に戸惑いの

ないように降雨量と時間の気象予報もあわせた警

戒基準を設け、水害予想と市民対応を進めるべき

と考えますが、そのお考えをお伺いいたします。

災害関係では最後の質問になりますが、災害時

の電話の対応についてどなたが対応しても同じ対

応ができるように、よい意味でのマニュアル化を

した対応が必要だと考えますが、そのお考えをお
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伺いいたします。

大項目の２点目、望湖台自然公園についてお伺

いいたします。平成２３年度をもってセンターハ

ウスが閉鎖をして、以降年々自然公園を訪れる人

も減少していますが、四季折々咲く花々や湖の景

色は市内の観光スポットの中でも冬期間を除き年

間を通して楽しめる自然豊かな憩いの場所だと言

え、観光場所としてのポテンシャルは高いところ

だと考えますが、今後の利用の展望についてはど

のように考えているのかお伺いいたします。

次に、センターハウスについてですが、昭和５

７年に建てられ、３２年が経過をし、閉鎖後２年

半が経過をして、無人となったこともあわせて老

朽化に拍車をかけているセンターハウスについて、

今後全く利用価値がないのか、今後の対応につい

てお伺いいたします。

次に、センターハウスの閉鎖に伴い風連地区に

温浴施設がなくなり、無料バスで風連地区からな

よろ温泉サンピラーまで送迎を行っていますが、

年々利用者が減ってきています。距離的な問題や

特にお年寄りを初め車のない方が自由に好きなと

きに行くには同じ市内といっても場所的に難しい

のだろうというふうに受けとめております。風連

地区に限らず、名寄市民が楽しめる憩いの場所と

して温浴施設のない風連地区にということで、地

区住民や風連商工会からも強い要望があります。

どのような対応が可能なのか、市の考えをお伺い

いたします。

大項目３点目、士別（多寄）から名寄間の高速

道路についてお伺いいたします。ことし５月２８

日に北海道開発局事業審議委員会で道縦貫自動車

道士別市多寄から名寄間の建設凍結の解除の方針

が決定されました。約１０年間着工が先送りされ

てきましたが、先週地権者を集めた道路計画説明

会が開催され、本格的な建設の動きが見えてきて

おりますが、今後の開通に向けた見通しについて

情報を得ている部分でお知らせをいただきたいと

思います。

最後になりますけれども、昨年１１月に市民有

志を集め、早期着工、風連地区に昇降口の建設、

地域経済向上のためのサービスエリアの設置の要

望が市長に出されておりますが、これは名寄市の

経済にも大きくかかわり、まさに道北の拠点、揺

るぎのない道北の中心都市に発展するか否かもか

かってくる重要なことだと受けとめておりますが、

これまでの働きかけと市の考えをお伺いいたしま

す。

壇上からは以上の質問とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 日根野議員から

大項目で３点にわたり御質問いただきました。大

項目の１の小項目１については私から、小項目２、

３及び大項目の３は総務部長から、大項目の２は

営業戦略室長から答弁させていただきます。

大項目の１、小項目１、今回の豪雨をもとに災

害の起きない治水対策の強化をについてお答えい

たします。８月４日から５日にかけての豪雨と、

さらに８月２４日の豪雨により道路や河川の河岸

等の被害が発生しました。発生した被害につきま

しては、道路ののり面や路盤、河川の河岸が決壊

をした箇所の機能回復のため、原形復旧工事を行

い、市民生活に影響が出ないよう緊急性の高い箇

所から工事を行っております。これらの復旧工事

とは別に防災上の観点から行う河川改修工事や治

水工事がありますが、名寄市が管理しております

河川は全て普通河川でございます。この普通河川

につきましては、河川法の適用とならないことか

ら、河川改修を行う場合には国や道の補助金や交

付金の対象とならないため、昔ながらの未改修河

川におきましては修繕、維持工事の範囲内での対

応となっています。このほかに市の管理河川には

過去に国や道の農業事業により農業用排水路とし

てコンクリートブロック等で整備がされ、後に市

が引き継いだ普通河川がございます。これらの排

水路として整備がされた普通河川につきましては、

補助事業の選択基準により事業を実施しているこ
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とから、集中豪雨等に対応した整備水準とはなっ

ておりません。また、既に護岸整備を初め河川用

地の確保など事業が完了していることから、治水

対策として河川断面を大きくするなどの再整備を

行うことは大変難しいことと考えております。

しかしながら、大規模改修にかわるものとして

これまで平成２２年の大雨時には風連市街地に住

宅浸水の被害の発生をもたらした真狩川の氾濫対

策として、平成２３年度に堆積土砂の床ざらいを

行い、平成２４年度には越流水防止のため河川管

理道路のかさ上げ工事、鋼矢板設置工事を行いま

した。このことにより、今回の大雨では耕作地へ

の出入りのための橋梁箇所などから一部あふれ水

が流出をしましたが、前回のような住宅冠水被害

にはならず、一定の効果があったものと判断して

おります。また、工事ではありませんが、平成２

５年度に風連無名川に設置をいたしました河川水

通報システムにより職員、委託業者へ早い段階で

連絡が入ったことから、迅速なポンプ稼働の準備

ができました。しかしながら、樋門のポンプ能力

に課題があり、樋門の開閉調整とポンプ稼働を併

用しながら浸水対策を実施する状況となりました。

これらの普通河川や雨水排水の治水対策工事につ

きましては、国の補助制度もないことから、引き

続き道路、河川の維持補修費の中で、少しずつで

はありますけれども、課題解決に向けて取り組ん

でまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、引

き続きまして小項目の２、水害予想と市民対応に

ついて申し上げます。

８月４日から５日にかけての大雨では、豊栄川

を初めとする河川の増水、氾濫等の影響があり、

市民に対し避難勧告等の情報伝達及び避難所の開

設を行ったところでございます。当日は、豊栄川、

風連別川を初めとする河川の増水があり、河川ご

とに水防警報が発令をされました。北海道から発

令される情報をもとに水防団待機水位、氾濫注意

水位、避難判断水位、氾濫危険水位を一定時間ご

とに確認をし、旭川地方気象台との直通電話、い

わゆるホットラインにより情報を収集して対応を

図ってきたところでございます。河川で危険とな

る水位の基準につきましては、河川ごとに定めら

れておりまして、この基準に基づき災害への対応

を判断することとなります。また、気象台から発

表される各種気象警報は、１時間に５０ミリを超

える雨量が予想される場合には警報が発令されま

すので、災害対応の判断基準としているところで

あります。気象が悪化し、災害が起こるおそれが

ある段階になりますと、避難準備情報及び避難勧

告を発令することになりますが、洪水の場合には

避難判断水位を超えたところで今後の気象情報等

を考慮して判断することとなります。また、河川

の水位が確認できない風連地区の真狩川等では名

寄消防署を初めとする関係機関の巡回等によりま

して増水の確認を行い、対応してきたところであ

ります。

平成２２年７月の災害でも予想外の降雨により

災害が発生していること、昨年からはゲリラ豪雨

を中心とする局地的豪雨が全国で確認されていま

す。また、本年に入ってからは台風による被害や

強い雨雲による土砂災害が発生しており、いずれ

も過去のデータを大きく更新する強い雨が降って

いることを示すものでございます。これらの原因

は、暖かい湿った空気と冷たい空気の影響で大気

が不安定となることから生ずるもので、予測する

ことも大変困難性が伴うものと聞いており、さき

の大雨では４日１２時から６日３時までに１５

５ミリの降雨があり、平成４年７月の１２３ミリ

を大きく上回るなど過去のデータによる予測が大

変困難な状況が生じました。今後は、気象台を初

めとする各種情報を中心に災害が起こるおそれの

あるときは的確に早目、早目の対応をとることに

あわせて、今回水害の起きた場所についてはその

経験等生かしながら関係機関とも協議を進め取り
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組んでまいります。

次に、小項目の３、災害時の電話対応について

であります。８月４日から５日にかけましては、

大雨の影響が広範囲に及びまして、事務を行う職

員も繁忙をきわめた状況にありましたので、議員

御指摘の情報収集においては今後検証すべき点も

あると考えております。しかし、実際には優先度

を考慮しなければならない状況もあることから、

連絡をいただいた全ての方に御満足いただける対

応とはならなかったものと認識しているところで

ございます。災害翌日の６日の電話の対応につき

ましては、５日の反省を踏まえ、受け付け表を作

成し、担当する課にファクスで情報伝達する対策

を講じたところであります。受け付け事務及び担

当部局への情報伝達において円滑化が図られ、一

定の成果があったと認識しているところでござい

ます。今後は、さらに情報収集体制の研究を進め、

災害対応につきましては地域防災計画で定められ

ている災害本部体制の点検を進め、より具体的に

対応項目と担当課をあらかじめ決めておくことに

よりまして初動態勢の迅速化を図るなど、今回の

災害における課題等について必要な工夫、改善を

図ってまいります。

次に、大項目の３、士別市多寄町―名寄間の高

速道路について申し上げます。初めに、小項目の

１、開通に向けた見通しについてでありますが、

北海道縦貫自動車道士別市多寄町―名寄間１２キ

ロにつきましては、平成１８年２月に国の国幹会

議におきまして当面着工しない区間とされて以降、

これまで事業着手の見通しが立っておりませんで

したが、本年８月に国土交通省において当該区間

の整備計画が変更され、事業再開が決定したとこ

ろでございます。今後の予定は、本市におきまし

ては明後日となります１９日に旭川開発建設部に

よる道路計画説明会が開催をされ、本市では名寄

地区、風連地区住民などを中心に調査に必要な関

係住民を対象に説明が行われ、その後道路の詳細

設計や現地測量などに取りかかる予定と伺ってい

るところであります。また、事業の概要、スケジ

ュール、予定等につきましては現段階では示され

ておりませんが、引き続き旭川開発建設部と連絡

を密にとり、情報収集に努めるとともに、早期着

工、完成に向けて国への要望など取り組んでまい

ります。

次に、小項目の２、風連地区における昇降口及

びサービスエリアの設置についてでございます。

昨年１１月に風連地区で開催をされた集会の後、

参加された市民有志の方々から士別市多寄町―名

寄間の早期着工と道の駅へのアクセス確保などに

つきまして御要望をいただいております。風連地

区には、名寄市の南の玄関口として道の駅があり、

本市を初め圏域の地場産品や観光などの情報発信

拠点として、平成２５年度には年間約４８万人が

訪れております。また、ＪＡ道北なよろや上川北

部森林組合など、１次産業の本社機能が集積する

地区でもあり、経済面はもとより地区住民の利便

性の観点からも高速道路からの誘導策は必要と認

識しているところであり、インターチェンジの設

置等によるアクセス確保が最も有効な手段と考え

るところであります。

また、サービスエリアの設置につきましては、

現在国の審議会におきまして無料区間における高

速道路の休憩施設の整備について検討が進められ

ておりまして、今後国の動向を踏まえながら名寄

市全体の地域振興策の観点から、その一つの方策

として調査研究してまいりたいと考えております。

いずれにいたしましても、高速道路の開通に伴い、

本市にとって何が有効であり、何を優先すべきか

につきまして市民を初め関係団体や民間などの御

意見を踏まえて整理を行い、国への要望、協議な

ど取り組んでまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 私からは、大項

目２、望湖台自然公園についてお答えいたします。

まず、小項目１、今後の利用展望についてお答
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えいたします。昨年市では、ふうれん望湖台自然

公園の所在する東風連町内会を初め風連地区の関

係団体等に公園の主な施設概要とキャンプ場等に

係る利用状況について説明した上で、関係団体等

から公園の今後の方向性についての御意見をいた

だき、いただいた御意見等を踏まえ公園の存続に

向けた考え方をまとめたところであります。さら

に、今年度につきましては、御意見をいただいた

関係団体等に管理範囲を縮小し、地域の憩いの場

として公園を活用したいとの市の考え方を説明し

ているところでございまして、今後はこれまでど

おり自然環境の保全を中心とした公園の維持、整

備活動に努めるとともに、地元東風連町内会等と

も協議を行いながら、安全、安心を確保すること

を優先し、段階的に公園の整備を進めてまいりま

す。

続きまして、小項目２、センターハウスの今後

についてお答えをいたします。公園内にありまし

た入浴宿泊施設センターハウスの利活用につきま

しては、平成２４年３月３１日の営業終了後、２

件のお問い合わせはありましたが、具体的な協議

をするまでには至りませんでした。また、昨年関

係団体等から老朽化による危険性が指摘されると

ともに、利活用の見込みがないのであれば取り壊

してはとの意見も出されており、ことし行った関

係団体等への安全、安心を確保することを優先し、

段階的に公園の整備を進めたいとの説明の中で、

センターハウスの取り壊しをお示ししたところで

あり、出席者からは一定の理解を得たというふう

に考えております。財政的な問題もございまして、

取り壊しの時期は未定でございますが、現在は市

のホームページでの利用者募集を中止をしており、

早期に取り壊す方向で考えているところでござい

ます。

続きまして、小項目３、センターハウスにかわ

る温浴施設等の憩いの場をについてお答えいたし

ます。市では、財政的に１自治体で２つの公共温

泉の運営は難しいとしてセンターハウスの閉鎖を

決定いたしました。温浴施設建設にどのような対

応が考えられるのかということでありますけれど

も、民間事業者による温浴施設建設及び運営とい

うのがあるのかというふうに思っております。地

域住民の憩いの場がふえることはもちろんのこと、

民間投資による新たな雇用創出等も期待できます

ので、今後風連商工会や名寄商工会議所等と民間

事業者の誘導策について意見交換を行うなど研究

をさせていただきたいというふうに考えておりま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） それぞれ答弁をい

ただきましたので、順不同になりますけれども、

再質問をさせていただきます。

初めに、高速道路の関係でお伺いいたしますけ

れども、今答弁でも道の駅へのアクセスというの

は非常に重要だというような話がありましたけれ

ども、位置的には２７線ですね、道道交差の。そ

こということで完全に理解していいのか、再度そ

の辺の確認をしたいのと、それから昇降口なので

すけれども、８月２７日の建設新聞にも書いてあ

るのですけれども、旭川開建は要望があれば地元

の声に耳を傾けたいというような報道もあったの

ですけれども、これまで要望活動をしていると思

うのですけれども、その辺の感触的にはどういっ

たものと受けとめているのかお伺いしたいと思い

ます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、箇所について

でありますけれども、これは先般多寄のほう、士

別のほうで説明会等もあり、一定程度の図面は示

されたというのがありますけれども、ただ最終的

な詳細の図面等についてはこれから設計になりま

すので、２７線あたりがというところまでは言え

るかと思いますけれども、そこが決定なのかとい

うと、そこについてはちょっと明言できない状況

にあるということで、改めて説明会の後に詳細設
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計が組まれた段階で、具体の路線等については決

まるということで受けとめていただいていいかな

というふうに思っています。

次に、昇降口の要望についてということであり

ますけれども、これについてはこの間の要望につ

きましては高速の本線の着工が決まらないとなか

なか枝葉の話にはいかないというのがありました

ので、これについてはまず本線の凍結解除、着工

を優先してこの間要望してきたということであり

ます。ただ、要望については相手先もあることで

すので、余り具体的な話はできませんけれども、

要望においても当然懇談の時間等がございますの

で、そこは市長の口からも本市の状況等について

はお話をいただいておりますので、そういった意

味では相手先にも本市の状況については一定程度

の御理解をいただいているというふうに思ってお

りますし、今回本線の着工については決定がされ

ましたので、今後につきましては先ほど申し上げ

ましたように本市にとって何が有効なのか、さら

には何を優先すべきかを踏まえた上で改めて正式

な要請をさせていただきたいと、そのように考え

てございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 昇降口の位置につ

いては理解しました。また、昇降口をつけるかど

うかについてもこれからも積極的に要望活動を行

っていただきたいというふうに思います。これは、

あそこの道の駅に限らず、国道沿いにそれぞれ商

店もありますし、いろんなお店もありますので、

なければ本当に大変な、経済のことも考えたとき

には心配になってきますので、ぜひ何が何でもつ

けていただくようにお願いをしていただきたいと

いうふうに思います。

それから、これもちょっとまだ私もわからない

のですけれども、多寄まではもう工事をしている

と思うのです、３７線。そこまでの完成の時期と

いうのはまだわかっていないのかどうか、その辺

ちょっとお伺いいたしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ここについては、国

の示す計画でいけば２７年度中の完成、供用開始

を見込んでいるということでありますけれども、

一部情報では工事そのものについては多少おくれ

ぎみだという話も聞いてはおります。ただ、国総

体としては今現在はその計画を変えていないとい

う状況にありますので、そこも含めて御理解をい

ただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 遅くても２８年度

中にはできるのかなという気もしますけれども、

あそこ多寄まで開通しますと、国道の今の車両の

量と、今度は東５号の延長の森林組合からＪＡの

乾燥施設から士別へ抜ける道路があるのですけれ

ども、あそこの道路に非常に車が集まってくるの

ではないかなというような予想は誰でもできると

思うのですけれども、あそこ風連、名寄の境界ま

ではまあまあ割と直線が続いていいのですけれど

も、士別管轄に入りますと非常にアップダウンが

あって、カーブがあって、事故も多くて、冬道な

んかはトラック途中でとまったら上っていけない

ような坂も幾つかあるということで、そういった

部分を含めて、多寄までできたときには早急に完

成までしていただくような、そんなことも頭の中

に入れながら要望していただきたいなと思います。

士別管轄とはいいながら、あそこを通るのは恐ら

く名寄市民が主になってくると思いますので、そ

ういったことも考えながら要望を行っていただき

たいというふうに思います。それは答弁は要りま

せんけれども。

それから、多寄から名寄間ができますと本当に

特に交通量の変化があって、風連地区はもとより

徳田地区の南側の国道沿いも非常に車が減って、

経済的にも大きな変化が起きてくるのではないか

というふうに考えているのですけれども、その辺

の対応策といいますか、行政としては何か考えを

持っているのかお伺いしたいと思います。
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〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） これにつきましては、

さきの大石議員の答弁の中で市長が答弁されてい

る部分もありますけれども、高速の開通に伴って

の地域振興策として何が必要なのかについて、こ

こ改めて協議をさせていただく部分かなというふ

うに思っております。ただ、先ほどの答弁の中で

も申し上げましたように、国は高規格道路につい

てはなかなかそういう地域の経済の面からいろん

な接続というのはこの間余り前向きには考えてお

りませんでしたけれども、先ほど言った道の駅あ

るいはほかの商業施設も含めてのそこへの誘導あ

るいは高速との接続についても今検討している部

分がありますので、そういった動向についてもあ

わせて注意をして見ていきたいというふうに思っ

ておりますので、御理解いただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 非常に高速通るの

は結構なことなのですけれども、そういった経済

的な部分も大きな影響があるということで、高速

でサービスエリアといいますか、物販をしている

のは、南でいいますと砂川サービスエリアがある

のですけれども、砂川から名寄まで１２０キロと

いうことで、もしこれからどんどん高速が進んで

稚内までとなると１８０キロということがあるの

ですけれども、できれば名寄市のインターチェン

ジの付近でそういったオアシス的な部分も必要で

はないかなというふうに考えているのですけれど

も、当然給油施設だとか、いろんな休息施設や飲

食店もあれば沿道の商店がそこで場所を変えてと

いうような方向も出てくるのではないかなという

気がするのですけれども、そういった考えも柔軟

な考えの中で進んでいったほうがいいのではない

かなと思いますけれども、その辺の見解があれば

お伺いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 多寄―名寄間の事実上着

工決定に伴ってさまざまな御議論いただきました。

改めてこの間さまざまな皆さんのお力もいただい

て、このような結果になってうれしく思います。

命の道と言われておりまして、私としてはこの道

路がつながることが地域のインフラにとって欠か

せないというふうに思っていまして、ぜひこれを

しっかりと生かしていくとともに、今議員がおっ

しゃられたとおりさまざまな不安もあろうかと思

います。しかし、これをできれば我々の地域はチ

ャンスと捉えてしっかりと対応してまいりたいと

いうふうに思っています。風連地区の問題、そし

てサービスエリアの問題ということもお話しいた

だきましたけれども、サービスエリアの問題につ

いても今地元の商工業関係者からもそうした声が

あるのも私もお聞きをしておりまして、風連地区

の乗りおり口とも含めてそうした地元の雰囲気と

いいますか、ことに対してはこれまでも開発局と

も逐一お話はさせていただいているところであり

ます。今回正式着工ということになりましたので、

改めてここはまたいろんな情報も踏まえて積極的

に国、開発局に働きかけをしてまいりたいという

ふうに考えておりますので、今後とも御協力をよ

ろしくお願い申し上げます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 積極的に取り組ん

でいただけるということで、本当にうれしく思っ

ておりますけれども、名寄市にとっても大きな経

済の変化が起きるということはありますので、そ

の辺はしっかり受けとめて進んでいただきたいと

いうふうに思います。

それから、これについて、次の高速なのですけ

れども、完成後、今度は下川からのアクセスとい

うのも将来的にではありますけれども、考えてい

かなければならないのではないかなというふうに

も思っているのですけれども、これは名寄だけで

できることでもなくて下川方面とも協議をしなが

らということになると思うのですけれども、ちょ

っと早い話かもしれませんけれども、その辺のこ

とも頭の中、下川とも今すぐとは言いませんけれ
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ども、長期的に見たときにやはり協議はしておい

たほうがいいのではないかなという気がするので

すけれども、その辺の見解についてあればお伺い

したい。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 北海道縦貫自動車道は、

名寄を通過するに当たりまして、その後は２３９

も含めたバイパス構想はあるということは私も承

知しておりますし、まだその構想は消えているも

のではないというふうに認識をしています。地域

づくり連携会議が６月でしたか、７月でしたか、

国と道と、そして上川北部の市町村長が集まって

の地域づくりの意見交換会が先般ございまして、

そのときに下川町長からもこの話が発言をされて

おりまして、２３９の名寄地区についてのバイパ

ス化もぜひ早期に進めていただきたいというお話

もありまして、こうした地元の要望も開発局も認

識しているというふうに思っていまして、引き続

きこのことも議員おっしゃるとおり並行してとい

いますか、また具体的に中身が詰まってまいりま

したら、しっかりとまたこれも働きかけをしてま

いりたいというふうに思っております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 高速関係について

はわかりました。

次に、望湖台の関係でありますけれども、望湖

台取り壊しが決定されたということで、一定程度

いたし方ないのかなという気もするのですけれど

も、いまだに市民の方は全員の方にそういう情報

が行き渡っていなくて、よく聞かれるのは格安で

自炊のできる合宿所だとか長期滞在所になればい

いねというような話が私のところにもよく来るの

ですけれども、そういうところは別に探さなけれ

ばならぬというか、実はいろんなところで聞いた、

士別は結構格安でそういった部分で泊まらせてい

るところがあるものですから、士別へ行ってしま

っているのですけれども、この望湖台を壊すとい

うことになれば仕方ないのかなという気もするの

ですけれども、それにかわるような施設がもしあ

るとすればどういったところがあるのかなという

気がするのですけれども、ちょっと通告にないの

ですけれども、お伺いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 望湖台自然公園

の関係につきましては、先ほど答弁でもお答えし

ましたけれども、昨年風連地区を中心に地元東風

連町内会、そして各団体等の今後の方向性につい

ての御意見をいただいて、それを踏まえた上での

ことしに入ってからの各団体等への御説明をした

上で、今後の方向性というものをお示しさせてい

ただいている状況であります。今、日根野議員か

らありましたあそこの場を格安でのそういう宿泊

施設等についてできないかという考え方がありま

したけれども、既にそういった方針が出ていると

いうことで、難しいので、ほかにないかという御

質問だったというふうに思いますが、今の段階で

は市内いろいろ見渡してみてもなかなか宿泊施設

自体がそういった部分で対応できる部分というの

はないというふうに考えておりますので、今後そ

ういった部分、どういった施設がそういう部分で

使えるのかというのはわかりませんけれども、そ

の部分については研究なりをしてまいりたいとい

うふうに考えておりますので、また逆に何か御意

見、いい案があれば教えていただきたいなという

ふうに考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 望湖台関係では、

かわる温浴施設も特に風連地区では根強い要望が

あったりなんかして、風連の商工会からも昨年の

１２月、市のほうに要望が上がっているというふ

うに思っていますけれども、その回答と今回の答

弁は大体同じで、民間業者で商売してくれという

ような話なのですけれども、市としてはどういう

支援策というか、持っているのか、その考えにつ

いてお伺いいたしたいというふうに思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。
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〇営業戦略室長（常本史之君） 先ほども答弁さ

せていただきましたけれども、考えられる内容に

ついては民間でのそういった温浴施設の建設、運

営という部分が考えられるということでお答えさ

せていただきましたけれども、今後企業立地促進

条例の改正というものを先般の６月の議会では一

部改正をさせていただきまして、平成２８年度で

名寄、下川、美深地域の企業立地促進法に基づき

ます地域産業活性化計画の更新時期に向けて、そ

の段階でまた改めて抜本的な改正をしたいという

ことでお話を差し上げておりまして、それに向け

た条例改正だったということであります。その部

分でいけば２年後に再度改正をいたしますので、

そこでそういった支援策が対応できるのかどうな

のか、今後研究させていただきたいというふうに

思っております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 企業立地促進条例

を改正してということなのですけれども、現在サ

ービス業が入っていないというようなことでこの

条例が使えないわけなのですけれども、そのとき

にはしっかり見直していくという考え方なのか、

その辺ちょっと再度お伺いしたい。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） いずれにいたし

ましても、企業立地促進条例で名寄市に多くの企

業の皆さん方に広く門戸を開くという形でいけば、

そういった部分でも検討を進めていくということ

は当然のことだというふうに思っています。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） しつこいようです

けれども、市が支援するとすれば２年後の企業立

地促進条例の改正を待ってという判断ということ

で理解していいのか、その辺ちょっとしつこいか

もしれないけれども、お伺いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 具体的に民間で

のそういった建設なり運営といった具体的な話が

今現在上がっている状況ではないというふうに考

えておりますけれども、この段階でいきますと私

どもとしては先ほど申し上げたとおり企業立地促

進条例といったものの中で支援をしていくのが現

段階で考えられる部分ではないかというふうに考

えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） わかりました。

それから、望湖台もそうなのですが、バンガロ

ー、名寄市にもあるのですけれども、風扇館も奥

のほうにはあるのですけれども、これらについて

も、あそこは有料というか、お金を払って入って

いるのです。それだけの経済効果なのです、あそ

こというのは。あそこで別に売店があるわけでも

ありませんから。何かもう少し工夫して経済効果

の上がるような形にできないかなというふうに思

っているのですけれども、当然あそこに入ります

と自分で買い物をしたもので中に入ってそれぞれ

飲食をしたりということをすると思うのですけれ

ども、例えばあそこを利用した場合に ０００円

の商品券なり５００円の商品券、期間は短い、例

えば１週間ぐらいで使い切るような期限切った商

品券を発行して渡すとか、多分あそこに入る人は

地方の人が多いものですから、これもったいない

からどこかで買っていこうというような話にもな

ると思うのですけれども、その辺の工夫もして経

済効果の上がるような、もうちょっと工夫した方

策を、名寄のバンガローもそうですけれども、そ

ういった工夫も必要ではないかなというふうに考

えているのですけれども、その辺の見解について

もお伺いいたしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） バンガローとい

うのは、多分コテージのことだというふうに思う

のですけれども、コテージにつきましては今通常

どおり冬を除いて営業させていただいておりまし

て、そこの利用者の方々に商品券なりなんなりの

サービスをしてはどうかということでありますけ
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れども、なかなかそういった部分のサービスとい

いますか、特典というのをつけるというのは現状

況においてはちょっと難しいなというふうに考え

ております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） 難しいというのは、

そんなことをしなくていいという意味なのかどう

か、ちょっとその辺。難しいという意味がわから

ないのですけれども。

〇副議長（佐藤 勝議員） 常本営業戦略室長。

〇営業戦略室長（常本史之君） 言葉の使い方で

すけれども、できません。できないというふうに

考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） わかりました。

それでは、災害のない治水対策についてですけ

れども、特に私今回の災害で感じたのは、電話の

対応がまちまちといいますか、訴えかける人の表

現力もあるだろうし、いろいろあると思うのです

けれども、電話対応でまちまちな対応をしている

なというのは非常に感じているのです。例えば市

民から電話があって、今川があふれて大変なのだ

というような話が来ると思うのですけれども、訴

えを聞くだけではなくて、その人はどういう状況、

ひとり暮らしでお年寄りなのか、あるいは避難所

までどのぐらいあって自分で行けるのかどうかだ

とか、水位が今家の周りどのぐらいあるだとか、

あるいは隣、すぐ近くにどんな川が流れているだ

とかという、そういう言ってみれば消防に救急車

を頼んだときにいろんなことを逆に聞きますよね。

そういったマニュアルをしっかりつくって対応す

べきではないかなというような気がするのですけ

れども、その辺の考え方についてお伺いいたした

いと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 電話対応ということ

で、先ほども答弁をさせていただいたのもありま

すけれども、災害の種類によっても電話の対応が

違うと思いますし、電話をかけてくる方も施設が

災害に遭っているのか、あるいは人が危険になっ

ているのかなど、そういったケースに応じても電

話のやりとりというのは違うと思います。また、

職員の年齢あるいは経験に応じて、例えば電話を

いただいたときにそこの地形が頭に浮かぶ方もお

られれば、その地形がなかなか浮かばないでイメ

ージができないというようなところもあると思い

ます。ただ、最低限聞き取るところはしっかりと

聞き取らなければいけないというふうに思ってい

ますので、先ほどの答弁の中でも申し上げました

けれども、５日の対応については不十分な部分が

あったけれども、翌日についてはペーパーをつく

って、それをもとに聞き取りをしたということで、

それでもまだ不十分な部分はあったかもしれませ

んけれども、一定程度改善をして、必要な最小限

のメモ化についてはできたのではないかというこ

と。あと、口頭での職員間でのやりとりについて

は、当然忘れると言ったら変ですけれども、漏れ

る部分もあるかもしれませんし、表現によっては

十分伝わらない部分があると思いますけれども、

これもペーパー化することによって必要最低限の

ものが的確に伝わったというふうに思っておりま

すので、ここについては今御指摘もいただきまし

たけれども、改めてどのような様式がいいかにつ

いては研究をさせていただきたいと思いますけれ

ども、今後ペーパー等の議員が言われるマニュア

ル化に向けて取り組みを進めさせていただきたい

と思いますので、御理解いただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） ぜひ対応者によっ

て変わることのないような対応をしていただきた

いと思います。

それから、災害のない治水対策ということで、

普通河川でありますから自賄いでやらなければな

らぬという話なのでしょうけれども、計画を持っ

て維持補修費を使って今後直していくという答弁

だったと思うのですけれども、今後直すとしたら
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災害が起きないように維持補修費をかけて直して

いくのか、あるいはもとどおりに復旧して、それ

で終わりという考えなのか、その辺のことについ

て再度お伺いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 現在私が考えて

いるのは、今回８月４日、５日、さらに２４日と

いうことで、それぞれ被害に遭った箇所について

は早急に市民の皆さんの生活に影響が出ない範囲

で一生懸命今復旧作業をやっているということで、

これについては基本的には原形復旧ということで

考えております。それで、２２年の大雨以降も金

額は多い少ないはありますけれども、約 ０００

万円ほどそれぞれ該当のところに、これはどうし

ても単費にならざるを得ないのですけれども、あ

るいは一時期は緊急雇用の関係で交付金などを使

いながら単年約 ０００万円ぐらいの規模でやっ

てきています。それで、議員が今おっしゃってお

ります今後起きないような対策ということの工事

はどこまでするのかということなのですが、実際

に現行でき上がっています河川の改修をさらにや

るということになりますと、一番いいのはやはり

河川の幅を、河川改修を大々的にやるということ

になるかというふうに思うのです。これをします

と、今少なくても既存のそれぞれの市が管理して

いる普通河川については一定の規模、工事費をか

けまして護岸改修とかができ上がっているところ

なのです。それにさらに用地などを買収をして河

川改修をしなければ、現状以上のものにはきっと

ならないかというふうに思っています。その意味

では、私自身は財政的にも大変難しいかなという

ふうに今は思っています。

以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） お金もかかるとい

うことで、それは理解はしているのですけれども、

また恐らくこんな気象の地球の温暖化が進んで、

必ず起きると思うのです。部長も多分そう思って

いると。起きないとは言えないと思うのですけれ

ども、起きるとも言えないのだけれども、多分起

きるのではないかなという気はするので、できる

だけ国のメニューだとか、緊急雇用だとか、いろ

んなのがあろうかと思いますけれども、単費にし

てもある程度今後起きないような形で、莫大な１

億円も２億円も毎年かけろとは言いませんけれど

も、一定程度起きないような方向の予算づけで進

んでいくべきだなというふうに考えているのです

けれども、その辺の見解をお伺いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 今議員がおっし

ゃられたとおりではございますが、予算的なこと

も当然ございます。ただ、災害ですので、予算、

予算ということでできないばかり言っていてもこ

れは仕方ありませんから、先ほど言いました ０

００万円の範囲といいますか、今までは ０００

万円で、２２年以降おおよそそれぐらいの年間の

予算でやってきていました。これについては、御

承知のとおり２４年でしたか、日根野議員のほう

から提言があった無名川の水位の通報システムで

すとか、これは本当に予算的には五十数万円ぐら

いでしたけれども、早期にこちらのほうに連絡が

入るということで、少しずつそういった小さなこ

とから今やっていますし、真狩川についても先ほ

ど言いましたように何年か、２年間かかけてそれ

ぞれ道路のかさ上げなりやらさせていただいてお

りますので、逐次それぞれ皆さん地域の状況など

もしっかりと把握をしながら、少なくても地先の

皆さんの住宅の浸水とかが発生するような状況に

ついては回避をするようなことでやっていきたい

というふうに思っています。特に徳田の関係につ

いては、２２年もそうでしたし、今回も残念なが

ら水がつきました。今回肉づけ予算でも上げさせ

ていただいていますけれども、１７線の道路排水

の関係の改修ですとか、さらに道のほうも今遊水

地の関係とか計画があるようでありますので、少

なくてもああいった住宅地の浸水についてはない
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ような形でやっていきたいと思いますし、あわせ

て農業関係についても今回相当被害があったとい

うことで、残念ながら私ども農業関係についてま

ではちょっとできないことがございますけれども、

担当の経済部と連携をしながら、何か新しいメニ

ューなり少し相談をさせていただきながらやって

いきたいと思っていますので、よろしくお願いい

たします。

以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日根野議員。

〇１５番（日根野正敏議員） これ最後の質問に

なると思いますけれども、どうしても市の普通河

川から道の土現の川につながる部分が水かさが上

がるというなことで、今回も大沼川が出口が、風

連別川の出口で非常に柳がいっぱい生えていて、

格子のように出口を、いまだに恐らく切っていな

いと思うのです。そういうことはやっぱりしっか

り当局に伝えて改善するように強く求めていって

ほしいのですが、あそこもあのあたりの農地はも

うカボチャ植わっていたり、上は水田だったり、

すごくごみが、水田のところはもうごみだらけで

稲が潰されている箇所が何カ所もあったり、カボ

チャについてももういいカボチャが２町ぐらいあ

ったのでしょうけれども、ほとんどだめだという

ような話もありますので、本当に風連別川もタヨ

ロマ川もそうなのですけれども、非常に管理がジ

ャングルみたいな河川になっていますから、しっ

かり要請をしていただきたいと思いますけれども、

その見解を求めて、私の質問を終わりたいと思い

ます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） 中村部長から答弁求め

ていたと思うのですが、私のほうからお答えさせ

てもらってもよろしいでしょうか。

１級河川含めてそれぞれの官庁で所管している

のですが、この間河川敷地内の立木含めて対応し

てほしいということで要望書を上げているところ

でありまして、今回そういう部分でいうと何カ所

かの河川で木が倒されて、流水の中でそれぞれ被

害に遭ったということもありますので、この辺に

ついては抜本的に関係官庁のほうに要望していき

たいと思っていますので、この点についてはしっ

かりと対応させていただきたいと思います。

以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で日根野正敏議

員の質問を終わります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で本日の日程は

全て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ４時０９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

副 議 長 佐 藤 勝

署名議員 奥 村 英 俊

署名議員 佐々木 寿
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平成２６年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２６年９月１８日（木曜日）午前１０時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第１号 平成２５年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第２号 平成２５年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 一般質問

日程第３ 報告第１号 平成２５年度決算に基づ

く健全化判断比率の報告について

報告第２号 平成２５年度決算に基づ

く資金不足比率の報告について

１．出席議員（１８名）

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

３番 塩 田 昌 彦 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（２名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇副議長（佐藤 勝議員） 本日の会議に１６番、

植松正一議員から欠席の届け出がありました。

また、本日も黒井議長から欠席の届け出が出て

いますので、地方自治法第１０６条第１項の規定

に基づき、昨日に引き続き副議長の私が議長の職

務をとらせていただきますので、皆様の御協力を

よろしくお願いいたします。

ただいまの出席議員数は１８名であります。定

足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を

開きます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日程第１ 会議録署

名議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

５番 竹 中 憲 之 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

を指名いたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日程第２ これより

一般質問を行います。

通告順に従い順次発言を許します。

地域農業を守るために外２件を、山田典幸議員。

〇４番（山田典幸議員） おはようございます。

ただいま議長より御指名をいただきましたので、

これよりさきの通告に従い大項目３点にわたって

順次質問をしてまいります。

初めに、大項目１点目、地域農業を守るために、

小項目１、８月の記録的大雨における農業被害に

ついてお伺いいたします。８月４日から５日にか

けて２４時間総雨量が１５ ５ミリという過去最

大値を観測した記録的大雨により、市内全域各所

において河川の増水、内水の氾濫が発生し、大き

な被害をもたらしました。当市の基幹産業である

農業においてもその影響を大きく受け、農地の冠

水などにより収穫目前のメロン、スイートコーン

などが収穫皆無になるなど水田、畑合わせて２２

０ヘクタール以上が被害を受けました。その被害

も冷めやらぬうちの８月２４日、時間雨量が２７

ミリを超える大雨が再び当地域を襲い、田畑合わ

せて１００ヘクタール以上が被害を受け、場所に

よっては４日から５日にかけての大雨を超える被

害も確認されたところであります。本年は、例年

になく順調に春作業が進み、その後各作物の生育

もおおむね順調に推移してきており、農家の方々

にとってはよい出来秋を期待しつつ収穫最盛期を

迎えようとしていたやさきの被害であり、経営成

果に及ぼす影響はもとより精神的な部分において

の影響もはかり知れないものがあるというふうに

思います。ごく最近時間雨量１００ミリを超える

ようないわゆる記録的短時間大雨が全国各地で頻

発し、甚大な被害をもたらしています。当地域に

おいても近年集中豪雨による農地の冠水などの農

業被害が毎年のように繰り返されており、農家経

済に大きな影響を与えています。かつて異常気象

と言われていたことがもはや異常でなくなり、恒

常化している中において、このような状況に対応

でき得る対策を講じていくことが当市の基幹産業

である農業を守っていくためには何にも増して必

要ではないでしょうか。理事者の御見解をお伺い

いたします。

２点目、有害鳥獣による農作物被害についてお

伺いいたします。近年道内各地においてエゾシカ

による農作物被害が非常に多く発生しており、平

成２４年度道内全体での被害額は約６３億円にも

上るということです。当市においても毎年一定程

度の被害が確認されておりますが、現状と対策等

についてお知らせを願います。

あわせまして、近年はヒグマによる農作物被害

も増加傾向にあり、当市においても市内各所にお

いて目撃情報や農作物の食害などが報告されてお

ります。本年のこれまでの状況と今後の対策につ

いてお知らせを願います。

大項目２点目、教育行政について、小中一貫教

育についてお伺いいたします。先般文部科学省は、

学制改革の一環で２０１６年度にも小中一貫教育
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を制度化する方向で検討に入りました。現在小中

一貫教育については、制度的に位置づけられたも

のではなく、全国の学校、市町村において独自に

取り組みがなされ、教育課程特例校や開発研究学

校といった特例の指定が必要となりますが、制度

化されることで自治体の判断で導入できるように

なり、地域の実情に合わせた教育課程の弾力的な

運用が可能となり、それに伴い義務教育９年間を

通じた特色ある教育の実現が期待されるところで

あります。そこで、この制度化されるであろう小

中一貫教育についての当市としての考え方、あわ

せて当市での導入の可能性と課題についてお考え

をお知らせください。

最後に、大項目３点目、地域コミュニティーの

あり方について、智恵文地区における複合施設建

設の要望について伺います。先般６月２５日、智

恵文地区ＰＴＡ代表、町内会代表、保育所運営委

員会代表、老人クラブ代表の連名により智恵文地

区複合施設建設に対する要望書を加藤市長並びに

小野教育長宛てに提出をさせていただきました。

この要望に至る経緯については、学校適正配置計

画と学校施設整備計画に伴う築３８年が経過した

智恵文小学校の耐震化改築の検討をきっかけに学

校を中心とした地域コミュニティーのあり方につ

いて協議がなされ、さまざまな議論の結果、小学

校、中学校を併置校として地域に存続させ、あわ

せて保育所と現在の多目的研修センター機能を一

つの施設に集約させた地域コミュニティーの核と

なる複合施設の建設を地域の総意として要望すべ

きとの方向性が示されたことによるものでありま

す。

具体的な趣旨として、小中学校においては単に

併置校とするのではなく、義務教育９年間を見通

した小中一貫教育とし、子供たちのさらなる成長

を促す。さらに、保育所とのつながりも密にし、

保育所から中学校まで連携した教育を推進する。

複合施設化により現在の研修センター機能も併設

することで老人クラブ活動や地域の活動などとも

より連携がしやすくなり、これまで以上に地域と

結びついた地域独自の教育が推進できる。このこ

とは、地域に誇りと愛着を持ち、主体的にみずか

らの将来を切り開いていく生きる力を持った子供

の育成に極めて有効である。複合施設化により幼

児から高齢者までの多世代交流の場となり、同時

に高齢者の生きがいづくりの場の提供につながる。

また、少子高齢化や人口減少が進行していく中に

おいて地域コミュニティーを集約し、再構築する

ことにより過疎化に歯どめをかけることが期待さ

れるなどであります。

以上、地域の要望の趣旨について申し上げまし

たが、今回の要望を受けて今後行政としてどのよ

うな対応をしていくのか、理事者の御見解をお伺

いいたしまして、この場からの質問とさせていた

だきます。よろしくお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） おはようございます。

山田議員からは、大項目で３点について御質問を

いただいております。大項目１は私から、大項目

２は教育部長から、大項目３は総務部長からの答

弁となりますので、よろしくお願いいたします。

大項目１、地域農業を守るために、小項目の１

点目の８月の記録的大雨における農業被害につい

て申し上げます。今回の農業被害については、４

日、５日の大雨による農作物への冠水被害が１３

２戸、智恵文地区３４戸、名寄地区２３戸、風連

地区７５戸、被害面積で２２０ヘクタール、２４

日の大雨による被害は５１戸、智恵文地区３４戸、

名寄地区９戸、風連地区８戸、被害面積は１１３

ヘクタールとなっております。重複した被害箇所

もありますが、水稲１０ ８ヘクタール、カボチ

ャ７ ８ヘクタール、大豆２ ６ヘクタール、小

豆２ ６ヘクタール、バレイショ２ ６ヘクター

ル、スイートコーン１ ５ヘクタール、施設園芸

作物、花卉、メロン、トマトなどで ２ヘクター

ル、ソバ、ビート、葉物野菜、飼料作物等で５

９ヘクタールで、合計で３３３ヘクタールとなっ
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ております。４日、５日の大雨による農業用施設

の被害は、てしおがわ土地改良区施設については

２９カ所、また個人の農地被害、畦畔崩壊、のり

面崩壊等による排水路の埋没、用水路の崩落、排

水路のブロック浮上など２２カ所となり、特に被

害後の降雨による２次被害に対応すべく排水路を

塞いでいる土砂除去を優先的に対処させていただ

きました。２４日の大雨による被害状況は、全体

で１７カ所、のり面崩壊、畦畔崩落、農道洗掘、

用排水路土砂埋没等が発生しました。現地を確認

し、緊急性のあるところを優先的に対応してまい

りました。特に８月２４日の智恵文地区を中心に

局地的な大雨による農作物の被害につきましては、

収穫途中や収穫目前にした時期であり、冠水被害

による生産物、カボチャ、バレイショ、タマナ等

の病気や腐敗が見受けられることから、被害額は

今後の状況にもよりますが、生産者の被害は大き

いものと認識しております。

ここ数年の天候不順による冷害、高温障害、大

雨、湿害等の被害のほかに２年続けての局地的な

豪雨による被害が発生しております。現状として

近年の局地的豪雨に対して現況の排水路ではのみ

込めない状況になっていることは認識しておりま

す。幹線級の排水路については、国営直轄事業並

びに道営畑地帯総合整備事業で整備し、道河川、

普通河川、農業排水路として管理しているところ

です。将来を見越した排水対策については、国、

北海道を初め関係機関、農業団体はもとより被害

箇所を含めて地域全体で協議を行ってまいりたい

と考えております。

次に、小項目２点目の今年度の有害鳥獣による

農作物被害について申し上げます。名寄市鳥獣被

害防止計画の対象鳥獣による農作物被害状況につ

いてですが、エゾシカ、ヒグマ、キツネ、カラス

等においては平成２４年度の農作物被害額 ０４

５万 ０００円、平成２５年度は ２９２万 ０

００円となっております。エゾシカ対策では、平

成２２年度から平成２４年度の名寄市鳥獣被害防

止計画に引き続き平成２５年度より３カ年の期間

とした第２次の鳥獣被害防止計画を策定し、名寄

市有害鳥獣農業被害防止対策協議会が事業実施主

体となり、国の補助事業による鳥獣被害防止緊急

捕獲等対策事業に取り組み、平成２２年度６８５

頭、平成２３年度３２９頭、平成２４年度３９２

頭、平成２５年度４２２頭、平成２６年度は８月

末現在で２８４頭と猟友会の御協力をいただき駆

除してきたところです。今年度の減少傾向につい

ては、この間の駆除活動の効果のあらわれと考え

ているところです。引き続き被害防止緊急捕獲対

策事業も継続されることから、効果的な活用に努

めてまいります。

本年度のヒグマの出没状況ですが、９月２日現

在では昨年の４３件に対し、本年度は２３件とな

っておりますが、智恵文地区ではスイートコーン

畑の食害を中心に出没をしている情報が１２件寄

せられている状況です。通報があった場合は、担

当者が現地を確認し、看板設置、町内会並びに周

辺住民に危険周知を行うとともに、警察、学校等

関係機関に情報提供を行っております。たび重ね

て出没し、農作物の被害並びに人家への影響を考

慮し、市職員による夜間パトロールの実施と猟友

会会員のヒグマ駆除隊員による箱わなの設置と早

朝パトロールを実施したところです。現在智恵文

地区においては、３カ所に箱わなを設置しました

が、捕獲には至りませんでした。スイートコーン

の収穫作業が終了したところについては、箱わな

を撤去させていただきますが、今後ともヒグマ出

没が見込まれる場合は箱わなの設置を含めて対応

してまいります。

また、中山間地域等直接支払制度交付金を活用

して農業者みずから電牧柵を設置する取り組みを

行っており、平成２６年度までに名寄地区１０６

キロメートル、風連地区２３６キロメートル、合

計３４２キロメートルを設置し、侵入防止対策を

行っているところです。

狩猟者の高齢化と狩猟登録者の減による今後の
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猟友会と新人狩猟者の育成について、現在名寄市

における狩猟登録者は名寄部会３７名、風連部会

１０名、個人申請登録者１名の合計４８名が登録

しておりますが、前年度に比べ３名の減少となっ

ております。北海道猟友会の育成事業を初め中山

間地域等直接支払制度交付金を活用した支援事業

して農業者みずからの自衛対策として狩猟免許の

取得に支援を行い、狩猟登録費用の助成による新

たな狩猟者の育成に努めているところです。ただ

し、ヒグマの銃器による捕獲は経験を必要とする

事項であり、現状では箱わなによる捕獲が効果的

と考えておりますので、御理解をお願いいたしま

す。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小川教育部長。

〇教育部長（小川勇人君） 私のほうからは、大

項目２の教育行政について、小項目１の小中一貫

教育について、当市としての考え方についてお答

えをいたします。

近年全国において子供が小学校から中学校へ進

学した際に新しい環境での学習や生活へうまく適

応できず、不登校等の問題行動につながっていく

事態、いわゆる中１ギャップが指摘されるように

なりました。この中１ギャップの主な原因として

は、小学校は学級担任制であるのに対し、中学校

は教科担任制であるなど授業形態に違いがあるこ

とや中学校では小学校よりも規則に基づいたより

厳しい生活指導が行われる傾向にあること、また

生徒が小学校のときの学習上、生徒指導上の問題

が中学校と十分に共有されていないことなどが挙

げられております。こうした中１ギャップを初め、

その他のさまざまな教育上の課題に対応し、小中

学校の円滑な接続を図るため、各地で小中連携、

一貫教育が推進されるようになりました。その取

り組みの主な成果としては、不登校の出現率の減

少、学力の向上、児童生徒の規範意識の向上、教

職員の指導方法改善の意欲の高まりなどが報告さ

れております。このように小中連携、一貫教育が

進む中、当市においても４つの中学校区を単位と

して小中連携を推進し、小中合同の行事、小学６

年生の中学校体験入学、中学校教員による小学校

への出前授業、参観日の授業参観交流等の取り組

みを通して小中学校の円滑な接続を図っておりま

す。教育委員会としては、これまでの当市の小中

連携の取り組みが一定の効果を上げていることか

ら、継続的に支援するとともに、一層の改善、充

実を促してまいります。また、小中一貫教育につ

いては、小中連携の取り組みを一歩進め、より円

滑な小中学校の接続を図るため、義務教育９年間

を通じた教育課程を編成することが必要であり、

今後先進校、先進地域の取り組みについて調査研

究を進めてまいりたいと考えております。

続いて、小中一貫教育の導入の可能性と課題に

ついてお答えいたします。先ほど述べましたよう

に、当市で取り組んでいる小中連携は、小中学校

が互いに情報交換、交流することを通じ小学校教

育から中学校教育への円滑な接続を目指すさまざ

まな教育のことであります。これは、小中学校が

それぞれの児童生徒の学習や生活の実態について

共通認識を図る場を設定したり、互いに学校行事

等で交流したりするなど、双方にとって教育効果

が期待できることから、部分的に行うことができ

ます。

次に、小中一貫教育は、小中学校から９年間を

通じた教育課程を編成し、それに基づき行う系統

的な教育のことであります。したがいまして、小

中学校が教育目標や教育課程をともにつくり上げ

る取り組みや双方の教員の指導体制や施設設備の

活用に関する条件整備などが必要となり、小中連

携と比べ導入に当たっては検討する課題が多くあ

ります。例えば教育課程の編成では、地域におい

て育てたい子供像について関係者が議論し、それ

を実現するための一貫した教育過程を小中学校が

共同して編成することが必要です。その際に義務

教育においては、全国どこの学校に行っても同じ

教育が受けられることを担保すべきであり、小中
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学校段階で転校する児童生徒が一定数いることか

ら、一貫教育実施校と通常の小中学校で教育内容

が大きく異なることがないように工夫する必要が

あります。教育の指導体制や施設整備の活用に関

する条件整備では、小中学校の教員が指導のあり

方について共通認識を持った上で乗り入れ指導を

行い、小学校高学年から教科担任制を一部導入し

て指導したり、小学校から進学した生徒を見守り

ながら指導したりする取り組みが大切です。しか

し、乗り入れ指導の実施により教員の負担が増加

するので、日常業務のあり方を見直し、効率化さ

せる必要があります。また、校地、校舎が離れた

場所にある小中学校、または隣接していても小中

学校が異なる校舎である場合には、乗り入れ指導

等の実施やそれに関する教員同士の研修、打ち合

わせなどにテレビ会議を導入するなど校舎間の移

動に係る時間の短縮を図る工夫も必要です。その

ほか校地、校舎が離れた場所にある小中学校では、

合同行事等を行う場合には児童生徒の交通手段を

確保し、移動ルートの安全に配慮する必要があり

ます。

このように小中一貫教育の実施に当たっては、

さまざまな制約や課題があります。しかし、教育

課程特例校などの制度を活用して各自治体が実施

している小中一貫教育は、義務教育の９年間を通

じた教育課程に基づいて行われているため、小中

連携と比べてさらに小中学校の円滑な連携を図る

ことができるものとして期待をされております。

このため、国においては来年の通常国会で（仮

称）小中一貫教育学校の制度化を目指すとしてお

ります。今後教育委員会としては、（仮称）小中

一貫教育学校の制度化に向けての動きを見守りな

がら関連情報の収集に努め、本市のそれぞれの学

校や地域の実情や要望を踏まえた上で、小中一貫

教育を実施できる地域を指定して取り組みを進め

てまいりたいと考えておりますので、よろしくお

願いいたします。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私からは、大項目の

３、地域コミュニティーのあり方について申し上

げます。

去る６月２５日、智恵文地区複合施設建設に対

する要望書を智恵文地区各団体の代表の皆様より

市長並びに教育長宛てにいただきました。名寄市

の人口減少が進む中で、智恵文地区におきまして

は保育所や小中学校の運営を初め各地域行事等を

地域全体で協力し、支えていただいておりますこ

とに改めて感謝を申し上げますとともに、農業後

継者や新規就農者など若い世代の方々が多く住ん

でおられ、御活躍されている地域とも認識をして

いるところでございます。御要望いただきました

小中学校のほか、保育所や行政等の機能も含めた

複合施設建設につきましては、地域コミュニティ

ーのさらなる充実、子供たちを地域が守り育てる

という観点からも地域の核となる施設と認識して

おりまして、智恵文地区の皆様の強い思いは十分

理解をしているところでございますが、複数の重

要な機能を持つ施設があるがため、各部横断的な

見地からの検討が必要になってまいります。また、

全市的な視点から、学校を初めとする各施設の耐

震状況、老朽化等による優先順位を決めなければ

ならない状況にもあることから、まずは第２次と

なります新総合計画における位置づけなどを含め

まして十分な協議の時間をいただきたいと考えて

ございますので、御理解をいただきますようよろ

しくお願い申し上げます。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） それぞれ御答弁をいた

だきましてありがとうございます。それでは、再

質問に入らせていただきたいと思います。

まず、大雨による農業被害についてということ

でなのですが、先月８月、まさか１カ月に２回も

ああいうことが起こるとは本当に夢にも思ってい

ませんでした。また、ここ最近の天候、非常にす
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ぐれなくて、本当に雨続きで地域の収穫作業も大

変苦労して、また滞っている状況でもあります。

昨日夕方、智恵文地区ではひょうが一部で降った

ということで、一部葉物野菜にもちょっと被害が

あったということを報告も聞いております。一日

も早く天気が回復して収穫作業本番を迎えてほし

いなというところで、地域の特に今最盛期でなけ

ればならないバレイショの収穫もまだ２割に満た

ないぐらいの進捗状況だということで、本当にこ

れからどうなるのかなという不安でいっぱいであ

りますし、毎年９月定例会、収穫状況、作況状況、

私も報告をさせていただきながら毎回質問に立た

せていただいているのですが、ことしこそはいい

報告といいますか、作業の進捗状況、また作況も

ことしはいい報告が皆さんにできるのかなと大雨

の被害までは順調でしたので、思っていましたけ

れども、ちょっとまたこのような残念な報告にな

ってしまいます。徐々に時間がたつごとに大雨の、

特に農作物の被害というのがやはり御答弁にもあ

りましたけれども、出てきておりまして、特に今

選果作業等も農協でピークを迎えているカボチャ

なのですけれども、やはりことしは腐敗がひどい

ということで、当然畑でも腐敗している状況、ま

た収穫できるものを農家の庭先で１週間ほど貯蔵

しておいてから農協に出荷するのですが、それも

農協の選果施設に入ると腐敗をしてしまう。それ

は選別した段階で市場に出荷するのですが、また

荷物が市場に着いた段階でもやはり腐敗がひどい

と。やはり本当にいつもの年と比べてそのような

腐敗が多いということで、担当者も非常に苦労し

ている状況であります。

そんな状況の中、やはりこれ今の段階ではなか

なか作物ごとの被害額も確定できない。バレイシ

ョもこれからどれぐらい品質低下があるのかどう

かというのも収穫が終わってみないとわからない

部分もありますけれども、支援のあり方等につい

ては次の１２月議会でまた議論させていただきた

いと思いますが、いずれにしましてもそれぞれの

被害に遭われた農家の方々にやはり最低限翌年の

再生産に影響がないような適切な対応をこれは改

めてお願いをしておきたいと思います。

今回の大雨の被害、昨年、一昨年ぐらいからそ

のような大雨降るようになりまして、やはり冠水

を繰り返している圃場も数カ所あります。御答弁

にもあったように、根本的、抜本的に地域全体と

して排水能力の改善は考えていかなければならな

いのですけれども、やはり早急に対応すべきもの

は早急に対応していただかないと、これは本当に

翌年の生産活動にも支障が出てくるという状況に

もなりかねませんので、そのあたり今回の２度に

わたる大雨の被害、場所等も把握されていると思

いますけれども、そのような対応をお願いしたい

と思いますが、御答弁のほうよろしくお願いいた

します。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 本年度の８月の被害、

私どもも春先が順調でいっていて、ことしはとい

うことで期待をしていて、本当に残念な思いでい

っぱいでございます。今議員から御質問あった対

策ということで、農地の抜本的にということにな

ると、やっぱり基盤整備とかという事業になるの

かなというふうに思いますけれども、今現在国営、

道営を初めどんなものがあってということを調査

を行っている段階でございますけれども、議員も

御承知のとおりこの事業には一定の規模なり採択

要件がございます。さらには、地元負担もあると

いうことでございまして、今回の被害で一定の被

害箇所というものは私どももある意味把握をさせ

ていただいたということでございますので、この

ことで地域の方と十分やっぱり今回の災害を教訓

にして話し合いが必要なのかなというふうに思っ

てございます。それで、その中で地域としていろ

んな話し合いを持って何が必要なのかということ

も十分御議論いただく機会を設けなければいけな

いというふうに思っております。市としてもＪＡ

ともこの間災害後早急に話し合いもさせていただ
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いていますし、その中でも基盤整備等の重要性の

御相談をいただいておりますので、そういった情

報提供を含めて今後そういった対応を考えていき

たいというふうに思ってございますので、御理解

をお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） そのような対応がやは

り今後必要になってくるのかなというふうに思い

ます。地域の農業者の方もそれぞれの箇所、箇所

は冠水するところが決まってありますので、そう

いう箇所の早急な対応はそれはそれでしていただ

かなければならないのですけれども、今回こうい

う状況になった中で、やはり地域でも多数もう地

域全体でそういう抜本的な排水対策考えていかな

ければならないのだろうなというような声もたく

さん上がっているところであります。そういう部

分では、当然地域がまとまって全体の中で動くと

いうことがまず大前提になるのかなというふうに

思いますけれども、やはりこれは行政側にも今部

長おっしゃっていただいたように、地域の中に入

っていただいて、いろんな話をする中で本当に何

が必要なのか、何ができるのかというところをそ

れぞれ地域、行政、協力してこれから進めていっ

ていただきたいというふうに思います。また、そ

ういったことをこの地域だけでということではな

く、やはりこれは名寄市としても国または道に事

業の関係も含めて対策をとってもらいたいという

ことを強く要望をしていただきたいと思いますけ

れども、その辺に関して御見解があればよろしく

お願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 各種事業等の関係に

つきましては、先ほどＪＡからも今回の災害に対

しての要望事項という中でいただいておりまして、

その中でも河川等の部分、さまざまな分野で御要

望をいただいております。そういう中で事業の部

分についてもまずは地域の皆さんとお話し合いを

させていただいて、本当に何が必要で、生産者は

もとより市なりＪＡを含めてどういったことがで

き、やっていくことがいいのかということを要望

活動を含めてやっていきたいというふうに思って

ございますので、よろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） ぜひよろしくお願いし

たいと思います。

今回のことを受けて一部ちょっと寂しい話では

ありますけれども、若い農業者の方も本当にこの

地域で農業をこれからやっていけるのかというよ

うな気持ちにもなりますよね、８月ああいう形に

なって、それがもう毎年続くわけですから。これ

からの若い人たちが意欲を持って取り組める地域

農業でなくてはなりませんし、子供たちが将来こ

の地域で農業をやりたいと思えるような地域農業

を私たちつくっていかなければならないというふ

うに思っていますので、短期的に見たことは当然

早急にしていかなければならないのですけれども、

やはり本当にここで長期的ビジョンに立った中で

対策を講じていっていただきたいと思います。よ

ろしくお願いしたいと思います。

続きまして、有害鳥獣の被害についてというこ

とであります。エゾシカなんかはどうなのでしょ

う。当市の状況、捕獲頭数もそれなりに駆除され

ている状況の中で、やはり私は一定の効果が出て

きているのではないのかなというふうに。鹿を見

ないのです。これは、反面ヒグマが出没している

からなのかなというふうにも思いますけれども、

一定程度のそういった対策の効果があらわれてき

ているのかどうか、その辺の認識について改めて

教えていただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） エゾシカの部分は、

ここさきの捕獲の状況なんかも説明させていただ

きまして、有害鳥獣防止協議会の猟友会さんとの

協議の中でも定期的に行ってございますけれども、

その中でもエゾシカは減っているというようなこ

とをお聞きしておりますので、そういった意味で
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は一定の効果は出てきているのかなというふうに

認識しております。

以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） エゾシカ個体数が減っ

てきているのかなというふうに感じておりますけ

れども、反面やはりヒグマですよね。全道的に見

てもこれは個体数が減っている状況にはないとい

うような話も聞いておりますし、件数は昨年に比

べて少ないながらもやはり出没、スイートコーン

畑の周りを中心に食害なんかもあって出没してい

るというところなのだというふうに思います。い

ずれにしても、いろんな対策、電牧柵の対策等も

ありますけれども、ヒグマのほうも個体数を減ら

す努力をやはりいま一度していただかないと、多

分毎年毎年同じ熊が周辺スイートコーン畑を狙っ

て出てきているのではないかなと。年々足跡も大

きくなってきているような気がしますので、多分

同じ熊が出没している状況なのかなというふうに

思いますけれども、３カ所に箱わなを設置してい

るということでありますけれども、箱わなは今行

政で幾つ所有しているという状況になっているの

でしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 暫時休憩します。

休憩 午前１０時４０分

再開 午前１０時４０分

〇副議長（佐藤 勝議員） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

山田議員。

〇４番（山田典幸議員） 後ほど報告いただきた

いと思いますが、３カ所に設置しているというこ

とで、箱わな、多分３つではないはずですよね。

捕獲のための努力ということで、仕掛けたからと

いってそうそう簡単にかかるものでもないという

ふうには認識はしておりますけれども、やはりと

るための努力は最低限していただきたいなという

ふうに思います。ちょっと苦言みたくなりますけ

れども、出没情報があった中で担当者が農家の出

没した先に来られて、当然電牧柵を張ると一定程

度の効果はあると。やはり電牧柵を張ってもらう

しかないのだと。でも、わなも仕掛けられないの

かというふうに言うと、わな仕掛けてもかからな

いのだというような対応で、被害に遭った農家の

方がその対応に関して本当に捕獲する努力が全く

見えないと非常に憤慨していたというようなお話

を聞きましたので、やはり熊も頭いいですから、

そう簡単にはかからないのです。ただ、やはり捕

獲のための努力だけはしていただかないと、実際

近隣の町村では一定程度毎年捕獲をして、少しで

も個体数を減らそうというような取り組みがなさ

れているわけで、名寄市の場合２００６年、２０

０７年に数頭、２年間で４頭捕獲した以降、たし

か昨年遅くに１頭あったのかな。なかなかかから

ないという状況もわかるのですけれども、やはり

そういった捕獲に対する最大限の努力はしていた

だきたいというふうに思うのですが、御見解をよ

ろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 先ほど御質問あった

箱わなの関係、６基保持しております。

それで、その中で先ほど申しましたけれども、

この間の取り組みとして情報があれば、先ほどの

取り組みは市の対応はお話しさせてもらいました

けれども、やっぱり猟友会の皆さんに御相談をし

て、どこが一番いいかという箇所を含めて御協力

をいただいて設置しているというのが状況でござ

います。そういった中でなかなか結果があらわれ

ないということで、特に名寄の場合は一番のスイ

ートコーンにつくということなものですから、朝

早くからの作業から本当に心配もあるのかなとい

うのは十分承知をしてございますけれども、でき

るだけ先ほど言いました箱わなは有効な措置とい

うことでございますので、努力はさせていただき

たいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。
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〇４番（山田典幸議員） ６基あるということで

すから、ぜひ３基遊ばせておかないで頻繁に出没

するところに設置して捕獲の努力をしていただき

たいと思いますし、近隣そういった捕獲をすると

めにいろんな努力をしているというような話もち

ょっと聞くこともありますけれども、例えば民間

の力をかりて、知恵をかりて、講習会なんかも開

催しながら猟友会の皆さんに勉強をしていただき

ながら捕獲に向けての取り組みをしているという

ようなお話を聞くこともあります。名寄市として

もそういった対応をぜひ工夫して、そういった取

り組みもしていってはどうかと思いますが、お考

えをお願いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 久保副市長。

〇副市長（久保和幸君） ヒグマの被害状況につ

いても大変深刻だというふうに私も受けとめてお

りまして、議員御指摘のとおりヒグマの個体数が

問題だということについては十分承知をしており

ます。エゾシカの対策、先ほど触れておられまし

たけれども、これも全道一円でそれぞれの対策を

講じた結果として総体のエゾシカが減ったという、

こういう事例もございますので、抜本的な対応と

いうのはやはりふえているだろうと思われるヒグ

マの個体数を全道的に減らしていくということが

まず急務かなというふうに思っていますので、こ

の点についてはぜひ北海道ともしっかりと話をさ

せていただいて、今後の対応に当たってまいりた

いというふうに思っているところであります。

さらに、箱わなのお話もございました。箱わな

については、それぞれ農業被害にかかわる対策と

いうことで、議員も御承知だと思いますが、鳥獣

保護法、狩猟免許法というのは一つの法律で、か

つ有害鳥獣にかかわる対策というのはその法律を

保護しないでできるという特別な措置ということ

ですので、一定の申請手続が必要になってくると

いうことで、そこが農業者の皆様にすると速やか

な対応になっていないのではないかというふうに

思われるかもしれませんが、一定の法律の手続を

とらなければいけないということもありますので、

そこは合法的な形で、どうすれば速やかにできる

のかということについてはこれからもしっかり対

応してまいりたいと思いますし、さらに先ほど申

し上げましたが、全道的な取り組みということで

考えたときにヒグマも一定程度テリトリーを持つ

という習性があるようですから、そういう情報を

含めて、さきにも講習会したことがございますの

で、近隣の方々あるいは猟友会の皆さんも巻き込

んだ中での有効な対策について今後進めさせてい

ただきたいと思いますので、この点については御

理解をいただきたいと思います。

以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） ぜひそういう形でよろ

しくお願いしたいと思います。多分被害に遭った

農家の方々、また地域住民の方も少しでもそうい

った結果が見えれば気持ちの中でも安心する部分

って出てくるのかなというふうに思います。一層

の努力をお願いしたいと思います。よろしくお願

いします。

それでは、教育の関係、教育行政の関係と最後

の智恵文地区の複合施設にかかわって、関連があ

りますので、多少質問が行ったり来たりするケー

スがあるかもしれませんけれども、御容赦いただ

きたいというふうに思います。それでは、地域の

複合施設の建設の要望を先般６月に出させていた

だいた中で、やはり申し上げたようにきっかけは

学校をどうするというところから始まりまして、

耐震化、改築が、小学校をどうするというような

議論の中で、それぞれ小学校教育、中学校教育も

地域に残したいと。その中で併置校で、単なる併

置校ではなくてやはり地域に根差した教育はどの

ような姿が望ましいかという中で、地域として小

中一貫教育を選択したという経緯でございます。

御答弁にあったように、智恵文地区小中連携とい

う面では、これはもうそれぞれ小規模で人数が少

ない中での教育環境でありますので、行事も一緒
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にやる中、やったりすることが通常ですし、ＰＴ

Ａ組織ももう小中一緒になっているという状況の

中、小中の連携はもう十分とれていると。やはり

一歩進んだ形で地域の特色ある教育を進めていき

たいという思いであります。

また、中１ギャップという問題に関しても、事

農村地域である智恵文に関してはここは問題にな

らないのだろうなというふうに認識をしておりま

して、地域独自の教育環境をやはりこれからの子

供たちによりよいものをつくってあげたいという

認識でそういった選択をさせていただいたという

ところであります。一貫教育を市内に導入するに

は、検討する課題がやはり多くあるというような

お答えでもありましたけれども、地域を指定して

導入に向けた検討をしていくという御答弁ありま

したけれども、私どもの地域、そういった地域で

そういう選択をさせていただきましたので、ある

意味智恵文地区を、智恵文小学校、中学校を指定

といいますか、その地域に限って導入に向けた検

討をしていくと、私どももそのような認識でいて

よろしいのかどうか、改めて具体的に御答弁のほ

うをよろしくお願いしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 小野教育長。

〇教育長（小野浩一君） 今小中一貫教育にかか

わります一つのモデル校ということについての御

質問でございましたけれども、それも智恵文地区

のということでございますが、結論から申し上げ

ますと智恵文小学校と智恵文中学校は、私として

考えるには小中一貫教育のモデル校にはふさわし

いのでないのかなと考えておりまして、これから

そのモデル校として考えていくには大変ふさわし

い地域ですので、そのように対応していきたいな

というようなことで考えているところでございま

す。

智恵文小学校と智恵文中学校につきましては、

これまでも先ほど議員のお話にもありましたよう

に地域の人やもの、自然を生かした特色ある教育

活動に取り組んでいただいております。また、そ

の結果、子供たちの生きる力に大変大きな効力を

発揮しているのではないかなと思っていますし、

運動会や体育祭なども合同で実施しております。

また、小学校、中学校のＰＴＡの組織も一体化し

たということで、小中連携や学校と地域の連携が

かなり進んでいるという認識でおります。さらに、

智恵文地区の学校につきましては小規模の小学校

１校と中学校１校でありますので、今後小中一貫

教育を効果的に推進していくという素地というの

でしょうか、条件はかなり整っているのでないか

なと、そんなふうに考えているところです。今後

国では、仮称ですけれども、小中一貫教育学校の

制度化、これを目指すとのことでありますから、

名寄市におきましても小中一貫教育に関する調査

研究、これは進めていく必要があるだろうと考え

ていたところでございます。したがいまして、私

としては智恵文小学校と智恵文中学校は名寄市と

しての小中一貫教育のモデルにふさわしいと考え

ているところでございます。ぜひこれまでの小中

連携の取り組みの成果でありますとか課題を踏ま

えて、地域や小規模校の特性を生かしながら、義

務教育９年間、これを見通した教育目標の設定で

ありますとか、教育課程の編成、あるいは指導方

法、指導体制のあり方等について研究を深めてい

ただきたいなと、そんなふうに考えております。

そのためにも教育委員会といたしましては、小中

一貫教育にかかわっての全国的な情報の収集に努

め、実施内容や実施方法について精査するととも

に、学校に対しましても先進校、先進地域の情報

提供や教員の研修、あるいは９年間を通じた教育

課程編成に係る指導、助言等の支援をしっかりと

行っていきたいなと考えているところでございま

す。

以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） 大変ありがとうござい

ます。そのようなモデル校にふさわしいというこ

とで言っていただいて、これは地域の保護者も大
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変喜ぶのではないかなというふうに思いますし、

地域としてもこれからどのような形で推進してい

くのか、これは逆に教育長初め教育委員会の皆さ

んにお世話になりながら、本当に地域にふさわし

い教育のあり方をともにいろいろ協議しながら模

索をして、その実現に向けて取り組んでまいりた

いと思います。今後ともぜひよろしく御指導お願

いしたいと思います。

それにあわせまして、複合施設が出てくるわけ

ですけれども、地域の意向は十分理解したという

ふうに受けとめていただいたのだと思います。確

かに超えなければならないハードルも多々あり、

低くはないのだなというふうに思っていますけれ

ども、これはまた行政の側も地域に積極的に入っ

ていただいて、地域と向き合っていただいて、私

どもも全て自分たちの地域の要望がかなわないと

全然だめだよというスタンスではありませんので、

そこはやはり行政側とできるもの、できないもの

というのも出てくると思いますし、当然財政措置

というものもこれから検討していかなければなら

ない行政側の課題だと思いますので、そういう形

でぜひ地域にしっかりと入っていろんな協議をし

て、まず半歩でも一歩でも進めていただきたいな

と。これは、庁内でそれぞれの部署で協議いただ

くのも含めてお願いしたいと思いますが、改めて

御答弁のほうよろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今複合施設の関係で

再質問をいただきましたけれども、先ほど申し上

げましたように非常に地域の熱意の高いものだと

思っておりますし、先ほど教育長から言われたよ

うにモデル的な部分もあると思いますし、さまざ

まな機能が入るということでありますので、その

一方でやはりハードルも高い部分もあると思いま

す。国の機関といってもいろんなセクションがま

ざるというのがあります。これは、先ほども言っ

た庁内ももとよりそういうふうになりますので、

そういったもののハードルも含めて調査をしなけ

ればいけませんし、議員が言われましたように財

源手当てについても複数の機能を持ちますので、

随分融通はきくようになりましたけれども、各省

庁のほうのどういった財源が確保できるのかも含

めてここは調査をさせていただきたいと思います。

その上で地域とも適宜意見を交換させていただい

たり、構想についてさらに深い話を聞かせていた

だく必要があると思いますので、順を踏みながら

内部での検討、さらには地域の意見交換を進めさ

せていただきたいと思いますので、御理解をいた

だければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 山田議員。

〇４番（山田典幸議員） 地域としては、これか

ら進むに当たって行政の皆さん方とお話し合いと

いうか、協議する準備は気持ちの中ではもう今で

もできていますので、そういう形でぜひ随時進め

ていただきたいというふうに思います。地域の中

でもこのことを実現させるためには解決しなけれ

ばならない課題も多々ありますので、地域として

もそのように進んでいきたいと思いますし、この

構想、計画に関しては建てて終わりということで

はなくて、やはり建てるまでの経過の中で地域住

民、私も含めて地域コミュニティーのあり方とい

うのを再認識していくというのが目的にもなると

思いますし、建ててからの活用というのも十分考

えていかなければならないところだというふうに

思います。

最後に、こういった地域の思いを６月２５日し

っかりと受けとめていただいたと思っていますが、

加藤市長にそのあたりの考え方を最後お伺い、御

答弁いただいて、終わりたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 智恵文地域においてもい

ろいろな方もいらっしゃるでしょうし、さまざま

な考え方があると思いますが、その中で１つに地

域の総意として意見をおまとめいただいて御提案

をしていただいたということは、本当にすばらし

いことだと敬意を表するところであります。加え
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まして、小中一貫のモデル校という特色ある取り

組みの提案と。このことについては、今教育長も

モデル校としてふさわしいと。地域の総意である

ということと教育長の今のお言葉非常に重たく受

けとめさせていただきたいと思います。

臼田部長からお話あったとおり、今後具体的に

詰めなければならない問題もあると思います。智

恵文地域の人口の推計の問題であるとか、より具

体的な施設の中身の精査でありますとか、それに

伴って市全体の計画も見比べた中での計画の位置

づけもしていかなければならないというふうに思

っています。しっかりと受けとめさせていただき

ました。次期総合計画が２９年度からのスタート

でございますけれども、できるだけこの次期の計

画の早期に実現がかなうように地域とも精力的に

議論を重ねていきたいというふうに思いますので、

ぜひ今後ともよろしくお願い申し上げます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で山田典幸議員

の質問を終わります。

８月の大雨被害にかかわって外２件を、川村幸

栄議員。

〇１番（川村幸栄議員） 通告順に従いまして、

大項目３点についてお伺いをいたします。

１点目、８月の大雨被害にかかわって伺います。

まず最初に、被害に遭われました皆さんにお見舞

いを申し上げたいと思います。

今回の大雨によりまして市民の皆さんから災害

の少ない地域だと思っていたがと驚きを隠せない

状況でおります。異常気象の中で私たちのまちで

も災害は起きるということを実感しました。さら

なる備えが急務となっています。

そこで、今回の大雨被害から学びながら、備え

を進めるためにお伺いをしたいと思います。１つ

に、被害地域の対応についてです。繰り返される

農業被害への対応について伺います。来年の再生

産に影響のないように、環境整備が急がれます。

関係機関への要望などの取り組みはどのように進

んでいるのか伺いたいと思います。農業関係者の

方からは、ＴＰＰ、農協解体などが言われる中で

農業への不安、将来への不安も広がっている。繰

り返される冠水被害で、その不安はますます広が

るのではないか、農業から離れてしまうのではな

いかなどの不安や懸念が出されているところであ

ります。また、徳田しらかば団地への対応につい

て、町内会からも要望も出されていると思います

けれども、被害を繰り返さない対策が急務です。

対応をお知らせください。

２つに、避難者への対応について伺います。高

齢者の方々への避難誘導、声かけはどのように行

われたのかお伺いします。災害時要援護者の方た

ちへの対応はどうであったのか、また避難所での

声かけ等についても伺います。避難された方々の

中には、不安でたまらなかった、他の被災地域の

方々の不安な気持ちがよくわかったなど切実な声

をお聞きしているところであります。また、女性

職員の配置等についてもお聞かせください。

３つに、今後の対策として自主防災組織への支

援について伺います。智恵文八幡の全戸避難を教

訓にしたいと考えます。私が住んでいます東１２

区町内会や旭東北区など名寄川の増水に不安が広

がりました。自主防災組織への関心は非常に高ま

っています。行政としての支援についてお知らせ

ください。

大きい項目２つ目、子供に優しいまちづくりを。

この間子供の貧困問題を含め子育て支援について

幾度となく取り上げさせていただいてまいりまし

た。今子供の貧困が最悪の状況であるといいます。

私たち日本共産党名寄市委員会でこの夏に行いま

した市民アンケートにも子育てに関する要望が非

常に多く寄せられているところであります。

そこで、子供の権利条例制定の考えについてお

聞かせください。まち全体で子供の育ちを考える

子供に優しいまちづくりを目指し、子供の権利条

例の制定の考えについて再度お伺いをいたします。

この７月、政務活動費を活用させていただき、平

成２４年１２月２５日に子どもの権利条例を制定

平成２６年９月１８日（木曜日）第３回９月定例会・第４号



－170－

平成２６年９月１８日（木曜日）第３回９月定例会・第４号

した青森市を視察させていただきました。青森市

では、１１月２０日を子どもの権利の日と定め、

子どもの権利擁護委員と調査相談専門員による子

どもの権利相談センターを設置するなど、子供に

優しいまちを目指して子どもの権利条例を生かし

た取り組みを進めていらっしゃいます。次世代育

成支援後期行動計画が最終年となっています。前

回の質問には、内部で研究を重ねながら検討した

いとの答弁でした。改めて子供の権利条例制定の

お考えを伺います。

大きい項目３つ目、北海道電力の再値上げにか

かわって伺います。１つに、市民の暮らしへの負

担について伺います。市民の暮らしの中では、特

にオール電化を取り入れた方々からは詐欺に遭っ

たようだと、こういった声が非常に多く聞かれま

す。また、市立病院を含め市関連の施設への負担

増も膨大となっていると先日の御答弁でありまし

た。苫小牧の岩倉市長が８月２６日、根本的に見

直すことを強く要請する申し入れ書を北電社長に

提出しています。８月３０日の名寄市での説明会

で、市は２年連続の値上げは考えられない。家庭

への影響ははかり知れず、効率化を進め、中止す

べきと反対したと地元紙が取り上げられています

けれども、名寄市としてきっぱりとした姿勢をと

ることが必要ではありませんか。お考えをお聞か

せください。

２つに、再生可能エネルギーへの転換計画の推

進について伺います。北電は、泊原発再稼働がで

きないから再値上げ申請に踏み切った。泊原発が

再稼働後、少しでも早く値下げしたいなど再稼働

を条件に値下げをちらつかせるなど企業努力はみ

じんも感じられません。どの世論調査でも原発の

再稼働反対が半数を超えています。本道小売業の

トップ、アークスの横山清社長は、長期的な視点

に立てば人類の未来にかかわる問題だから、原発

みたいに危険なものは諦めたほうがいいと、この

ように述べていらっしゃいます。また、８月２３

日、青森市では脱・原発依存社会の実現を目指す

方針、青森市再生可能エネルギー戦略の年内策定

に向けて再生可能エネルギーフォーラムを開催し

ています。３名の講師が講演をされています。そ

の中の一人が南相馬市の桜井市長です。桜井市長

は、４０年しかたっていない原発によって ００

０年以上の歴史を持つまちが破壊された。このよ

うな中で再稼働させるのは世界の恥だと話されて

います。青森市の鹿内市長は、市民の安全、安心

を守るため市として原発に依存しないまちづくり

を目指していくと宣言しています。

今名寄市では、新エネルギービジョンのもと、

太陽光発電システム設置補助金交付事業などを進

めています。市内でも太陽光発電の設置が進んで

います。新たに建設予定の南小学校、市営住宅へ

の太陽光発電の設置についてのお考えを改めてお

伺いをします。

以上でこの場からの質問とさせていただきます。

よろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川田経済部長。

〇経済部長（川田弘志君） 川村議員からは、大

項目で３点について御質問をいただいております。

大項目１、小項目１は私から、小項目２と３、さ

らに大項目３は総務部長から、大項目２は健康福

祉部長からの答弁となりますので、よろしくお願

いいたします。

大項目１、８月の大雨被害にかかわって、小項

目１、被害地域の対応について申し上げます。８

月における農業被害では、市内においても大きな

被害となったところです。特に２度の被害を受け

た智恵文地区では、現在収穫作業が行われており

ますが、カボチャ、バレイショにおいては病気の

発生や腐敗による被害が見受けられることから、

生産者の被害は大きいものと認識しております。

ここ数年の天候不順による被害のほか局地的な大

雨による被害が発生していることから、中小河川

を含めた排水対策の重要性を認識しているところ

です。今回の災害においては、道北なよろ農業協

同組合とも被害状況や生産者の状況を含め今後の
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対応についても協議もしてきたところです。その

中では、用排水対策や河川内の木の伐採等を初め

今後の災害対策への要望もいただいており、北海

道を初めとして関係機関への要望も引き続き行っ

てまいりたいと考えております。現況の農業を取

り巻く状況は変革期を迎えており、現在交渉が行

われているＴＰＰ等の問題もあり、近年の自然災

害を含めて生産者においては今後の農業や将来の

不安などが懸念されるところですが、ＪＡを初め

関係機関とも十分協議を行いながら、今後の対策

について検討してまいりたいと考えております。

また、将来を見越した排水対策等については、

一定の年数を要することから、被害地はもとより

地域全体で協議していくことが重要であると認識

しておりますので、御理解をお願いします。

以上、私からの答弁いたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 私のほうからは、引

き続きまして小項目の２、避難者への対応につい

て申し上げます。

今回の大雨における避難誘導に当たりましては、

各町内会における声かけや関係機関による訪問等

が行われたところでございます。災害時要援護者

への対応といたしましては、豊栄地区では町内会、

民生委員がそれぞれ巡回をいただき、災害時要援

護者の避難はもとより実際の避難に当たりまして

は災害弱者の方をお隣の方が自動車で運搬された

と伺っております。避難所内におきましては、ま

ず早急な対応が必要となります毛布、飲料水、食

事などの配給を優先して行うとともに、保健師を

派遣しまして健康面にも留意をさせていただいた

ところでございます。

なお、５日の大雨の際は、夕方に避難勧告を解

除した後に各避難所において避難者がいないこと

を確認し、閉鎖の手続をとりました。しかし、夜

間不安を感じられる市民がおられましたので、避

難所を開設し、お泊まりをいただいた経過もござ

います。また、不安が強い高齢者などへの対応と

いたしましては、女性職員の配置が適していると

いう傾向がございますので、今後は今回の経験を

生かしながら女性職員を含めた人員配置も検討し

てまいりたいと考えております。

次に、小項目の３、自主防災組織への支援につ

いて申し上げます。８月４日から５日にかけての

自主防災組織の活動事例を挙げさせていただきた

いと思いますが、東地区におきましては１３区の

自主防災組織が名寄川の増水に対しましてみずか

ら避難判断水位を設定し、河川監視を行いながら

自主避難を判断、実行するために活動いただいた

ところでございまして、河川の増水中も市へ水位

の状況を確認しながら情報収集し、活動いただい

たところでございます。このことを通じ、市が保

有する気象情報や河川の水位及びその後の気象情

報など必要に応じて自主防災組織へ情報提供する

ことの大切さを改めて認識するとともに、自主防

災組織における情報分析あるいは情報の理解につ

きまして、人材の育成も必要と考えるところでご

ざいます。

また、智恵文八幡地区におきましては、平成２

４年度に土砂災害に係る防災訓練を実施しており

まして、その経験を生かして一斉に、かつ迅速に

避難できたことは他の地区のモデルとなる取り組

みであるというふうに理解をしてございます。八

幡地区の５日と２４日の大雨の際の避難行動は、

避難所が少し遠い智恵文支所となりましたけれど

も、短時間で状況を理解され、避難をいただいた

ことは訓練の成果と捉えておりまして、２４日の

避難行動が５日の避難行動よりもさらに迅速だっ

たことからも改めて訓練や経験の大切さを感じた

ところでございます。

今回名寄川の増水で住民の皆様に大変不安があ

ったことも承知しておりますが、大きな河川の氾

濫時には自主防災組織などの自主的に活動ができ

る組織の役割が大変重要だと考えておりますので、

今後とも継続して自主防災組織の育成に取り組み、

いざというときの避難時の連絡体制やいち早く避
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難するという体制づくりについて検討してまいり

たいと考えております。

また、今後は自主防災組織の中心で活躍する人

材の育成も大切であると捉えておりますので、防

災知識や気象情報の理解を深めるために何ができ

るかを研究しながら、また各種講習会及び資格取

得講習会等の情報を提供しながら、検討を進めて

まいります。

次に、大項目の３、北海道電力の再値上げにか

かわってについて申し上げます。まず、小項目の

１、市民の暮らしへの負担についてでございます

が、御案内のとおり北海道電力は平成２６年７月

３１日付で経済産業大臣に電気料金の値上げ申請

を行い、規制部門である家庭向け電気料金で平均

１ ０３％、月額 ０００円程度の引き上げ、オ

ール電化住宅では最適とされ、利用者が最も多い

ドリーム８のモデルケースで２ ５５％、月額に

して ０００円程度の負担増とされ、大きな影響

を受けることとなります。また、市公共施設の影

響につきましては、４１施設合わせまして年間で

おおよそ ８００万円、率にして約２０％の負担

増と試算をしており、これら大幅な値上げは家庭

や企業に重くのしかかることとなります。このこ

とから、８月３０日に北海道電力が開催をしまし

た電気料金値上げ申請に関する説明会に参加をい

たしまして、同席上におきまして２年連続の値上

げは家庭や地域経済に対し甚大な影響を及ぼすも

のであり、到底認められるものではないと今回の

値上げに対して強く中止を求めているところであ

ります。電気料金の値上げの手続は、今後経済産

業省と消費者庁の協議を経まして、経済産業大臣

が認可を行い、値上げの実施時期や値上げ幅も決

まることになりますが、本市といたしましてはこ

の電気料金再値上げに伴う家庭や企業における影

響の大きさを踏まえ、電力会社にさらなる企業努

力を求め、値上げの中止や少なくても値上げ幅の

引き下げを行うようさまざまな機会を通じ関係機

関と連携して要請をしてまいります。

次に、小項目の２、再生可能エネルギーの転換

計画の推進について申し上げます。現代社会にお

ける電気は、国民生活のライフラインとしてはも

とより企業の経済活動などあらゆる分野において

不可欠となっており、電気を含めたエネルギー政

策は国がその責務を負い、電気事業者とあわせて

安定的に供給される必要があります。また、その

エネルギー供給の方法につきましては、国民に広

く知らされ、十分議論される必要があり、安全の

確保はもとより環境への適合の観点からは再生可

能エネルギーの普及も重要と考えるところでござ

います。このことから、本市におきましては、平

成２５年２月に名寄市新エネルギー・省エネルギ

ービジョンを策定し、以降これに基づく施策を推

進しているところでございます。具体的には、１

件当たり２８万円を上限とする名寄市住宅用太陽

光発電システム設置事業を実施しておりまして、

平成２５年度の実績では交付決定で１２件、補助

金で３００万 ０００円となっており、本年度は

これまでに交付決定１２件、補助金で３２４万

０００円の交付決定を見込んでいるところでござ

います。

太陽光発電につきましては、当該事業のほか名

寄小学校屋上に１０キロワットのパネルを設置し

ているほか、市内民間企業が設置したメガソーラ

ー発電施設に対しては土地の貸し付けや支援を行

い、その普及促進に努めているところであり、こ

れに続く市内業者もあらわれているところでござ

います。また、太陽光以外にも雪氷熱を利用した

農作物貯蔵施設のほか、木質バイオマスにつきま

しては昨年度その導入に向けた利活用調査を実施

しておりまして、本年度安定的な燃料確保のため

の体制づくりや施設導入のための具体的な方策を

検討しているところでございます。

なお、お尋ねのありました名寄南小学校新校舎

や公営住宅建てかえにおける新エネルギーの活用

につきましては、公営住宅につきましては設置に

係る工事費が交付金の対象とならないため、設置
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計画はございませんが、名寄南小学校につきまし

ては名寄小学校と同様に子供たちへの環境教育教

材として活用することを目的に太陽光パネルの設

置を予定しておりますので、御理解をいただけれ

ばと思います。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目２の子供に優しいまちづくりを、小項目１の子

供の権利条例制定の考え方について申し上げます。

１９８９年、第４４回国連総会において採択さ

れた児童の権利に関する条約、通称子どもの権利

条約では、子供を一人の権利主体として捉え、生

きる権利、育つ権利、守られる権利、参加する権

利の４つの柱に要約される子供の権利を保障して

おり、日本は１９９４年に批准をしました。現在

子供を取り巻く環境は、核家族化の進展や生活様

式の多様化に伴い、家族団らんの減少、地域のつ

ながりの希薄化、さらには深刻化する子供の貧困

問題など社会的支援が必要な子供がふえており、

国の総合的、実効性のある対策が求められており

ます。本市は、平成２２年に策定した次世代育成

支援後期行動計画に５つの基本目標を掲げ、子供

の育ちや子育て支援など次世代育成の取り組みを

進めてきたところであり、本年は同計画の最終年

となりますので、計画の検証や事業の評価を実施

してまいります。

子どもの権利条約は、子供の生存、発達、保護、

参加という包括的な権利を実現、確保するために

必要となる具体的な事項を規定しております。条

約の第３条には、子供にかかわることについて、

それにかかわる大人が関与する場合、現在や未来

において子供の最善の利益をもたらすような関与

をしなければならないとする考え方が示されてお

ります。平成２４年８月に交付された子ども・子

育て支援法に基づく基本指針は、子供、子育て支

援については子供の最善の利益が実現される社会

を目指すとの考えを基本に、子供の視点に立ち、

子供の生存と発達が保障されるよう良質かつ適切

な内容及び水準のものとし、障害、疾病、虐待、

貧困、家族の状況、その他の事情により社会的な

支援の必要性が高い子供やその家族を含め、全て

の子供や子育て家庭を対象とすることが求められ

ております。現在本市では、昨年１１月１日に設

置した名寄市子ども・子育て会議において平成２

７年４月からの計画となる名寄市子ども・子育て

支援事業計画の策定作業を行っているところです。

この支援計画の根拠法となる子ども・子育て支援

法の基本指針に則して、子供の安心して生きる権

利、自分らしく生きる権利、豊かに育つ権利、参

加する権利など子供にとって大切な権利を掲げ、

名寄市子ども・子育て会議で議論いただきながら、

名寄市子ども・子育て支援事業計画を策定してま

いりたいと考えております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） それぞれ御答弁いただ

きましたので、再質問と要望をさせていただきた

いと思います。

まず最初に、８月の大雨被害にかかわってであ

ります。さきの山田議員の質問の中でも農業被害

への対応等十分にお話がされていたかというふう

に思います。関係機関への要望のところでいいま

すと、私たち日本共産党の国会議員団としても政

府交渉を行いました。また、河川整備費の増額等

強く求めていく必要があるというふうに考えてい

ますので、さらに国、道に向けてというお話でし

たので、関係機関、ＪＡの皆さん、また農業従事

者の皆さんのお話もしっかり受けとめながら取り

組んでいただきたいというふうに思います。

避難対象者への対応についてであります。先般

からの一般質問の御答弁で、あらゆる媒体を使っ

て避難誘導を行ってきたというお話がされていま

した。ただいま御答弁いただいた中でも避難者へ

の対応について保健師の派遣も行われたというよ

うなことが話されていました。やっぱりこういう
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本当に避難された方々へ心を寄せて支援をしてい

く、ここが大きいかなというふうに思っています。

女性職員の配置、今回なかったのでしょうか。今

後考えていきたいということだったのですが、こ

このところをもう一度確認をしたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 女性職員の配置とい

うことでありますけれども、先ほど申し上げまし

たように保健師については当然配置をさせていた

だきましたし、ほかにもこれは管理職が中心とな

りますけれども、女性職員の配置も含めて対応さ

せていただいたということでありますので、御理

解いただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 私も東日本大震災の後

取り上げさせていただいて、やはり女性が持って

いるあらゆる困難さ、そんなこともあって、ぜひ

女性職員の配置をということで求めさせていただ

いたところでありますが、今回保健師も一緒に配

置をいただいたというところら辺では非常にうれ

しく感じているところですので、引き続きまたあ

らゆる場面で対応していただくことをお願いをし

たいというふうに思っています。

あと、土砂災害についてなのですけれども、年

配の方々から弥生地区や瑞穂地区など土砂災害の

危険はあるのではないかと。広島の災害を見て、

非常に不安を寄せられているところです。国土交

通省の全国土砂災害危険箇所、土砂災害警戒区域

についての緊急点検の実施要請によって、名寄市

も危険箇所２５カ所ですか、ホームページに公開

されていました。地元紙の報道では住宅に近いと

ころが２カ所であると。現地確認をし、市で単独

で行うのか、道と連携するのか協議中というよう

なことが記載されていましたけれども、地域の方

々の不安も大きくあるかと思います。土砂災害の

対策で大事なことはというと、今回広島のことで

もはっきりしたかなと思うのですが、危険箇所を

周知させる、避難対策を整備する、施設整備を行

うというようなことだというふうに思うのですが、

早急な現地確認、必要だというふうに考えるので

すが、ここの部分についてお知らせください。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 議員がおっしゃるよ

うに、土砂災害一度起きると大変被害も大きいと。

礼文島の例なんかを見ましても本当に島全体が土

砂で埋まるというような、そんなような非常に大

きな災害につながるということでありますので、

注意を持って当たらなければいけないというふう

に思っております。議員が先ほど言われたとおり、

名寄市においては２５カ所が危険のところに指定

をされているという状況になっております。１カ

所につきましては、これは警戒区域ということで、

皆さん御存じの智恵文の八幡地区がこれに当たる

ということであります。ちょっと指定のレベルは

違いますけれども、それ以外にも２４カ所あると

いうことで、さきの災害を受けて国あるいは道の

ほうで改めて危険への注意喚起も含めて公表した

ということでありまして、市もこれに倣いまして

早速ホームページのほうで公表させていただきま

したし、来月の広報でもこの分については周知を

させていただきたいということで、今作業を進め

ているところであります。間に合わなければ翌月

になるかもしれませんけれども、広報も通じて改

めて周知をさせていただきたいということであり

ます。肝心なのは、この２５カ所のうち住宅が近

くにあるところがないのかという、この確認が議

員がおっしゃるように非常に喫緊の課題かなとい

うふうに思っておりまして、１カ所の八幡につい

てはもう指定をされておりますし、この間も訓練

をさせていただいておりますので、間違いないと

いうことでありますけれども、危険な箇所につい

ては担当のほうを早速巡回をさせまして確認をさ

せていただいております。私どもの認識の中では、

八幡以外にはもう一カ所あると思っています。こ

れ風連の日進、東生地区になりますけれども、そ

この地区で１カ所あるという認識でおりますが、
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この後また道のほうともこの調査については協力

いただけるという話もいただいておりますので、

私たちだけではなく道からの協力もいただけるの

であれば、改めて道も含めてより精度を高めると

いう意味で調査を重ねてまいりたいと思いますの

で、御理解をいただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 今調査に入り、また道

の協力も得ながら確認作業を進めていくというよ

うなお話でしたので、本当に早急に進めていただ

きたいというふうに思います。本当に事故があっ

てからでは遅いということは、もう皆さん御承知

のとおりであります。広報でもお知らせするとい

うことでしたので、知らせることがいいのかどう

かという議論も報道にありましたけれども、やは

り危険なところは危険だというふうに周知をして

いくところが私は大事ではないかなというふうに

思っていますので、さらに進めていただきたいと

いうふうに思います。

それからあと、続いて自主防災組織への支援に

ついてなのですけれども、先ほど１３区町内会の

自主避難の経験等お聞かせをいただきました。ま

た、智恵文八幡地区の全戸避難、私もテレビニュ

ースで見せていただきましたけれども、一昨年の

防災訓練が功をなしたというふうに地元の方がお

っしゃっている姿、本当に教訓だなというふうに

受けとめさせていただきました。この中で、ただ

いまの答弁の中でリーダーになるような人材の育

成をということで、研修会等々ということがお話

しされていました。ここのところをもう少し詳し

くお話をいただければと思いますが。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 自主防災組織につい

ては、この間も答弁をさせていただきましたけれ

ども、地域みずからが共助の中で命を守って、皆

さん安全に逃げていただくという意味で非常に大

切だと思っています。さらに、自主防災組織の活

動を高めるという意味においては、その中で中心

になる方がやはり一定の知識なり、経験はちょっ

とあれかもしれませんけれども、知識等を持って

いる必要があるというふうに思っておりますので、

これについては私ども単独ではなかなかできませ

んけれども、道等の機関の中でそういった研修会

等もありますので、そういったところの参加につ

いても呼びかけて、その中で知識を広めていただ

いて、情報に対する理解も高めていただいて、災

害に備えていただきたいというふうに思っており

ますので、これについても改めてさまざま媒体も

使って、あるいは町内会等の意見交換の場もあり

ますので、そういった機会を使いながらＰＲをさ

せていただき、参加いただけるように呼びかけて

まいりたいと思います。

以上でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） やはりリーダーとなる

人材育成ということでした。そういった中で防災

訓練が本当に非常に有効だったというのを改めて

実感しているわけですが、これから自主防災組織

をつくっていこうというときの行政としての支援、

そういったところを詳しくお聞かせをいただきた

いと思っています。これ防災訓練、防災だけでな

くて高齢者が多くなる中で、地域の中で災害ばか

りでなくていろんな部分でも活用がされていくの

ではないかというふうに考えていますが、その部

分についての自助、共助、言われました。やっぱ

りこれを高めていくには公助が欠かせないという

ことで、支援のところ、どのように考えているの

かお知らせをいただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 自主防災組織の育成

に向けての市の支援ということでありますけれど

も、ここにつきましては既存の制度の中で、額は

小さいですけれども、自主防災組織はお使いいた

だけるような支援策もありますし、場合によって

は地域連絡協議会ございますけれども、地域連絡

協議会という一定のまとまりの中で取り組んでい
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ただければ地域連絡協議会としての支援策もあり

ますので、財政的な支援としてはこれらによって

支援をしてまいりたいというように思っておりま

す。また、自主防災組織を立ち上げるときについ

ては、それに係るノウハウや、あるいは知識等も

必要だと思いますので、これらについてはまた別

の形で情報提供もさせていただきたいと思います

が、担当部局もありますので、担当部局のほうに

御相談いただければ、その都度応じて、一度にた

くさん来るとすぐは回り切れないかもしれません

けれども、そこは御相談をいただいて、人的な支

援も含めて御相談に乗りたいと思いますので、御

理解をいただければと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） もう一点お伺いをしま

す。情報伝達ということで、防災ラジオのことが

お話しされていました。町内会ごとに３台の配付

を予定だと言われていますけれども、町内会の世

帯数や、また増水、土砂災害等予想される、近い、

そういった地域などなどによっては、満遍なく３

台というのはどうかというふうに私は思っている

のですが、やっぱり町内会と御相談の上、配付台

数、また使用する状況なども御検討いただいて、

支援もしていく必要があるかなというふうに思う

のですが、いかがでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 今回今年度中に防災

ラジオのほうについては町内会のほうに配付をさ

せていただきまして、運用開始をしていきたいな

というふうに考えております。これの配付の考え

方ということでありますけれども、今現在は各町

内会にも３台ということで考えております。個数

あるいは地域の広さ含めて、そこに差があるとい

うことについては私ども認識をしておりますけれ

ども、ラジオがこれはもう夜中でも自動的に音が

出るということもありますので、果たして多くの

方に一遍に配付することが逆に混乱を招かないか

というところの不安も実は持っておりまして、今

回まずは試験的というものも含めて町内会の役員

さんを中心に、そこは町内会のほうにお任せした

いと思っていますけれども、３台を配付をさせて

いただきたいと思っています。また、役員の人数

については、構成については町内会の人数が多い

少ないにかかわらず一定程度決まっているのかな

と思っておりますので、そういったところも含め

てとりあえず当初については一律３台を配付させ

ていただきたいと思います。また、その状況等を

見ながら、その後の対応については検討もさせて

いただきたいと思いますので、御理解をいただけ

ればと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 今３台ずつというお話

の中身を理解したところですが、今後やはり町内

会の皆さんと密に連絡とりながら、御相談されな

がら進めていっていただくことをお願いしたいと

いうふうに思います。

次に、２つ目の子供に優しいまちづくりをとい

うことで、子供の権利条例制定の考えについてお

伺いをさせていただいたところでありますが、今

健康福祉部長からの御答弁では、子供の権利条例

の制定については今のところは考えがないという

ふうに受けとめていいのだというふうに思います

が、子ども・子育て支援法についての支援事業計

画、また条例等審議中でありますので、ここには

さわるつもりはありませんけれども、今紹介しま

した青森市の条例制定の背景、経緯、少し紹介を

させていただきたいと思います。先ほど御紹介あ

ったように、１９８９年に国連で条約が採択され、

９４年に日本が批准しています。しかし、子供の

権利保障が宣言されているにもかかわらず、依然

として家庭における児童虐待や学校等におけるい

じめが相次ぐと。子供の権利侵害が社会問題にな

っているということから、青森市では平成２２年

１１月に市民意識調査を行っていらっしゃいます。

子どもの権利条約について認知度、知っていると

答えた方が２ １％であって、８割近くが知らな
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い状況だったということで、青森市は２３年１０

月に子ども総合計画後期計画の基本理念の中であ

る子供の最善の利益に基づく具体的な施策の一つ

として権利条例を制定し、子供の権利尊重につい

ての明言化を図ったというふうに言われています。

先ほど御紹介した私たちが取り組んだアンケー

トにも実はこんな御意見が出されています。今後

ますます共働きの若い夫婦世帯が増加します。子

育て支援策は喫緊の課題だと思っています。名寄

は、子育て支援のまちと言われるほど徹底特化し

てはどうでしょうか、こういった御意見も市民の

方から寄せられているところであります。あわせ

て、ある電話相談にかかわっている方のお話なの

ですが、守秘義務がありますので、詳しいことは

話せないけれどもといいながら、相談内容のもと、

基本はまさしく人権にかかわっているというふう

におっしゃっています。生きる権利、育つ権利、

守られる権利、参加する権利、子供にとって大切

とされる４つの権利を保障する子供の権利条例制

定が求められているのではないでしょうか。改め

てお伺いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 子供の基本的人

権の尊重ですとか、子供は誰もがかけがえのない

存在でございまして、生まれながらにして権利主

体であるということは憲法、そして子どもの権利

条約で保障されていると認識しております。先ほ

どお答えいたしました子供の大切な４つの権利、

それを基本としながら、家庭、学校、地域におけ

る虐待ですとか、それから体罰の禁止、それから

いじめの防止、地域での居場所づくり、また参加、

意見表明の機会などについては関係部局と協議を

いたしながら、現在策定を進めております名寄市

子ども・子育て支援事業計画への位置づけなどに

ついて今後名寄市子ども・子育て会議の中で委員

の皆様の御意見をいただきながら考えてまいりた

いと思っておりますので、よろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 先ほども言いましたよ

うに、子ども・子育て支援法に対する支援事業計

画、これからですので、多くは言いませんが、子

供の権利をしっかりその中に入れていくというあ

たりでは、やはり子供の権利条例が非常に大切な

のだというふうに思っています。どのような意味

を持ち、そして条例がどんな役割を持つのかとい

うことが非常に求められていくのだというふうに

思います。青森市の場合もそうですし、隣の士別

市もつくられていますが、条例の前文の中にしっ

かりと示されていて、そして子供たちはもちろん

市民皆さんに子供の権利、先ほど御紹介した４つ

の権利を含めてお知らせをしているというところ

であります。子供の権利についての市民の皆さん

の理解も必要ですが、青森市では聞き取り調査も

行っていまして、その中には子供の権利というふ

うにすると子供の権利を声高に主張して権利の濫

用を招くことになるというような、そんな御意見

もありましたけれども、条例制定に向けてのプロ

セスの中で、やはり人権として大人も子供もとも

に理解をし合っていくということが非常に大切で

あるということが見てとれるというふうに私は思

っています。

そういった中で、青森市の子どもの権利相談セ

ンターについてちょっと御紹介をさせていただき

ます。子どもの権利相談センターは、これは権利

条例をもとにつくられた相談センターなのですが、

子どもの権利擁護委員として弁護士、大学教員、

そして臨床心理士が当たっています。調査、相談

専門員として市の嘱託職員が当たっていて、基本

姿勢に先ほど健康福祉部長もおっしゃっていたよ

うに子供の最善の利益を優先する。そして、子供

一人一人が権利の主体として尊重される。子供の

成長と発達に配慮した支援、これを基本姿勢に権

利相談センターを開き、子供にも周知をし、市民

の皆さんにも周知をしているというふうな状況に

あります。やはり今虐待の問題、そして学校での

いじめの問題、また貧困の問題、あわせるとやは
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り生まれてきてよかったと。一人の人、人権とし

て、人として大切なのだというふうに思える、そ

ういった保障していくための権利条例が必要だと

いうふうに思いますが、いかがでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 今御紹介いただ

きました青森市の子どもの権利相談センターです

か、その部分につきましては当市におきましては

こども未来課に家庭児童相談員及び母子自立相談

員を配置しておりまして、就学前の子供に関する

養育相談から虐待、ＤＶ被害に至るまで幅広く相

談に応じさせていただいております。また、教育

部の児童センターでは就学後の児童に対しまして

ハートダイヤルによる相談体制を整えさせていた

だいておりますので、今後とも子供の最善の利益

が守られますように努めてまいりたいと考えてお

ります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 確かに相談する場所も

あるのですが、やはり１つ子供の権利を守るとい

うところの相談活動が必要だということで、弁護

士も含めて専門家が当たっているといったところ

が大事ではないかというふうに私は思っています。

さらに御検討をいただくことを強く求めて、次に

行かせていただきたいと思います。

３つ目の北海道電力の再値上げにかかわって再

質問をさせていただきます。先ほども御紹介しま

した苫小牧市長の北電社長への要請申し入れ、こ

れは異例だというふうに私は思っています。市民

や企業に到底理解が得られないと。道内一の製造

業のまちの市長としての申し入れだったというふ

うに考えています。市民の皆さん方からは、これ

以上の節電はもう無理だよねというような声がた

くさん寄せられているところであります。私たち

も今反対の署名もお願いしているところですけれ

ども、こういった声をどう受けとめていくのかと

いうことが大切かというふうに思います。今いろ

いろマスコミ等で報道されていますけれども、地

域独占と言われた北電から北電離れが進んでいる

と言われています。各自治体においてもあらゆる

手だてを進めているようですけれども、さきの一

般質問の御答弁の中で節電の徹底や他市町村を参

考に研究していきたいという御答弁がありました。

９月４日に上川管内の１９の町村の町村長会議が

行われ、再生可能エネルギーを活用した地域振興

策をテーマに開かれたと報道されていました。こ

の狭い中でも下川町を初め和寒、木質バイオエネ

ルギーの施設の建設を初め、また昨年私も視察を

させていただき、御紹介させていただいた南富良

野町の木質バイオマスエネルギーや原料チップの

乾燥に雪氷エネルギーを使っている。また、上富

良野町では地下熱ヒートポンプを設置するなどな

ど紹介がされていたところであります。さらには、

充電を行わないで自家使用するオフグリッドにつ

いても今支援等、調査研究も進められ、各地域で

取り組みも始まっているようですが、こういった

部分への支援の考え、また新電力の活用、こうい

ったことにも視野を広げているという自治体もあ

るというふうに報道されています。こうした部分

へのお考えをお聞かせをいただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 北電の値上げに対し

ては、さまざまな意見があるというふうに認識し

ております。議員がおっしゃいますように、値上

げに対して生活から、あるいは経済活動から非常

に厳しいのだという声が多数寄せられているとい

うことで、けさほどの新聞にも出ていましたけれ

ども、その声を受けて北電のほうで値上げについ

て緩和措置を考えるというような、そういったと

ころが北電側から出ておりますので、そこについ

ては今後注視をしながら見ていかなければいけな

いのではないかなと思いますし、市としても北電

に対しては先ほども申し上げましたように、今回

の値上げについては市民生活あるいは経済活動を

考えて非常に厳しいので、ぜひというお話をして

いますので、そういった声も一つの要因となって
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反映がされたのかなというふうに考えているとこ

ろであります。ただ、現実としては、前回、さら

に今回値上げがあると思いますので、そこへの対

応ということです。これについて竹中議員のとこ

ろでもお話しさせていただきましたけれども、当

面についてはなかなか吸収する策がございません

ので、市民のほうにも転嫁はしませんけれども、

そこは市のほうで支出増についてはやむを得ない

のではないかという考え方していますけれども、

一方では新電力という考え方も議員がおっしゃる

ようにありますので、ここについては今現在調査

をさせていただいております。隣の士別市でいき

ますと導入している部分がありますので、これを

例にしますと電気料金でおおむね ５％下がると

いうことであります。本市に置きかえますと３０

０万円程度恐らく圧縮できるのかなというふうに

思いますけれども、ただそういうメリットの一方

でデメリットはないのかどうかというところの検

証も必要だと思いますので、ここも含めた上で新

電力の導入については引き続き調査研究をしてま

いりたいたいなというふうに思っております。

もう一つは、オフグリッドの関係の御提案をい

ただきました。これについては、電力会社とは別

に自分で電力を起こして、それを使うということ

であります。山道での道路標示の関係とか、ある

いは家庭でも一部の電力をこれで賄うということ

で、ニーズが出てきているよということで私ども

認識しております。ただ、家庭全部を賄うとなる

と、これちょっとオフグリッドと離れるのかもし

れませんけれども、全体を賄うとどうなるかとい

うと、これは当然太陽光のパネルがこれまで同様

に必要ということとプラス蓄電池が必要になると

いうことになります。私どもも十分な知識は持っ

ておりませんけれども、この蓄電池の価格がかな

り高いと。安いものでも１００万円近いと。容量

によってはもう２００万円、３００万円。高いも

のでは ０００万円近くになるものもあるという

ことであります。それとあわせて蓄電池の今現在

の状況でいうと、施設の耐用年数がどの程度ある

のかというのについても、これもまだ十分な検証

がされていない状況にあるというふうに私ども認

識しておりますので、現段階の中で市として誘導

する施策については時期尚早かなというふうに思

っておりますので、御理解いただければと思いま

す。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 新電力の件でいいます

と、やはりメリットもあればデメリットもあると

いうのはもう明らかになってきているのですが、

そこのところを小さくというようなことも言われ

ています。そうした中でもやはりこちらに動かざ

るを得ない状況が今値上げの中で負担が重くのし

かかるという中で、各自治体も本当に苦慮してい

るのだというふうに思っています。やはりそうい

った部分も含めて検討していく必要があるなとい

うふうに思います。オフグリッドの点については、

これ大きな電力を賄うところには私も無理だとい

うふうに思っているのですが、例えば家庭で小さ

いところで使う、外灯に使う、そういった部分で

いろいろ活用もできていくのではないかといった

ところら辺でやはり調査研究していただいて、ま

た支援もしていただければ普及されるのかなとい

うふうに考えていますので、ぜひ前向きにお考え

をいただきたいと思っています。

今スキー場の北電離れも大きく報道されていま

した。ニセコ、札幌ばんけいが出ていたのですけ

れども、私たちの市においても日進地区の再整備

が進められていて、大きな痛手になるというふう

に私は思っています。そこで、今北電の、世論が

非常に大きく反対の声があり、また企業の９割近

くが値上げは困ると言われていますし、経営努力

も認められないというようなアンケート調査も報

道されているところであります。そうした中での

北電の動きかなというふうに受けとめているので

すが、しかしやっぱりここで加藤市長にぜひきっ

ぱりとした値上げ反対の表明を行っていただきた
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い、そのように思いますが、どうでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 竹中議員の質問でもお答

えしましたが、８月３０日に市の説明会でしっか

りとそこは意思表明をしておりますし、また北電

の支店長が名寄市に御説明をいただいたときにも

幾度とこのようなことについてぜひ再考してほし

いと。内部努力もしてほしいのだという話をしっ

かりとしておりますので、これで私は十分かなと。

十分というか、それ以上、苫小牧の市長さんのよ

うに社長さんに直訴したということもあるのかも

しれませんけれども、このことは北電さんのこと

も促すと同時に、やはり国策でやられている側面

もあるということも重々承知をしていかなければ

ならないのでないかなというふうに思っています。

別に北電さんの肩を持つわけでもありませんけれ

ども、停電等があった際には迅速に対応していた

だいている地域のそうした北電の営業所の職員さ

ん、あるいは西名寄の変電所の職員さんも名寄市

にはおって、そうした方たちも名寄市の市民の一

員だということもぜひ鑑みて、私としてはここの

ところ発言をしていかなければならないのではな

いかなというふうに思っています。総務部長が今

答弁あったとおり、さまざまな努力、検討もこれ

から当然していきながら、北電さんに対してはそ

うした形で応対をしてまいったということであり

ますので、ぜひ御理解をいただきたいというふう

に思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 川村議員。

〇１番（川村幸栄議員） 私は、北電でお仕事を

されている方々のことを言っているのではなくて、

北海道電力として電気料金を上げるといったとこ

ろら辺に多くの皆さんが怒りを持っている、市民

の皆さんも怒りを持っているのだということだと

いうふうに思っています。やはり北海道電力は全

国でも原発依存率が一番高いのではないかという

ふうに言われています。ですから、その中で泊原

発再稼働をすることで値下げをというような、そ

ういうやり方ではなくて、やっぱり住民の皆さん

の、道民の皆さんの暮らしを考えた企業努力とい

ったところが見えないというのが多くの皆さんの

御意見だというふうに思っています。形として中

止を求めたりしてはいますけれども、先ほど紹介

したような市長がその自治体の長としてはっきり

とした反対の表明がやはり求められているのだと

いうふうに私は思っています。先ほども言いまし

たように、泊原発の再稼働を理由にというような

ことなのですが、福島の原発事故後３年半が経過

したにもかかわらず、まだまだ終息の見通しが立

っていない中で再稼働をちらつかせながらの値下

げというような言い方をされるということは、や

っぱり承服できないというふうに私は思っていま

す。

今回私は、函館市にも行かせていただきました。

大間原発建設中止訴訟を行っている函館市です。

経緯をお聞きし、また大間町へも行ってまいりま

した。建設現場近くまで行かせてもらいましたが、

本当に住宅がすぐそばにあり、また商店もあると

いう中で大間原発が今建設がされているところで

あります。函館市では、議会が全会一致で可決し

て、共同歩調をとって大間原発建てさせないとい

う１点での共同で行っている。そして、函館市の

国と事業者の提訴の支えになっていると言われて

います。また、要請行動には周辺１０の自治体の

首長や議長さんも参加し、商工会議所や漁協や農

協や、そして函館市町会連合会などの方々も統一

行動を行っていると。文字どおりオール道南、函

館の取り組みとして発展しているというふうなこ

とです。その先頭に立って函館市長が頑張ってい

るということです。私たちのまちも原発に依存し

ないまちづくりを目指すことを明確にすることを

強く求めて、終わりたいと思います。ありがとう

ございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で川村幸栄議員

の質問を終わります。

午後１時まで休憩いたします。
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休憩 午後 ０時０３分

再開 午後 １時００分

〇副議長（佐藤 勝議員） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

名寄市の平和行政と脱原発について外２件を、

熊谷吉正議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 議長より御指名があ

りましたので、通告順に従い御質問を申し上げた

いと思います。

名寄市の平和行政と脱原発についてであります

が、１つに長崎、広島、そして福島から何を学ぶ

かということで御質問申し上げたいと思います。

この地球上において暴力、いじめ、差別、貧困等

が原因とする最悪で最大化は戦争であります。そ

して、さらには取り返しのきかない原発事故によ

る核燃料の制御不能、放射能被害でもあります。

思想信条、宗教の違いを超えて戦争の小さな芽を

日ごろからの活動で摘んでいかなければならない

と思いますし、全ての国民の共通する課題でもあ

ろうと思います。しかし、現政権のようにブレー

キが甘く機能が弱いときこそ、また地方自治体、

いわゆる地方六団体も市民生活をそれぞれ守る立

場からも地道な平和行政の積み重ねが必要と思う

時期でもあります。来年は、戦後７０年の大きな

節目となり、平和のとうとさ、原爆の悲惨さ、地

震大国日本における原発被害の現実を伝え続けな

ければなりません。改めて長崎、広島、そして福

島から何を学び、今後の市政に生かしていくのか

をお伺いいたします。

日本非核宣言自治体協議会加盟について。私ど

も市民連合・凛風会は去る８月の下旬に平和行政

を初め市民生活に関するテーマをもとに長崎、広

島を初め５つの自治体を訪問して視察研修を行い

ました。その折、長崎市原爆資料館において長崎

市長からということで、館長の中村さんから日本

非核宣言自治体協議会加盟要請を受け、８月７日

に加藤市長にも伝達をし、要請をしたところであ

ります。その後の対応についてお伺いをいたしま

す。

脱原発への情報発信と名寄市の平和行政につい

て。あの忌まわしい原発事故以来、被災された市

民や自治体、首長と思いを共有しながら、できる

限りの支援も行ってきたと思います。名寄市は、

災害支援協定を結ぶ南相馬市、お隣の士別は川内

村と、ことしも子供たちや職員の受け入れ、支援

を行いました。加藤市長も当然ながら南相馬市の

桜井市長を初め市民の思いを受けとめながら、支

援を通じて脱原発の立場で情報発信されていると

思いますが、具体的にお伺いをいたします。

名寄市の平和行政の取り組みは理解をしており

ますが、庁内に業務として担当する課はありなが

らも既存の取り組みに終始し、マンネリ化の声も

聞こえてきます。組織体制見直しを含め、今後の

平和行政の活性化に向けた考えをお伺いをいたし

ます。

大きな２つ目、名寄市地域分権の推進について、

ここは１、２とありますけれども、まとめてお伺

いをいたします。名寄市地域分権推進に向けた構

想について、名寄市のまちづくりの基本は市民が

主体的に参加できる権利と機会が制度的に保障さ

れなければならないとあります。具体的な構想、

そして今後の展開のあり方についてお伺いをいた

します。

最後の項ですが、市民の声、地域の声からとい

うことで、８号道路と東５号道路の改良、改善に

ついて、あえて路線名を挙げての質問になります

が、４０号線同様名寄、風連地区を結ぶ重要幹線

道路であります。現状の道路維持管理状況や今後

の計画についてお伺いをいたします。

２つ目には、手話通訳者等協力員の処遇改善に

ついて。聴覚障害者協力員派遣事業実施要綱施行

以来十数年たっているわけでありますけれども、

協力者、通訳者の実態、内容からして現行制度の

見直しが必要と思いますが、お伺いをいたします。

最後になります。文化、スポーツ施設等の命名
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権、いわゆるネーミングライツとも言われていま

すが、命名権の是非論を論じたことはこれまであ

りませんけれども、名寄市のホームページの民間

広告もそれなりに定着しつつありますが、公共施

設の命名権についての市民論議も深めながら調査

検討を要する時期にも来ているかと思います。考

え方をお伺いをして、壇上における質問を終わり

たいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） ただいま熊谷議員か

らは、大項目で３点にわたり御質問をいただきま

した。大項目の１、２及び大項目３のうち小項目

の３につきましては私のほうから、大項目３のう

ち小項目の１は建設水道部長から、小項目の２に

つきましては健康福祉部長からそれぞれ答弁とな

りますので、よろしくお願いいたします。

初めに、大項目の１、名寄市の平和行政と脱原

発について、小項目の１、長崎、広島、福島から

何を学ぶかについて及び小項目の３、脱原発の情

報発信と名寄市の平和行政につきましては関連を

いたしますので、あわせて申し上げたいというふ

うに思います。ただいま議員から御質問をいただ

きましたとおり、昭和２０年８月１５日、私たち

の心に大きな傷跡を残したあの戦争が終結し、来

年で７０年の節目を迎えることとなります。広島

市、長崎市は、原子爆弾の投下により一瞬にして

廃墟と化し、数多くのとうとい命が奪われました。

名寄市では、これら過去の事実を教訓として非核

３原則を堅持していくことが世界唯一の被爆国で

ある我が国の責務であり、人類共通の願いである

戦争のない世界の実現と核兵器廃絶、幸せな市民

生活を守るという決意のもと、平成１９年３月に

非核平和都市宣言を制定し、憲法記念ロードレー

スや戦没者追悼式、平和音楽大行進の実施、広島、

長崎両市が主催する平和首長会議への加盟、さら

には今年度新たな取り組みとして名寄戦没者追悼

式や全国戦没者追悼式の黙祷に合わせたサイレン

の吹鳴を行ってまいりました。今後は、戦後７０

周年を契機に宣言を再確認し、その精神にのっと

り事業を継続するとともに、調査研究を行い、民

間団体が主催する平和推進事業と協調を図る中で

核兵器の廃絶や恒久平和の実現を全市民共通の願

いとして取り組んでまいりたいと考えております。

また、福島の原発事故についてでありますが、

東日本大震災の発生から３年６カ月が経過をし、

少しずつではありますが、被災地域の復興が進ん

ではいるものの、いまだ避難生活を余儀なくされ

ている方が数多くいることに改めて原発事故によ

る被害の大きさを強く感じる次第ですが、本市に

おきましては平成２４年度から南相馬市への支援

として子供たちの受け入れ事業を継続しており、

大自然の中での体験機会など被災地における子供

たちの健全育成を通じて貢献してまいりたいと考

えております。

一方、国におきましては、福島第一原子力発電

所の事故を教訓に最新の技術的知見、国際機関の

定める安全基準を含む海外の規制動向などを踏ま

え、原子力発電所に係る新たな規制を導入し、安

全の向上を図りました。これにより全国にある１

７の原子力発電所が現在全て稼働をやめ点検作業

が進められている状況にありますが、再稼働に向

けては国の責任のもとしっかりと安全性を判断す

べきであり、またその経過を含めて広く国民に周

知するとともに、環境との適合の観点から再生可

能エネルギーの利用を一層推進する必要があると

考えているところです。また、本市におきまして

は平成２５年２月に策定をしました名寄市新エネ

ルギー・省エネルギービジョンに基づきまして本

市の地域特性を踏まえた新エネルギーの普及促進

と新たな可能性について調査研究を行い、これら

の取り組みを広めることで情報発信をしてまいり

ますので、御理解くださるようお願いいたします。

次に、小項目２の日本非核宣言自治体協議会へ

の加盟について申し上げます。日本非核宣言自治

体協議会は、世界の恒久平和の実現に寄与するた

め、非核宣言を行った自治体が互いに手を結び合
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い、努力するということが設立の趣旨であり、本

市といたしましてもこの趣旨に賛同するものであ

りますが、会員自治体数が３０３にとどまってお

り、宣言実施自治体数の２割に満たないことから、

さらには取り組まれる多くの事業が道外で実施さ

れていることなどから、引き続き当該団体の活動

内容や加入状況等を注視してまいりたいと考えて

おりますので、御理解くださるようお願いいたし

ます。

次に、大項目の２、名寄市地域分権の推進につ

いて申し上げます。旧名寄市と旧風連町におきま

しては、合併協議の中で合併に伴い地域の自治が

失われたり、寂れたりしない仕組みや制度を取り

入れ、双方の資源を有効に活用することを確認し

ておりました。このことを踏まえ、新市建設計画

において地域自治組織を導入することとしたもの

であります。この計画では、旧風連町区域に合併

の日から５年間合併特例区を置き、設置期間終了

後は地方自治法に規定されている地域自治区を置

くとともに、旧名寄市には区域を分けて地域自治

区を置くこととしており、現行の総合計画におき

ましても市民主体のまちづくりの推進の基本事業

として地域自治区の創設を目指すとしているとこ

ろでございます。

この間の経過といたしましては、地域自治区の

創設に向けて町内会などに対し説明を行いました

が、町内会未加入者の増加や役員の担い手不足な

どの課題がある中で地域自治区の創設は時期尚早

とのことから、緩やかな任意団体として地域連絡

協議会の設置に至ったところであります。この地

域連絡協議会は、地域自治区を展望する組織とし

て、単一町内会では解決できない課題に対し、連

携して対応する組織として小学校区を基本に８つ

の組織を設置しており、地域課題に応じて清掃活

動や防火活動、交流事業など町内会単位の枠を超

えて活動いただいているところであります。また、

地域連絡協議会の活動を支援する制度として地域

連絡協議会等活動交付金を創設、拡充し、また昨

年度からは代表者会議を開催し、相互に情報交換

を行っておりますが、今後は地域連絡協議会との

一層の連携はもとより庁内横断的な議論や情報共

有を通じまして各地域が抱える課題の洗い出しな

どにも取り組んでいく必要があると考えていると

ころです。地域における自治権の拡大を図るため

には、まずその担い手となる町内会や地域連絡協

議会の活性化が必要であると考えておりますこと

から、今後もそれぞれの自主性を尊重し、支援を

行うことを基本としながらも代表者会議等におけ

る情報交換や情報提供を充実させ、住民と行政が

協働して地域を支えていく仕組みづくりに努めて

まいりたいと考えております。

次に、大項目３のうち小項目の３、文化、スポ

ーツ施設等の命名権について申し上げます。施設

の命名権、いわゆるネーミングライツにつきまし

ては、この間名寄市の歳入確保の面から御質問を

いただいた経緯がございます。また、大都市部を

中心に公共施設への命名権導入を図り成功してい

る事例もありますが、一方では課題も浮かび上が

ってきているものと認識をしております。一般に

命名権を導入することにより、市にとっては新た

な自主財源の確保や民間事業者等との協働による

市民サービスの向上につながり、また命名権を持

つ民間事業者等にとってはＰＲ効果や企業のイメ

ージアップ等の効果が期待されることとなります。

しかしながら、対象となる施設及び民間事業者の

それぞれが一定の知名度、いわゆるブランド力を

有しないと制度としては成り立たず、地方都市に

おきましてはそのメリットが十分生かされないと

いうことも想定がされます。また、公共施設を広

告媒体として使うこととなりますので、その施設

に対する市民の皆さんの思いも十分考慮する必要

があります。御提案いただいた内容につきまして

は、今後とも他市の事例を参考に、名寄市では一

体どういった形で取り組むことができるのか、引

き続き研究をしてまいります。

以上、私からの答弁とさせていただきます。
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〇副議長（佐藤 勝議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目の３、市民の声、地域の声の小項目１、東８号

道路と東５号道路の道路改良について答弁させて

いただきます。

東８号道路と東５号道路につきましては、合併

以前よりそれぞれの地域において幹線道路として

整備が進められてきた路線であります。東５号道

路につきましては、上川北部広域農免農道として

昭和４６年から５６年に当時の名寄市、風連町、

士別市の農村地域において自動車交通の発展に伴

い農業機械の大型化が著しくなったことから、農

業専用の農業基幹道路として整備がされ、沿線に

は名寄、風連両地区の米の集出荷施設が建設され

ました。また、東８号道路につきましても名寄市

立病院や名寄美深道路の起点であります北インタ

ーチェンジに国道４０号線からのアクセス路とし

て大変重要な幹線となっています。両路線とも一

般乗用車を初めトラックやトレーラーなど大型車

両の交通量も多いことから、舗装路面の損傷が進

んでおり、舗装版の剥がれによる穴ぼこやひび割

れ、わだち掘れが発生しやすい状況にあります。

これらの市道の路面状況は、日々のパトロールに

より点検し、危険な状況の箇所は補修工事等を行

っております。しかし、本年３月に東８号道路に

おいて交通量の多さ、さらに舗装版の凍上も重な

り、市道舗装路面の陥没によるタイヤの破損事故

が発生しました。このように整備を行ってから２

０年以上も経過をし、また東８号道路のように道

路整備時点で計画をしていた交通量を上回ること

などが原因となり、老朽化した社会資本の長寿命

化対策として舗装改修工事を本年より実施してお

ります。市内の規格改良、舗装済みである幹線道

路について、潜在的な危険箇所を把握し、適切な

維持管理、修繕を行うため、路面性状調査を行い、

調査結果を参考に老朽化した路線から工事を行う

計画としております。今年度は、同じ８号道路で

傷みが激しかった風連東風連線の起点、市道大沼

線から ４００メートルの区間の工事を実施し、

また風連２１線の国道４０号線から道道旭名寄線

までの舗装改修工事の発注を終え、工事着工した

ところでございます。

御質問の両路線の工事につきましては、次年度

国に対して事業採択要望を計画しておりますが、

道路改良事業につきましてはこれまで国の交付金

を活用し、事業を実施しております。現在同じ交

付金を利用し、事業を進めております市街地内の

防じん道路の改良舗装工事や橋梁の長寿命化事業

も進めてまいりたいともくろんでいるところです。

これらのことから、道路、橋梁の交付金事業要望

に対しての名寄市への予算配分状況によりまして

は、新規路線事業採択年度の後送りや工事延長、

事業量の縮小などを判断し、実施することとなる

ため、具体的な整備年次についてお示しをするこ

とはできませんが、早い段階で着手してまいりた

いと考えております。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 私からは、大項

目３の市民の声、地域の声、小項目２の手話通訳

者等協力員の処遇改善について申し上げます。

名寄市では、聴覚障害者等と健聴者との意思疎

通を円滑にするため、聴覚障害者協力員及び手話

通訳者を派遣し、聴覚障害者の福祉の増進を図る

ことを目的に平成１２年度より手話通訳の関係者

の御協力をいただき、聴覚障害者協力員派遣事業

を実施しております。この事業は名寄市社会福祉

協議会に業務委託を行っており、利用者からの申

し込みにより登録された協力員が派遣される仕組

みとなっております。昨年度１年間の利用は６５

回あり、特に通院の際に利用されることが多いた

め、大変重要な事業と考えております。

手話奉仕員を養成する手話奉仕員養成講座につ

きましては、先ほどの派遣事業と同じ平成１２年

から名寄市独自で取り組んでまいりました。この

養成講座は、手話通訳の基本を学ぶために約８カ
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月間にわたり全５４回の講義を受講するというも

ので、毎年開催しており、手話通訳の裾野を広げ

たり、スキルアップを図るための取り組みを継続

して行っているところです。平成２５年４月に施

行された障害者総合支援法では、聴覚障害者への

情報保障のため各自治体での手話奉仕員の養成が

求められるようになりました。上川北部の近隣市

町村からの要請もあり、本年度からは士別市を初

めとする近隣６市町村と合同で手話奉仕員の養成

講座を開催することといたしました。手話通訳者

等協力員の処遇の改善につきましては、その事業

開始から１４年が経過いたしましたこと、また手

話通訳には専門性が必要なことや手話通訳の業務

の大変さなども十分考慮しながら、今後他市町村

の状況も確認して処遇改善に向けて前向きに検討

させていただきたいと思います。

以上、私からの答弁させていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 順に再質問申し上げ

たいと思います。

その前に、先ほど演壇で我が会派の視察日程間

違っていまして、７月７、８、９ということで正

式に訂正させていただきます。一生懸命勉強して

きました。

最初に、市民の声、地域の声の３点について、

最後に御答弁いただきました手話通訳者の関係に

ついて、しっかり改善をしていくということでし

たけれども、たまたま私ども（仮称）手話言語条

例制定に向けた取り組みをしているものですから、

社協にお願いをいたしまして、びっちり１時間ち

ょっとぐらい通訳をお願いしました。本当に健康

福祉部長言ったように専門性と集中的にそこに気

持ちを注いでいかなければいけないということで、

その苦労というか、大変身近に感じたものですか

ら、条例問題とはまた別に早々に新年度目に見え

るような形で、関係者とも十分御意見をいただき

ながら、実施していただけるのかどうかというの

を改めて確認をしておきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 先ほども申し上

げましたが、新年度という期限を切ってというこ

とではお答えなかなか難しいところもございます

が、改善に向けて最善の努力をさせていただきた

いと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） お願いいたしたいと

思います。通訳者の関係者が上げないとそういう

ことにはかかわらないということを誰も言ってお

りませんし、見た目として本当に大変だなという

感じがしましたので、形をしっかり出していただ

きたいと思います。

ネーミングライツの関係については、全国のい

ろんな例も調べましたけれども、是非論も含めて

あったり、あるいは小都市、大都市の違いがあっ

たりということについても十分理解をしています

が、たまたま来年市民ホール、愛称ＥＮ―ＲＡＹ

が完成をするということなんかもありますから、

この機会に市民ニーズあるいは企業ニーズなんか

も推しはかっていただいて、理解が得られるとす

ればぜひ形になることの検討をしっかり答弁にも

ありましたけれども、やっていただきたいと思い

ます。

参考までにはもう十分御案内のとおりでしょう

けれども、例えば新しい市民ホールを○○ホテル

とか、名寄市民文化センターＦＭ○○とか、そう

いうことだとか、あるいは実際に道内であるのは

明治北海道十勝オーバル、これは帯広のスケート

場、どうぎんカーリングスタジアム、これは札幌、

ダイナックスアリーナ、これは千歳のスポーツセ

ンター、アドヴィックス常呂カーリングホールは

常呂です。それぞれ値段や契約の仕方は２年であ

ったり、７年であったり、５年であったりという

ことで、大きなところは、そこまでは望みません

でしょうけれども、単年度で １００万円もいた

だくところもあれば、四、五十万円のところもあ

れば、さまざまなのですけれども、金のこともあ
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りますけれども、話題提供としてぜひ推しはかっ

ていただいて、調査研究、市民的な合意や企業ニ

ーズなどもわかればしっかりスタートからの活用

などについて準備をいただきたいと思いますが、

これは私ども議員が聞くのはあれですけれども、

財産の売買ではないので、恐らく命名権の売買な

ので、議会での議決は必要ないものだというふう

に思いますが、どうですか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 十分な調査をまだし

なければいけないと思いますけれども、基本的に

施設そのものを貸し出すとかというものではあり

ませんので、あくまでも名称という部分でありま

すので、ほかのところを見ても要綱等で整理して

いる部分もありますので、そういった手続につい

ては現段階では必要ないのかなというふうに認識

しております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） いろいろ協議して総

務部長が提案をして、市長がオーケーだと言えば

議会への相談は全く必要ない課題なので、しっか

り真摯に検討して、話題提供として受けとめてい

ただきたいと思います。形になれば何よりかと思

います。

道路の話で、ふだん私もどちらかといえば生活

道路、市街地区の舗装率のアップなどを含めて、

あるいは下水、排水の整備なんかについて言って

きた一人ですけれども、今回あえてこの２路線を

言ったというのは、佐藤副議長を前にしてあれで

すけれども、あの辺の通る道路が頻繁に穴があい

て損害賠償をしているというケースがここ二、三

年続いたり、東５号道路もきのう議論がありまし

たけれども、高速関連で、名寄までにはまだしば

らくかかるわけで、多寄でおりた後ほとんどの人

が東５号道路経由で名寄に入ってくるということ

ではないかと思います。環境も大きく変わるのだ

ろうと思いますが、ある面では延長も長いので、

今から準備しっかりして来年の新たな採択事業に

上程をしていただいて、準備をいただければなと

いうふうに思っています。

これは、安全、土地管理の問題も含めてのこと

で、素人的なのですが、想定をされるのは路盤改

良というよりも舗装を意識すると、何かレベリン

グオーバーレイ工というようなことで掘削をして

やるような程度で済むのでないかという専門的な

知識も得てきたところなのですが、建設部長、も

う一度お願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 １時３０分

再開 午後 １時３１分

〇副議長（佐藤 勝議員） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 熊谷議員のほう

からどういった形で道路整備をということで、今

回考えているのは道路の路面の部分でオーバーレ

イなり舗装をもう一回打ち直すというような形の

ものを考えているということであります。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 余計な質問をして大

変申しわけございませんでした。とりあえず中長

期的に見れば重要幹線でありますので、計画的に

頭出しをして、８号については既に今年度からか

かっているという状況もありますけれども、しっ

かり求めていきたいと思いますので、よろしくお

願いをしたいと思います。

大きな項目、名寄市地域分権の推進のほうにつ

いてに話を移したいと思いますが、答弁の内容は

もう今まで何回も、３回も聞いて、今現状の話も

聞かせていただいていることなので、前に進む話

を少ししっかり受けとめてほしいのですが、基本

条例の中にも明確にうたっては、特に前文では具

体的な制度としての担保をしっかりやらなければ

だめだよということを前文でうたい切っているわ

けで、それは自治法上に基づくいわゆる地域自治
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区ということでのものは当然イメージはされてい

るかと思うのですが、もう基本条例をつくって５

年目で、５年目は基本条例全体をある意味ではバ

ージョンアップしていかなければならないという

ことになっているのですが、構想として総務部長、

もう少し聞かせていただかなければ、それは受け

とめる側の例えば庁内あるいは地域協議会が対象

だということを想定してみた場合に、まだ時間が

かかるということについては何回も聞いています

けれども、市の立場として、執行者の立場として

どのような構想をイメージをされているのか、少

し突っ込んだお答えをいただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） まず、自治基本条例

のほうで言っています市民が主体的に参加できる

権利と機会、制度的にということでありますけれ

ども、この中については市民への積極的な情報の

提供ですとか市民参加の機会も含まれているとい

うことで、そういうものについては例えばパブリ

ックコメント含めて市民の皆様から意見を聞く機

会を制度的につくっていきたい、そういった面も

含めて進めてきている部分があるということにつ

いては御理解いただきたいと思います。

もう一方で、主体となる市民という定義につい

ても、これは個人としての市民もありますし、グ

ループ、団体あるいはコミュニティーとしての町

内会、あるいは市で進めています地域連絡協議会

という、そういった団体も含めて主体となるもの

だというふうに考えております。それら含めて市

民参加に対する積極的な情報ですとか、参加をす

る機会をまずつくらなければいけないというふう

に考えているところであります。

今御質問のありました地域分権に向けてという

ところになりますと、ここについては地域自治組

織という、その展望する一つの組織としては地域

連絡協議会というのを市としては今位置づけてや

ってきているところであります。ただ、先ほども

答弁の中で言ったとおり、合併後地域との話し合

いも進めてきた部分はありますけれども、ここに

ついては新たな課題を地域のほうで受けることに

ついては難しいという議論もありまして、なかな

か制度的なものにはならなかったわけであります

けれども、そこを受けて任意の組織でありますけ

れども、地域連絡協議会というのが結成をされて

きたというところだというふうに思います。この

地域連絡協議会の今目指すところにつきましては、

各町内会が単独ではカバーをし切れない部分を複

数の町内会が連携をすることによって、地域連絡

協議会で組織をつくることによって単独の町内会

では補い切れない部分をカバーしながら地域自治

を高めていこうということで取り組んでいるとこ

ろでありますので、御理解をいただければという

ふうに思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） それは、もう耳にた

こできるぐらい何回も聞いているので、いいので

すけれども、私があえて名寄市地域分権という言

葉で質問を申し上げたのは、ただ単に基本条例に

しっかりそれを担保しなさいということを書いて

あるということだけを言っているのでなくて、現

状は議会も一生懸命変わろうということで改革を

黒井議長中心にやっていますし、市も市民との関

係でいくとお願いされる側とお願いする側の関係

から脱していないし、それでやっぱり地域にはエ

ネルギーが出てこないなと。いわゆる一般の皆さ

んが、市民の皆さんが住民主権だという雰囲気を

感じられるのは、やっぱり一歩前に出た制度とし

ての構想をしっかり市が示さなければいけない。

町内会がどうしたとか、協議会がどうしたという

話ではなくて、役所の幹部なので、やや地域にエ

ネルギーを与えていくために一番身近なコミュニ

ティー組織というのはやっぱり町内会だとか協議

会だとか町内連合会、あるいは市民運動や企業や

事業所やさまざま福祉団体もありますけれども、

とりあえず身近なところの町内会とか協議会に変

化をどう与えていく、提起をしていくということ
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についてはいま一歩答えが足りな過ぎるので、も

う一度お答えいただきたい。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 一歩を踏み出すため

に具体的な方策としてどのようなことを考えてい

るかということでありますけれども、町内会につ

きましては町内会連合会もありますので、ここに

ついては町内会連合会等との話し合いを逐次させ

ていただいているところでありますし、町内会の

推進交付金についても、これはわずかではありま

すけれども、本年度から多少お金を増額をして支

援をさせていただいているところであります。た

だ、町内会そのものも非常に役員の高齢化ですと

か含めてなかなか活動が伸びていかないというと

ころもありますので、ここについてはさきにアン

ケート等もとられておりますけれども、町内会と

話し合いをする中で課題解決に向けて進めていか

なければいけないのかなというふうに思っており

ます。

それと、地域連絡協議会についてでありますけ

れども、ここについても地域連絡協議会の中で話

し合いを行っている部分もありますし、さらに活

動を推進するためには、これについても地域連絡

協議会等活動交付金というのを設けておりまして、

今年度から事業の水準を少し上げさせて、内容も

拡充させていただいておりますので、これらの交

付金を活用いただきながら活動を助長を図ってま

いりたいなというふうに考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） どうも意図したとこ

ろは酌み取っていただいていないのですが、全国

たくさん例はありますけれども、いま一度住民主

権を体現できるようなそれぞれの方法としてやっ

ているのは、市民税の１％を担保しながら小学校

単位に、いわゆる予算の提案権ぐらいまで制度と

して担保して、１００万円でも２００万円でも自

分たちの身近なテーマ、名寄でいえば災害のテー

マはそれぞれ課題としてありますけれども、自分

たちで考えてどのようなものを優先してやってい

くかということについて、そういう制度としてや

っぱり提示をしていくという時期に来ているので

はないかと思っていますし、それこそ基本条例の

中にもそのことを明確にうたっているのです。合

併のときにどういう立場でいたかわかりませんけ

れども、建設計画つくるときに自治基本条例を明

文化しなさいということになったのは、やっぱり

いわゆる発展的に形態をイメージしている議論が

当時もあったからなので、そこはしかし庁内で市

長や副市長も含めて、地域での課題はなかなかす

ぐできないというところに逃げ込んではいけない

のではないかと思いますから、今後の姿勢につい

ても少しお答えをいただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 今熊谷議員のほうか

ら税の１％を行っているというのは、宮崎市でそ

ういう試みをやったように聞いておりまして、市

長さんがかわられましてから若干動きが変わった

のかなというような情報も得ています。つい最近

の新聞では、北見市が北海道で高い理念を持って

合併のときに対応させてもらったと聞いておりま

すが、さまざまな御意見もあるのも事実かなと思

っています。総務省のほうでも小学校区において、

地域自治とは言わなくても地域のまちづくりを進

めるために話し合いの場を設けましょうというこ

とで、若干ながら交付税措置もされているという

ふうに聞いておりますので、そういう観点からい

いますと地域自治区に結びつくような形で一定の

話し合い経費であるとか、独自事業については額

が十分かどうかは御意見分かれますけれども、こ

の間地域連絡協議会の中で名寄市としては額は小

さいですけれども、取り組みをしたつもりをして

おりました。こういう意味からいいますと、もう

少し十分な財源を与えて地域の皆さん方に地域自

治を実践してもらうということも非常に大事だな

というふうには思っていますけれども、２年、３

年前にも議論したことあるのですけれども、具体
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的にどういう計画をお持ちなのかということも含

めていうと、やはり全額市の交付金ではなくて、

応分の負担は市民サイドのほうとしても取り組み

のときについては負担をする考えがありますよと

いうのが自治基本条例の中にうたわれております

ので、この辺の考え方も整理をしながら、地域自

治区がより進むような方向で、先進事例について

も情報を入手しておりますので、この辺も含めて

制度づくりの関係についてもう一歩踏み込んで検

討してまいりたいなというふうに考えています。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） いろんな形があると

思うのです。自治区というか、いわゆる住民が主

体でかかわって地域のことは地域で決めると。そ

れは、額の問題も多少あるかもしれませんけれど

も、それ以上にやっぱり制度として市が一定程度

の構想が見えるような形でもんでもらうことが重

要ではないかというふうに思っています。今名寄

市の個人市民税が１５億円ぐらいですよね。ぐら

いの前後で当初予算、ことしはそうなのですけれ

ども、１％といったら ５００万円ぐらいですね。

８つの小学校区単位で分けると１５０万円か２０

０万円までいくかいかないか、例えばですけれど

も。これ大阪の池田市でもやっていることであり

ますけれども、そこに一定の制度としての予算提

案権みたいのをして地域を創造させるというか、

そういう訓練がやっぱりこれからは必要だし、市

民からエネルギーをいただかないと行政だけでは

もたないと。それは、事前の負担が必要かどうか

という判断もこれでは足りないと、市からくれる

額に。では、少し足してでもという、財布が出て

くるかどうかを含めて、日進の構想の庁内議論も

いいですけれども、これだけでもテーマそろえて、

総務部長、しっかり構想を立ち上げるような準備

を年度内にしていただけるかどうかお聞きをいた

します。

〇副議長（佐藤 勝議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 先ほどから臼田部長

も言っていますように、当初合併の議論のとおり

地域自治区をつくるということで、町内会側のほ

うともいろんなお話をさせてもらいましたけれど

も、相当突っ込んだ議論を当時の中尾副市長が先

頭になってやったのですけれども、やはり町内会

の役員不足の関係と具体的に何を私たち町内会側

のほうにしてくれと言っているのだ、このような

議論もありましたので、改めて今議員のおっしゃ

るように地域自治のあり方も含めてどういう形の

切り口をすることによって、町内会側のほうにつ

いても話として乗ってもらえるような状況づくり

についても取り組んでまいりたいと思っておりま

して、年度内という期限を区切られるとちょっと

確約できませんので、趣旨はしっかりその辺酌ん

で、日ごろから町内会の連合会のほうとも十分い

ろんな話を進めておりますので、その話題に絞っ

て少し議論させていただきたいと思っています。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 年度内というのは、

庁内としてやっぱり構想をしっかり練るような努

力をしてくださいということで、それを前提にし

て庁内で話し合えということよりも役所から一歩

出るときも必要だというふうに感じていますから、

そういうつもりでぜひ受けとめさせていただきた

いと思いますので、御努力をお願いいたします。

名寄市の平和行政と脱原発についてのほうに移

りますが、総務部長答弁いただいているのですけ

れども、たまたま総務部長が代弁しているだけだ

ろうというふうに私は受けとめているのですが、

加藤市長、それでいいですか、答弁の内容につい

て。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 総務部長のお話ししたと

おりでございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） そうだろうという理

解にはなっていましたけれども、加藤市長は平和

首長会議に加入をしておりますけれども、ことし
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平和首長会議で全国的にどういうようなことに取

り組むというようなことについては御存じだと思

いますが、お聞かせをいただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 済みません。具体的に詳

細についてまでは承知しておりませんで、申しわ

けございません。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 平和首長会議は、

０００円程度払って、とりあえず全世界的に今

０００都市ほど加盟をして、加盟をするだけでは

なくて広島、長崎に連帯をするという、地球上の

中で核廃絶を最大限やっぱり願う立場でそれぞれ

活動、運動をしていまして、きょうは１８日です

けれども、２１日には国連の呼びかけであります

けれども、国際平和デーと定めて一日世界的にお

互い敵をつくらないのだという、そういう平和的

な行動を呼びかけをしているのですが、この関連

で首長会議が高山市から要請を受けて、平和会議

の首長会議、広島市長から世界の ０００自治体

に文書を出して、お寺の鐘を鳴らしたり、いろん

な鐘打というのですか、何かの機会をしっかりし

て世界でつながっていこうと。核廃絶を願って、

あるいは戦争はさせないのだというような取り組

みをやっているのですが、名寄市としては全然そ

のようなことは、文書来ていると思うのですが、

どのような対応になっていますか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） その都度、その都度国際

会議、国内会議やっているということを承知はし

ておりますけれども、文書でも見させていただい

ています。道外あるいは国外ということもありま

して、出席がなかなかかなわないというのが現状

だということでございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ただ加盟をするだけ

でなくて、できることを形として名寄もやってい

ますよと。そういうことだけでやっぱり広島市あ

るいはお互いに加盟している自治体同士は気持ち

が少し高揚感を持って、忘れかけたようなものを

もう一回引っ張り出してというようなことで、３

日後に、２１日に鐘を鳴らせるかどうかという時

間的な問題はありますけれども、せめて庁内だけ

黙祷をするとか、何らかの形の意思表示をしてい

ただけるならば高山市宛てに連絡欲しいというこ

とになっているのです。全ての首長さんに文書が

行っているのですけれども、総務部長、見ていま

すか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 臼田総務部長。

〇総務部長（臼田 進君） 申しわけありません。

十分内容を理解しておりませんでしたので。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 残念ですけれども、

やっぱりその辺も意識されてこの議会、私の質問

に臨んでほしかったなという感じがしていますの

で、反省してください。長崎の協議会の、長崎と

いうことではないですけれども、日本非核宣言自

治体協議会、趣旨は賛同できるけれども、入って

いる自治体が少ないので、もう少し様子を見させ

てくださいということでは、４万円加盟費かかり

ますけれども、加藤市長、その答弁のままでよろ

しいですか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） ただいまの平和首長会議

にしてもそうですし、今回の議員からお話のある

非核宣言自治体協議会もほぼ道外での実施が多い

ということも含めて、なかなかその協議会にも参

加もかなわないのでないかと、こういうことも含

めて、今のところ厳しいのでないかという判断を

しております。平和行政に関しては、これまでも

さまざま議会からも御議論をいただいて、いろん

な形で進めているわけでありますけれども、この

ことはさらに活動をどんどん、どんどん広げてい

くという趣旨もそれはそうなのかもしれませんけ

れども、一方で地道な積み重ねも必要なのだとい

うふうに思っていまして、いただいた意見も少し
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ずつ改善はしながらも、しかしベースになる今我

々が進めてきている平和行政をしっかりと年々積

み重ねていくということが何よりも大事なのでは

ないかというふうに理解はしていますので、よろ

しくどうぞお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） あえて私広島、長崎、

福島というふうに３つの都市を並べて質問してい

るという意味について理解をしてほしいのですけ

れども、私も先般社民党の全国の議員団の研修で

福島現地、第一原発から５００メーターのところ

まで調査に入りました、いろいろゲートをたくさ

んくぐって。そして、南相馬の人たちも職員がこ

ちらに来て講演をしていただいて、本当に実感も

伝わっているのです。長崎に行っても本当に改め

て、知ってはいるけれども、やっぱり時々私ども

は忘れることもあって、気持ちではあらわしても

実際に行動に移すというのはなかなか容易でない

なという感じがしているものですから、南相馬の

市長も私第一原発から５００メーター行ったとき

に、双葉町の副町長さんが同席していただいて現

地説明なんかもいただいたのです。もう １１以

降たくさん全国から支援もらったと。本当にあり

がたかったという話をして、しかし今後まだまだ

国や東電の対応の不誠実さなんかあったりして、

住民をこれからも安心にという状況にまでいって

いないと。本当にいろんな支援もらってありがた

いけれども、これから先だんだん風化をしていく

のでないかと。ぜひこれからも皆さん、東電や国

との、自治体との対応の関係で応援も欲しいけれ

ども、いつまでも忘れないでほしいという、これ

は平和、広島も長崎も同じなのです。そういう意

味からすると、遠くにいますからやれることは限

られますよね、私ども名寄市の。それなら、やれ

ることを先ほどの長崎に連帯をする立場から、協

議会に賛同はするけれども、まだまち、入ってい

る自治体が少ないから周り見渡してから考えるわ

という、そういう消極的な対応でいいのですか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 繰り返しの答弁になりま

すけれども、これまでも名寄市においてはさまざ

まな平和に対する取り組みを進めてきているとい

うふうに思っていますし、また議会の皆さんの御

意見も真摯に受けとめながら、毎年毎年少しずつ

変えていくものは変えていくという中で、何より

もこうした活動を積み重ねていくということが広

く長崎、広島、そうしたことにも通じていく活動

になっているというふうに思うところでありまし

て、ぜひ御理解いただきたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 全く満足はできない

です。先ほど川村議員も少し函館、大間の話しし

ていましたけれども、北海道市長会で大間原発の

工事中止を電源開発やら国の機関に申し入れして

いるということについては御存じですか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） もちろん出席しておりま

したので、その市長会に。承知しております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） ２年前なのですけれ

ども、出席していてもしていなくても都合で行け

なかったらやむを得ない。あるいは、誰かがかわ

りに行っているのかもしれませんけれども、あの

原発はいわゆるプルトニウムとウランの合成で、

最も技術的には難しい工事を一旦 １１で中断を

して再開を、前政権、今政権絡んでいますけれど

も、再開が始まったのは知っていますね。函館市、

３５市の中の同じ自治体の仲間として、後志、檜

山沿線はもちろんですけれども、北海道市長会が

一つの決議として電源開発や国の機関に上げてい

ることについての危機感、先ほど冒頭私質問言っ

たように、こういう問題は戦争もそうですし、原

発のもう制御不能という状況は世界的にも明らか

なわけなのですけれども、党派関係ない、イデオ

ロギー関係ない、宗教関係ない、全てを乗り越え

てやっぱりだめなものはだめという姿勢というの
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は必要だというふうに思うのですが、電力が足り

ないのでないのです、やりかけたからもう一回再

開したという話で。そして、一たびあそこで事故

が起きると、何が原因かわからないけれども、北

海道全体の問題として認識できているかどうか、

もう一回お聞かせいただきたい。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 函館市の提訴と北海道市

長会がこのことに対して決議をしたということに

関しては、函館市のホームページにも載せてある

ので、皆さんも承知していると思いますけれども、

とりわけ今議員がお話ししたとおりフルＭＯＸと

いう燃料を使うと。そのことが福島の例の原発事

故以前の審査基準で建てられているのでないかと。

それ以降のことについての安全基準も含めて、明

快な地域に対する説明が全くないと。そのことに

対して地域の住民の意見にしっかりと耳を傾けて

いくべきでないかと、そういう趣旨だろうという

ふうに思います。ここにも明確に述べております

けれども、原発政策に対して特定の立場はとって

いないと。加えて少なくても３０キロ圏内の自治

体の同意をしっかりと得るべきであると、こうい

う文言も書かれていまして、そうしたことをそこ

で勘案して市長会としても決議をしたと、こうい

うことだと認識をしております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 明確に工事中止を求

めているのですよ、首長会で。そして、それは原

発、いろんな首長さんもたくさんいますけれども、

一たびそれが事故を起こすと、海を隔てて直線で

十何キロ、函館市は３０キロ、陸続きの関係でい

くと二十何キロという話をしていますけれども、

海も陸と同じですよね。日ごろの生産活動、海、

山、陸も含めて函館ばかりでなくて沿線全てが、

経済界も農業界も労働団体も、決して函館の市長

さんが革新系だという……革新系、保守系という

言葉も今ないかもしれませんけれども、全てを乗

り越えてでも中止していただきたいということの

連帯意識。広島、長崎、大間、泊の問題もそうで

すけれども、やっぱり気持ちをあらわすというこ

とは首長として自然に出てこなければいけないの

かなという感じがしているのです。改めて脱原発

問題についてお聞かせいただきたい。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 函館の原発の問題、繰り

返しになりますけれども、このことは地域の住民

の声をしっかりと聞かないまま国が建築を進めて

いると。また、原発の問題とはちょっとここにも

話ししていますけれども、政策に対して特定の立

場をとっていないと。しかし、地域の住民に対し

ての自治はどうなっているのだと。このことに対

して北海道市長会も強くここは決議をしたと、こ

ういうことであります。原発の問題に関しては、

これはいろんな議論があるのも承知をしておりま

すが、基本的には原発も含めたエネルギー政策と

いうのは国がこれしっかりと担任していかなけれ

ばならない事項でありまして、ここを私としては

注意深く見守っていくと、こういうことだろうと

いうふうに思っております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） 桜井市長は、明確に

脱原発で国や電力会社に対する不信も含めて全世

界に情報発信をして、それは何のためかといった

ら、主義主張ではなくてやっぱり市民の命、暮ら

し、平和、健康、全てに応じてそれは尺度として

はマッチングしないという立場で明確にされてお

りますが、災害協定を結んでいる同じ自治体、仲

間、あるいは杉並区でも協議会には既に入ってい

るのですよね。平和首長会議は去年、協議会はも

っと前に。そして、具体的な子供の広島や長崎へ

の計画的な派遣だとか、そしてそれはやっぱり子

供たちの生育過程にあわせてフィードバックしな

がら、少しでも子供に平和問題に対する意識を持

ってもらいたいという、そういうのは全国至ると

ころにあるのですけれども、加藤市長はどうもそ

の辺については消極的な感じがしてならないので
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すけれども、交流はどんどんやることについては

もう別に反対もしませんし、わずかな４万円にこ

だわって入らないということでもないのでしょう

けれども、改めて協議会参加についてお伺いいた

します。

〇副議長（佐藤 勝議員） 加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 平和については、私も切

に恒久平和を願っている立場でありますし、南相

馬の問題に対しても風化をさせないためにこれか

らもしっかりと子供たちの引き受けも含めた交流

は続けていきたいというふうに思っております。

やはり足元で原発の事故が起こったということに

対しての桜井市長の思いもありましょう。一方で

地域住民をどう守っていくかという問題は、これ

はいろんな角度から議論されなければならない問

題だと。原発が今まさにとまっている状況の中で、

電気代がここまで高騰しているという議論はさき

の川村議員の議論からもありましたし、そうした

ことも含めて原発の問題というのはあくまでも国

の政策であって、そこをしっかりと注意深く見守

っていくと。加えて地域の振興施策として再生可

能エネルギーはしっかりと進めていきたいと、そ

ういう立場でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 熊谷議員。

〇１３番（熊谷吉正議員） もう時間で、言って

終わりかもしれませんけれども、加藤市長はそれ

ちょっと姿勢が弱いなという、やっぱり現地の事

情、広島、長崎、福島、本当の生々しい現状につ

いてもう一度検証し、あるいは行っていただくか、

南相馬にはもちろん行っているでしょうし、もう

少し見聞を広めて、改めてこの次の機会に、４定

でもやりたいと思いますが、桜井市長が怒ってい

るのは一時的な経済、金のために手を挙げたとこ

ろはたくさんあったけれども、こんなになったら

本当に大変な状態だということだとか、一番印象

的だったのは、双葉町の副町長さんの言葉は本当

に凄絶でした。役場の周辺に、今は役場の中に入

れないのです。私ども時間の制限もあったりして

戻ったのですけれども、すぐそばに、道路にテレ

ビにも映っていましたあの看板、原子力郷土の発

展、豊かなエネルギー、あえてこれを外さないの

ですよということ。そして、今までの支援にも感

謝するけれども、いつまでも私ども福島全体のこ

とを忘れないでほしいという、そういう精神的な

つながりの地元の私どもの取り組みでも構わない

のです。公共施設に核廃絶の署名用紙を置くとか、

６、 ９は学校休みですけれども、新たな市民

への呼びかけの行動もできるでしょうし、やる気

にさえなれば加藤市長の判断一つで前に進むので

す。平和運動団体はそれぞれいろんな取り組みを

やるのですけれども、十分そのことについて御認

識をいただいた上で、ぜひ脱原発、北電さんを敵

にする必要ありません、国の政策で圧倒的にやら

されたという状況もございますから。再生エネル

ギー問題についてもまた新たな視点で考えていか

なければならぬというふうに思いますので、若干

時間超過、過ぎましたけれども、お許しいただい

て、終わりたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で熊谷吉正議員

の質問を終わります。

安心して健やかに暮らせるまちづくり外１件を、

上松直美議員。

〇８番（上松直美議員） 議長より御指名をいた

だきましたので、さきの通告に従いまして、今定

例会において大項目２点について質問してまいり

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

まず初めに、大項目１点目の安心して健やかに

暮らせるまちづくりについて質問いたします。総

務省の２０１４年人口推計によると、６５歳以上

の高齢者は ２９６万人で、総人口の２ ９％、

４人に１人の計算で、また７５歳以上が１ ５％、

５９０万人で、８人に１人の割合になりました。

８０歳以上は９４５万人で、今後も高齢者は増加

傾向にあり、２０３５年に６５歳以上が３人に１

人、７５歳以上が５人に１人になると国立社会保

障・人口問題研究所では予想しております。これ
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は、平均寿命が延び、男性が８ １２歳、女性が

８ ６１歳で、男女ともに人生８０年の時代の到

来です。しかし、喜んでばかりはいられないのは

介護給付額、医療費が年々増額していき、財政を

圧迫しているところです。そこで、健康寿命、介

護を要せずに問題なく生活を営める期間の延伸が

社会保障の抑制と個人が幸せに老後を過ごせるた

めの重要な意義を持つことになります。元気で長

生きするために、運動習慣を身につけ、栄養バラ

ンスのよい食事、規則正しい生活、ストレスをた

めないことなど生活改善を通して生活習慣病予防

に心がけることが重要になっています。生活習慣

病の予防、運動機能低下の予防、認知症の予防、

定期健康診断の推進等行政の果たす役割は重要に

なっています。また、健康格差の縮小、是正など

個人では不可能な部分を企業や行政が担っていく

ことが大切になってくると考えます。

以上の観点から、まず１点目に名寄市における

健康づくりの推進についてお聞かせください。

２点目、名寄市における感染症予防の推進につ

いてお聞かせください。

３点目、名寄市における地域包括ケアの推進に

ついてお聞かせください。

次、大項目２点目、安心、安全なまちづくりに

ついて質問いたします。名寄市においても名寄市

交通安全計画第９次に基づいて地域特性に応じた

交通安全対策を、総合かつ長期的な施策を推進し

ているところですが、死亡事故ゼロの記録がリセ

ットされる残念な痛ましい事故が発生しました。

これからできる可能な交通事故防止対策をスピー

ド感を持って実行しなければなりません。名寄市

における危険箇所の再チェック、形骸化した交通

安全イベントの再構築、市民の交通安全意識の啓

発等しっかりと取り組むことと国、道、市の連携

強化による交通標識の見直し等も重要な施策と考

えます。市民が快適で安全なまちづくりを総合計

画で都市計画マスタープランとの整合性を図り、

都市環境の整備事業を推進しているところですが、

現状を見るとさまざまな問題を抱えています。一

定の維持管理指針がないものについては速やかに

作成し、円滑な業務の推進をすべきであると考え

ます。また、昨今微小粒子物質ＰＭ ５が全国的

に環境基準を超える現象をどのように対処してい

くか、市民の健康を守るために積極的な施策を実

行するべきではないでしょうか。

以上の観点から、１点目に名寄市における交通

安全の推進についてお聞かせください。

２点目、名寄市における都市環境の整備につい

てお聞かせください。

３点目、名寄市におけるＰＭ ５対策について

お聞かせください。

以上でこの場からの質問を終了させていただき

ます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 上松議員からは、

大項目２点にわたり御質問いただきました。大項

目１は私から、大項目２の小項目１と３は市民部

長から、小項目２は建設水道部長から答弁させて

いただきますので、よろしくお願いします。

初めに、安心して健やかに暮らせるまちづくり

について、小項目１の健康づくりの推進状況につ

いて申し上げます。急速な高齢化や生活習慣病の

変化に伴い、生活習慣病は年々増加し、脳血管疾

患や認知症などからも介護を必要とする人がふえ

続けており、介護予防の視点、さらには医療費や

介護費用の抑制を図ることからも健康寿命の延伸

に向けた健康づくり対策は重要な課題となってお

ります。本市においては、急速な高齢化とともに、

平成２４年次の死亡統計を見ると、疾病全体に占

めるがん、心疾患、脳血管疾患の割合が５ ２％

となっており、さらに４０歳から７４歳の国保被

保険者では平成２５年度の特定健診の結果におい

て所見があるものが９割を占めておりました。こ

れらのことから、生活習慣病の発症予防や重症化

予防を図ることが重要であります。

本市における健康づくりは、平成２５年３月に
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名寄市健康増進計画健康なよろ２１第２次を策定

いたしまして、市民一人一人が自分の健康は自分

で守ることを基本に生活習慣病の発症予防と重症

化予防に重点を置き、生涯を通じた健康づくりが

できるよう事業の推進を図っております。その取

り組みの一環として、広く市民を対象とした名寄

市民健康づくりチャレンジデーやなよろ健康まつ

りなどのイベントの開催、運動習慣の定着やきっ

かけづくりを目的としたなよろ健康あるキングな

どさまざまな機会を通してスポーツの振興ととも

に健康管理の大切さや健康づくりの意識啓発に努

めてまいりました。特定健診では、市独自策で平

成２５年度から国保が対象年齢を３０歳に引き下

げたことにより、健康増進事業に基づく健診につ

いても同様に３０歳に引き下げ、若年から受診で

きることとしました。がん検診では、平成２６年

度より働く世代の女性支援のためのがん検診推進

事業により、乳がん検診や子宮がん検診の未受診

者に対し無料クーポン券を配付することにより、

検診勧奨や胃、肺、大腸、乳がんの対象年齢を３

０歳に引き下げることにより、がんの早期発見に

向けた取り組みを図っております。栄養改善では、

正しい食生活の土台づくりに向けた食育の推進や

生活習慣病予防を中心にした健康料理教室や栄養

士による個別支援を実施してきております。本年

６月には、食育の推進と連動させ、食生活の改善

に特化した健康づくり講演会を開催し、２００名

を超える市民に参加をいただき、健康食品の正し

い知識の普及とともに、生活習慣病の発症、重症

化予防には食生活改善が重要であることを全体で

認識したところであります。さらには、各地域の

中における健康教室、健康相談、冬の健康づくり

に向けた健康体操教室などさまざまな機会を利用

し、地域や健康づくり団体と連携を図りながら、

生活習慣病予防や介護予防に重点を置いた事業の

展開を進めてきております。今後も運動習慣の定

着のためのスポーツ施設の有効活用など、関係機

関や各団体と連携をしながらニーズを把握し、市

民の方と一体となって健康づくりの推進に努めて

まいりたいと考えております。

次に、小項目２の感染症予防の推進について申

し上げます。感染症の発症の予防とその蔓延の防

止は、国際的動向を踏まえつつ、保健、医療を取

り巻く環境の変化、国際交流の進展等に即応し、

新感染症、その他の感染症に迅速かつ的確に対応

することができるよう感染症の患者等が置かれて

いる状況を深く認識し、これらのものの人権を尊

重しつつ、総合的かつ計画的に国や地方公共団体

がさまざまな施策を行うこととされております。

医学、医療の進歩や衛生水準の著しい向上により、

多くの感染症が克服されてきましたが、新型イン

フルエンザなどの新たな感染症の出現や既知の感

染症の再考、また国際交流の進展等に伴い感染症

は新たな形で今なお人類に脅威を与えております。

予防接種は、感染症対策の中で唯一の根本的対策

であり、住民を感染症の脅威から守っていくため

に重要な要素であり、有効性、安全性が確認され

たワクチンについては住民の理解を前提とした上

でその目的に応じて接種の推進を図るものであり

ます。当市におきましては、予防接種法に基づき

対象疾病ごとに定期接種では集団予防に重点を置

き、努力義務のあるＡ類疾病としてＢＣＧほか９

種の予防接種を全面公費負担で実施しており、個

人予防に重点を置き、努力義務のないＢ類疾病と

して高齢者インフルエンザ接種を実施し、一部助

成を行っております。任意接種においては、昨年

全国累計で１万 ０００例を超える発症報告があ

りました成人の風疹につきまして、現在通常の水

準に落ちついてきておりますが、妊婦と赤ちゃん

を守る趣旨から、名寄市独自の施策として予防接

種の一部助成を行っております。また、感染症が

低いとの理由から、北海道が定期接種となってい

ない日本脳炎の予防接種につきましては、進学や

就職等により道内出身者が道外に住む機会が多く

なっていることから、北海道は再来年度をめどに

定期接種化を図ることとしております。本年１０



－196－

平成２６年９月１８日（木曜日）第３回９月定例会・第４号

月からは任意接種となっておりました水痘がＡ類

疾病に、市が独自助成しておりました高齢者の肺

炎球菌がＢ類疾病にそれぞれ定期接種化となり、

さらに感染及び重症化の予防が図られるものであ

ります。今後も感染症の流行に注視しながら、各

医療機関との連携や広報等による感染症予防に関

する正しい知識の普及啓発に努め、さらに適切な

時期に安心して予防接種が受けられる体制の推進

を図り、感染症予防に努めてまいります。

次に、小項目３の地域包括ケアの推進について

申し上げます。地域包括ケアシステムにつきまし

ては、高齢化が急速に進み、団塊の世代が７５歳

を迎え、その人数がピークとなる平成３７年を目

途に介護が必要な状態になった高齢者も住みなれ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続け

ることができるよう住まい、医療、介護、予防、

生活支援の５つのサービスが一体的に提供される

支援体制を全国的に取り組んでいるところであり

ます。本市においても平成１８年３月に策定した

名寄市第３期高齢者保健医療福祉計画、介護保険

事業計画に地域包括支援センターの設置と地域ケ

ア体制の整備について登載し、平成１９年４月に

は地域包括支援センターを開設し、総合相談支援

事業、包括的、継続的ケアマネジメント支援事業、

介護予防ケアマネジメント事業、虐待防止と権利

擁護について、保健師、社会福祉士、主任ケアマ

ネージャーがチームアプローチで包括的支援事業

を実施しているところです。また、地域包括ケア

の理念規定が平成２３年６月に改正されたことを

受け、第５期計画に地域包括ケアシステム構築に

向けて重点的に取り組むべき事項として、認知症

支援策の充実、医療と介護の連携、地域生活支援

体制の整備、高齢者のニーズに応じた住まいの確

保を掲げ、認知症講演会や徘回高齢者模擬訓練、

命のカプセル事業や除雪サービスの対象者の拡大、

介護基盤緊急整備等特別対策事業による小規模ケ

アハウス、認知症グループホームと認知症デイサ

ービス、小規模多機能型居宅介護の介護や住まい

の拠点整備を行ってきたところです。現在第６期

計画策定のために名寄市保健医療福祉推進協議会

に高齢者部会と保健医療部会の合同部会を設置し、

議論をいただいているところであり、本市におい

ても７５歳以上の人口が最大値になると見込まれ

る平成３７年度を見据えた地域包括ケアシステム

の構築に向け計画策定を行ってまいりたいと考え

ております。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 私からは、大項目の

２、安心、安全なまちづくりの小項目１と３につ

いて、小項目２は建設水道部長から答弁させてい

ただきます。

本市における交通安全対策は、昭和４５年に制

定された交通安全対策基本法に基づき、市民の生

命、身体及び財産を保護するため、交通安全に関

して国及び道に準じた施策を踏まえ、本市の地域

特性に応じた施策を実施することを目的に平成２

３年から平成２７年までの５カ年を第９次名寄市

交通安全計画期間と位置づけ、市民と一丸となっ

て交通安全対策を図ってきているところです。ま

た、交通安全の確保に関する基本理念と施策を定

めるため、平成１８年には名寄市交通安全条例を

制定し、交通事故に対する不安のない安全で住み

よい地域社会を目指してきたところであります。

名寄市交通安全計画における数値目標は、２４

時間交通事故死者数をゼロ人とし、人身事故発生

件数を４１人以下としており、死傷者数を確実に

減少させることを目指すものです。人身事故発生

件数については、過去３年間はいずれも目標値を

達成できたものの、死亡事故についてはこの間３

名のとうとい命が犠牲となっており、先日はバイ

クの路外逸脱事故が発生し、残念ながら大阪市在

住の男性が死亡したところであります。本件の事

故も含めいずれも高齢者が犠牲となっており、今

後高齢社会の進展に伴い、増加が予想される高齢

者の事故防止に向けた対策が課題とするところで
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あります。加齢に伴う身体機能の変化が交通行動

に及ぼす影響を理解してもらうため、各町内会や

老人クラブ等を対象に交通安全協会や関係機関と

連携して交通安全教育の拡充に努めていきたいと

考えております。

また、交通安全教育に関しては、幼稚園におい

ては女性交通安全指導、教育指導員等によるこぐ

まクラブでの交通指導であったり、小学児童に対

しては自転車の正しい乗り方や歩行者としての心

得の習得、中学生、高校生に対する交通道徳の習

得など、大学生も対象とした幅広い交通指導を実

施してまいりたく、今後も交通事故死ゼロと人身

事故発生件数の抑制のため関係機関、団体等と連

携し、交通安全教育に努めてまいります。

いわゆるＰＭ ５の環境基準としましては、１

年の平均値が１５マイクログラムパー立米かつ１

日平均値が３５マイクログラムとなっております。

また、注意喚起のための暫定的な指針では１日平

均７０マイクログラムパー立米を超えた場合には

都道府県等が注意喚起を行うよう推奨されている

ところです。御質問のとおり、名寄市には測定器

は設置されてございませんので、名寄市での濃度

の詳細は把握できておりません。一番近いところ

では、旭川市の測定局の濃度の値が一番参考にな

ると考えております。議員も御存じのとおり、本

年７月２６日には北海道における数値が急上昇い

たしました。その際には、札幌市、千歳市、旭川

市の大気環境測定局においてＰＭ ５の早朝３時

間の平均値が８５マイクログラムパー立米を超過

し、日平均値が国の指針の７０マイクログラムパ

ー立米を超過するおそれがあるため、札幌市、千

歳市、旭川市で注意喚起がされました。これを受

けまして名寄市においても即日にホームページへ

の掲載やＦＭラジオＡｉｒてっしに協力を依頼し

て、市民に対しての注意喚起を行ってきたところ

でございます。８月には、上川総合振興局と注意

喚起に関する緊急連絡体制も整えており、今後と

も迅速な対応に努めてまいりたいと考えておりま

す。

以上、私からの答弁とさせていただきます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 私からは、大項

目２、安全、安心なまちづくり、小項目２、都市

環境の整備についてお答えいたします。

道路の街路樹の維持管理に関しては、委託業務

として木の種類により３年から４年の間隔で計画

的に剪定を行っております。また、日常の維持管

理については、定期巡回パトロールを行い、車道

や歩道に張り出した枝などの伐採、剪定を直営で

行っております。道路に設置している縁石と舗装

とのすき間から生えている雑草の管理については、

直営によりスイーパー車を稼働して年２回、春と

秋の道路清掃にあわせて処理を行っております。

また、スイーパー車による除草が困難な場合は、

ブラシカッターで作業を行っているところでござ

います。

次に、都市公園の管理については、広域公園、

総合公園、隣接公園は指定管理者あるいは管理委

託業務によって維持管理を行っております。公園

内に設置されている遊具施設及び周囲に植林され

ている樹木の管理については、定期報告による計

画的な補修や剪定などの作業、緊急報告では速や

かな故障対応や危険木の処理などの作業を市が指

定管理者あるいは受託者に依頼を対応、または直

営により対応を行っております。街区公園の維持

管理につきましては、直営により毎年雪解け後に

冬期閉鎖を行った遊具施設等の一斉点検整備を実

施し、ふぐあいや危険箇所の改修を行ってから施

設の利用を開始しております。また、定期巡回点

検により異常の早期発見に努めております。街区

公園の環境整備については、公園愛護事業として

各町内会に日常の草刈り、清掃活動の御協力をい

ただいているところであります。

以上、私からの答弁といたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） 各答弁どうもありがと
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うございました。続きまして、再質問に移りたい

と思います。

まず最初に、安心して健やかに暮らせるまちづ

くりの健康づくりの促進についてお伺いいたしま

す。先ほどの答弁にもありましたとおり、名寄市

の健康増進計画の健康なよろ２１第２次計画にお

いて、生活習慣病の重篤化を予防を図って健康寿

命の延伸や健康の格差の縮小を目指して市民、地

域、行政の連携した生涯を通じた健康づくりを推

進しているところでございます。その中で健康寿

命、介護を受けずに日常生活を営む期間の延伸対

策について、先ほども生活予防対策とか、いろん

なことで説明ありましたけれども、再度名寄市に

おける健康寿命の延伸対策についてお聞かせくだ

さい。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） お答えします。

健康寿命は、健康上の問題がない状態で日常生

活を送ることができる期間でありますが、全国平

均では男性が７ １７年、女性が８ １６年で、

名寄市は男性が７ ３５年、女性が８ ５７年と

全国平均を上回っておりますが、平均寿命との差

を縮めることが重要な問題であります。本市にお

ける健康づくり、体力づくりといたしましては、

保健センターでは特定健診を受診された男性を対

象に健康運動指導士や理学療法士による集団での

運動教室や、また保健推進委員による冬期健康体

操教室を名寄、風連２会場において実施をしてお

ります。その成果といたしまして、教室前後の数

値的な改善や教室の実施期間の延長希望や、また

なよろ健康あるキングへの参加の希望などが出て

きております。地区健康相談にあわせまして実施

しております健康教室では、生活習慣病予防に関

する講話のほかにみんなの体操や身体機能低下を

防ぐロコモ体操の普及活動を行い、若い世代から

運動習慣を身につけることを推進しております。

暮らしの中に運動習慣を取り入れながら、いつま

でも元気な足腰で年代相応に移動能力を維持する

ために、毎日の食事から骨や筋肉に必要な栄養素

をとり、ロコモティブシンドロームに負けない身

体をつくっていくことが健康寿命を延ばす上で大

変重要なことでありますから、市民への積極的な

健康づくり、体力づくりへの働きかけを今後とも

続けてまいりたいと考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） 健康寿命の延伸、延ば

すということは、すごく介護保険給付の抑制や医

療費の抑制につながり、社会保障の全般的な抑制

につながるということで、一番の目的は健康寿命

の延伸による社会保障とか、いろんな経費の削減

がやっぱり一つの目的だと思います。その中で、

先ほど名寄市の健康寿命、統計出ましたけれども、

私が調べた北海道の平均値が健康寿命２０１０年

で道が男性７ ０３、女性が７ １９、これが北

海道、全国で男の人が３２位、女の人が３４位。

先ほど言われた健康寿命が著しくいいというふう

に思うのですけれども、これは本当に平均寿命と

間違っていないでしょうか。再度お聞きします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） このたびの健康

増進計画を策定する際に、道、詳しくは名寄保健

所が算定したこの地域の健康寿命ということでご

ざいますが、北海道では平均寿命が男７ ２６、

女８ ５７、それから健康寿命が男７ ８４、女

８ ３６で、当市の場合、先ほど申し上げました

が、平均寿命のほうが男７ ５９、女８ ４２、

それと健康寿命は先ほど申し上げた男７ ３５と

女８ ５７ということで数値をいただいておりま

す。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） すごくびっくりしてい

るところでございます。北海道平均かなり上回っ

て、全国平均第１位の愛知県が７ ７４という数

字が出ております。それを大幅に上回った数字で

いっているということは、すごく健康寿命延伸対

策というものがしっかりとなされている結果だと
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評価いたします。

平均寿命と健康寿命というのは、本当にすごく

面倒くさいと言ったら、私もちょっと初めは何か

わけわからなくて健康寿命って何だろうというふ

うに、先ほど言われたように介護を要しないで普

通に生活できる年齢の平均値だというふうに認識

しました。その中で２０１３年の全国の介護給付

費が２０１７年度で７兆 ０００億円、医療費が

３９兆 ０００億円となっております。これを今

健康・医療戦略、この夏の閣議決定において２０

２０年までに健康寿命を１年以上延伸させるとい

う目的でスタートしました。これによって社会保

障費全般的に５兆円以上の削減がなされるという

ふうに試算されております。当名寄市においても

２０２０年度とか長いスパンで考えて、１歳以上

の延伸をなした場合にどれだけの削減が見込まれ

るかを今すぐには出てこないと思いますけれども、

しっかりとした数字でやっぱり押さえて、すごく

いいデータがありますけれども、それに甘えるこ

となくしっかりとしたデータを積んで、より一層

経費を抑制するという形の中で生活予防のほうに

力を入れてもらいたいと思います。

それで、先ほど生活予防の対策としていろいろ

挙げられましたけれども、生活予防というのは要

は生活習慣を改善することによって全てクリアで

きるというふうに私自身も考えているのですけれ

ども、規則正しい生活、睡眠と適当な運動と栄養

のバランスを考えながら、ストレスをためないで

一日過ごすということだと思うのですけれども、

その中でメタボリックシンドローム、内臓脂肪型

肥満からいわゆる生活習慣病に移行される割合が

すごく多くなっています。その中で私自身もメタ

ボリックシンドロームに一時かかっておりまして、

４月２０日に感染症、肺炎球菌で２週間ほど入院

させていただきまして、市立病院の皆様には本当

にお世話になったのですけれども、そのときにも

わかったのは、とにかくメタボリックで、ちょっ

と太り過ぎで、全然運動不足で、内臓脂肪がたま

っていて、もう肝脂肪にもなっているような状況

ですごく、そして私もＢＭＩを測定してみた結果、

ＢＭＩでは全然オーケーで、２ ９８という普通

体型になるのですけれども、メタボリックの内臓

脂肪という肥満型ということで、やっぱりひっか

かるというか、肝臓の中に脂肪があるということ

でひっかかって、生活習慣を正して１カ月半ぐら

いの間で、１週間に３回から５回、１日１時間半

を歩いて、早歩きで健康の森まで自宅から行きま

して帰ってくる生活習慣をやりました。体重は１

キロ半ぐらいしか落ちませんけれども、本当に成

果が上がったということが自分自身でわかりまし

た。その中で私自身が思うのは、健康寿命の延伸

と健康格差の是正について健康なよろ２１の中で

うたっておりますけれども、健康格差ということ

についてどういう認識をもっていらっしゃるのか

お伺いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時４１分

再開 午後 ２時４２分

〇副議長（佐藤 勝議員） 休憩前に引き続き会

議を開きます。

上松議員。

〇８番（上松直美議員） 健康格差の是正という

ことをうたっている以上、その言葉の意味をやっ

ぱりすぐ理解してほしいというふうに考えます。

生活習慣以外に住む地域、所得、教育を受けた

年数、自己管理とは別な要素で健康の格差が生じ

ている、それが健康格差。それを是正することに

よって平均的な皆さんの公平、平等の中で健康を

維持できるのではないかという考えなのですけれ

ども、そういうことが健康格差の是正というふう

に認識しております。

この健康づくりの推進については、延命と健康

格差の是正というものが一つの目的だと思います。

２つの目的だと思いますので、抜本的に何かこの

健康格差の是正についての対策とか具体的な対策
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をお持ちかどうかお聞きします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 暫時休憩します。

休憩 午後 ２時４４分

再開 午後 ２時４７分

〇副議長（佐藤 勝議員） それでは、休憩前に

引き続き会議を開きます。

田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 申しわけありま

せん。健康格差の是正のための市の取り組みとい

うことでありましたが、議員おっしゃったとおり

健康格差は地域性ですとか、貧富の格差、また年

齢等々により格差があるということでございます

ので、先ほども答弁で申し上げておりますけれど

も、健康づくり体操ですとか、健康教室ですとか、

地域に入らせていただきまして、いろんな施策を

とらさせていただいておりますので、そういった

総合的な取り組みの中で健康格差も縮小するよう

に推進してまいりたいと考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） ありがとうございます。

本当に健康格差というのが、例えば健康寿命を

延ばしたとしても健康格差を是正しなければ何も

問題が解消されないというふうに認識します。健

康格差で、都会ではお金を出してジムとかに行っ

て健康管理をする人たちが健康になって、お金の

ない人たちとか健康意識の低い人たちが健康を害

して健康寿命を低下させてしまう。それを是正し

なければ、トータルで２つで両輪となってやらな

ければならないので、私は名寄市の今までの活動

は立派な活動をしていると思いますので、今後こ

の両輪でしっかりとした活動をしていってもらい

たいと思います。ただ、私は要望として、検討事

項として１つ挙げたいのは、公共施設のスペース

の有効活用によるトレッドミルの導入、いわゆる

ランニングマシンです。ああいうのをやはり今ス

ポーツセンターとか何カ所かにはありますけれど

も、身近なところにそういうものがあれば健康を、

冬の健康促進の道具として使う機会がふえ、健康

寿命の拡大、延伸になりますので、それを検討と

してしっかりと受けとめてお願いしたいのですけ

れども、その点について答弁をお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 佐々木副市長。

〇副市長（佐々木雅之君） 貴重な提案ありがと

うございます。健康づくりをするために、先ほど

田邊部長のほうから説明ありましたけれども、桜

庭市長時代にも健康の森ということで、あそこに

高齢者の皆さん方も含めて年齢を問わず楽しめる

パークゴルフ場があったり、芝生のサッカー場、

多目的グラウンドがあったりということで、この

関係につきましては過去にも後期高齢者の保険料

が全道で３５市中１カ所だけ高齢者の方々の使っ

た医療費が少なくて軽減保険料の適用を受けたこ

ともあります。これは昨年度で終わりましたけれ

ども、そういうふうに地域に体育、スポーツ施設

の適切な配置をしながらやってきたことも一定の

効果があったのかなと。今議員おっしゃるとおり、

都会ではジム等にそういう器具が置いてありまし

て、お金を一定程度払いながら使わざるを得ない

と。そういう中で公共施設、名寄市については小

中学校の学校開放ということでやっていますけれ

ども、なかなか個人の方々の健康管理の使える状

態というよりはグループで使っているのが多いの

もありますので、スポーツセンターにジョギング

マシンとかそういうものを置いたり、ほかの施設

でも合宿の一つの関連としてフォレストのほうに

そういう器具を用意したらというように、さまざ

まな御意見もありますので、改めましてそういう

器具が使える体制をどうとるかということと機械

購入と、物によっては維持管理の関係で指導員の

配置も必要なのかなと思われるものもちょっとあ

りますので、人のいる公共施設は時間帯的にどの

くらい利用できるかという検討もさせていただい

ていきたいなと思っています。

なお、ちょっと答弁には足らない部分ありまし

たら、健康福祉部長のほうから答弁させますので、
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よろしくお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） わかりました。

次の質問に移りたいと思いますので、よろしく

お願いします。感染予防の推進についてお伺いし

ます。先ほどもちょっと健康づくりのほうでも言

いましたけれども、感染、私自身がまさかかかる

と思っていなかった肺炎球菌という感染症にかか

った。その中で一番大事なのは、定期接種の予防

接種が大事だということを痛感しました。それに

よって、今回の肺炎球菌の感染症が２６年度１０

月１日から定期接種に移行されます。その接種方

法についての概略についてお知らせください。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） 本年１０月から

の定期接種化では、国が定めた対象者は６０歳以

上６５歳未満で一定の障害を持たれる方、また６

５歳の者として、経過措置といたしまして２６年

度中に限り１００歳以上の方、それから３０歳ま

では６５歳から５歳刻みで１００歳までの年齢に

なる者とされましたので、当市といたしましては

国が定めた６０歳以上６５歳未満で一定の障害を

持たれる方と健康、６５歳以上の方に助成させて

いただいておりますので、その方たちも対象とさ

せていただき、かかりつけのお医者様と十分相談

をしていただき、体調のいい時期に予防接種をし

ていただきたいと考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） 定期予防接種になった

ということは、すごく喜ばしいことだというふう

に私も思っています。高齢者の３％から５％の方

が肺炎球菌の菌が常在していると言われておりま

す。その中でやはり重篤化になった場合には死亡

率がすごく高い。この死亡率が高いというのは、

合併症の敗血症とか、気管支炎とか、いろんな合

併症を併発した場合には死亡率がかなり高い。だ

から、しっかりと定期予防接種を徹底して周知し

てもらって、実施してもらうことを強く願います。

それと、乳幼児の肺炎球菌対策として、やはり５

歳未満でほとんどの子供たちが発症するのが肺炎

球菌、感染症は発生すると言われていますけれど

も、それ以後定期接種を行っていない場合には重

篤化に至って、または副作用による後遺症を残す。

それについても定期接種の徹底的な周知とお知ら

せによって、子供、保護者の皆様に連絡とか、そ

ういうことでしっかりとした体制を今以上にも強

くやってもらいたいと思います。

次に移ります。地域包括ケアの推進について質

問いたします。先ほどの答弁にもありましたけれ

ども、地域包括支援センターというものが地域包

括ケアシステムの構築をする上でどのような問題

と課題を抱えているのか、健康福祉部長の認識を

お伝えください。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） まず初めに、先

ほど高齢者の方の肺炎球菌の部分で、私平成３０

年度までは６５歳から５歳刻みというところを３

０歳と間違って発言したようでございますので、

訂正をお願いしたいと思います。

地域包括支援センターの構築につきましては、

まさしく２０２５年に名寄市におきましても今の

団塊の世代の方が皆さん後期高齢者、７５歳以上

になるということでございまして、先ほど議員か

らもお話があったとおり、介護費用や医療費が増

額することは予測されるところでございます。そ

こを抑えるためには、現在行っております、先ほ

どもありました健康寿命をいかに延ばしていくか

ということが大変重要なことと考えておりますの

で、あわせて今の段階では認知症の高齢者が５年

間で２００人ふえたということもございますので、

認知症の予防の対策もあわせて実施しながら、来

たるべき２０２５年に向かって備えてまいりたい

と、そのような認識でございます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） ありがとうございます。

今包括ケアシステムの構築に当たっては、やは
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り一つの問題は、介護保険サービスの中ではでき

ない制度外のインフォーマルケアというものが注

目されています。それをどうやって、家族の支援

とか、見守りとか、制度の中でできないことをし

っかりとそういった地域のボランティア、有料で

あったり、無料であったりしますけれども、先進

地を見習って、名寄市独自のインフォーマルサー

ビスの促進をやられてはどうでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 田邊健康福祉部長。

〇健康福祉部長（田邊俊昭君） このたびの介護

保険法の改正によりまして、まさしく要支援１、

２の方が市町村が行う地域支援事業に移行される

ということで、訪問介護と、そして通所介護につ

いては市町村が行いなさいということになってお

ります。その部分を当市といたしましては、来年

４月からの法施行ではございますが、２年間の猶

予期間がございますので、その２年間の間で皆さ

んと十分議論をさせていただきながら、ボランテ

ィアの部分も含めまして対応を考えてまいりたい

と考えております。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） すごくいい先進地のケ

ースがいっぱいありますので、それを見習ったり、

いろんな情報収集してこの事業をしっかりと実行

していってもらいたいと思います。

次に、質問をかえます。第２項目めの安心、安

全のまちづくりについてお伺いします。交通安全

の推進についてでございますけれども、答弁のと

おり名寄市交通安全計画、第９次計画に基づいて

名寄市交通安全条例の交通理念、基本理念をもと

に交通安全の施策を実施しているところでありま

す。人命の尊重の理念と人優先の交通思想と人、

車両、交通、３つの要素の相互関係の考慮から、

官民一体となっての推進、そして最終的には交通

事故ゼロを目指す、これがまさしく名寄市が目指

していることだと思います。この安全計画、立派

な安全計画があります。これを一つの絵に描いた

餅ではなくて、しっかりと実効性のあるものに変

えていくべきだと思います。その一つの方向性と

しては、基本ベースは交通安全というのは基本的

にはもう昔から同じことで、安全意識の高揚とか、

危険箇所を周知して、みんなに挙げてもらうよう

なことなのですけれども、それだけではできない

ので、効果的な対策への改善、新しい取り組みを

やっぱりするべきではないかというふうに思いま

す。自転車の利用者の交通ルール、マナー等交通

安全教育の充実によって自転車同士の事故をどの

ように防ぐかという前向きな取り組み、そしてま

さに自転車のことについては先般旭川での自転車

同士の事故がありました。それについてもただの

事故ではなく、無灯火同士で事故を起こして、そ

して一人の方は死亡したという重大事故です。そ

のときにも緊急対策として市民の皆様に周知する、

連絡する方法というか、広報とか、いろんな方法

でこういう無灯火は危ないと。そして、交通事故

は車だけではないと。自転車同士、自転車対人で

もあるという、そういう緊急対策的な連絡とか、

広報活動を強くしていくべきではないかと思いま

す。そしてまた、安全、道路環境の整備につきま

しても危険箇所を周知するということは、パトロ

ールの徹底によって危ない箇所を再チェックして

おく、または夜間の、これから秋になってきまし

て、薄暮のときに自転車とか自動車についてもデ

イライトというか、自動車についてはデイライト

運動、自転車につきましては反射灯のいわゆる推

進運動とか、新たな取り組みを交通安全施策の中

でやっていただきたいと思いますけれども、その

点についてどうでしょうか。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） どうしても交通安全

運動といいますと毎年同じことをやっているとい

う印象があると思いますけれども、私は継続は力

なりということで、毎年同じことを紋切り型で同

じようにやるというのはそれなりに意味があるな

というふうには考えておりますが、何点か新しい

取り組みもやってございますので、この場で紹介
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をさせていただきたいと思いますが、まず１つに

は、全国的に先ほどもお話ありましたけれども、

自転車を取り巻く事故が年々増加をしてございま

して、最近では歩行者と自転車の事故で加害者側

に数千万円の高額賠償を命じる、そういう判決も

相次いでいることから、自転車の交通ルールのパ

ンフレット、これ作成いたしまして、市内の中学

校、高校全生徒、部数的には ５００部ほどにな

りますけれども、これを生徒全員に配布したとこ

ろでございます。また、６月から１０月までの５

カ月間のロングランになるのですけれども、交通

事故死ゼロ ０００日を超える、これは更新日数

が全道一の興部町から本市を経由して苫前に至る

国道２３９号線の７市町村において交通安全を呼

びかける旗の波運動を毎月同じ日に実施してござ

います。

以上、新たな取り組みもやっているということ

で御理解を賜りたいと思います。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） 新しい取り組みをやっ

ぱり率先垂範というか、積極的な形の中で、今ま

でやったことをずっと続けるのもいいのですけれ

ども、それをいわゆる効果的な対策として改善す

る政策を望みます。

次に移ります。都市環境整備についてお伺いし

ます。先ほど答弁ありましたように、雑草につい

てはスイーパー車で月２回、街路樹につきまして

も直営でパトロールしながらやっているというふ

うに理解しました。その中で私はちょっと気にか

かるところがありました。それはノースタウンの

西側の大通側の街路樹につきまして、送電線、電

力ケーブルに接触している箇所がたくさんありま

す。南側については、埋設工事とか危険回避して

いろんな対策を練っておりますけれども、大通側

につきましてはやはり電力ケーブルに接触してい

る。まさにもう接触しております。早急に北電か

ら連絡があってやるとかでなくて、やはり管理責

任者である市がしっかりと一定の維持管理指針を

持ってやるべきではないかと思います。それにつ

いてどう考えますか。建設水道部長、お願いしま

す。

〇副議長（佐藤 勝議員） 中村建設水道部長。

〇建設水道部長（中村勝己君） 議員御指摘のノ

ースタウンの西側ということでございますが、そ

この送電線については市が北電から貸してほしい

ということで貸していることになります。したが

いまして、市としては木が腐食をして倒れて何か

被害を及ぼすとかということであればうちのほう

で対応しますけれども、通常は北電のほうで枝な

どにさわるような場合についてはケーブルのカバ

ーをつけていただくとか、あるいは市のほうに北

電として切ると。切らせてもらうというようなこ

とであれば、うちのほうはそれについては承諾を

していきたいというふうに考えているところです。

〇副議長（佐藤 勝議員） 上松議員。

〇８番（上松直美議員） だから、逆に言ったら

北電側にもそういう瑕疵というか、やはり安全管

理に対する徹底というか、電力ケーブルに接触し

ている中でやっている。名寄市についてはそうい

う見解であるということは理解しました。

次に、管理する場合には、街路樹についてはい

ろんなところにあります。それをいろんな臨時職

員の方がかわったり、管理職員の人がかわったり、

そのやり方が一定のやり方ではないのではないか。

だから、一定の管理指針をつくるべきではないか

というふうに思っていますので、これを検討事項

としてしっかりと受けとめてお願いしたいと思い

ます。これは答弁要りません。

最後に、ＰＭ ５についてお伺いします。ＰＭ

５対策について、微小粒子物質、ＰＭ ５です

けれども、７月の末にロシアのシベリアの森林火

災が原因で環境基準を超える７０マイクログラム

パー平方メートル、１日平均ということで、超え

る濃度が観測されました。その中で従来は中国か

らの越境大気汚染ということの認識がありました

けれども、これは全然違うロシアからの森林火災
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の影響を受けたという。ただし、私が思うのは、

偏西風に乗ってＰＭ ５はかなり遠い距離を飛来

してくると。そういう認識を持って呼吸器疾患、

児童、高齢者の抵抗力のない市民に対してしっか

りとした緊急通報や情報提供をホームページやい

ろいろな手段を使ってやっているということでお

伺いしましたけれども、より一層の周知徹底手段

をお願いしたいと思います。１つには、北海道防

災情報システムによるメールによる通信とか、さ

まざまな手段があると思います。そして、北海道

においてもＰＭセンサー実証試験もやっておりま

して、快適なキットでより安くできるというふう

な情報もつかんでおりますので、将来を見据える

よりもより早い情報を見据えてしっかりとした危

機管理対策をお願いいたします。その点について

答弁をお願いします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 三島市民部長。

〇市民部長（三島裕二君） 議員の御指摘のとお

り、道北地域には旭川市にしか観測局が設置され

ておりません。北海道のほうでも実証試験、これ

はされていらっしゃるようなのですけれども、北

海道の方針では測定体制の空白地域における測定

局の整備ということを考えていらっしゃるようで

ありまして、ただこれが名寄市に造成されるかは

未定であります。御質問にあります観測機器の導

入でありますけれども、名寄市に北海道の観測局

が設置されることが一番望ましいというふうに考

えておりますが、手を挙げる機会があれば積極的

に取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。ただ、市独自での測定機器の設置となりま

すと、性能ですとか予算の関係もございます。ま

だまだ勉強が必要となってまいりますので、この

部分につきましては今後に向けての研究とさせて

いただきたいと考えておりますので、御理解をい

ただきたいと思います。いずれにいたしましても、

ＰＭ ５の影響につきましては呼吸器や循環器系

疾患のある方、子供や高齢者など感受性の高い方

に配慮した迅速な情報提供が求められております

ので、これまで同様にホームページやＦＭラジオ

での発信に努めていきたいと考えております。ま

た、このほかにもメールの配信などほかの手法に

ついても対応できるものがございましたら、随時

対応に向けて検討し、速やかな情報発信に努めて

まいりたいと考えております。

以上です。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で上松直美議員

の質問を終わります。

これをもちまして一般質問を終結いたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） 日程第３ 報告第１

号 平成２５年度決算に基づく健全化判断比率の

報告について、報告第２号 平成２５年度決算に

基づく資金不足比率の報告について、以上２件を

一括議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 報告第１号 平成２５年

度決算に基づく健全化判断比率の報告について及

び報告第２号 平成２５年度決算に基づく資金不

足比率の報告について、一括して御報告を申し上

げます。

報告第１号は、地方公共団体の財政の健全化に

関する法律第３条第１項の規定に基づき、また報

告第２号については同法第２２条第１項の規定に

基づき平成２５年度決算に基づく健全化判断比率

及び資金不足比率を御報告申し上げるもので、細

部につきましては総務部長から説明させますので、

よろしく御審議くださいますようお願いを申し上

げます。

〇副議長（佐藤 勝議員） 補足説明を臼田総務

部長。

〇総務部長（臼田 進君） それでは、私のほう

から報告第１号 平成２５年度決算に基づく健全

化判断比率の報告について及び報告第２号 平成

２５年度決算に基づく資金不足比率の報告につい

て一括して補足説明させていただきます。
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配付をいたしました資料の１ページをお開きく

ださい。初めに、総括表①、健全化判断比率の状

況についてでありますが、実質赤字比率及び連結

実質赤字比率につきましては赤字が発生していな

いことからなしとし、バー表示をさせていただい

ているところであります。実質公債費比率につき

ましては前年度より ５ポイント下がって１ ６

％、将来負担比率につきましては１ ２ポイント

下がって４ ３％となりました。

次に、各指標の具体的な説明をさせていただき

ます。２ページをお開きください。総括表②、連

結実質赤字比率等の状況についてでございます。

初めに、表の左上の欄は一般会計の赤字割合を示

す実質赤字比率積算の内訳を記載してございます。

一般会計の実質収支は４億 ４９５万 ０００円

の黒字となっていることから、分母であります標

準財政規模に対する割合はマイナス ４９％で、

実質的な赤字が発生していないことから同じくな

しとなります。次に、一般会計に特別会計、企業

会計など全ての会計を対象とした連結実質赤字比

率につきましては、全ての会計の実質収支を合計

すると表の右下のとおり２１億 ３１０万 ００

０円の黒字となりました。この額が標準財政規模

に占める割合はマイナス１ ５３％になり、実質

的な赤字が発生していないことから同じくなしと

なります。なお、企業会計につきましては、実質

収支を計算する際の数値につきましては純利益、

または純損失ではなく、資金不足、剰余額となり、

水道事業会計及び病院事業会計のいずれの決算も

流動資産の額が流動負債の額を上回っていますこ

とから、上回っている金額が資金剰余額として計

算されることになります。

３ページをお開きください。次に、総括表③、

実質公債費比率の状況についてであります。実質

公債費比率とは、一般会計の公債費に加え特別会

計や企業会計、一部事務組合などへの公債費に準

じた繰出金や負担金などの合計額が標準財政規模

に占める割合をいい、直近の決算の３年平均を用

います。平成２５年度決算では、前年度より ５

ポイント下がって１ ６％となりました。実質公

債費比率が下がった主な要因は、起債の償還終了

に伴い元利償還金が減少したこと、公債費に準じ

る債務負担行為の減少、普通交付税の増に伴う標

準財政規模の増加などが挙げられます。

４ページをお開きください。総括表④、将来負

担比率の状況についてであります。将来負担比率

とは、地方債残高など一般会計が将来にわたって

負担すべき金額が標準財政規模に占める割合をい

います。平成２５年度決算では、前年度より１

２ポイント下がって４ ３％となりました。上段

の将来負担額は、地方債の現在高、債務負担行為

に基づく支出予定額、公営企業債等繰り入れ見込

み額、職員の退職手当負担見込み額など将来にわ

たって負担すべき金額を記載してございます。ま

た、中段の充当可能財源等は、充当可能な基金や

特定歳入、将来にわたって地方交付税で措置され

る基準財政需要額算入見込み額などを記載をして

ございます。将来負担比率が下がった主な要因は、

組合等を含む地方債の現在高、職員の退職手当負

担見込み額などが減少したこと、充当可能財源で

ある基金の残高、基準財政需要額算入見込み額の

増加などが挙げられます。

５ページをお開きください。ここでは公営企業

会計の資金不足比率の状況をあらわしております。

企業会計である水道事業会計及び病院事業会計の

歳出相当額の欄は貸借対照表における流動負債の

金額を、また歳入相当額については流動資産の金

額をそれぞれ記載しており、その差額が資金不足

額となります。両会計とも資産の金額が負債の金

額を上回っているため資金不足額はマイナスとな

っており、資金不足比率はございません。

また、簡易水道事業特別会計ほか４特別会計に

つきましては、それぞれ歳入歳出の決算額を記載

しており、いずれの会計も一般会計繰入金で調整

しておりますので、収支はゼロで、資金不足は生

じておりません。

平成２６年９月１８日（木曜日）第３回９月定例会・第４号
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以上、補足説明とさせていただきます。よろし

く御審議くださいますようお願いいたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） これより、報告第１

号外１件について一括質疑に入ります。御発言ご

ざいませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇副議長（佐藤 勝議員） 質疑なしと認めます。

報告第１号外１件を終結いたします。

〇副議長（佐藤 勝議員） お諮りいたします。

議事の都合により、明日９月１９日から９月２

５日までの７日間を休会といたしたいと思います

が、御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇副議長（佐藤 勝議員） 異議なしと認めます。

よって、明日９月１９日から９月２５日までの

７日間を休会とすることに決定いたしました。

〇副議長（佐藤 勝議員） 以上で本日の日程は

全て終了いたしました。

本日はこれをもちまして散会といたします。

御苦労さまでした。

散会 午後 ３時１９分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

副 議 長 佐 藤 勝

署名議員 竹 中 憲 之

署名議員 山 口 祐 司
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平成２６年第３回名寄市議会定例会会議録

開議 平成２６年９月２６日（金曜日）午後１時００分

１．議事日程

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第３号 名寄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について

（市民福祉常任委員長報告）

議案第４号 名寄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について（市民福祉常任委

員長報告）

日程第３ 議案第２０号 平成２５年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査

特別委員長報告）

議案第２１号 平成２５年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２２号 平成２５年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２３号 平成２５年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成２５年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第２５号 平成２５年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２６号 平成２５年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２７号 平成２５年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２８号 平成２５年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第２９号 平成２５年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第３０号 平成２５年度名寄市水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第４ 議案第３３号 財産の無償貸付けにつ

いて

日程第５ 議案第３４号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第５号）

日程第６ 意見書案第１号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

意見書案第２号 ２０１５年度予算

（介護・子ども）の充実・強化を求め

る意見書

意見書案第３号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第４号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」の実現をめざし、

就学保障充実など２０１５年度国家予

算編成における教育予算確保・拡充に

向けた意見書

意見書案第５号 「危険ドラッグ（脱

法ハーブ）」の根絶に向けた総合的な

対策の強化を求める意見書

意見書案第６号 奨学金制度の充実を

平成２６年９月２６日（金曜日）第３回９月定例会・第５号
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求める意見書

意見書案第７号 産後ケア体制の支援

強化を求める意見書

意見書案第８号 電力料金再値上げの

撤回を求める意見書

意見書案第９号 特定秘密保護法の施

行延期を含め慎重な運用を求める意見

書

日程第７ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．本日の会議に付した事件

日程第１ 会議録署名議員指名

日程第２ 議案第３号 名寄市特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定について

（市民福祉常任委員長報告）

議案第４号 名寄市家庭的保育事業等

の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定について（市民福祉常任委

員長報告）

日程第３ 議案第２０号 平成２５年度名寄市一

般会計決算の認定について（決算審査

特別委員長報告）

議案第２１号 平成２５年度名寄市国

民健康保険特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２２号 平成２５年度名寄市介

護保険特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２３号 平成２５年度名寄市下

水道事業特別会計決算の認定について

（決算審査特別委員長報告）

議案第２４号 平成２５年度名寄市個

別排水処理施設整備事業特別会計決算

の認定について（決算審査特別委員長

報告）

議案第２５号 平成２５年度名寄市簡

易水道事業特別会計決算の認定につい

て（決算審査特別委員長報告）

議案第２６号 平成２５年度名寄市公

設地方卸売市場特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２７号 平成２５年度名寄市食

肉センター事業特別会計決算の認定に

ついて（決算審査特別委員長報告）

議案第２８号 平成２５年度名寄市後

期高齢者医療特別会計決算の認定につ

いて（決算審査特別委員長報告）

議案第２９号 平成２５年度名寄市病

院事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

議案第３０号 平成２５年度名寄市水

道事業会計決算の認定について（決算

審査特別委員長報告）

日程第４ 議案第３３号 財産の無償貸付けにつ

いて

日程第５ 議案第３４号 平成２６年度名寄市一

般会計補正予算（第５号）

日程第６ 意見書案第１号 林業・木材産業の成

長産業化に向けた施策の充実・強化を

求める意見書

意見書案第２号 ２０１５年度予算

（介護・子ども）の充実・強化を求め

る意見書

意見書案第３号 地方財政の充実・強

化を求める意見書

意見書案第４号 義務教育費国庫負担

制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」の実現をめざし、

就学保障充実など２０１５年度国家予

算編成における教育予算確保・拡充に

向けた意見書

意見書案第５号 「危険ドラッグ（脱
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法ハーブ）」の根絶に向けた総合的な

対策の強化を求める意見書

意見書案第６号 奨学金制度の充実を

求める意見書

意見書案第７号 産後ケア体制の支援

強化を求める意見書

意見書案第８号 電力料金再値上げの

撤回を求める意見書

意見書案第９号 特定秘密保護法の施

行延期を含め慎重な運用を求める意見

書

日程第７ 報告第３号 例月現金出納検査報告に

ついて

日程第８ 閉会中継続審査（調査）の申し出につ

いて

１．出席議員（１７名）

議 長 １９番 黒 井 徹 議員

副議長 １４番 佐 藤 勝 議員

１番 川 村 幸 栄 議員

２番 高 野 美 枝 子 議員

４番 山 田 典 幸 議員

５番 竹 中 憲 之 議員

６番 佐 藤 靖 議員

８番 上 松 直 美 議員

９番 大 石 健 二 議員

１０番 高 橋 伸 典 議員

１１番 川 口 京 二 議員

１２番 佐 々 木 寿 議員

１３番 熊 谷 吉 正 議員

１５番 日 根 野 正 敏 議員

１７番 山 口 祐 司 議員

１８番 駒 津 喜 一 議員

２０番 東 千 春 議員

１．欠席議員（３名）

３番 塩 田 昌 彦 議員

７番 奥 村 英 俊 議員

１６番 植 松 正 一 議員

１．事務局出席職員

事 務 局 長 益 塚 敏

書 記 山 崎 直 文

書 記 鷲 見 良 子

書 記 佐 藤 潤

１．説明員

市 長 加 藤 剛 士 君

副 市 長 佐 々 木 雅 之 君

副 市 長 久 保 和 幸 君

教 育 長 小 野 浩 一 君

総 務 部 長 臼 田 進 君

市 民 部 長 三 島 裕 二 君

健康福祉部長 田 邊 俊 昭 君

経 済 部 長 川 田 弘 志 君

建設水道部長 中 村 勝 己 君

教 育 部 長 小 川 勇 人 君

市立総合病院
松 島 佳 寿 夫 君

事 務 部 長

市 立 大 学
鹿 野 裕 二 君

事 務 局 長

営業戦略室長 常 本 史 之 君

上下水道室長 天 野 信 二 君

会 計 室 長 山 崎 真 理 子 君

監 査 委 員 上 田 盛 一 君
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〇議長（黒井 徹議員） これより本日の会議を

開きます。

〇議長（黒井 徹議員） この際、御報告するこ

とがございます。

名寄市立総合病院、久保田宏名誉院長が去る９

月２４日、病気加療中のところ逝去されました。

ここで、市長より発言を求められておりますの

で、これを許します。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 名寄市立総合病院の元院

長で現名誉院長、風連国保診療所長、名寄市立大

学初代学長を歴任をされ、名寄市に対して多大な

御貢献をいただきました久保田宏先生が去る９月

２４日に７８歳でお亡くなりになりました。この

場をおかりいたしまして名寄市民を代表し、お別

れのお言葉を述べさせていただきます。

久保田先生は、昭和１２年８月、中川郡美深町

恩根内にてお生まれになり、昭和４０年、北海道

大学医学部を卒業後、市立旭川病院胸部外科部長

などを経て平成３年４月、市立総合病院副院長と

して着任、平成５年４月からは院長として地域医

療の充実のため病院経営に御尽力をいただきまし

た。この間、平成４年の院舎の全面改築に携わり、

懸案でありました脳神経外科、麻酔科、心臓血管

外科などを開設をするとともに、救急告示病院と

しての機能を高め、診療体制の充実に努められま

した。また、医師不足等に伴い多額の不良債務が

発生をいたしましたが、平成７年度に向こう８年

間を計画期間とする経営健全化計画を策定をし、

経営の改善に努め、計画期間よりも４年早く平成

１０年度末に経営の健全化を達成をされました。

こうした久保田先生の御功績が平成９年度の市立

総合病院の道北３次医療圏の地方センター病院の

指定につながりました。久保田先生が市立総合病

院に在籍をした１２年間は、数多くの御功績があ

り、またまさに現在ある市立総合病院の礎を築か

れたものと言えます。これらの御功績を踏まえ、

市立総合病院を退任した平成１５年度には名誉院

長の称号を授与をさせていただき、また科学部門

での名寄市の文化賞を授与させていただきました。

加えて久保田先生は、市立大学の開学にも大き

く御貢献をされました。平成１６年４月に大学設

置室準備室長に就任をされ、平成１８年４月の市

立大学開学の際には初代学長として学内の運営や

教員、学生の確保などに御尽力をされ、道北地域

の保健、医療、福祉の分野を支える若い人材の育

成に熱心に取り組まれました。平成２２年３月に

学長を退任した後も引き続き名誉教授として市立

大学をサポートしていただいたところでございま

す。

久保田先生が名寄市で歩まれました市立総合病

院、市立大学は、名寄市のみならず、道北地域の

保健、医療、福祉、教育などの分野を中心となっ

て支えており、今後も温かく見守っていただけれ

ばと思います。

最後になりますが、先生のこれまでの御功績に

対しまして衷心より感謝とお礼を申し上げまして、

お別れの言葉とさせていただきます。

〇議長（黒井 徹議員） 故人は、市勢の発展に

御尽力いただき、多大なる功績を残されました。

まことに痛惜の念にたえません。

ここで、ここに故人の御冥福を祈り、謹んで黙

祷をささげたいと思います。

本会議出席者全員の御起立をお願いいたします。

黙祷始め。

（黙 祷）

〇議長（黒井 徹議員） 終わります。

御着席ください。

〇議長（黒井 徹議員） 本日の会議に３番、塩

田昌彦議員、７番、奥村英俊議員、１６番、植松

正一議員から欠席の届け出がありました。

ただいまの出席議員数は１７名であります。定

足数に達しております。直ちに本日の会議を開き

ます。
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〇議長（黒井 徹議員） 日程第１ 会議録署名

議員の指名を行います。

会議録署名議員には、会議規則第８７条の規定

により、

１番 川 村 幸 栄 議員

４番 山 田 典 幸 議員

を指名いたします。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第２ 平成２６年

第３回定例会議案第３号 名寄市特定教育・保育

施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の制定について、平成２６年第３回

定例会議案第４号 名寄市家庭的保育事業等の設

備及び運営に関する基準を定める条例の制定につ

いて、以上２件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

市民福祉常任委員会、日根野正敏委員長。

〇市民福祉常任委員長（日根野正敏議員） 議長

より御指名いただきましたので、平成２６年第３

回定例会におきまして当委員会に付託されました

議案第３号 名寄市特定教育・保育施設及び特定

地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

の制定について、委員会における審査経過並びに

結果について御報告申し上げます。

委員会は、９月３日、９日、１９日の３回にわ

たり、田邊健康福祉部長を初め担当職員の出席を

求め、本条例の内容について詳細な説明を受けた

後、慎重に審査を行いました。

付託された議案第３号は、提案理由の説明にも

ありましたように、平成２４年８月に質の高い幼

児期の学校教育、保育の総合的な提供、保育の量

的拡大、確保及び地域の子ども・子育て支援充実

を目的とした子ども・子育て関連３法が成立し、

それに基づく子ども・子育て新制度は平成２７年

度から施行される予定となっております。新制度

では、従来の認可保育所における保育事業に加え、

新制度に移行した幼稚園（特定教育事業）及び特

定地域型保育事業（家庭的保育事業）の利用定員

などの運営に係る基準を市町村で条例で定めなけ

ればならないものとされました。それに伴い当該

基準について定める条例を制定するものです。

第１回目の委員会で各委員から出されました主

な質疑では、国から示されている内容を変えずに

出されたということだが、市独自のものはないの

か、また現在待機児童の状況はの質疑では、国か

ら示されたものを調整したものはない。追加した

ものは、名寄市の暴力団追放の条例があるので、

その部分について追加してある。待機状況は、き

ょう現在転入者でゼロ歳のお子さんが１人待機し

ているとの答弁がありました。

子ども・子育て会議の中のアンケートの結果、

新たなニーズもあり、この条例が適用するような

ことが想定されるのかの質疑では、新制度におけ

る施設の見通しでは現状で考えられるとすれば幼

稚園が認定こども園になるといった変更が考えら

れるが、現段階ではそういう相談は来ていないと

の答弁がありました。

家庭的保育の関係で許認可も含め行政としての

役割と責任は、また国の作業がおくれて公定価格

がまだ出ていないが、関係の情報提供をの質疑で

は、家庭的保育事業については市町村が認可する

新しくできる施設について今後申請があればすぐ

開業できるというものではなく、利用定員の設定

をしなければならない。利用定員の設定について

は、子ども・子育て会議に諮り意見を聞き、進め

ることになり、行政の一方的な考えでの進め方は

しない。公定価格については、まだ固まった状態

で国からおりてきていない。今後内容が明確にな

らないと事業者が困ることになるので、国の段階

で各保育所、認定こども園などの団体が大詰めの

議論をしているので、近々正式なものになると思

うとの答弁がありました。

子育て支援会議で策定する計画がこの条例にか

かわる施設や利用料などの関係性と定員も含めて
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具体的にどのような影響があるのかの質疑では、

認定こども園への移行を考えて市内の私立幼稚園

からの相談は今のところないが、新制度で幼稚園

のまま移行する方法もあるので、そういったこと

が考えられる。移行を計画されている幼稚園や新

たな小規模保育を考えられている事業者に対して、

今回判断材料として運営基準を条例で定めていた

だき、お知らせしたい。市内の幼稚園では１２月

１日に園児募集が開始されるため、数カ月前まで

には基準が示されないと新しい制度に乗るという

ことも判断できないため、期限つきの条例の審査

でお願いをしている。今回国から示されている公

定価格は２本立てで、消費税が８％の場合の運営

費と１０％に上がったときの試算表が配られてい

る。案の状態で試算していただいているが、保護

者が負担していただく保険料と相対関係は運営費

で計算された金額がそのまま計算されている。園

に入り、保育料として支払う金額はそこから引か

れて計算されてくる。名寄市は、寒冷地であり、

寒冷地の補正が今回認められ、かなり有利な積算

ができるような内容になっているので、市内の事

業所の方にお知らせし、一定程度の経営判断材料

として使っていただいているとの答弁がありまし

た。

２回目の委員会で出されました主な質疑では、

子ども・子育て会議の中でも料金が高いのではな

いかという意見もある。新制度は変わるたびに上

がっていく不安もあり、保険料がどのように変わ

っていくのかの質疑では、国のほうから利用者負

担額の案が示され、保育に係る２号、３号認定と

既存の幼稚園で１号認定の部分の２種類の利用者

負担案が示され、保育料は今まで国の所得税ベー

スで計算されていたが、新制度では市町村民税を

ベースとした試算案が示されており、それでいい

のかを含めて財政当局とも協議中であり、名寄市

にお住まいの子育て中の皆様が利用しやすい料金

体制を踏まえながら協議していきたいとの答弁が

ありました。

国の作業が大幅におくれ、条例提案に盛り込む

準備ができなかったと思うが、国の論点や公定価

格、利用者負担の行き先はの質疑では、国の論点

については情報不足のため答えられないが、公定

価格は義務的経費として４分の１市負担の割合で

一定地財対策ということで、地方交付税措置がさ

れてくるという情報もあるが、責任を持って運営

費を捻出していかなければならないと考えている

との答弁がありました。

介護保険と同じように包括的な報酬体系になる

のかと理解しているが、心配なのは民間参入も含

め労働条件の影響はの質疑では、介護保険制度と

似たような運営になった場合の労働条件について、

公定価格の中で一定程度今年度までは処遇改善と

いうことで国の補助金として一時金や民間施設が

支払うときの補助メニューがあった。２７年度か

らの新制度では、この公定価格の中で処遇改善の

上乗せの部分が積算されてくるので、単発で終わ

ると思われていた補助金が公定価格という義務的

経費の中で担保されていくという仕組みに変わっ

ているので、今のところ賃金という部分では一定

程度の配慮はされている。また、ことし５月に幼

児教育・保育連絡協議会という任意の民間団体を

設置していただいて、行政はオブザーバーという

形で参加し、その中で認可幼稚園や保育所などの

関係者が一堂に会して情報交換ができるような組

織を立ち上げている。連絡協議会などでの情報交

換を生かし、働く職員に対して労働条件に差が出

ないよう情報を収集しながら努力したいとの答弁

がありました。

附則にある議案第４号、利用定員に関する経過

措置、議案第３号、連携施設に関する経過措置に

ついて、関連があるので、両経過措置についての

説明と経過措置５年間は小規模保育のＣ型、保育

士を持たなくても研修を受けたらできる施設をふ

やしていくことが下支えになると国は考えている

ようだが、安心して子供を預けられる公的な保育

所をふやしていくことが必要だと思うが、この考
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えの説明をの質疑では、例えば無認可のところで

十五、六人程度の無認可施設で突然定員を縛られ

ると経営ができなくなる状況も想定される。小規

模Ａ、Ｂの施設にまで整わないことも想定される

ので、弾力的に定員を５年かけて経過措置すると

いうことで考えている。連携施設については、今

現在保育所は無認可でもゼロ歳から５歳児までを

実際見ているが、新制度になるとゼロ歳から２歳

児未満が対象保育となり、経過措置は原則となっ

ていることから、兄弟等に柔軟な対応はできるも

のの、突然今までそこで完結していた保育がゼロ、

１、２歳児で切られる仕組みになるので、５年間

の調整期間を設けた対応になっている。連携施設

の受け皿としては、公立保育所が担っていかなけ

ればならないと考えているとの答弁がありました。

第３回目の委員会で各委員から出されました主

な質疑では、３号議案、４号議案に共通したこと

で、現場調整や報告などのことで最終責任は市が

かかわることになるが、責任について条例の中に

あるのかの質疑では、この条例は施設基準を明記

している。市の責務については、児童福祉法の中

で定義されていると認識しているとの答弁があり

ました。

施設によって人的配置、認可基準が違うが、子

供、保護者から見たときに条件の差があるが、見

解はの質疑では、今後現状の施設や家庭的保育の

運営をされた場合、幼児教育連絡協議会等を活用

し、研修を取り入れながら質の確保に努力してい

くとの答弁がありました。

処遇改善について公定価格の中に含まれるとい

いながらも競争社会の中担保は難しい。行政の積

極的ないい意味での介入も必要ではないのかの質

疑では、新制度になると国の政策として処遇改善

についても考えている。現在民間で募集しても働

く人が集まらない状況で、ことし幼稚園でも少し

報酬を上げ募集したと聞いているとの答弁があり

ました。

定員に２０％までは超過が認められている定員

を超えた場合、具体的な選考基準はの質疑では、

市には５つの幼稚園があり、充足率７０％で３割

余裕があるが、このまま幼稚園として残るか、こ

ども園になるかにより保育の幅が広がることにな

るので、見きわめていきたい。公立のほうは、今

までどおり３カ所の保育所で協議をしながら、随

時対応していく。一時保育については、積極的に

利用していただきながら、状況を見ながらふやし

ていくことも検討していくとの答弁がありました。

働く人の条件や質の向上も含め各施設の目的や

運営方針、職員数などの情報公開を今後させるこ

とにより、競争強化が生まれ、より効果がある。

新制度の具体策はの質疑では、労働条件の情報と

は別に各園で行っているサービスなどの情報は市

のほうで集約し、わかりやすいパンフレット、ホ

ームページ等で公開は今後必要になるとの答弁が

ありました。

法令違反や応諾義務の不履行があった場合、市

の監督の方法やペナルティーについてはの質疑で

は、指導をして不履行があった場合、内容につい

て公示を行う。最後は、認可の取り消しまで考え

られるが、現状しっかりとした指導を行い、信頼

関係を持ち、そこまでいかないように指導するこ

とも行政の責任と考えると答弁がありました。

質疑の後、委員間討論を行い、主な内容は、国

の方針は決まっているが、核心部分は決まってい

ない中、この時期に条例が出てくることに疑義を

感じるが、１２月には各施設が募集を開始する状

況がある。施設側の選択にも支障を来すわけには

いかない。国の考えが明らかになった時点で改め

て検証するとの答弁もあったことで理解をした。

国の情報が不足して理解できないこともあるが、

今までの質疑をどう担保して運用されていくのか、

委員会としても条例施行後国の動きに応じて改め

て検証し、必要なことがあれば改正を求めていく

べきなどの発言がありました。

委員間討論の結果、公定価格など決まった段階

で必要なところは検証して改正していくのか再確
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認することで意見がまとまり、答弁では公定価格

の決定などこの制度自体変化があった場合、おく

れることなく改正をしていくとの答弁がありまし

た。

以上、議論の結果、議案第３号 名寄市特定教

育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の制定についてにつきまし

ては、全会一致で原案どおり可決すべきものと決

定をいたしました。

続きまして、付託議案第４号 名寄市家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について、委員会における審査経過並び

に結果について御報告申し上げます。

委員会は、議案第３号と同じく９月３日、９日、

１９日の３回にわたり、田邊健康福祉部長を初め

担当職員の出席を求め、本条例の内容について詳

細な説明を受けた後、慎重に審査を行いました。

付託された議案第４号は、提案理由の説明にも

ありましたように、平成２４年８月に質の高い幼

児期の学校教育、保育の総合的な提供、保育の量

的拡大、確保及び地域の子ども・子育て支援充実

を目的とした子ども・子育て関連３法が成立し、

それに基づく子ども・子育て新制度が２７年度か

ら施行される予定になっております。新制度では、

従来の認可保育所における保育事業に加え、市町

村長の認可を受けた事業者が家庭的保育事業、小

規模保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保

育事業、以下各家庭的保育事業といいます、を実

施することができるとされ、また同法において市

町村は当該認可に係る基準（家庭的保育事業等の

設備及び運営についての基準）を条例で定めなけ

ればならないこととされました。それに伴い当該

基準に定めるものです。

１回目の委員会で各委員から出されました主な

質疑では、障害児の関係については居宅訪問型保

育事業のみのようだが、ほかの受け皿や療育セン

ターなどの関係はの質疑では、居宅訪問型保育事

業でのその部分が記述されているのは、サービス

を受けるお宅に行って１対１の関係で保育をする

ことが居宅訪問型事業なので、主に障害児である

ことが想定されるサービスなので、ここで触れて

いる。通常の保育などについては、集団で生活で

きると見込まれる場合については線引きをすると

いう考えは持っていないので、記述はしていない。

こども発達支援センターとの関係では、位置づけ

としても現行と何も変わらず、現在の幼稚園など

にも出向いて相談などをしている。全ての施設と

連携をとって、発達のおくれているお子さんの支

援体制は今後も十分対応していけるとの答弁があ

りました。

家庭的保育の対応で国のほうでは無資格、資格

がなくても設置を求めているが、不安が残る。こ

の点の考えはの質疑では、家庭的保育でメーンに

なるのは小規模保育のＡ、Ｂ、Ｃ。Ａ型について

は全て国に準拠して提案しているので、保育士資

格は必須の資格になるが、その分運営費も積算も

高くなってくる。Ｂ型は、保育補助員が認められ

る施設になる。半数が保育資格を持ち、半数が保

育補助員ということであれば要件を満たす。Ｃ型

というのは、定員区分が少ない保育補助員が認め

られた小規模施設という区分になる。国に準拠し

ていれば想定はしていない施設との答弁がありま

した。

子ども・子育て会議の議論経過で特徴的なもの

は、また２９条（４）で満２歳以上の児童とある

が、基本的にこの制度はゼロ歳から２歳までと思

うが、以上となると一般的に３歳でも４歳でもと

なるが、この書き方でよいのか、また３０条の

（３）で３歳以上４歳に満たない児童おおむね２

０人につき１人と人数が書かれているが、そうい

う子供たちもよいのかと読み取れるがの質疑では、

小規模についてはゼロ歳から２歳児の一定程度特

化した施設と定義されている。条文の中に連携施

設をつくりなさいというところがあり、連携施設

というのはゼロ歳から２歳まで保育した後、３歳

になっても同じような児童福祉施設など幼児教育
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施設につなげなければならない。そこはスムーズ

に連携施設へ受け渡しができるような体制をとり

なさいというのが根本にある。どうしても無理な

場合は、５年間の猶予期間が与えられ、この中で

連携施設を模索しなさいというつくりになってい

る。原則ゼロ、１、２歳児のうまく連携施設に行

けなくなって困るという考えからの条文で、市に

は公立保育所があるので、そこが中心となって役

割を果たしていく。子ども・子育て会議の議論で

は、もっと厳しくしなくていいのかという意見も

あったが、国の状況や現状示されている認可施設

と同等の基準ということで説明したところ、委員

のほうから、そういうことなら一定程度保育の質

が担保できるのではないかということで、現行の

基準を準拠することにまとまったとの答弁があり

ました。

２回目の委員会で各委員から出されました質疑

では、調理員を置いて園で食事を提供するという

今の流れを外部から搬入することが可能になって

いるが、アレルギー対応を含め考えをの質疑では、

新制度ではゼロ歳から２歳児を保育する場合、自

園調理が必須になっている。外部搬入が認められ

る施設としては、以上児を受け入れる施設となっ

ており、現行以上児を受け入れる施設で給食提供

がない施設としては今のところ幼稚園しか想定で

きない。その幼稚園が認定こども園になるときの

一番の弊害は、給食施設を設備しなければならな

いため、救済のため外部搬入を認める国の基準と

認識しており、市としては学校給食も視野に対応

できるのであれば認めて施設として運営していた

だきたいとの認識である。アレルギー食について

は、現在公立、民間保育所も含めアレルギーのも

とになる食材を除去した状態で個別に提供する体

制をつくっている。アレルギーの品目が多くなり、

対応し切れない場合、お弁当を持参していただく

対応をとっている。除去食品数の対応については、

具体的な規定はなく、今後考えを検討していかな

ければならないとの答弁がありました。

３回目の委員会で各委員から出されました主な

質疑では、事業認可要件で参酌基準と従うべき基

準があるが、地域特性も踏まえ、必ず遵守しなけ

ればならないものと考えていないが、見解をの質

疑では、従うべき基準については国の基準を下回

らなければよいという定義になっているとの答弁

がありました。

保育士の保障が低いことがあって、職員不足、

市の保育所半分以上が非正規の中、新制度の見通

しはの質疑では、現行安心こども基金において幼

稚園の先生たちには国は一定程度処遇改善をして

いる。新制度になると、幼稚園、保育所、認定こ

ども園の職員の人材確保も含めてどのような幅の

引き上げになるのかは不明だが、処遇改善を考え

ている状況にある。市の対応は、職員全体の中で

給与の問題になるため、今後の課題と考えている

との答弁がありました。

保育士に頼らず研修を受けただけの方たちにも

保育業務に当たらせる小規模保育Ｃ型の施設につ

いて危惧を感じる。答弁では想定していないとい

うことだが、申請があれば認可になるのではない

かと不安があるが、見解をの質疑では、現在幼稚

園、保育所、認可、非認可を合わせて １４１人

の収容規模で、今後５年先子供もだんだん減少し

ていく状況がある。不足した場合、新制度の中、

なるべくＡ型の施設でお願いをして保育の質は下

げない努力をしていきたいと考えている。また、

小規模保育のＡ、Ｂ、Ｃの施設基準は厚生労働省

令の従うべき基準との答弁がありました。

施設に立入調査する権限はどの条文なのかの質

疑では、上位法の子ども・子育て支援法第５０条

で帳簿書類、その他物件の調査ができることがあ

って、本条例４条の基準を超えて設備、運営を向

上させるよう勧告できるということになっている

との答弁がありました。

条例では、設備、運営の向上のための立ち入り

が認められているが、具体的にどのように実行し

て担保していくのかの質疑では、現時点では具体
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的な考えは持っていないが、今子ども・子育て支

援事業計画を策定している中で、市の責務で名寄

市の目指す子供、子育ての方向をうたわせていた

だき、条例制定後要綱、規則を作成する段階で十

分検討していくとの答弁がありました。

質疑の後、委員間討論を行い、主な内容は、小

規模保育で専門家の配置が気になる。研さんを積

んだ保育士の配置が望ましい。給食の外部委託に

ついても自園での調理が望ましいと考える。今回

の条例の意味は、全国的に保育所の数が少ないこ

とを対応するためと質の担保と地域事情に根差し

た保育のあり方と受けとめている。名寄市の現状

を捉えると、部長答弁にもあったように一時期１

名の待機にとどまっているということで、保育所

不足ということではない。民間施設でも今後のこ

とを検討していると聞いている。公定価格が決ま

っていない中、判断は難しいと考える。小規模保

育のＢ、Ｃを削除してもいいのではないかと考え

るがに対し、このＢ、Ｃは都会対策と受けとめて

いる。有資格者だけで施設運営はハードルが高く、

預かることもできない苦肉の策として国が考えた

ことと受けとめている。現状ではなくてもいいの

かもしれないが、条例のつくりとしてはあっても

いいのではないかと考える。市内の現状を考える

と、Ｂ、Ｃは必要はないが、ニーズを全て把握し

ているわけではないので、迷うところ。今後さま

ざまな事態を想定し、ほかから参入も考えられ、

立入調査など規則などでもきちんとした形がない

と心配が残る。可能性は残すべき。今後公定価格

が決まり、Ｃを選択した施設がニーズに合った施

設運営をする可能性も否定できないので、多様な

選択はあったほうがよい。子ども・子育て会議の

中で利益優先の施設については、その段階でハー

ドルが高いと思う。今必要なのは数ではなく質と

いうことは共通しているので、安いほうがいいと

はならないのではないか。営利目的で参入してく

ることをブロックすることも重要で、介護保険で

も大手が参入し、すぐ撤退ということもあり、可

能性は残すのはいかがかと思う。委員会としても

公定価格や国の動きが決まった段階で共通認識を

持って検証する必要があると考える。

委員間討論の結果、給食は自園調理を目指すの

かと家庭的保育Ｂ、Ｃについて質の高い基準以上

の保育を目指すのかを再確認することで意見がま

とまり、答弁では給食については条例で定めた部

分は部分として、保育の質を高めること、安心、

安全のことからも申請があった場合助言をしてい

きたいと考えている。Ｂ、Ｃの充実した方向性に

ついては、市としても重要なことと考えている。

今作成している事業計画にもきちんと出していく

とともに、助言をしていくとの答弁がありました。

以上、議論の結果、議案第４号 名寄市家庭的

保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の制定についてにつきましては、全会一致で

原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。

以上、付託された議案の審査経過並びに結果に

ついて御報告といたします。

〇議長（黒井 徹議員） これより、議案第３号

外１件について委員長報告に対する一括質疑に入

ります。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

正副委員長は自席にお戻りください。

これより採決を行います。

議案第３号は委員長報告のとおり決定すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３号は委員長報告のとおり可決

されました。

お諮りいたします。議案第４号は委員長報告の

とおり決定することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第４号は委員長報告のとおり可決

されました。
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暫時休憩いたします。

休憩 午後 １時３７分

再開 午後 １時３８分

〇議長（黒井 徹議員） 再開します。

日程第３ 議案第２０号 平成２５年度名寄市

一般会計決算の認定について、議案第２１号 平

成２５年度名寄市国民健康保険特別会計決算の認

定について、議案第２２号 平成２５年度名寄市

介護保険特別会計決算の認定について、議案第２

３号 平成２５年度名寄市下水道事業特別会計決

算の認定について、議案第２４号 平成２５年度

名寄市個別排水処理施設整備事業特別会計決算の

認定について、議案第２５号 平成２５年度名寄

市簡易水道事業特別会計決算の認定について、議

案第２６号 平成２５年度名寄市公設地方卸売市

場特別会計決算の認定について、議案第２７号

平成２５年度名寄市食肉センター事業特別会計決

算の認定について、議案第２８号 平成２５年度

名寄市後期高齢者医療特別会計決算の認定につい

て、議案第２９号 平成２５年度名寄市病院事業

会計決算の認定について、議案第３０号 平成２

５年度名寄市水道事業会計決算の認定について、

以上１１件を一括議題といたします。

付託いたしました委員会の審査の経過並びに結

果の報告を求めます。

決算審査特別委員会、高橋伸典委員長。

〇決算審査特別委員長（高橋伸典議員） 議長の

御指名をいただきましたので、今定例会で決算審

査特別委員会に付託されました議案第２０号 平

成２５年度名寄市一般会計決算の認定について、

議案第２１号から議案第２８号までの各特別会計

決算の認定について、議案第２９号 平成２５年

度名寄市病院事業会計決算の認定について及び議

案第３０号 平成２５年度名寄市水道事業会計決

算の認定について、委員会の審査の経過と結果の

報告を申し上げます。

第１回委員会は、９月１日に開会し、直ちに正

副委員長の互選が行われ、委員長には私高橋が、

副委員長には高野美枝子委員が選任されました。

第２回の委員会は、９月２２日に開会し、審査

日程を９月２２日、９月２４日から２６日までの

４日間と決め、実質審査に入りました。

審査期間中は、市長を初め関係する職員の出席

を求め、説明、答弁をいただき、各会派の代表に

よる総括質疑及び委員による質疑を行い、延べ３

９名１１０項目の慎重な審議を行いました。

審査経過につきましては、当委員会は全議員を

もって構成された特別委員会ですので、詳細な報

告は省略させていただき、審査の結果のみを報告

申し上げますので、御了承をお願い申し上げます。

当委員会に付託されました全会計決算中、一般

会計及び国民健康保険特別会計につきましては起

立多数により、その他の７特別会計、病院事業会

計、水道事業会計はいずれも全会一致で原案のと

おり認定すべきものと決定をいたしました。

よって、当委員会に付託されました各会計決算

につきましてはいずれも正確な収支が行われ、予

算の執行が適正であったことが認められました。

以上が審査の結果であります。

なお、委員会の開催中は、委員並びに理事者各

位におかれましては終始慎重かつ熱心に審査を尽

くしていただいたことにお礼を申し上げます。ま

た、日程どおり決算審査特別委員会を終えること

ができましたことに重ねてお礼を申し上げ、本委

員会の報告とさせていただきます。ありがとうご

ざいました。

〇議長（黒井 徹議員） ただいま決算審査特別

委員会委員長より報告のありました議案第２０号

外１０件については、全議員をもって構成されま

した特別委員会でありますので、この際質疑を省

略し、直ちに採決を行います。

議案第２０号 平成２５年度名寄市一般会計決

算の認定について委員長報告のとおり認定するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

（起立多数）
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〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第２０号は委員長報告のとおり認

定することに決定をいたしました。

お諮りいたします。議案第２１号 平成２５年

度名寄市国民健康保険特別会計決算の認定につい

て委員長報告のとおり認定することに賛成の議員

の起立を求めます。

（起立多数）

〇議長（黒井 徹議員） 起立多数であります。

よって、議案第２１号は委員長報告のとおり認

定することに決定いたしました。

次に、議案第２２号 平成２５年度名寄市介護

保険特別会計決算の認定についてから議案第３０

号 平成２５年度名寄市水道事業会計決算の認定

についてまでの９件について委員長報告のとおり

認定することに御異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第２２号から議案第３０号までの

９件は委員長報告のとおり認定することに決定い

たしました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第４ 議案第３３

号 財産の無償貸付けについてを議題といたしま

す。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３３号 財産の無

償貸付けについて、提案の理由を申し上げます。

今議会において議決をいただきました名寄市コ

ミュニティ放送局送信所設置条例第５条、施設の

貸し付けに基づき、現在コミュニティー放送事業

を営む株式会社エフエムなよろへ送信所の施設を

無償で貸し付けることにつきまして、地方自治法

第９６条第１項第６号の規定により議会の議決を

求めるものでございます。

よろしく御審議くださいますようお願いを申し

上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３３号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３３号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第５ 議案第３４

号 平成２６年度名寄市一般会計補正予算（第５

号）を議題といたします。

提出者の説明を求めます。

加藤市長。

〇市長（加藤剛士君） 議案第３４号 平成２６

年度名寄市一般会計補正予算について、提案の理

由を申し上げます。

今回の補正は、歳入歳入それぞれに ９００万

円を追加をして、予算総額を２２９億 ０５１万

０００円にしようとするものでございます。

補正予算の歳出から申し上げます。１１款災害

復旧費におきまして公共土木施設災害復旧事業費

の ４００万円の追加及び農業施設災害復旧事業

費５００万円の追加は、去る８月２４日に発生を

いたしました大雨の被害に係る災害復旧に要する

経費について補正をしようとするものでございま

す。特定財源として公共土木施設災害復旧事業費

では国庫負担金を見込み、また災害復旧債を両事

業で見込んでございます。

次に、歳入について申し上げます。１５款国庫

支出金において公共土木施設災害復旧負担金で
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５２０万円を見込み、２２款市債において災害復

旧債で ２００万円を見込むとともに、１１款地

方交付税におきまして収支不足の１８０万円を計

上しようとするものでございます。

以上、よろしく御審議くださいますようお願い

を申し上げます。

〇議長（黒井 徹議員） これより、質疑に入り

ます。御発言ございませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。本件は、委員会付託を省略

し、直ちに採決することに御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

これより採決を行います。

議案第３４号は原案のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、議案第３４号は原案のとおり可決され

ました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第６ 意見書案第

１号 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策

の充実・強化を求める意見書、意見書案第２号

２０１５年度予算（介護・子ども）の充実・強化

を求める意見書、意見書案第３号 地方財政の充

実・強化を求める意見書、意見書案第４号 義務

教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２への復元、

「３０人以下学級」の実現をめざし、就学保障充

実など２０１５年度国家予算編成における教育予

算確保・拡充に向けた意見書、意見書案第５号

「危険ドラッグ（脱法ハーブ）」の根絶に向けた

総合的な対策の強化を求める意見書、意見書案第

６号 奨学金制度の充実を求める意見書、意見書

案第７号 産後ケア体制の支援強化を求める意見

書、意見書案第８号 電力料金再値上げの撤回を

求める意見書、意見書案第９号 特定秘密保護法

の施行延期を含め慎重な運用を求める意見書、以

上９件を一括議題といたします。

お諮りいたします。意見書案第１号外８件は、

質疑、委員会付託を省略し、直ちに採決すること

に御異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認め、採決

を行います。

本件を原案のとおり決定することに御異議ござ

いませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、意見書案第１号外８件は原案のとおり

可決されました。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第７ 報告第３号

例月現金出納検査報告についてを議題といたし

ます。

本件については、報告書がお手元に配付されて

おりますので、これをもって御了承をお願いいた

します。

〇議長（黒井 徹議員） 日程第８ 閉会中継続

審査（調査）の申し出についてを議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付いたしました

各委員長からの申し出のとおり決定することに御

異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

〇議長（黒井 徹議員） 異議なしと認めます。

よって、申し出のとおり決定をいたしました。

〇議長（黒井 徹議員） 以上で今期定例会に付

議されました案件は全て議了いたしました。

これをもちまして、平成２６年第３回定例会を

閉会いたします。

大変御苦労さまでした。

平成２６年９月２６日（金曜日）第３回９月定例会・第５号
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閉会 午後 １時５２分

上記会議のてんまつを記載し、その相違なきこ

とを証するため、ここに署名議員とともに署名す

る。

議 長 黒 井 徹

署名議員 川 村 幸 栄

署名議員 山 田 典 幸

平成２６年９月２６日（金曜日）第３回９月定例会・第５号
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質 問 文 書 表 （一般質問）

平成２６年第３回定例会

発 言
氏 名 発 言 要 旨

順 序

１ 佐 藤 靖 １ 名寄市日進地区再整備基本構想について

（Ｐ ４４） (1) 構想策定の基本的姿勢

(2) 策定の経緯

(3) 構想の実現性

(4) 今後のスケジュール

２ 都市再生整備計画なよろ地区について

(1) これまでの事業成果と評価

(2) 名寄地区中心街の活性化と将来の見通し

３ 名寄市立総合病院について

(1) 第１四半期の状況にみる今後の見通し

(2) 医療スタッフの見通し

(3) 指摘事項の検討と協議結果

２ 大 石 健 二 １ 未曾有の豪雨被害に関して

（Ｐ ５７） (1) ８月の豪雨被害から

① 被害の概要について

② 被害の現況分析と「想定外」を見越した今後の対策について

２ 加藤市長の市政執行について

(1) 名寄市の人口減対策等から

① 名寄市の少子化と長寿化対策について

② 北・北海道中央圏域定住自立圏の中心都市としての役割等につ

いて

(2) 北海道縦貫自動車道「士別市多寄町～名寄間（１２㎞）」建設凍

結の解除を受けて

① 現況の課題と今後の対応について

３ 市民の声から

(1) 名寄市の空き家対策等の取り組みから

① （仮称）空き家等の適正な管理条例制定に向けた取り組みの現

況課題とその対応について

平 成 ２ ６ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会
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(2) 快適で安全なマチづくりから

① 側溝・排水溝等の整備と維持管理について

(3) 「もっともち米プロジェクトなよろ」から

① 取組み現況と今後の対応について

３ 高 橋 伸 典 １ 地域防災対策について

（Ｐ ６８） (1) 避難方法の周知

(2) 災害対策基本法の改正による、要支援者への対応と行動計画につ

いて

(3) 自主防災組織の個別計画の状況

(4) 防災行政無線を電話で聞くことができるシステム、自動音声応答

装置の導入は

２ 子ども子育て支援新制度本格施行に向けて

(1) 名寄市子ども・子育て会議の状況

(2) 幼児教育の提供体制へ施設型給付の状況

(3) 預かり保育事業の新制度の取り扱いについて

(4) 施設型給付対象施設の利用にかかる認定と周知・説明は

３ 高齢者のボランティアポイント制度の推進を

(1) 本市の介護予防の施策の状況

(2) ボランティア（地域活動）ポイント制度の導入を

４ 竹 中 憲 之 １ 教育関係

（Ｐ ７９） (1) 教職員の事故・事件にかかわる倫理観と指導について

(2) 事故・事件にかかわる児童・生徒のケアについて

(3) いじめの実態と対策について

(4) 特別支援教育の現状について

２ 北電の電気料金値上げ申請にかかわって

(1) 庁舎・公共施設等の予想される値上り分の試算について

(2) 街路灯・防犯灯の値上り分の試算について

(3) 企業等の対策について

(4) 低所得者対策について

５ 佐々木 寿 １ 名寄振興公社・なよろ温泉サンピラーの今後の改善、推進について

（Ｐ ９０） (1) 改善事項と今後の方向性

(2) 今後の関与のあり方について

① 経営状況の把握
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② 点検、評価機能

③ 改善事項が生起した時の早期対策

④ 公表のあり方について

２ 高齢者支援対策について

(1) 高齢者就労支援について

(2) 難聴者支援対策について

６ 高 野 美枝子 １ 災害時における市民対応について

（Ｐ１０２） (1) 災害弱者に対する対応

(2) 今後のあり方について

２ 空き家対策について

(1) 早期解決に向けて

(2) 空き家バンクについて

(3) 定住促進について

３ 名寄市の子ども・子育て支援について

(1) 放課後の子ども達の対応について

(2) 保育所の待機児童について

７ 川 口 京 二 １ 大雨災害から

（Ｐ１１３） (1) 避難準備情報について

(2) 災害情報の伝達について

(3) 避難所について

(4) 自主防災組織について

(5) 防災資器材について

２ 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）について

(1) 公共施設における設置場所は適当か

(2) 設置場所に標示はしてあるか

(3) 点検や管理は定期的に行われているか

３ 豊西小学校について

(1) 廃校後の活用について

８ 塩 田 昌 彦 １ 名寄市農産物簡易加工処理施設の運用について

（Ｐ１２４） (1) 加工施設（あぐりん館・グリーンハウス）を使用して、地場農産

物の活用を図り、商品化している商品および団体について

(2) 商品の優位性を図るため、施設のＨＡＣＣＰ認定（北海道）を取

得する考えについて
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２ 商工業活性化に係る道及び国からの補助について

(1) 現在、行政から商工業者、商工会議所、商工会、ＮＰＯ法人なよ

ろ観光まちづくり協会などへの補助情報は、どのような形で発信

されているか。

また、行政や商工会議所、商工会、ＮＰＯ法人なよろ観光まちづ

くり協会など、横の連携、情報の共有が図られているかについて

(2) 現在、名寄市から道や国へ職員が派遣されていますが、情報の提

供状況について

３ ジュニアの育成について

(1) ジュニアの登録状況について

(2) ジュニアの育成補助金について

(3) ジュニア育成に係る指導者養成の考え方について

(4) 少年団等の道大会や全国大会出場への支援について

(5) 少年団が利用できる専用バスの確保について

９ 駒 津 喜 一 １ 地域経済の活性化施策について

（Ｐ１３５） (1) 中小企業振興条例、企業立地条例について

① 商工業への支援について

② 企業誘致について

(2) 移住・定住促進について

① 希望する人への支援について

２ 資源循環リサイクルについて

(1) ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）の取り組みについて

１０ 日根野 正 敏 １ 災害のない治水対策について

（Ｐ１４４） (1) 今回の豪雨を基に災害の起きない治水対策の強化を

(2) 水害予想と市民対応について

(3) 災害時の電話対応について

２ 望湖台自然公園について

(1) 今後の利用展望について

(2) センターハウスの今後について

(3) センターハウスに代わる温浴施設等の憩いの場を

３ 士別（多寄）～名寄間の高速道路について

(1) 開通にむけた見通しについて

(2) 風連地区に昇降口及びサービスエリアの設置要望を
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１１ 山 田 典 幸 １ 地域農業を守るために

（Ｐ１５８） (1) ８月の記録的大雨における農業被害について

(2) 有害鳥獣による農作物被害について

２ 教育行政について

(1) 小中一貫教育について

① 当市としての考え方

② 導入の可能性と課題

３ 地域コミュニティのあり方について

(1) 智恵文地区における複合施設建設の要望について

１２ 川 村 幸 栄 １ ８月の大雨被害に関わって

（Ｐ１６９） (1) 被害地域への対応について

(2) 避難者への対応について

(3) 今後の対策として、自主防災組織への支援について

２ 子どもにやさしいまちづくりを

(1) 子どもの権利条例制定の考えについて

３ 北海道電力の再値上げに関わって

(1) 市民のくらしへの負担について

(2) 再生可能エネルギーへの転換計画の推進について

１３ 熊 谷 吉 正 １ 名寄市の平和行政と脱原発について

（Ｐ１８１） (1) 長崎、広島、福島から何を学ぶ

(2) 日本非核宣言自治体協議会加盟について

(3) 脱原発への情報発信と名寄市の平和行政について

２ 名寄市地域分権の推進について

(1) 名寄市地域分権推進に向けた構想

(2) 今後の具体的展望について

３ 市民の声、地域の声

(1) 東８号道路と東５号道路の道路改良について

(2) 手話通訳者等協力員の処遇改善について

(3) 文化、スポーツ施設等の命名権（ネーミングライツ）について

１４ 上 松 直 美 １ 安心して健やかに暮らせるまちづくり

（Ｐ１９３） (1) 健康づくりの推進について

(2) 感染症予防の推進について

(3) 地域包括ケアの推進について
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２ 安心安全なまちづくり

(1) 交通安全の推進について

(2) 都市環境の整備について

(3) ＰＭ２．５対策について
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平成２６年第３回名寄市議会定例会議決結果表

平成２６年９月１日～平成２６年９月２６日 ２６日間

本会議時間数 １７時間４０分

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

26. 9. 1 ― 26. 9.26
第 １ 号 名寄市文化芸術振興条例の制定について

総 務 文 教 常 任 委 ― 閉 会 中 審 査 決 定

名寄市コミュニティ放送局送信所設置条例の ― ― 26. 9. 1
第 ２ 号

制定について ― ― 原 案 可 決

名寄市特定教育・保育施設及び特定地域型保 26. 9. 1 26. 9.19 26. 9.26

第 ３ 号 育事業の運営に関する基準を定める条例の制 市 民 福 祉 常 任 委 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

定について

名寄市家庭的保育事業等の設備及び運営に関 26. 9. 1 26. 9.19 26. 9.26
第 ４ 号

する基準を定める条例の制定について 市 民 福 祉 常 任 委 原 案 可 決 す べ き 原 案 可 決

名寄市病院事業の設置等に関する条例の一部 ― ― 26. 9. 1
第 ５ 号

改正について ― ― 原 案 可 決

北海道市町村職員退職手当組合を組織する団 ― ― 26. 9. 1

第 ６ 号 体の増加及び北海道市町村職員退職手当組合 ― ― 原 案 可 決

規約の変更について

音威子府村の旅券交付申請及び交付に関する ― ― 26. 9. 1
第 ７ 号

事務の受託について ― ― 原 案 可 決

― ― 26. 9. 1
第 ８ 号 工事請負契約の締結について

― ― 原 案 可 決

― ― 26. 9. 1
第 ９ 号 財産の取得について

― ― 原 案 可 決

― ― 26. 9. 1
第 １ ０ 号 損害賠償の額を定めることについて

― ― 原 案 可 決

― ― 26. 9. 1
第 １ １ 号 損害賠償の額を定めることについて

― ― 原 案 可 決

― ― 26. 9. 1
第 １ ２ 号 名寄市土地開発公社の解散について

― ― 原 案 可 決

― ― 26. 9. 1
第 １ ３ 号 専決処分した事件の承認について

― ― 承 認

平成２６年度名寄市一般会計補正予算（第４ ― ― 26. 9. 1
第 １ ４ 号

号 ― ― 原 案 可 決
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

平成２６年度名寄市国民健康保険特別会計補 ― ― 26. 9. 1
第 １ ５ 号

正予算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市介護保険特別会計補正予 ― ― 26. 9. 1
第 １ ６ 号

算（第２号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市下水道事業特別会計補正 ― ― 26. 9. 1
第 １ ７ 号

予算（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市病院事業会計補正予算 ― ― 26. 9. 1
第 １ ８ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市水道事業会計補正予算 ― ― 26. 9. 1
第 １ ９ 号

（第１号） ― ― 原 案 可 決

平成２５年度名寄市一般会計決算の認定につ 26. 9. 1 26. 9.25 26. 9.26
第 ２ ０ 号

いて 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２５年度名寄市国民健康保険特別会計決 26. 9. 1 26. 9.25 26. 9.26
第 ２ １ 号

算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２５年度名寄市介護保険特別会計決算の 26. 9. 1 26. 9.25 26. 9.26
第 ２ ２ 号

認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２５年度名寄市下水道事業特別会計決算 26. 9. 1 26. 9.25 26. 9.26
第 ２ ３ 号

の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２５年度名寄市個別排水処理施設整備事 26. 9. 1 26. 9.25 26. 9.26
第 ２ ４ 号

業特別会計決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２５年度名寄市簡易水道事業特別会計決 26. 9. 1 26. 9.25 26. 9.26
第 ２ ５ 号

算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２５年度名寄市公設地方卸売市場特別会 26. 9. 1 26. 9.25 26. 9.26
第 ２ ６ 号

計決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２５年度名寄市食肉センター事業特別会 26. 9. 1 26. 9.25 26. 9.26
第 ２ ７ 号

計決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２５年度名寄市後期高齢者医療特別会計 26. 9. 1 26. 9.25 26. 9.26
第 ２ ８ 号

決算の認定について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２５年度名寄市病院事業会計決算の認定 26. 9. 1 26. 9.26 26. 9.26
第 ２ ９ 号

について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

平成２５年度名寄市水道事業会計決算の認定 26. 9. 1 26. 9.25 26. 9.26
第 ３ ０ 号

について 決 算 審 査 特 別 認 定 す べ き 認 定

― ― 26. 9. 1
第 ３ １ 号 名寄市固定資産評価員の選任について

― ― 同 意
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委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

名寄市職員の給与に関する条例の一部改正に ― ― 26. 9. 1
第 ３ ２ 号

ついて ― ― 原 案 可 決

― ― 26. 9.26
第 ３ ３ 号 財産の無償貸付けについて

― ― 原 案 可 決

平成２６年度名寄市一般会計補正予算（第５ ― ― 26. 9.26
第 ３ ４ 号

号） ― ― 原 案 可 決

報 告 平成２５年度決算に基づく健全化判断比率の ― ― 26. 9.18

第 １ 号 報告について ― ― 報 告 済

報 告 平成２５年度決算に基づく資金不足比率の報 ― ― 26. 9.18

第 ２ 号 告について ― ― 報 告 済

報 告 ― ― 26. 9.26
例月現金出納検査報告について

第 ３ 号 ― ― 報 告 済

諮 問 ― ― 26. 9. 1
人権擁護委員の候補者の推薦について

第 １ 号 ― ― 適 任 と 認 め る

意 見 書 案 林業・木材産業の成長産業化に向けた施策の ― ― 26. 9.26

第 １ 号 充実・強化を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ２０１５年度予算（介護・子ども）の充実・ ― ― 26. 9.26

第 ２ 号 強化を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 26. 9.26
地方財政の充実・強化を求める意見書

第 ３ 号 ― ― 原 案 可 決

義務教育費国庫負担制度堅持・負担率１／２ ― ― 26. 9.26

への復元、「３０人以下学級」の実現をめざ ― ― 原 案 可 決
意 見 書 案

し、就学保障充実など２０１５年度国家予算
第 ４ 号

編成における教育予算確保・拡充に向けた意

見書

意 見 書 案 「危険ドラッグ（脱法ハーブ）」の根絶に向 ― ― 26. 9.26

第 ５ 号 けた総合的な対策の強化を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 26. 9.26
奨学金制度の充実を求める意見書

第 ６ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 26. 9.26
産後ケア体制の支援強化を求める意見書

第 ７ 号 ― ― 原 案 可 決

意 見 書 案 ― ― 26. 9.26
電力料金再値上げの撤回を求める意見書

第 ８ 号 ― ― 原 案 可 決



－230－

平 成 ２ ６ 年 第 ３ 回 ９ 月 定 例 会

委 員 会 本会議

議 案 番 号 議 件 名 付託年月日 議決年月日 議決年月日

付託委員会 審 査 結 果 議 決 結 果

意 見 書 案 特定秘密保護法の施行延期を含め慎重な運用 ― ― 26. 9.26

第 ９ 号 を求める意見書 ― ― 原 案 可 決

― ― 26. 9.26
閉会中継続審査（調査）の申し出について

― ― 決 定
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